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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年１１月２５日

自  午後 １時 ２分

至  午後 １時 ６分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委 員 長 山本 由夫 君

副 委 員 長 久保田将誠 君

委   員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

    〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、審査の経過次のとおり

― 午後 １時 ２分 開会 ―

【山本(由)委員長】 ただいまから、環境生活建

設委員会を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、徳永委員、中村（泰）委

員のご両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和２年11月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時 ３分 休憩 ―

― 午後 １時 ６分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにないようですので、これをもって、本

日の環境生活建設委員会を終了いたします。

お疲れ様でした。

― 午後 １時 ６分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年１２月８日

自   午前１０時 ０分

至   午後 ４時３２分

於   委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 山本 由夫 君

副委員長(副会長） 久保田将誠 君

委 員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、県側出席者の氏名

土 木 部 長 奥田 秀樹 君

土 木 部 技 監 有吉 正敏 君

土 木 部 次 長 天野 俊男 君

土 木 部 参 事 監
（まちづくり推進担当）

村上 真祥 君

監 理 課 長 田中 庄司 君

建 設 企 画 課 長 川添 正寿 君

建設企画課企画監 中村 泰博 君

新幹線事業対策室長
（ 参 事 監 ）

大塚 正道 君

都 市 政 策 課 長 植村 公彦 君

道 路 建 設 課 長 馬場 一孝 君

道 路 維 持 課 長 馬場 幸治 君

港 湾 課 長 平岡 昌樹 君

港 湾 課 企 画 監 松永 裕樹 君

河川課長（参事監） 浦瀬 俊郎 君

河 川 課 企 画 監 松本 憲明 君

砂 防 課 長 鈴田  健 君

建 築 課 長 三原 真治 君

営 繕 課 長 平松  彰 君

住 宅 課 長 髙屋  誠 君

住 宅 課 企 画 監 小山 俊一 君

用 地 課 長 佐々木健二 君

６、審査事件の件名

〇予算決算委員会（環境生活建設分科会）

第122号議案

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第9号）

（関係分）

第124号議案

令和2年度長崎県港湾整備事業会計補正予算

（第1号）（関係分）

第125号議案

令和2年度長崎県交通事業会計補正予算（第2
号）

第126号議案

令和2年度長崎県流域下水道事業会計補正予

算（第1号）

第156号議案

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第10号）

（関係分）

第157号議案

令和2年度長崎県港湾整備事業会計補正予算

（第2号）（関係分）

第158号議案
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令和2年度長崎県流域下水道事業会計補正予

算（第2号）

７、付託事件の件名

〇環境生活建設委員会

（1）議 案

第128号議案

自然公園内県営公園施設条例の一部を改正す

る条例

第129号議案

長崎県港湾管理条例の一部を改正する条例

第145号議案

契約の締結の一部変更について

第146号議案

公の施設の指定管理者の指定について

第147号議案

公の施設の指定管理者の指定について

第148号議案

公の施設の指定管理者の指定について

第149号議案

公の施設の指定管理者の指定について

第150号議案

諫早市テニス場の事務の受託に関する協議に

ついて

第153号議案

長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025
について（関係分）

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・県の施策に関する要望書（新上五島町）

・要望書（佐々町）

・令和3年度 離島・過疎地域の振興施策に対す

る要望書

・令和3年度 簡易水道の整備促進に関する要望

書

・新型コロナウイルス感染症対策に関する要望

書

・要望書（壱岐市）

・長崎県に対する要望書

・要望書（有明海沿岸道路西部地区の整備促進

について）

・陳情書（本件海域（別紙海図1）での海砂採

取の即時中止を求める陳情）

・要望書（半島振興対策の充実について他）

・要望書（島原半島の地域高規格道路の整備に

ついて他）

・要望書（地域高規格道路島原・天草・長島連

絡道路（南島原工区）の早期事業化について

他）

・要望書（雲仙市愛野町から小浜町までの幹線

道路整備について）

・要望書（地域高規格道路「西彼杵道路」の整

備について

・要望書（対馬市）

・陳情書（行財政改革で、石木ダム建設事業は

～）

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【山本(由)委員長】 おはようございます。

ただいまから、環境生活建設委員会及び予算

決算委員会環境生活建設分科会を開会いたしま

す。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

128号議案「自然公園内県営公園施設条例の一

部を改正する条例」ほか8件であります。その

ほか陳情16件の送付を受けております。

なお、予算議案につきましては、予算決算委
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員会に付託されました予算議案の関係部分を環

境生活建設分科会において審査することになっ

ておりますので、本分科会として審査いたしま

す案件は、第122号議案「令和2年度長崎県一般

会計補正予算（第9号）」のうち関係部分ほか6
件であります。

次に、審査方法についてお諮りします。

審査は、従来どおり、分科会審査、委員会審

査の順に行うこととし、各部ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり行いたい

と存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

それでは、これより土木部関係の審査を行い

ます。

分科会に入ります前に、委員の皆様にお諮り

します。

本日審査を行います第122号議案「令和2年度

長崎県一般会計補正予算（第9号）」と、委員

会付託議案である第149号議案「公の施設の指

定管理者の指定について」は、関連があること

から、まず、予算議案及び第149号議案につい

ての説明を受け、一括して質疑を行い、その後、

予算議案についての討論・採決を行うこととし

ます。

そして、委員会再開後、第149号議案及びそ

の他の議案についての討論・採決を行うことと

したいと存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、そのよう進めさ

せていただきます。

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

土木部長より、予算議案及び第149号議案に

ついて、説明を求めます。

【奥田土木部長】 土木部関係の議案について、

ご説明いたします。

「予算決算委員会環境生活建設分科会 関係議

案説明資料」の土木部をお開きください。また、

これに加え、「追加1」をお配りしていますの

で、そちらも併せてご覧ください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

122号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予算

（第9号）」のうち関係部分、第124号議案「令

和2年度長崎県港湾整備事業会計補正予算（第1
号）」のうち関係部分、第156号議案「令和2年
度長崎県一般会計補正予算（第10号）」のうち

関係部分（追加1）、第157号議案「令和2年度

長崎県港湾整備事業会計補正予算（第2号）」

のうち関係部分（追加1）です。

このうち、第122号議案「令和2年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」のうち土木部関係

の歳入歳出予算は、記載のとおりです。

2ページをご覧ください。

補正予算の内容としては、令和2年台風9号及

び第10号等による被災施設の復旧等に要する

経費として、災害復旧費公共事業21億1,300万
円の増、単独事業2億7,018万1,000円の増、河

川災害復旧助成費公共事業10億3,000万円の増、

災害関連事業費公共事業3億円の増、国の内示

に伴い公共事業5億5,300万円の増、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により利用者が減少する

中で運航を続けている航路及び航空路の公共交

通事業者に対し、公共施設使用料相当分の支援

金を給付することとして6,372万6,000円の増、

また、職員給与関係既定予算の過不足の調整に

要する経費として8,055万1,000円の増を計上

しています。

このほか、繰越明許費及び債務負担行為につ
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いては、記載のとおりです。

なお、本議案と関連する第149号議案「公の

施設の指定管理者の指定について」は、県営住

宅等の管理・運営を行う指定管理者を指定しよ

うとするものです。

また、第124号議案「令和2年度長崎県港湾整

備事業会計補正予算（第1号）」のうち関係部

分については、職員給与関係既定予算の過不足

調整に要する経費であり、内容は記載のとおり

です。

このほか、第156号議案「令和2年度長崎県一

般会計補正予算（第10号）」のうち関係部分（追

加1）、第157号議案「令和2年度長崎県港湾整

備事業会計補正予算（第2号）」のうち関係部

分（追加1）については、職員給与の改定に要

する経費であり、内容は記載のとおりです。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。

次に、監理課長より補足説明を求めます。

【田中監理課長】お手元の「環境生活建設委員

会課長補足説明資料」の1ページをご覧くださ

い。

繰越明許費について、補足してご説明いたし

ます。

表の一番下の土木部合計の欄をご覧ください。

今回お願いいたしておりますのは、合計324件、

110億3,133万円でございます。前回の9月定例

会では、この時点において年度内で適正な工期

が確保できないものを計上いたしておりました

が、その後、地元の調整の遅れなど、やむを得

ず発注時期がずれ込み、3月末までに適正な工

期を確保できないものが新たに発生いたしてお

ります。

また、今回の補正予算案としても計上いたし

ておりますが、9月の台風9号及び第10号等の被

害による災害関係事業につきましては、国によ

る災害査定後の発注となることなどから、3月
末までに適正な工期を確保できないものもござ

います。

今回は、これらについて繰越明許費を計上し

ているものであり、あらかじめ繰越し承認をい

ただき、翌年度にまたがる適正な工期を確保し

て発注しようとするものでございます。

今回計上した繰越明許費の件数及び金額の内

訳については、道路橋梁費54件40億4,900万円、

河川海岸費33件19億1,500万円、港湾空港費19
件16億2,160万円、都市計画費3件1億3,312万円、

住宅費3件7億4,000万円、公共土木施設災害復

旧費212件25億7,261万円となっております。

なお、繰越の縮減については、本庁各課及び

各地方機関に繰越し縮減のための推進員を置き、

毎月の進捗状況や課題等の把握を行うなど、部

の重点目標に掲げ、鋭意取り組んでいるところ

でございます。

今後とも、安易な繰越を計上することがない

よう、計画的、効率的な事業執行に努めてまい

ります。

続きまして、資料の2ページをご覧ください。

ゼロ県債の設定について、補足してご説明い

たします。

制度としましては、来年度に予算化する事業

につきまして、今年度に支出を伴わず、前倒し

して発注するため、債務負担行為を設定しよう

とするものでございます。

ゼロ県債につきましては、平成27年度から取

り組んでおりますが、平成28年度からは県単独

事業に加え、交付金事業にもゼロ県債を適用し、

4月から6月の端境期の事業量を確保するなど、
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発注の平準化を図ることといたしております。

今年度は、交付金事業で25億5,240万円、県

単独事業で36億8,950万円の合計62億4,190万
円のゼロ県債を設定しようとするものでありま

す。

事業課別の設定金額は、記載のとおりでござ

います。

内容は、前倒し可能な事業や雨季を避けて実

施すべき事業について設定をいたしております。

以上で説明を終わります。

【山本(由)分科会長】 次に、港湾課長より補足

説明を求めます。

【平岡港湾課長】 第122号議案、交通事業者へ

の使用料支援給付事業について、補足してご説

明いたします。

お配りしております課長補足説明資料の3ペ
ージをご覧ください。

この事業は、新型コロナウイルス感染症の影

響で人の移動が制限され、利用者が大幅に減少

する中でも、離島と本土や県間の移動手段とし

て運航を余儀なくされている定期航路や空路の

安定した運航を確保するため、売上げが大幅に

減少した事業者に対して、県が管理する港湾、

漁港の係船料や、県営空港の着陸料等相当分を

支援する事業であります。

事業予算は、6,327万6,000円であり、このう

ち係船料相当額として6,002万9,000円、着陸料

等相当額として369万7,000円を計上しており

ます。

事業内容ですが、対象者は補助航路を除く定

期旅客及び定期航空路事業者、対象施設は係留

施設及び空港施設とし、事業費内訳は記載のと

おりでございます。支援期間は、令和2年4月か

ら令和3年3月までの1年間としております。

支援内容でございますが、支援期間における

対象航路または空路の売上高が前年同期と比較

して30％以上50％未満の減収の場合は、その月

の使用料相当額の2分の1を給付、50％以上の減

収の場合は、その月の使用料相当額の全額を給

付するものでございます。

給付時期につきましては、本議会におきます

議決後に補助金交付要綱を制定し、記載のとお

り給付を予定しております。

4ページをご覧ください。

支給対象となります航路と空路について、港

湾、漁港、空港の一覧を記載しております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろ

しくご審議賜りますようお願いいたします。

【山本(由)分科会長】 次に、住宅課長より補足

説明を求めます。

【髙屋住宅課長】 第149号議案「公の施設の指

定管理者の指定について」、補足してご説明い

たします。

議案の39ページをご覧ください。

本議案は、県営住宅等に係る指定管理者の指

定について、地方自治法第244条の2第6項及び

長崎県営住宅条例第79条などの規定により、議

会の議決をお願いするものであります。

その内容につきまして、お手元の補足説明資

料に沿ってご説明いたします。

「環境生活建設委員会課長補足説明資料」の

5ページをご覧ください。

まず、1．選定結果ですが、公募で選定しま

した長崎地区、佐世保地区、県央地区につきま

しては、長崎県住宅供給公社、そして非公募で

選定しました西海地区につきましては、西海市

を選定いたしましたので、それぞれ指定管理者

として指定をお願いするものでございます。

それでは、選定経過等について、内容をご説

明いたします。
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今回の公の施設としての県営住宅等につきま

しては、2．対象施設のとおり、長崎地区、佐

世保地区、県央地区及び西海地区にあります県

営住宅等で84団地の1万2,399戸が対象となっ

ております。

3．指定管理期間は、令和3年4月1日から令和

8年3月31日までの5年間となっております。

次に、4．選定経過について、ご説明いたし

ます。

（1）公募期間でございますが、長崎地区、

佐世保地区、県央地区、それぞれ令和2年7月17
日から令和2年8月17日まで公募いたしました。

主な応募資格につきましては、①県内に主たる

事務所を有する法人等の団体であること、②管

理している賃貸住宅等が、応募しようとする各

地区の県営住宅等の戸数の概ね1割以上である

ことなどで、グループでの応募も可能といたし

ました。

(2）応募団体でございますが、公募の結果、

長崎地区は2者、佐世保地区も2者、県央地区は

1者の応募がありました。

なお、西海地区につきましては、この後、ご

説明いたします理由により非公募としており、

1者から申請がございました。

資料の6ページをご覧ください。

（3）選定方法でございますが、外部有識者5
名で構成する「長崎県土木部指定管理者選定委

員会」により計3回の選定委員会を開催し、応

募者から提出された事業計画書等による書類審

査及び面接審査を実施しまして総合的に審査し

ていただきました。また、非公募分につきまし

ても、選定委員会でご審議いただき、県営住宅

が立地する旧大島町という地域の特殊性をはじ

め、今後、隣接する市営住宅への集約の方向性

などを考慮して非公募とし、西海市を選定して

いただきました。

次に、5．公募の応募状況及び選定委員会採

点結果でございます。

長崎県住宅供給公社は、全ての地区に応募し

まして、長崎地区は長崎県住宅公社とＡ社の2
者、佐世保地区は長崎県住宅供給公社とＣ者の

2者、県央地区は長崎県住宅供給公社のみとい

う応募状況でございました。

審査は、600点満点で実施され、3つの地区で、

それぞれ長崎県住宅供給公社が437点を獲得し、

次期指定管理者として選定されたところでござ

います。

選定委員会における選定理由といたしまして

は、長崎地区では、全ての審査項目において、

長崎県住宅供給公社がＡ社を上回る評価を得て

おり、特に入居者へのサービス向上及び管理経

費の削減方策に関する提案に対して、その実効

性や確実性に高い評価点を得ております。

佐世保地区では、全ての審査項目において、

長崎県住宅供給公社がＣ社を大きく上回る評価

を得て、特に、サービスの向上、個人情報保護

対策、管理運営体制の確立及び重点課題等への

取組提案に対し、その実効性、確実性に高い評

価点を得ております。

県央地区では、長崎県住宅供給公社のみの応

募でしたが、賃貸住宅の管理実績があり、提案

された事業計画書に示された入居者へのサービ

ス向上、管理経費の節減方策及び管理運営体制

の確立、重点課題等への取組に対し、その実行

性、確実性に高い評価点を得ております。

また、今回の長崎県土木部指定管理者選定委

員会の開催状況につきましては、6．指定管理

者選定までの経緯に記載のとおりでございます。

今回、指定管理者として指定を議決いただい

た後、次期指定管理期間である令和3年4月から
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5年間の指定管理者負担金につきまして、令和2
年度中に基本協定を締結する必要がございます

ので、本年2月定例会でご審議いただいた令和2
年度当初予算において債務負担行為の設定を認

定いただいているところでございます。

しかしながら、予定しておりました指定管理

者負担金につきまして、今回、指定管理者選定

委員会で認定された事業計画書で法定点検費な

どの費用が増加することが判明いたしました。

このため、債務負担行為設定額の増額が必要と

なりましたので、今回の11月補正予算でご承認

をいただこうとするものでございます。

増額の主な理由といたしましては、バリアフ

リー対策のために実施いたしましたエレベータ

ー設置後の法定点検費用の増、法改正に伴い、

屋内風呂釜の法定点検が必要となったことによ

る費用の増、施設老朽化に伴う三点給湯設備更

新費用の増などでございます。

なお、ご承知のとおり、債務負担行為の設定

につきましては、上限額の設定であり、今回、

指定管理者選定委員会で認定された事業計画書

に基づき、指定管理者負担金の基本協定締結に

向けた協議を進めてまいりますが、過度な増額

とならないよう、十分に内容を精査してまいり

ます。

今後とも、県営住宅等が公の施設として県民

の居住の安定に最大限寄与することができます

よう努めてまいります。

以上で補足説明を終わります。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。

【平岡港湾課長】すみません。修正をお願いし

ます。

第122号議案の交通事業者への使用料支援給

付事業につきまして、先ほど、事業費を6,327

万6,000円とご説明いたしましたが、資料に記載

のとおり6,372万6,000円でありまして、説明が

過っておりましたので、お詫びして訂正申し上

げます。

【山本(由)分科会長】 それでは、以上で説明が

終わりましたので、これより予算議案及び第

149号議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【宅島委員】 おはようございます。

第149号議案の「公の施設の指定管理者の指

定について」ということで、結果は長崎県住宅

供給公社ということで、これに異論はないんで

すが、競争された応募者、長崎地区がＡ社、佐

世保地区がＣ社ということで記載してあるんで

すけど、ほかの入札の場合は、全て業者名がき

ちっと載っていて、総合評価の点数も公表する

のに、なんでここだけＡ社、Ｃ社となるんでし

ょうか、教えてください。

【髙屋住宅課長】 指定管理者の応募の規定上、

選定された業者以外は公表しないということで

規定しておりますので、今回、公表しておりま

せん。

【宅島委員】土木部住宅課だけですか、そうい

う話は。

【髙屋住宅課長】指定管理者の選定につきまし

ては、県全体でガイドラインを設定しておりま

すので、県全体の方針ということでございます。

【宅島委員】ほかの部というか、土木部に限ら

ず、指定管理のお話については、業者名がきち

っと載っておって、ここに選びましたよという

ことは見たことがあるんですけれども、それは

全く私の見間違いで、絶対公表はしないという

ことでいいんでしょうか、次長、何かわかれば

教えてください。

【天野土木部次長】私も他の部のやり方までつ
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ぶさに把握しているわけではございませんが、

土木部におきましては、指定管理者の候補者に

ついてのみ名前を掲上しまして、結果的に指定

管理者に当たらない会社につきましては、業者

名を公表しないというふうにしております。

これは、むしろ落ちたところに対しての配慮

といいますか、この結果はホームページ等に公

表しておりますので、当然、当該者はわかって

おられますので、積極的には、その者の立場を

考えて公表しないとしておりますが、再度、他

の部の状況をまた確認をいたしまして、改める

必要があれば、そこは検討してまいりたいと考

えております。

【宅島委員】今の説明を聞いて､そうであれば、

ほかのこういう総合評価だって同じことだと思

うんですよ。だから、本当は正々堂々と競争さ

れたのであれば、きちっと企業名を公表してい

いんじゃないかと思いますので、委員長におか

れて理事者側と協議の上、検討していただけれ

ばと思います。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか。

【宮本委員】 おはようございます。

第149号議案について、私の方からも確認の

意味を含めて質問をさせていただきます。

公の施設の指定管理者の指定についてという

ことでご説明をいただきました。すみません、

私の認識不足であれば申し訳ないんですが、長

崎地区、佐世保地区、県央地区とあります。そ

れぞれの地区において住宅の課題というのは違

うかと思うんです。437点、全部一緒、同じ会

社なのでこうなるのかもしれませんが、事項と

か区分とか評価の観点というのを見た時に全部

一緒になるべきものなのか。例えば、緊急対応

とか入居者サービス、県民サービスの提案につ

いては、それぞれの地区によって若干違っても

いいんじゃないかという気がするんですが、そ

れぞれの地区でこの点数、同じ会社なのでこう

なるのかもしれませんが、この背景について、

もうちょっと詳しくお聞かせいただければと思

います。

【髙屋住宅課長】 それぞれ3地区ございまして、

提案書は、当然それぞれの地区ごとに出てきて

おります。審査項目そのものは共通の項目で審

査委員が採点をされているということで、地区

ごとの特徴があるかと思いますが、結果的には

同じ点数になっているということでございます。

【宮本委員】やっぱりここまでぴったり一緒に

なるものですかねと思ってですね、ちょっと不

思議だったところです。従前も長崎の住宅供給

公社がされていたので、それを踏まえてだと思

いますが、にわかに信じがたいところもあるの

かなと思ったものですからお聞きさせていただ

きました。

ちなみに、従前の結果も同点だった、それぞ

れの地区で同じ点数だったのかということがわ

かれば教えていただけますか。

【髙屋住宅課長】申し訳ございません。前回の

結果の資料が今手元にございませんので、ちょ

っと今確認ができません。

【宮本委員】 例えば、佐世保地区で見た場合、

佐世保地区、長崎地区、そして県央地区もそう

ですけれども、ちょっと確認です。緊急対応、

24時間体制というのは、今現在、状況としてど

のようになっているか、教えてください。

【髙屋住宅課長】現在の指定管理者でございま

す住宅供給公社の24時間体制につきましては、

民間の事業者に委託しておりまして、入居者が、

公社に電話をしていただければ、そちらに転送

されて内容に応じた対応がされるというような
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状況になっております。

【宮本委員】それは、もちろん土日も含めてと

いうことですね。

県民サービスの提案があるか、そして、入居

者サービスの提案があるかについてですが、こ

れは長崎地区、佐世保地区、そして県央地区そ

れぞれですけれども、今後、どのような形のサ

ービスを提案されたのか、具体的にわかれば教

えてください。

【髙屋住宅課長】県営住宅につきましては、か

なり入居者の高齢化が進んでおりますので、た

しか75歳以上だったと思いますけれども、そう

いった方について定期的に訪問したりとか、そ

ういった高齢者に配慮したサービスであるとか、

あるいは入居者の募集を定期的に行いますけれ

ども、そういう場合に土日も対応するとか、そ

ういった工夫をしているところでございます。

【宮本委員】わかりました。サービスの向上に

つきましては、私自身もそうですけど、いろい

ろな苦情を承っているところであります。例え

ば、電話の対応がなかなか厳しいとか、言って

もちょっと対応がというお話もいただくもので

すから確認をさせていただきました。果たして

それが実行されているのか、しっかりと検証し

ていただきたいと思いますし、ここに書いてあ

る24時間体制についても、土日は連絡がなかな

か取れないというお声もいただいたところです。

私も前定例会につきましては、民間の業者を入

れた方がいいんじゃないかという質問をさせて

いただいたのは、そこにあります。今回、437
点、同点だったものですから非常に不思議なと

ころがあって質問をさせていただいたところで

す。

そういった県民の皆様方からの苦情というの

は、恐らく住宅課にも届いているはずですが、

それについてはその都度、指定管理者の方に連

絡はいっているものと承知してよろしいですか。

【髙屋住宅課長】電話対応等の悪い部分につき

ましては、住宅課にも報告が上がってきており

ます。その都度、公社の方に状況を確認いたし

まして、今後、適切に対応するように、そうい

った協議をしているところでございます。

【宮本委員】そういう点はしっかりとお伝えい

ただいて、改善していかなければならないと思

いますので、サービスの向上とか管理業務等々

ありますけれども、全て上回っています。上回

っているということは、それをやるこういうで

しょうし、やらなければならないということで

すので、そこはしっかりと指導していただきま

すようにご要望を申し上げさせていただきます。

それともう1点、ゼロ県債についてお聞きを

させていただきます。

課長補足説明資料の2ページですけれども、

ゼロ県債のご説明をいただきました。債務負担

行為ということで私も何度か質問させていただ

きましたけれども、今回の県単ゼロ県債は、令

和元年度に比べれば結構増えております。いろ

いろ書いてありますが、今回、平準化というこ

とになっていますが、県単ゼロ県債が大幅に増

えています、金額も増えているし、件数も増え

ています。これについてもうちょっと詳しくご

説明いただければと思います。

【田中監理課長】今回のゼロ県債の中で県単の

ゼロ県債を特に増やしておりますのは、特に緊

急自然災害防止対策事業債というものを充てら

れる事業が令和2年度までということに制度的

になっておりまして、事業が令和3年度にまた

がった場合には、令和2年度までと同様の財政

措置、交付税が70％受けられるということもご

ざいまして、この分の事業をゼロ県債を活用し
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て令和3年度にまたがる事業としてやることで、

財政的にも県に有利になるということを考えま

して、平準化と財政的な面と両方で効果を発揮

しようというものでございます。

【宮本委員】ありがとうございました。これは

年々、平成27年度からの取組ですけれども、実

際に平準化というのは見えないところがあるん

ですが、実際に現場におきましては、建設現場

においては、平準化というのは保たれていると

いう実感はありますか。きちんとできているの

かなというのが見えないところなんですが、お

願いします。

【川添建設企画課長】今、委員ご指摘のとおり、

平準化ということの年々の推移の数字を我々も

持っているわけではございません。ただ、平準

化というのは、もともと経緯からいいますと、

4月、5月、6月に工事の端境期がどうしてもあ

るので、そこに対して、要は、年度を通して、

平均に対して、そこの率がどうかという中で、

今、長崎県は市町も合わせるとコンマ65という、

全国的に見ても余り好ましい数字ではございま

せん。そこには原因がいろいろあるんですが、

4月、5月、6月の端境期に一定の工事量を確保

するためには、どうしてもこういったゼロ県債、

あるいは繰越しというのがそこに結びついてい

るという状況もあるので、9月にも繰り越しを

提案させていただきましたが、今回も同様に繰

り越しとゼロ県の両方から設定を行って、4月、

5月､6月の端境期に工事量を保ちたいと考えて

おります。

冒頭、宮本委員が言われました平準化につい

ての年々の率は、年度末に補正とか入る年と入

らない年があるので、そこについては一定のも

のはないんですけれども、他県と比べるとあん

まり好ましい状況ではないというのは、平成30

年度、令和元年度、そういった数字が出ており

ます。

【宮本委員】 わかりました。平準化、端境期対

策ということで、ゼロ県債は大事な取組である

と思いますし、先の定例会でも繰越しについて

話がありましたので、またしっかり業界の方と

いろいろ意見交換をされて、さらなる平準化に

努めていただきたいと思います。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか。

【宮島委員】 おはようございます。

私からも第149号議案に関して質問させてい

ただきたいと思います。

大変勉強不足で恐縮なんですけれども、指定

管理者の指定について、いわゆる公募されるよ

うになったのは、どのようないきさつでするよ

うになったんでしょうか。

【髙屋住宅課長】 従来、県営住宅は、直接管理

しておりましたが、県営住宅にも指定管理者制

度を取り入れるということになりまして、その

時点から公募という形を取っております。当初

は、全体を一つで公募していた時も、できるだ

け民間事業者が参加しやすいようにという観点

から、長崎地区、佐世保地区、県央地区という

ことで分けまして、より広く事業者の方に参加

していただける形をつくって公募しているとい

うことでございます。

【宮島委員】一つには、公平公正を期するとい

うことがあると思いますし、もう一つは、今、

答弁がありましたとおり、民間事業者の皆さん

方の活性化、活力を引き出すという意味合いも

あったんじゃないかなというふうに考えます。

そういうようなことを踏まえて、先ほどの宮

本委員のご質問に関連してでありますけれども、

私も採点結果を見ておりまして、それぞれ地域
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がばらばらであるにもかかわらず、点数が同じ

というのは、いささか問題じゃないかなという

ふうに思うんですね。確かに、採点の審査基準

の項目などを見ますと、同じ項目でありますの

で、県の住宅供給公社としては同じ点数である。

しかしながら、この審査基準の中には、例え

ば、物的管理能力などというものがありますけ

れども、そうしたところで管理する戸数も違い

ますし、また、場所も違う、そういうような状

況が異なる時に全く同じような点数が出てくる

というのは、ちょっとなんか不思議に思うとこ

ろもあるんですけれども、まとめてそのことに

ついての見解はいかがでしょうか。

【髙屋住宅課長】 同じ事業者が3か所に応募し

ているということで、一定、提案内容は共通の

部分もございますし、そういった戸数等、個別

の部分もございます。そういったところもヒア

リングも行っておりますし、内容と面接の結果

を踏まえて各委員さんが審査をされているんで

すけれども、先ほど申しましたように、結果的

に同じ点数になったと考えております。

【宮島委員】 もう1点、この選考理由の中に、

サービスの向上の部分について高い評価がなさ

れたというふうにありますけれども、このサー

ビスの向上については、長崎地区では大きな差

はないようでありますけれども、佐世保などで

はかなり大きな違いがあるようであります。サ

ービスの向上という面について、どのような評

価がなされたのか、お聞かせいただきたいと思

います。

【髙屋住宅課長】住宅供給公社で提案されてい

るサービスの向上の中身につきましては、例え

ば、先ほど申し上げた中身でございますけれど

も、時間外のテレフォンサービス、緊急の対応

サービスであるとか、入居者の申込みについて

土日も受け付けるであるとか、入居者の説明会

をしたりとか、アンケートを実施したりとか、

そういった細かな対応を提案されておりました。

また、今回、新たな提案をされておりました

のは、入居者の申込み時のサービス向上として

郵送受付を今行っておりますけれども、そうい

ったものの期間の延長であるとか、公社のホー

ムページに県営住宅の応募者がわかりやすいよ

うな情報、例えば、間取図であるとか、住戸写

真を掲載するとか、そういった細かなサービス

向上の提案が多くなされておりまして、そうい

ったものが評価されたのではないかと考えてお

ります。

【宮島委員】 確かに、住宅供給公社は、それだ

けの実力があるところでありますので、大きな

ところでありますから、できる部分もあろうか

と思いますけれども、一方で、それぞれの地元

にある業者については、やはり地元の実情、地

元とのいろいろな関連があるがゆえに、言葉で

言えば小回りがきくようなサービスもできると

いう利点もあるんじゃないかなというふうに思

うんですね。

確かに、一部お話を聞けば、住宅供給公社も

最終的には関連の事業者にお願いして、そうし

たサービスを提供する場合もあると思うんです

けれども、その辺でなかなか小回りがきかない、

言えばかゆいところに手が届かないようなとこ

ろもあるんじゃないかなという感じがするんで

すね。

そういう意味では、サービスの内容もしかと

これから精査をしていただきたいと思いますし、

また、その内容についても、どれだけ違うのか

ということを極めて厳しく県の目でも見ていた

だきたい、選定委員会の目でも見ていただきた

いなというふうに考えます。
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また、額も大きいので、本来であれば、申し

上げましたとおり、民間活力というものを一方

でどう生かしていくかという発想を県にも持っ

ていただきたいなというふうに思うんですね。

それはある意味、公社のありようということに

もつながってくると思いますので、公社が、あ

る意味、県内の民間事業者の皆さん方の活力を

最終的に抑えるような、圧迫するような形であ

ってはならないと思いますので、そうしたこと

もこれから先々十分にご配慮いただきながら、

これからの選考をしていただきたいということ

を強く要望して、終わりたいと思います。

【山本(由)分科会長】 ほかに予算議案及び第

149号議案に対する質疑はありませんか。

【宅島委員】 先ほど、指定管理者の選定の、Ａ

社、Ｃ社ということで聞いたんですけど、この

額ですが、これはこのページの下に載っている、

補正後に34億円ですね、この全額を住宅供給公

社に指定管理するということでいいんですか。

【髙屋住宅課長】先ほどの説明でも申しました

とおり、債務負担行為の額というのは上限でご

ざいます。今後、基本協定を結ぶ中で全体の枠

としての協議をしてまいります。あとは毎年度、

毎年度につきましては、個別の協定を1年ごと

に結んでいくということになっております。で

すから、実際の金額につきましては、毎年度、

毎年度の計画を立てて金額を決めていく。それ

をこの債務負担の範囲の中でやっていくという

ふうに考えております。必ずしもこの全額を公

社の方に支払うということではございません。

この債務負担行為の中には西海市分も入って

おります。

【宅島委員】 1万2,399戸、84団地ですね。こ

の賃料の総収入というのは幾らあるんですか。

【髙屋住宅課長】 概数でございますが、約40

億円程度でございます。

【宅島委員】そしたら、約40億円ある収入を、

本来、県に入ってくるお金ですよね。それを住

宅供給公社が、例えば、徴収も含めてやるとい

うことでいいんですか、そこを教えてください。

【髙屋住宅課長】基本的に家賃収入につきまし

ては、県に直接入ってくるということでござい

ます。そういった業務につきましては、基本、

県が直接やっております。

ただ、滞納の対応につきましては、一部、公

社の方にも協力をいただいている部分があるか

と思います。基本的には県でやっております。

【宅島委員】よくわからないんですけど、じゃ、

5年間でおおよそ幾らいくんですか。指定管理

者でされようとしているわけですよね、5年間。

おおよそ幾らぐらい住宅供給公社に払われるん

ですか。

【山本(由)分科会長】 しばらく休憩します。

― 午前１０時４５分 休憩 ―

― 午前１０時４６分 再開 ―

【山本(由)分科会長】 委員会を再開します。

【髙屋住宅課長】住宅供給公社の債務負担額の

ベースですけれども、毎年、約7億9,000万円が

公社の負担金ということになっております。

【宅島委員】よくわからんですけど、要するに、

1年間に約40億円入ってくるんですね。5年間で

いうと県に200億円入ってくる分のうちの三十

数億円を指定管理者の県の住宅供給公社さんに

お渡しして、それで下に書いてある業務、ここ

には「増加理由」と書いてあるんですけど、バ

リアフリー対策によるエレベーター設置後の法

定点検費用の増とか、法改正による屋内風呂釜

の法定点検費用の増、施設老朽化による三点給

湯設備更新費用の増とあるんですけど、34億円
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なので5年間で割ると7億円弱になります。その

7億円弱で、要は管理だけをするということで

いいですか、ちょっと教えてください。

【髙屋住宅課長】維持管理はもちろんですけれ

ども、入居者の公募の手続、そういったことも

やっております。

【宅島委員】 わかりました。通常、民間ベース

で考えると、例えば、賃料が発生するマンショ

ンとかアパートとかを考えると、収入の大体

5％ぐらいで何とか収めようとするんですよ、

管理費は。これでいくと率がちょっと高いので

私は疑問に思ったので質問したんですけど、そ

れだけ、40億円のうち約7億円が住宅供給公社

に支払われる。やっぱり仕事は仕事できちっと

していただいて、とにかくここに入られている

入居者の方たちが心地よく住んでもらうことが

一番大事なので、説明でいくと、本当は全部項

目を記すべきだと思うんですよ、こういうこと

をさせていただきますよと。そこだけ指摘させ

ていただきたいと思います。

後でいいので、何をやらせるのか教えてくだ

さい。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【田中委員】数字をいろいろお聞きしたいと思

います。

11月補正で44億円補正して、合計1,198億円、

1,200億円近くになるわけだけれども、ここ4～
5年の単年度の土木の予算としては、どんな推

移でいっているのかな。1,200億円近くいったの

は久しぶりという感じが私はするんだけれども。

11月補正で44億円プラスして、トータルすると

1,198億円に単年度予算はなるわけね。1,198億
円という数字は、ここ数年の推移からするとど

うなんでしょうかということです。

【田中監理課長】 1,000億円を超えるというの

は、令和元年度に1,110億円ほどございますが、

それまでは1,000億円を超えるような予算はご

ざいません。決算ベースで申し上げますと、令

和元年度が1,119億円ございます。それ以前は

1,000億円を超える予算はございません。

【田中委員】昔、小渕内閣の時はあったような

気もするんだけどね。相当昔の話になるのでね、

あの時は、もうびっくりするほど土木の予算を

組んだ経緯があったのでね。去年から1,000億円

を超えて、去年が1,119億円、今年は1,198億円

ということです。

どうなのかな、頑張っているから増えている

んだろうけれども、いろいろ条件があってのこ

とだと思うので、来年度を聞こうと思うけれど

も、来年度予算の関係も増えているのかどうか、

強靱化の関係もあるのかどうか、そこら辺を含

めて聞かせてください。

【田中監理課長】委員ご指摘のとおり、国土強

靱化の予算というものが令和2年度にもござい

まして、それが約72億円ほどございます。そう

いうこともございまして、それと令和元年度は

経済対策補正予算もございましたので、予算的

には大きく伸びてきているという状況がござい

ます。

【田中委員】私個人は、土木の予算が増えるこ

とは大歓迎で、どんどん増えていってほしいと

思っております。

そういう状況の中で、もう少し詳しく、繰越

明許の110億円というのは、各年度の推移とし

てはどんな感じですか。

【田中監理課長】 まだ令和2年度から3年度へ

の繰越しが途中でございますので、単純に比較

はできませんけれども、ちなみに、令和2年度

は経済対策分の補正も含めまして362億円、そ
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の前の平成30年度から令和元年度への繰越し

は318億円、その前の平成29年度から30年度へ

の繰越しは333億円ということで、経済対策補

正がございましたので、どうしても年度末にそ

の分の予算が来るということもございまして、

繰越額が大きい状況が近年は続いております。

【田中委員】繰越明許費に関しては、単純に比

較はできないということになるわけね、その時

の都合でと。

ここの補正の繰越しでちょっと気になったの

が道路建設、道路改良、19件、22億円余りね。

これは見通しは立っているのかな。道路改良費

で19件、22億3,700万円ほどが地元調整という

ことで出てるよね。この地元調整の見通しは立

っているのかどうか。最たるものを2、3件挙げ

るとするとどこなのかね。

【馬場道路建設課長】基本的に繰り越した事業

につきましては、次年度でしっかり執行してい

くというのが原則かと思っておりますので、現

時点で見通しが立っているのかという話ですけ

れども、そういったところも踏まえて工程管理

等をしっかりやっていかなければいけないと思

っているところでございます。

主な箇所でございますけれども、個別には

色々とございますけれども、主な原因が多いと

ころは、工事をやっている途中で、当然、工事

用道路を造りながら本体工事を進めていくとい

うようなことでございます。例えば、橋梁の工

事であれば現道のないところに入っていって橋

梁の下部工をつくる、そういったことで工事用

道路を施工するに当たり地元の協力をいただい

たりすることがございます。農業用地であれば

田んぼを作っている時期は避けてくれとか、そ

ういった調整がございまして着工が遅れて繰り

越したというところもございます。また、用地

等については、単価に対する不満とか、そうい

ったところもございまして、なかなか簡単には

いかないところでございますけれども、しっか

り対応できるように努力をして年度内には消化

していくということで考えております。

【田中委員】箇所をわざわざ聞いたのは、地元

で大型事業もやっているし、用地交渉等なかな

か大変だと思う。少し応援してやろうかなと思

って聞いたんだけどもね。

もう一つは、住宅の7億4,000万円、これは入

札の不落不調等という感じなのかな。これはど

ういう処理をやるような形で繰越明許になって

いるのでしょうか。

【髙屋住宅課長】 公営住宅建設費の7億4,000
万円につきましては、エレベーターを外づけす

る住戸改善工事についてでございますが、エレ

ベーターの技術者が今全国的に不足しておりま

して、年度内に完成することが厳しいという状

況を聞いております。

ですから、一旦繰越しをさせていただいて、

その後に適正な工期を年度をまたがってとった

上で発注をさせていただくということで考えて

おります。

【田中委員】これも私の地元かなと思ったりし

て聞いたんだけれども、住宅課の予算は少し少

ないかな、住宅改善関係は順調に進んでないね。

エレベーターの技術者が少ないから進んでない

のかという話になると、それはちょっと私も何

とも言えんけれどもね。住宅課は規定方針どお

りやる時には、ちゃんとした予算を組んでやっ

てもらわないといかんわけね。それはとどめて

おきたいと思います。

次に、債務負担行為で、交付金事業等で25億
円、県単で36億円、62億円。これも例年の推移

からすると増えているよね。いいことだと思う。
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ただ、ここら辺が今の県の財政からいうと限度

ぐらいなのか。事業がいっぱいあれば財政はも

っと対応できるような状態なのかどうか、ちょ

っと聞いておきたい。

【田中監理課長】委員のご指摘は、交付金事業

等についてももっとゼロ県債事業を取り組んだ

らどうかというご指摘かなと思うんですが、ゼ

ロ県債の箇所を選定するに当たりましては、ま

ずは用地の確保、用地のストックがあるかどう

かとか、詳細設計が既に済んでいるかどうか。

それと、雨季を避けるような特殊な事業である

かどうかとか、そういったいろんな諸条件を整

理した上で選んでおりまして、予算があればや

れるというものばかりではないと、こういう条

件を踏まえた上で、やれるものを今回も極力計

上させていただいているという状況でございま

す。

【田中委員】 今、いみじくも、用地がうまくい

けばというような話があったので、用地課の体

制は、最近少し人員不足なのかなと私も思って

いるんだけれどもね。用地課長、どうですか、

そこら辺は。人員不足なら不足で、やっぱり体

制を整えてもらわんといかん。用地がうまくい

けば事業もうまくいくというような話も、今、

監理課長からあったのでね、用地課長には頑張

ってもらわんといかん。財政の問題じゃないん

だ、用地の方が。そんな感じなんだ、私が見て

るとね。私の地元でも進まないのは、やっぱり

土地の関係、用地の関係。これは簡単にいかな

いのはわかるけれども、最近、個人情報という

ことで一切出さない。それはあなたにとってい

いかもわからんけど、我々はさっぱりわからな

い。私も100件近く、家屋の補償とか用地関係

でね、ここずっと応援しているつもりだけれど

も、やっぱり用地が簡単に進まないね、個人情

報だ、相手があることだと、それはそうだろう

けれどもね。体制そのものが若干人数不足なの

か、専門家をもう少し増やさなきゃいかんのか。

そこら辺の課長の見解を聞いて、部長の見解も

聞きたいと思います。

【佐々木用地課長】用地の取得体制についての

お尋ねでありますけれども、今年の4月1日現在、

用地職員数は96名配置をしておりまして、その

うち地方機関に74名配置しております。

言われますように、年々、経験者が不足して

いるというのは事実でありますけれども、その

辺につきましては、まずはＯＪＴで経験者から

研修を受ける。本庁としましても、初任者研修

とか中堅研修を通じて資質の向上等を図ってお

ります。

一方で、用地交渉においては、年々、相続問

題等で困難な案件が増えてきているのも事実で

ありますし、個人さんの要求が高くなってきて

いるということもありまして、交渉自体も非常

に難しくなってきているということはあります。

そういうことに対しましては、個々人ではな

かなか難しいところもありますので、そこは事

業の担当者も一緒になって対応してきておりま

す。

特に、今言われましたように用地ストックと

いうのは大事であると私どもも考えておりまし

て、地方機関におきましては、事業課と用地課

で用地関係連絡調整会議を立ち上げておりまし

て、これを定期的に開催していただいて、工事

が必要となる箇所、あるいはここを買えば用地

がまとまって工事ができるという箇所を重点的

に用地交渉させるように指導してきております。

今後とも、工事が一日も早く完成するように、

そういった用地ストックの確保に向けて頑張っ

ていきたいと思います。
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【奥田土木部長】必要な人員については、きち

っと確保したいと思っております。関係部局と

も相談して、用地職員がいないから事業が進ま

ないんだということにならないように、そこは

しっかりと対応していきたいと思います。

また、直接、職員だけではなくて、いろいろ

と外部の力も借りれる部分もあれば、そういっ

たところもしっかり活用して事業を推進してい

きたいと考えております。

【田中委員】用地課が少し大変みたいだなとい

う気がするのでね。外部の力を活用してと、昔

はよく言っていました、民間の力を。今、個人

情報云々で一切出ないみたいだね。不動産屋さ

んたちも、家屋を移転するのにいろいろと情報

があるみたいだけれども、少しスムーズにいっ

てないような気がする。個人情報という、そこ

ら辺の見解、どのくらい民間活用ができるのか、

今後検討してもらわないと。今、即答はしづら

いだろうから。財政はある程度やれそうだとい

う雰囲気だったからね、あと、用地の関係が一

番だという感じで、繰越明許の地元調整にした

って、そんな感じがするのでね。

【山本(由)分科会長】 ほかに予算に関する質疑

はありませんか。

【溝口委員】さっきの繰越明許費ですけれども、

道路の改良とかは、それぞれ地元の調整がかな

り入り込むんですけれども、河川の方が地元調

整ということですけれども、どのような感じで

止まっているのか、お聞かせいただきたいと思

います。

【浦瀬河川課長】 今回、11月定例会で繰越明

許費を上げている件につきまして、地元調整に

おきましては9件上げておりますけれども、そ

のほとんどが工事用道路等の確保についての調

整でございます。

ただ、予算的には、今回、事業の遅れという

ことで10億円上げておりますけれども、この予

算については、佐奈河内川の災害復旧工事に伴

います災害復旧事業費というのが額的には一番

大きく、先ほど言いました9件は約3億1,000万
円で、1か所当たり数千万円の工事になります。

【溝口委員】事業決定の遅れで繰越明許になる

のはわかるんですけれども、当初予算関係とか、

補正も早くつけたものについては、今年度中に

するのが、特に砂防とか危ないという箇所はす

るのが当たり前じゃないかと思います。どうし

ても地元の関係というのは、例えば、名義が違

ったから、名義の変更とかで遅れているんです

かね。その辺、遅れた原因を教えていただきた

いと思います。

【鈴田砂防課長】砂防事業というお言葉が出ま

したので、砂防課の状況をご説明いたします。

砂防課でも地元調整ということで6件、繰越

しをお願いしているところです。砂防課の地元

調整の内容といたしましては、用地を買収させ

ていただく、また、急傾斜の場合には用地を提

供していただく場合の用地取得の前段の地元へ

の説明だとか、あと境界の確認、了解をもらう

のに、相手が長崎県外にいらっしゃったりして、

そういうことに時間を要して着手が遅れて繰越

しをお願いしている状況でございます。

【溝口委員】危険な場所ですから、できる限り

早く実行していただきたいと思いますし、でき

るだけ繰り越さないような形をとっていただき

たいと思います。事情は大体わかりますけれど

も、名義とかで、地元におらないという形はわ

かるんですけれども、できる限り早く実行でき

るように努力をしていただきたいと思っており

ます。よろしくお願いいたします。

【山本(由)分科会長】 1時間たちましたので、
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換気のために休憩を入れたいと思います。

11時20分に再開します。しばらく休憩します。

― 午前１１時 ８分 休憩 ―

― 午前１１時１８分 再開 ―

【山本(由)分科会長】 分科会を再開します。

ほかに予算議案及び第149号議案に関する質

疑はございませんか。

【中村(泰)委員】 お疲れさまでございます。災

害復旧費の件でお尋ねいたします。

サマリーの方で前年度比約2倍ということで

上がっています。これまでも災害、今回であれ

ば台風、豪雨、具体的にどういったところにお

金がかかったのかというご報告はいただいてお

りましたが、改めて、今回特に前年度と比べて

どういった分野での、橋であるのか、港湾設備

であるのか、土砂であるのか、どういったとこ

ろで費用が大きく増額したのか、もしくは地区

等、特記することがありましたらお知らせくだ

さい。

【平岡港湾課長】今回計上させていただいてお

ります災害復旧費につきましては、全て港湾関

係の台風9号、10号による被災施設でございま

す。港湾関係では、公共災害としまして56件、

それと単独災害としまして155件の災害が発生

しておりまして、今回、計上させていただいて

いる分は、全てその金額となっております。

【中村(泰)委員】 不勉強だったと思います。今

回、補正で上がっている分は、増額した分とい

うのは、全て港湾に関わる費用で、ちなみに、

前年度分の費用の中身というのは港湾関係なん

でしょうか、そこがわかれば。

【田中監理課長】港湾だけに限るわけではござ

いません。前年度以前の予算につきましても、

港湾だけではなく、河川、港湾、道路、そうい

った幅広い部分で被災した分をこれまで予算に

計上させていただいております。

【浦瀬河川課長】 今回の11月補正だけじゃな

くて、災害復旧の全体の前年度とか近年を比べ

た時に、どういう災害が起きたかということを

説明させていただきたいと思います。

今年度におきましては、港湾関係の災害が大

きかったんですけれども、特に今回につきまし

ては、大瀬戸から大村にかけて線状降水帯が7
月に発生しまして、その関係で特に河川の災害

復旧費というのが多くございます。

この中で特に今回、災害復旧だけじゃなくて

災害復旧助成費を今回の補正予算で10億3,000
万円計上しております。これは近年の災害では

単なる災害復旧費だけでしたけど、今回は大村

の佐奈河内川につきまして、単なる災害復旧だ

けでは再度災害の防止ができないということで、

改良計画を加えた形で災害復旧を行うものでご

ざいます。その中で災害費と助成費を合わせて

河川改修を行うことになりまして、今回、災害

復旧助成費というのを追加しております。

ちなみに、災害復旧助成事業というのは、近

年でいきますと、平成2年の川棚川の災害、彼

杵川の災害、また、雲仙岳の噴火関係で平成5
年ぐらいに水無川で災害復旧助成事業というも

のを行っていますけど、それ以降の事業になり

ます。

【中村(泰)委員】 すみません、今、私は頭が混

乱しておるんですけれども、今回、令和2年の

台風9号、10号に係る災害復旧関連事業で58億
円、これは河川土木だけじゃなくて、ほかの部

署も含まれている費用であるようですけれども、

今回、土木部としては、河川、海岸、港湾とい

うようなことで費用として上がっておるので、

港湾だけじゃないという理解でよろしいんです
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か。

【浦瀬河川課長】今回、災害復旧費で上げてい

ますのは、災害復旧費の公共費の港湾課が約10
億7,000万円、それと河川災害復旧助成費の公共

費が10億3,000万円が土木部所管の関係でござ

います。

【中村(泰)委員】 わかりました。要は、港湾だ

けじゃないということで理解いたしました。2
倍ということで、甚大な災害がございましたの

で、やはり費用も発生するということは当然理

解をいたしております。

県の基本的な考え方として、今回、規模とし

ては2倍に膨らんだということで、当然、災害

の規模もあるんですけれども、老朽化であると

か、ほかに県独自の事情があるのかどうか、そ

のあたりについてお知らせいただけないでしょ

うか。

【浦瀬河川課長】まず、災害復旧費におきまし

ては、施設が壊れたところについて申請をする

ということで、これについては近年の災害の規

模を想定して当初予算である程度計上しますけ

ど、災害の実績に応じて復旧しますので、これ

については実績に応じて多くなる場合もあれば、

少なくなる場合もあります。

また、災害が維持管理によって影響するかど

うかなんですけど、維持管理については、河川

におきましては、近年、自然災害防止債等で地

元からの要望も含めて、例えば、護岸の老朽化

とか、あと浚渫とか、そういうものもやってい

ますのである程度の対応はできていますけど、

ただ、長崎県におきましては、昭和32年とか昭

和42年とか、昔、かなり大きな災害がありまし

て、その頃に整備した護岸というのがかなり多

くありますので、点検した中で目に見えない部

分で老朽しているものにつきましては、実際、

被災しているような現場もあると私は認識して

いますので、災害復旧だけでは後追いになって

しまいますので、事前のそういう対策というも

のもしっかりとやっていかないといけないと思

っておりまして、自然災害を防止したりとか、

浚渫したりとか、そのあたりの予算についても

有効的に活用していきたいと思っております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。なぜ

そういったことを伺ったかというと、今回、自

然災害防止事業費ということで2億6,000万円、

債務負担行為の設定ということで上げられてお

ります。

もちろん、災害が来るのかどうか、どこに来

るのかとか、そういうことを予測することは不

可能ですので、当然、規模にもよりますけれど

も、最終的にコストを下げていくといった時に、

県として、今後、事前にこの辺が危ないとか、

いかに情報をつかむのかということがすごく大

事になってくるんじゃないかと思います。例え

ば、センサーを張り巡らせて、この辺が危ない

とか、そういったことをつかむことは、これか

らの土木において求められてくると思います。

そういったことを含めて今後の県の、今年は

余りにも災害が大きかったので、これを機に考

えが大きく変わるとか、方針を変えていかなけ

ればならないとか、そういった状況にあるのか

どうかをお知らせいただけないでしょうか。

【浦瀬河川課長】これまで河川施設等の点検に

おきましては、出水前に職員が回って目視で監

視をするほか、地元の方が、ここは壊れている

んじゃないかとか、ひびが入っているんじゃな

いかということで、そういう情報を得ながら、

事前防止ということで、自然災害防止事業等の

県単事業を活用して施設の老朽化対策を行って

いるというのが現状でございます。
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今、委員が言われましたように、目視だけで

はなかなか確認できないところもありますし、

効率的にも悪いので、今、ＩＴとかいろんな技

術もありますので、そのあたりを含めて今後検

討していく必要があると思っております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。スマ

ート土木という言葉も言われていますが、この

実現というのは、これからになってくるのかな

と思うんですけれども、近年の甚大化する自然

災害を踏まえた時に、そういったことをぜひと

もやっていただいて、今回、補正額が2倍とい

うことで出てきておりますけれども、コスト削

減に取り組んでいただきたいと思います。

もう1件でございますが、第122号議案の交通

事業者の皆様への使用料の給付事業ということ

で、私も県民の皆さんから悲痛な声をいただい

て、補助航路になっていない航路事業者の方が、

係船料の負担がものすごく大きいんだというこ

とを言われていました。何度かお願いをして、

やっとこういった予算をつけていただいたこと

に心から感謝を申し上げる次第でございます。

しかしながら、補正をしたとしても、一定の

ダメージが残っていると思います。数字がわか

ればで結構ですが、補助事業者ではない方々の、

この補正をした後のダメージ、影響がどの程度、

前年度と比べてあるのか、わかればお知らせい

ただけないでしょうか。

【松永港湾課企画監】今回、補助航路以外で支

援の対象となっているところについては、9事
業者の航路についての支援という形でございま

す。この9者さんが年間にすると1億1,000万円

ぐらいの係船料をお支払いしていただいており

ます。今回、支援をする額、係船料として約6,000
万円ということになります。年間係船料の大体

55％を一応支援の総額という形で考えており

ます。

この売上げ要件からしますと、月の売上げ、

去年と同月比、去年の9月と今年の9月と比較し

て、売上げが30％から50％、落ちているところ

については半額支給、50％以上落ちていれば、

その月の分を全額支給と。中には30％まで至っ

ていないような月もございますので、トータル

からすると、事業者さんとしては、前年からす

ると、年間にすると概ね3割から5割、影響を受

けているのではないかということが想定されて

おります。

【中村(泰)委員】 わかりました。この補正をつ

けた時の、そもそも3割から5割減ということで、

幾分かというところであろうと思います。しか

しながら、係船料というのが実際にどれぐらい

の費用を納められているのかということを見た

時に、ものすごい金額で、こんなに係船料は高

いんだなということを初めて知りました。それ

でもまだまだ回復できないところもあろうかと

思いますので、その状況をわかっていただきな

がら、大きなご対応をいただいたところではあ

りますけれども、引き続きのご支援をどうぞよ

ろしくお願いいたします。

【山本(由)分科会長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 委員長を交代します。

【久保田副会長】 分科会長、どうぞ。

【山本(由)分科会長】 私も、第149号議案のこ

とで確認したいと思います。

すみません、復習みたいな話で恐縮ですが、

この指定管理料のそもそもの決め方というか、

数字の根拠をお示しいただけますか。

【髙屋住宅課長】 指定管理料につきましては、

まず、公募段階では過去の実績の金額、大体1
年間でこれくらいの、こういう中身で実施して
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きましたというものを表示しております。そう

いうものを参考にしながら、新たな部分もあり

ますので、参加者、公募に応募された方が積算

されて、今後5年間でこういった費用がかかる

というご提案をされるような形になっておりま

す。それを根拠に今回は債務負担の設定をして

いるという状況でございます。

【山本(由)分科会長】 ちょっとすみません、私

は理解してなかったんですが、今回、指定管理

者を募集する時に、この金額でやりますよとい

うふうな金額を出すんですか。

【髙屋住宅課長】 今回の公募につきましては、

あくまでも参考として過去の事例を表示してお

りまして、上限というのは、公募上は定めてお

りません。

上限は設定しておりません。応募者の方が、

これくらいの額でということで提案をしてくる

ということでございます。

【山本(由)分科会長】 その金額は、この審査基

準とか採点には反映されていますか。

【髙屋住宅課長】 入札ではございませんので、

予定価格があったりとか、そういうことではご

ざいません。ただ、金額そのものは審査委員会

の方に提出しておりますので、それを踏まえた

上で審査は行われているということでございま

す。

ご提案の中にコストの削減等の項目も入って

おりますので、その中で審査基準として設定さ

れておりまして審査をされております。

【山本(由)分科会長】 経費削減とか、そういっ

たところが評価の中にあるのであって、金額自

体が、こっちが安いから点数が高いとか、そう

いうふうなことではないということですね。

先ほどもちょっと話があったんですけれども、

指定管理料が約8億円弱ぐらいで、収入が40億

円ぐらいということになると、家賃に対する管

理料というふうな見方をすると、2割ぐらいに

なっていると。

先ほど、宅島委員からも話がありましたけれ

ども、民間の不動産業の場合は、よくて5％ぐ

らいだろうというふうに、私が知っている限り

では、そんな感じなんですね。それからすると

20％というのは、ちょっと高いんじゃないかな

というふうな感覚をどうしても持ってしまうん

ですけれども、その辺いかがですか。

【髙屋住宅課長】 年間約8億円と申しましたが、

その中には修繕も含めて維持管理の費用と、あ

とはエレベーター等の定期点検費用、プラス定

期公募を行う、そういった公募に係る事務費、

事務手続の費用、そういったものも全て含まれ

ておりますので、この金額自体は適正なものと

考えております。

【村上土木部参事監】公営住宅の考え方につい

て補足をさせていただきます。

公営住宅の家賃につきましては、いわゆる応

能応益家賃といいまして、住宅の広さとか立地

によるいわゆる市場の家賃と、入居される方が

お支払いいただける収入に応じた払える金額等

勘案して決定されるというものでございます。

同じ住宅でございましても、収入の少ない方が

入居される場合には家賃の額は低くなるという

ことでございます。

もともと制度の趣旨といたしまして、住宅に

お困りの方、収入が少ない方に供給するという

住宅でございますので、家賃の収入の考え方そ

のものが民間の賃貸住宅とは異なってくるとい

うことがございます。

ですので、民間ですと家賃の5％というお話

がございましたけれども、公営住宅におきまし

ては、その考え方は必ずしも当てはまらないと
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いうことが言えるかと思います。

以上、補足でございます。

【山本(由)分科会長】 いわゆる維持管理に関す

る工事費等が入っているということに関しては

理解しました。

これも先ほど質問があったんですけれども、

業務内容については、入退去関係業務、諸修繕

関係業務、駐車場管理関係業務ということで公

募をされていらっしゃるということですけれど

も、他県では結構、いわゆる収納等の管理業務、

家賃の収納であったりとか、滞納の督促であっ

たりとか、そういった業務まで委託をしている

というふうなケースがあるわけですね。

先ほどご答弁の中で、催促といいますか、そ

れに関して協力してというふうなお話があった

んですけれども、実際、未収金対策で必ず出て

きますよね、県営住宅の家賃の話は。確かに、

収納率、徴収率というのは高いとは思うんです

けれども、ここの部分というのが民間が一番ノ

ウハウを持っている部分じゃないのかなと。そ

ういったところも入れてもよかったのではない

かと、いわゆる家賃の収納業務というか、回収

に係る業務ですね。この辺は検討されなかった

のか、将来的にどう考えているのか、そこをご

答弁をお願いします。

【髙屋住宅課長】 家賃の徴収につきましては、

県は家賃徴収員を置いておりますので、その家

賃徴収員が滞納者に対応しております。その家

賃徴収員に協力する形で指定管理者も家賃徴収

の業務に当たっているというような状況でござ

います。

【山本(由)分科会長】 家賃徴収員さんは住宅供

給公社とは別ですよね、県の方で別に家賃徴収

員の方がいらっしゃるということですね。

だから、一つは、先ほど申し上げたようなこ

と、民間がどこにノウハウを持っているか、民

間の管理業者は県内にもたくさんいらっしゃる

わけです。ただ、残念ながら、1万2,000戸とい

うのは、とてもできる範疇ではありません。100
戸であったり、200戸であったり、多いところ

で1,000戸であったり、そういったことに関して

はノウハウがあられるんだろうと思うんですね。

当然、入退去の手続もされますし、現状回復の

話もされるし、当然、家賃の回収もされるし、

そういった部分でかなり広くノウハウを持って

いるという意味では、民間の活用という意味で

あれば、そういった業務まで含めて民間の知恵

を出していただくというのはありだろうなとい

うふうに思うんですね。

あともう一つ言うならば、今年の3月に民法

が改正されて保証人に関する対応が少し変わっ

てきたという中で、保証人を1人であったりと

か、将来的には保証人をなくしたらいいんじゃ

ないかという意見も出ている。これも民間に関

しては、家賃保証会社が絡むことによって、そ

このリスクを少しでも減らそうとしている。そ

ういった回収に関するノウハウは民間はかなり

持っているんだろうと。ただ、民間が参入でき

ないのは、戸数が多いからではないかなという

ふうに私は感じているんですね。

だから、そういったことも検討された上で、

今回はこれでいかれるとしても、将来的にはそ

ういったところもご検討してほしいと思います

けれども、いかがでしょうか。

【髙屋住宅課長】おっしゃるとおり、今後は民

間の徴収に対するノウハウというものも我々も

研究させていただきながら、それを指定管理業

務にどういうふうに取り入れていけるかという

ことは検討させていただきたいと考えておりま

す。
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【山本(由)分科会長】 ぜひお願いしたいと思い

ます。

その場合、長崎地区で一括という形になると、

かなり規模が大きいと。もちろん、スケールメ

リットというのはあるかもしれないんだけれど

も、場所、場所で違う部分があるかと思います

ので、そういったところも含めてご検討いただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。

【久保田副会長】 委員長を交代します。

【徳永委員】 149号議案、課長も大変でしょう

けど、私もちょっと質問させていただきます。

いろいろと意見が出た中で計算をすれば、1
戸当たり年間大体6万円の管理費になるわけで

すね。私は、6,000円と思っていたら6万円でし

た。ちょっとこれは高いなと。先ほど参事監が

言われた公営住宅の目的というのはわかりまし

た。

そういう中でちょっとお聞きしたいのは、い

わゆる建設費は当然かかるわけですよね、維持

管理はずっと。だから、営利が目的でないのか、

これは県民の税金で建てた建物でありますから、

その辺はどうなんですか。建設費を幾ら使った

と。当然、民間であれば、これ、回収するわけ

ですよ。維持コストも家賃に設定するわけです

けれども、公営住宅というのは、そうではない

と言われれば、じゃ、建設費は別に回収はなく

てもいいというふうな受け止め方をしていいん

ですか。

【髙屋住宅課長】民間の賃貸住宅と違いますの

は、公営住宅というのは、建設費に補助金、交

付金が入ります。今でいうと45％ですね。そう

いった費用が入るというところが民間と違うと

ころでございます。全体の仕組みの考え方とし

ましては、残りの負担額ですね、県の負担額を

家賃を徴収して、維持管理費に使って、そこで

バランスがとれるというような考え方になって

おります。

【徳永委員】 ということは、55％が県費とい

うことですか。それはしっかり家賃で回収して

いくと。当然、その中から維持コスト、維持管

理費を出していくということですね。

では､もう1点、指定管理というのは、私が思

うには、管理費を行政側がするよりも、第三者

にしっかりやっていただいて安くするというの

が、そもそもの指定管理の目的じゃないかと思

うんですよね。

そういう中で、さっき、費用について設定し

てないと言われましたけれども、しかし、それ

はある程度しておかないと、じゃ、何社か応募

されて、その中で高くても、ここはしっかりし

ているからいいんだとなれば、これは確認なん

ですよ。やっぱりある程度、県としても、大体

これぐらいの管理費というのを定めた中でやっ

ていくべきだと私は思うんですけれども、その

辺どうですか。

【髙屋住宅課長】 条件の設定につきましては、

他の案件では設定しているものもございますの

で、今後、その辺も含めて設定について検討し

てまいりたいと考えております。

【徳永委員】 してなかったと、今までは。その

辺、ちょっとおかしいんじゃないですか。じゃ、

何のために指定管理というのが土木部住宅課の

方で今回やったのか、ちょっと解せんですよ、

その辺は。「今後検討します」と言われても、

さっき言われたように、これは回収によって運

営をやっていかなければならないということで

あれば、建物ですから、建設費、維持費、管理

費等かかるわけですよ。これを公営だから民間

とは違うんですよということでは、ちょっとそ

れ、どうなのか。税金ですから、金額は、そこ
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が出したもので採用するということなんですか。

【髙屋住宅課長】今回の債務負担の設定につき

ましては、その提案額に従って設定させていた

だいておりますけれども、先ほど申しましたよ

うに、全体で基本協定を結び、各年度、年度で

実施協定を結んでいきますので、その中で十分

精査しながら、できるだけ安い額で管理ができ

るような形で協議をしていきたいということで

考えております。

【徳永委員】協議をしていきたいということは、

今後はしたいということで、だから、今回まで

はそうじゃなくて、いわゆる指定管理の応募を

かけて、応募してきた方の条件で、ここはいい

ということ、理事者の中でそういう判断をした

ということですか、そうなんですか、もう一度。

【髙屋住宅課長】今回につきましては、条件を

設定しておりませんでしたので、今回の提案の

中で設定をするということで考えております。

【天野土木部次長】指定管理に要する費用につ

きましては、他の指定管理施設なんかの場合に

は、例えば、過去5年間の実績等で、このくら

いの額でできるはずだということで上限を設定

する場合がございます。

県営住宅の場合は、一定、住戸改善等が進ん

で、例えば、エレベーターの設置台数が増える、

そうすると法定点検費用も増えるとかといった

過去とは違う事情が出てきたりする場合もござ

います。

それから、今回、指定管理をしようとした住

宅公社につきましても、事務費、人件費とかは

前回よりも経営努力で減らそうといった努力を

しております。また、法定点検とか、そういっ

たところは、さっき申し上げたとおり、エレベ

ーターの台数が増えたら当然法定点検費用も増

える、あるいはいろんな法律変わって、また新

たな費用がかかるケースもある。そういったと

ころもありますので、その費用の明細がどうな

っているか、そういったところもつぶさに再度

また詳細資料で再聴取をいたしまして、その結

果も選考委員の方々に見ていただき、その上で

費用がどうかというところも採点要素の一つで

あると。そういった中で公社が選ばれたといっ

た状況でございます。

【徳永委員】これ、全てをこの金額でというの

は難しいと思うんです。さっき次長が言われた

ように、建造物ですから、修繕もしなければい

けない、今言われたように、法律が変わって追

加でいろいろ出てくる、これはわかるんですよ。

ただ、基本的な管理費というのがあるわけです

から、これは計算すれば大体わかること。行政

から第三者にしていただくということは、それ

だけのコスト削減をするということが目的です

ので、今後はしっかりとした、ある程度という

よりも、これは県がしっかり計算をして、その

基準というものをもって判断する。正直言って、

お金なんですよ、幾らかかるかどうかというこ

とですので。

私が言いたいのはそこをしっかり、税金を使

うわけですから、県としてもしっかりとした計

算をして、その基準をもって、今後、そういっ

た選定にもしっかり対応していただきたいと思

っております。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって予算議案及び第149号議

案に対する質疑を終了します。

次に、予算議案に対する討論を行います。

討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了します。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第122号議案のうち関係部分、第124号議案の

うち関係部分、第156議案のうち関係部分及び

第157号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

それでは、午前中の質疑はこれにてとどめま

して、午後は1時30分より再開いたします。

しばらく休憩します。

― 午前１１時５１分 休憩 ―

― 午後 １時３１分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。

午前中に続き、土木部に関する審査を行いま

す。

次に、委員会による審査を行います。

議案を議題といたしますが、所管事項等につ

いても併せて説明を求めます。

まず、土木部長より総括説明を求めます。

【奥田土木部長】 土木部関係の議案について、

ご説明いたします。

「環境生活建設委員会関係議案説明資料 土木

部」をお開きください。また、これに加え、「（追

加1）」お配りしておりますので、そちらも併

せてご覧ください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

129号議案「長崎県港湾管理条例の一部を改正

する条例」、第145号議案「契約の締結の一部

変更について」、第149号議案「公の施設の指

定管理者の指定について」、第150号議案「諫

早市テニス場の事務の受託に関する協議につい

て」、第153号議案「長崎県総合計画チェンジ

＆チャレンジ2025について」のうち関係部分で

あり、その内容は記載のとおりであります。

なお、補足説明資料を配付させていただいて

おります。

続きまして、議案外の報告事項について、ご

説明いたします。

和解及び損害賠償の額の決定について。

令和2年度に発生した県の管理瑕疵による事

故の和解及び損害賠償の額の決定5件を専決処

分させていただいたものであり、内容は記載の

とおりです。

起訴前の和解について。

県営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いにつ

き、起訴前の和解の申立て3件を専決処分させ

ていただいたものであり、内容は記載のとおり

です。

公共用地の取得状況について。

令和2年度8月1日から令和2年10月31日まで

の土木部所管の公共用地の取得状況については、

佐世保市における一般国道497号松浦佐々道路

工事（西九州道）ほか6件であります。

続きまして、土木部関係の主な所管事項につ

いて、ご説明いたします。

令和3年度の重点施策について。（追加1）
令和3年度の予算編成に向けて、「長崎県重

点戦略（素案）」を策定いたしました。このう

ち土木部の予算編成における基本方針及び主要

事業について、ご説明いたします。

基本方針といたしましては、4つの柱として、

1、交流人口の拡大や地域産業の活性化のため、

交通ネットワークの形成や個性あるまちづくり
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の推進。2、頻発化・激甚化する自然災害から

県民の生命と財産を守るための防災・減災対策

の推進。

3、将来にわたって必要なインフラの機能を

発揮し続けるための戦略的なインフラ老朽化対

策の推進。4、地域の守り手となる建設業の担

い手を確保・育成する取組の推進を上げており

ます。

主要事業につきましては、引き続き、島原道

路整備事業、西彼杵道路整備事業、長崎港松が

枝地区旅客船ターミナル整備事業等を実施して

まいります。

幹線道路の整備について。

地域振興を支える高規格幹線道路等の整備に

ついては、去る11月20日、西九州自動車道の一

層の整備促進を図るため、昨年に引き続き、2
度目となる東京での建設促進大会を、本県、福

岡県、佐賀県及び3県の沿線市町合同により開

催し、松浦佐々道路をはじめとした事業中区間

の早期完成など、国土交通省並びに財務省へ要

望を行いました。

今後とも、地域の振興や安全・安心の確保を

図るため、効率的で効果的な道路ネットワーク

の整備に力を注いでまいります。

新たな行財政改革に関する計画素案の策定に

ついて。

令和3年度から新たに取り組む行財政改革に

関する計画につきまして、このたび計画素案と

して取りまとめました。土木部関係の主な取組

といたしましては、港湾施設整備特別会計の経

営基盤の強化等に取り組むこととしております。

また、地方公社の経営健全化については、引

き続き、土地開発公社、住宅供給公社、道路公

社の経営健全化のため、適切な指導・監督に努

めることとしています。

今後、県議会のご意見を十分にお伺いすると

ともに、県民の皆様のご意見もいただきながら、

今年度中の計画策定を目指してまいります。

そのほか、土木部関係の所管事項について今

回ご説明いたしますのは、石木ダムの推進、本

明川ダム水源地域整備計画の決定の手続につい

て、九州新幹線西九州ルートの建設促進につい

て、事務事業評価の実施について、「長崎県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」の達成状況に

ついてであり、その内容は記載のとおりです。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

何とぞよろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

次に、道路維持課長より補足説明を求めます。

【馬場道路維持課長】 第150号議案「諫早市テ

ニス場の事務の受託に関する協議について」、

補足してご説明いたします。

お手元にお配りしております「課長補足説明

資料」の7ページ、「諫早市テニス場の事務の

受託に関する協議について」をご覧ください。

まず、経緯について、ご説明します。

諫早市の県立総合運動公園のテニス場は、利

用者が多いため、現在のコート8面だけでは予

約が取りづらく、また、県大会などの大きな大

会の開催は困難な状態であります。

このような中、平成29年7月に、諫早市から

テニス場増設の要望があり、県、市で協議した

結果、県立総合運動公園のサッカー場にテニス

コート8面を諫早市が整備することとし、平成

31年3月に、「テニス場整備に関する覚書」を

県と市で締結いたしました。

その覚書に基づき、本年6月に県立総合運動

公園のサッカー場を廃止し、その跡地に、現在、
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諫早市においてテニス場の整備が進められてい

るところです。

次に、提案理由でございますが、諫早市が整

備したテニス場と現在のテニスコートは、一体

的に管理・運営を行う必要があるため、県が市

テニス場の管理・運営を行うに当たり、地方自

治法に定める事務委託を市から受託しようとす

るものであります。

事務委託を受けるに当たっては、地方自治法

の規定により、協議により規約を定める必要が

あります。また、その協議につきましては、県、

市それぞれの議会の議決を経る必要があること

から、今回、提案させていただくものでござい

ます。

次に、規約の内容でございますが、①事務の

委託範囲や管理、②管理及び執行の方法、③経

費の負担、④使用料等の収入について定めるこ

ととしており、施行日は令和3年4月1日であり

ます。

参考までに、8ページに県立総合運動公園の

平面図を添付しております。

平面図を横にして見てもらって右側に現在の

県立コート8面がございまして、その横、左側

の旧サッカー場に諫早市がテニスコート8面を

整備しているところでございます。

次の9ページが新しいテニス場の配置図とな

っております。

以上で説明を終わらせていただきます。

【山本(由)委員長】 次に、港湾課長より補足説

明を求めます。

【平岡港湾課長】 第129号議案「長崎県港湾管

理条例の一部を改正する条例について」、補足

してご説明いたします。

課長補足説明資料の１ページをご覧ください。

この条例につきましては、本年4月に発生し

ました「コスタ・アトランチカ号」による新型

コロナウイルス感染症の集団感染による検証報

告を踏まえ、感染症の拡大が懸念される場合に

おいて、クルーズ船が入港することにより、県

民の安全・安心が脅かされるおそれがある場合

や、その他不測の事態に対応できるよう、船舶

からの必要な情報の提供や港湾利用者の協力、

入港及び接岸の制限等の措置が可能となるよう、

長崎県港湾管理条例の一部を改正するものでご

ざいます。

主な改正内容につきまして、ご説明いたしま

す。

第1条では、県民生活の向上及び地域経済の

発展に資するとともに、港湾の適正な利用によ

って県民の安全・安心を確保するよう、条例の

目的を改正いたしました。

第3条では、県が港湾管理者や関係機関と協

力の下、港湾を適正に管理するとともに、利用

者についても県民の安全・安心を確保するため、

県の施策に協力することを責務として追加いた

しました。

新たな感染症等不測の事態に備え、港湾の利

用制限ができるよう、第7章を新設し、第42条
において、クルーズ船等船内での感染症が疑わ

れる時などに船舶から乗員・乗客の健康情報等

の入手を可能とし、第43条においては、県民生

活の安全が害されるおそれがある場合または県

民を著しく不安にさせる場合は、係船等港湾の

利用を制限するようにいたしました。

この条例を改正することで港湾における新型

コロナウイルス感染症やその他の不測の事態に

も対応でき、県民の安全・安心の確保及び港湾

の適正な管理・運営ができるものと考えており

ます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろ
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しくご審議賜りますようお願いいたします。

【山本(由)委員長】 次に、住宅課長より補足説

明を求めます。

【髙屋住宅課長】 続きまして、資料の2ページ

をご覧ください。

第145号議案「契約の締結の一部変更」につ

いて、ご説明いたします。

事業名は、高田南宅地整備事業であり、設計

業務と建設業務を一括施工として令和2年3月
19日に契約し、現在、施工中の案件でございま

す。

事業場所や事業概要等は、2ページに記載の

とおりでございます。

変更理由としましては、入札手続中に生じた

公共工事設計労務単価や材料費の上昇に伴う増

額措置を行うものでございます。

現在の契約額48億8,137万4,300円を5,850万
4,600円に増額し、49億3,987万8,900円に変更

するものであります。

以上で第145議案「契約の締結の一部変更に

ついて」の補足説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げ

ます。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりました。

第149号議案に対する質疑につきましては、

先ほど分科会において終了しておりますので、

ここでは第129号議案、第145号議案、第150号
議案及び第153号議案のうち関係部分に対する

質疑を行います。

質疑はありませんか。

【宮本委員】 それでは、まず第129号議案「長

崎県港湾管理条例の一部を改正する条例」につ

いて質問をいたします。

改正の効果と目的については、ご説明いただ

きまして理解をいたしました。新型コロナウイ

ルス感染症に対する一つの対応ということで理

解いたしました。

第7章、第42条と第43条、追加とあります。

ちょっと確認です。これは、区域に入港する船

舶の情報提供を依頼して、それをキャッチする

実行部隊というんですかね、港湾課がこれを受

け持つのか、それとも別途するのかを教えてい

ただけますでしょうか。

【平岡港湾課長】 情報の収集につきましては、

港湾課の方で担当させていただきたいと考えて

おります。

【宮本委員】 わかりました。港湾課の方で。

ただ、これは結構入ってくる。24時間態勢に

なるようなイメージですけど、その態勢は、い

つでもそういった情報が入手できるような態勢

はできているんですか。今からそれを構築され

るのかを教えてください。

【平岡港湾課長】情報収集の体制といいますか、

どういうふうに取っていくか等を運用方針とい

う部分で記載して、今、策定を進めているとこ

ろでございます。

【宮本委員】 わかりました。

条例が改正されて、例えば船が入ってきます。

その船に対して、何かおそれがないかというの

は、これも確認ですけど、毎回毎回、その確認

をされるのか。それとも、向こうから情報発信

がこっちにあるのか。それのやり取りというか、

確認については毎回入ってくるたびにされるの

かを教えていただけますか。

【平岡港湾課長】現在のように感染症が拡大し

ている場合とか、例えば寄港地で感染が拡大し

ている場合、そういう場合におきましては、毎

回、情報の提供をお願いしていこうというふう

に考えております。
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ただ、感染がもう収まって平時になった場合

には、その場合にはそういう対応はしていかな

いような形になるかと思っております。

【宮本委員】 わかりました。県民の安全・安心

を確保するという面からは、随時の方がいいの

かと思いますが、運用については、今後、別途

検討されるでしょうから、どこで区切るかとい

う線引きは難しいと思いますが、しっかりと協

議をしていただきたいというふうに思います。

これは、日本船及び外国船、両方、とにかく

入ってくる船舶に対してはというイメージでよ

ろしかったでしょうか。

【平岡港湾課長】コスタ・アトランチカ号の検

証報告をもとに、条例の改正を進めさせていた

だきました。ということで、国内のクルーズ等

含めまして海外のクルーズにも適用できるとい

うふうに考えております。

ただ、現在、国におきまして、国際クルーズ

についてはまだ継続検討という形で検討がなさ

れているところでございますので、その整合に

伴っては若干修正が出る可能性がございますが、

今のところ、国内、国際、両方の対応ができる

のではないかというふうに考えております。

【宮本委員】 わかりました。国際船ですかね、

「コスタ・アトランチカ号」の検証でもあった

かと思うんですが、なかなか情報の収集が難し

いというのがあったかと思います。要は、外国

船籍から情報が入ってきにくいというのがあっ

たんじゃなかろうかと思います。そういったの

が今後、港湾課で対応できるのかと、国内船に

ついては大丈夫かと思いますが、国際船、外国

船籍については、そこらあたりのやり取りとい

うのは十分にできるのかなというのがあります

けれども。

外国船籍について、そういったスムーズな対

応は可能なんですかね。先ほど課長もおっしゃ

ったとおり、今、国では国際法というのも、い

ろいろやり取りされているんでしょうけれども、

それにのっとっての対応なんでしょうけど、そ

ういったスムーズな対応ができるのか、ちょっ

と不安があるんですけど、その点についてはい

かがですか。

【平岡港湾課長】国際クルーズ船の入港に当た

りましては、船舶代理店の方から係船等の許可

の申請が出されております。これまでにもそう

いう形で係船の申請が行われておりまして、そ

の代理店等に情報の提供をお願いしていくとい

う形になるかと思っております。

その代理店等を含めまして10月28日に、クル

ーズ船受入れに関する感染症対応連絡調整会議、

これは国のＣＩＱの機関とか、市の消防局、保

健所、それと県の保健部局、港湾部局、あとは

大学病院とか、そういうところを含めまして組

織を立ち上げました。その中で情報の共有や連

絡体制、迅速に対応することができるように整

えてまいりたいというふうに考えております。

【宮本委員】わかりました。条例施行日が令和

3年1月1日から、あと1か月もありませんので、

体制の構築をしっかりと、できるだけ急ぎなが

らしていただきたいと思いますし、先ほどおっ

しゃったとおり、関係団体との協議も重要だろ

うと考えますので、その点についてもしっかり

また協議をなさっていただければと思います。

それと、第150号議案について、これもちょ

っと確認をさせてください。

3の規約の内容について、①の事務の委託範

囲、これはわかりました。

③の経費の負担とありますね。維持保全に要

する経費で、これは別途協議ということであり

ますが、維持保全ということは、要は整備。芝
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生かどうなのかわかりませんけど、そこの維持

保全、これが一番大事なところだろうと思いま

す。管理に関するのは県が負担をして、これは

要は今後、諫早市と県で、市がするか県がする

か、何対何にするかという協議ということで理

解してよろしいんでしょうか。

【馬場道路維持課長】③経費の負担についての

ご質問でございます。

まず、管理執行に要する経費の県負担でござ

います。これは一般的な維持管理でございまし

て、今、指定管理者において、現在のテニス場

の管理をしているところでございます。それに

併せて今回諫早市が造った分も、一般的な維持

管理を県の負担でやるということでございます。

それと維持管理、維持保全に関する経費とい

うことで、別途協議して定めると。これは大規

模な修繕とかが出てきた時は、別途協議して、

諫早市が負担するのか、県が負担するのか、将

来的に出ると思うんですけれども、管理、更新

の時期を想定しているところでございまして、

そういう大規模な管理に関して、維持保全に関

してということで別途協議して定めるというこ

とにしているところでございます。

【宮本委員】わかりました。ここは大事ですよ

ね。恐らく、維持保全ですから、今後こういっ

た形で、大きく広くテニスコートを造りました

と、要はこれを運営していく、管理していくと

いうのが非常に大変だろうと思いますので、こ

この協議は非常に大事なところだろうと思いま

す。

これ、すみません、もう一回確認ですけど、

あらかじめ決めるのではなく、その時に、大規

模改修があった時に随時、その都度決めていく

という理解でよかったんでしょうか。教えてく

ださい。

【馬場道路維持課長】現時点では、そういうふ

うな取り決めをしているところでございます。

【宮本委員】 わかりました。諫早市と、よく協

議をしていただければと思います。

あと、④の使用料等の収入についてですけど、

施行日は来年の4月1日からですけど、使用料に

ついては、ある程度決まっていますか。それも

教えていただければと思います。

【馬場道路維持課長】 使用料につきましては、

現在、県が使用していますテニス場の使用料と

同等を料金として設定する予定でございます。

【宮本委員】現在と一緒ですね。申し訳ないで

すけど、今どれぐらいかというのはわかります

か。わかれば教えてください。

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 １時５６分 休憩 ―

― 午後 １時５７分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。

【馬場道路維持課長】 テニスコート、一般、平

日で1面、1時間310円でございます。ちなみに

休日は580円となっているところでございます。

【宮本委員】わかりました。それをそのまま継

続ということで。

要は、広くなります。先ほど説明もありまし

たとおり、今後、県大会とかもここでどんどん

競技が開始されるようになれば使用料も、これ

は県の収入ということなので、増えてくること

が予想されますので、料金の設定についても、

そういった面を考えれば、ちょっと負担を軽く

したりとかというのも考えてもいいんじゃない

かなとちょっと思ったところなので確認をさせ

ていただきました。

ちなみに駐車場は、コートが広がりますので、

駐車場についても広くとったりという対応はさ
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れているんでしょうか。

【馬場道路維持課長】テニス場増設によりまし

て新たに87台を整備しているところでござい

ます。これは無料でございます。

【宮本委員】わかりました。その図面にある上

の方ですね、87台、これが確保されたというこ

とですね。

いずれにしても、ここのテニス場で今後、い

ろいろな大会があって、交流人口拡大にもつな

がることが予想されますので、整備については、

しっかり市と協議をしていただきたいというこ

とを要望して終わります。

【山本(由)委員長】 ほかに議案に関する質疑は

ありませんか。

【中村(泰)委員】 私も第129号議案の長崎県港

湾管理条例の一部を改正する条例について、お

伺いをさせていただきます。

県民生活に対して、「県民の安全・安心を確

保する」と、こういった文言が港湾管理条例に

含まれたということが、過去にないというか、

ほかにはないということで、ご説明を事前にい

ただいております。

他県も、要は、今回のコロナの、このクルー

ズの件を受けて同じような動きをやっておられ

る県があるんでしょうか。

【松永港湾課企画監】他港の港湾管理条例につ

いて、本県と同じような取組があるのかという

お尋ねでございます。

まず、現状としまして、ほかの県の条例にお

いて、「県民等の生活の安全が害されるおそれ

が強い場合に港湾の利用を制限できる」という

ことをうたっているところは、東京港、新潟港、

この2港でございます。

それから、伝染とか病毒もしくは汚損のおそ

れがある場合に港湾施設を利用させないという

ふうに規定をしてあるのが、博多港、それと那

覇港、今申し上げた4港について、既に条例等

に規定があるということでございます。

東京港や新潟港は、県民の安全というところ

は規定があるんですけど、安全・安心まで規定

をしたというところは、本県が初めてというと

いうことになります。

その他については、今のところ、改正の動き

等についての情報は入っておりません。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。ちょ

っと細かい質問なんですけど、安心ということ

が加わったということは、本県の特徴というこ

とになるということでしょうか。安全と安心の、

何となくわかるんですけど、その違いがもしあ

れば。

【松永港湾課企画監】今回、安心というところ

まで含めたというのは、先ほど以来、4月に発

生しました「コスタ・アトランチカ号」、これ

は民間の岸壁でございまして、ここで実際発生

をしております。このことにおいて県民の皆様

が大変不安な思いをされたと。

例えば、そこでやはり感染が拡大するんじゃ

ないかと、病院にも行けないんじゃないかとか、

あるいは外も出歩かれないんじゃないかという、

いわゆる不安というのを持たれていると。裏返

しで言うと、そこがやっぱり安心ということに

なりますので、その安心を確保するということ

をこの条例の目的に入れるということは、必要

不可欠だという判断をして入れたというふうな

経緯でございます。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。安心

の方が、多分、何というのか、先に来てしまう

というか、要は、不安であるとか、恐いとか、

そういった県民の皆さんのお気持ちに寄り添っ

た時に、先に要はそういう事態が起こり得るだ
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ろうと。そうなったタイミングで、もう既に条

例を発動するというか、そういう趣旨であると

いうことがよくわかりました。コスタ・アトラ

ンチカも経験をして、県民の皆さんに寄り添っ

た条例を出していただけたと思っております。

しかしながら、一方で、先ほど宮本委員も触

れておられましたけれども、国際法との兼ね合

いでございます。

現状を私もいろいろと勉強をいたしましたが、

国連海洋法条約、要は、船は旗国主義というこ

とで、結局は日本の領海に船があったとしても、

そこは日本ではないといったところもあって、

この条例の効力というようなところがやはり気

になるところであります。

国も、外務省を中心に、こういった国際法に

対して、今、世界で取り組んでいこうというこ

とで、お金をつけて、そしてやっているという

ところなんですけれども、本県がこういう条例

を打ち出したという意味というか価値を、日本、

そして世界に対しても理解をしてほしいという

ところはあるんですけれども、その条約の効力

というか、今後、国際法に対してどのように本

県として、「コスタ・アトランチカ号」の経験

を踏まえて対応していくのかというところがも

しあればお知らせいただけないでしょうか。

【平岡港湾課長】委員からご指摘がありました

国際条約等の中にありますように、人道的なも

のというのは、また別に考えなくちゃいけない

ところかなと思っております。

例えば、油がもうないので、どうしても寄港

しないと流されてしまうとか、そういうふうな

人道的なものについては、別途、交流していか

なくちゃいけないと考えておりますけども、今

回、「コスタ・アトランチカ号」が入ってきま

して、その検証報告にもございますけども、例

えば県内のベッドが逼迫してしまっているとか、

県民の方の安全が害されると申しますか、病床

等を確保できずに逆にクラスターが発生すると

か、そういうのをまずは防いでいかなくちゃけ

いないと思っております。

そういう時には、今の現状でありますと、法

律的なもので、そういうものを縛るものがござ

いませんので、今回、この港湾管理条例でそう

いうところを制限できるようにしていきたいと

考えまして、今回の条例の改正を提案させてい

ただいているところでございます。

【中村(泰)委員】 すみません。実際伺いたかっ

たところは、結局、県が、例えば来た船に対し

て移動をしてくれとか、そういった指示をした

時に、それを聞いてくれないみたいになった時

に、困ったなというふうになろうかと思うんで

すね。もちろん県としても、もうそこまでしか

できないんですけれども、やっぱり国際法に対

してどのように働きかけをするのかというとこ

ろが、根本的に重要であるというふうに思いま

す。

県の話ですので限界があるんですけれども、

そこに対しての県としての働きかけというか、

そこについてお伺いをしたかったんですが、い

かがでしょう。

【平岡港湾課長】 「コスタ・アトランチカ号」

の検証報告書の中にも、国にお願いしていく分

と県の中で対応していく分と2つに分けて整理

をされているかと思っております。

今回の取組の中でも、国にお願いしていく分

というのは、しっかり国の方にお願いしていこ

うと考えております。

【中村(泰)委員】 県としては、このように何よ

りも県民の安全・安心が一番大事なんだという

ことを条例として掲げているので、県民を守る
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というスタンスで国に働きかけをしていただけ

るものだと思います。

もう一つ、ちょっと話は戻って条例の中身な

んですけれども、今回、県民の皆さんから多く

いただいたご意見の中で、例えば検査費用であ

るとか、そういった費用面の負担が、一定、県

民、市民の負担に、県の費用としては発生して

いないと伺っていますけれども、市税であった

り、国のお金が一定そういったところに使われ

たといったことも伺っております。

条例で、そういったところをブロックできな

いのかなと思うんですけれども、そのあたりは

いかがでしょうか。

【平岡港湾課長】今、委員からお話があったの

は、保健所を通して感染症ということで入院さ

れた場合、国の負担が50％、あと地元の市の負

担が50％出たということでのお話だと思いま

す。

そこの部分は、今回の港湾管理条例では賄い

きれない部分になりますので、それも検証報告

書の中で国のお願いしていくような部分になっ

ておりますので、併せてそれは国にお願いして

いく形になるかと考えております。

【中村(泰)委員】 わかりました。私の勉強不足

で申しわけございませんでした。

いずれにいたしましても、「安全・安心を確

保する」というふうにしっかりと明言をいただ

いて、具体的にどういう場合に、これを発動し、

効力があるということをしっかりと書いていた

だいたのは、県民を代表してお礼を申し上げた

いと思います。ありがとうございます。

【山本(由)委員長】 ほかに議案に対する質疑は

ございませんか。

【溝口委員】「長崎県総合計画チェンジ＆チャ

レンジ2025」ですけれども、土木部として5年

間をかけて何を共にやっていこうとしているの

か。私が見たところでは、3－3で、「災害に強

く、命を守る強靭な地域づくり」ということで

出ていると思うんですけれども、ほかに何かこ

れ以外のことをやろうとしているのかどうか、

そこら辺についてお尋ねしたいと思います。

【馬場道路建設課長】道路建設課が所管すると

ころで言いますと、126ページになりますが、

施策として3-2の①の「人流・物流を支える交通

ネットワークの確立」といったところに、高規

格幹線道路の整備であるとか、国県道の整備で

あるとか、そういったことを記載させていただ

いているところであります。

【溝口委員】すみません。そのページ等を持っ

てきておらなかったもので。

総合的な防災と危機管理体制の構築というこ

とですけれども、減災はできるだけしていかな

いといけないのではないかと思っているんです

けれども、急傾斜等について危険区域がかなり

あると思うんですけれども、その辺について5
年間でどのような対策を講じていこうと考えて

いるのか、お尋ねしたいと思っております。

【鈴田砂防課長】急傾斜につきましては、委員

がお話しいただきましたとおり3－3の「安全安

心で快適な地域を創る」、ここを目指してやっ

ていく事業の一つでございます。

現在も、砂防、地すべり、急傾斜、砂防系の

事業をやっておるのですけれども、これについ

て、今の事業に加えまして、新規事業も含めて、

現在、うちの方では予定としては200カ所程度

の事業に今後5年間では取り組んでいこうと思

いまして、それによって保全される人家を、今

以上に増やしていこうと考えているところでご

ざいます。

【溝口委員】 わかりました。5年間で200か所
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ということです。相当数あると思うんですけれ

ども、せっかく強靭化という法律ができて、私

たちは急傾斜の方にある程度力を入れていかな

いと危ないんじゃないかと思うんですよね、大

雨があったりなんだりということで、異常気象

でございますので。その辺についてもう少しし

っかりとした計画をつくって、200と言わずに、

300でも幾らでも頑張ってやっていただきたい

なと思っておりますので、その辺については、

よろしくお願いしたいと思います。

ただ、新しく取り組もうとしているのは、さ

っき170ページにあると言ったんですかね。新

しくチャレンジしていこうとするその中身は、

土木部としては何かあるんですか。

【川添建設企画課長】今のご質問は、今回の計

画で新しく数値目標を立てたのはあるのかみた

いなところでよろしいでしょうか。（「はい」

と呼ぶ者あり）

今回、新しい計画で、まず数値目標を立てた

のは、政策と事業部を合わせまして18項目あり

ます。今までの計画は15項目だったのに対して

3項目増えているというような状況です。

そうした中で、今回新しく数値目標を立てて

おりますのが4つございます。

1つは港湾課所管の地域間産業の活性化のた

めの港湾施設整備、2つ目が都市政策課の都市

地域における民間都市再生事業計画の認定数、

3つ目が同じ都市政策課の立地適正化計画を作

成した市町村数、それと住宅課における危険ブ

ロック等除去支援事業を実施する市町村数とい

うことで4つございます。それと新幹線に関す

る進捗状況が廃止になりましたので、4つ増え

て1つ廃止ということで、差し引き3つが今回新

たに増えたということになっております。

【溝口委員】わかりました。ありがとうござい

ます。

一応、5年間の計画ですので、ぜひ数値目標

を作って、その数値を達成するように努力をし

ていただきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。

【山本(由)委員長】 委員長を交代します。

【久保田副委員長】 委員長、発言をどうぞ。

【山本(由)委員長】 1点だけ、第150号議案の諫

早市テニス場の関係です。

確認をしたいんですけど、今までの8面という

のは、県立ですよね。県の土地に県営のテニス

コートを管理していて、今回、県の土地に諫早

市がテニス場を造るということで、収入は県の

方ということで、先ほど利用料の話をされたん

ですけれども、市営テニスコートの場合に、結

局、市民だったら幾ら、市民じゃなかったら幾

らというふうな、大概そういうふうに差を設け

ておられると思うんですけど、先ほど同じとい

うふうなお話をされたんですけれど、そこの取

扱いは決まっているんでしょうか。

【馬場道路維持課長】県の総合運動公園に市が

造って県が管理するということで、県が一体的

に管理して、県民のためということで同じ料金

でやっています。今、委員長がおっしゃった、

市独自で持たれているのは、市民が幾らで、市

外の者が幾らという設定があると思うんですけ

れども、この場合は県民のためのということで、

県民で皆さん同一料金となっているところでご

ざいます。

【山本(由)委員長】 わかりました。

それと、もう1点、維持保全、多分、芝の張

り替えあたりが一番今後出てくると思うんです

けれども、通常の指定管理というんですか、そ

ういう場合には、基本的には市のやつですから、

大規模については市がやりますと、小規模につ
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いては指定管理者の方でしますというのが一般

的かなというふうに理解したんですけれども、

これはすぐすぐは起こらないことだと思うんで

すけども、その都度協議というのはどうかなと、

ある程度決めておかれた方がいいのかなと思い

ましたんですけれど、そこはいかがですか。

【馬場道路維持課長】それにつきましては市と

協議した上で、現時点ではそういった協議にな

っておりますので、そういった大規模な改修に

なった時には再度協議して取組をやっていきた

いと思っているところでございます。

【久保田副委員長】 委員長を交代します。

【山本(由)委員長】 ほかに議案に対する質疑は

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ほかに質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了します。

次に、先ほどの第149号議案も含めて討論を

行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了します。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第129号議案、第145号議案、第149号議案、

第150号議案及び第153号議案のうち関係部分

については、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は、原案のとおり、それぞれ可

決すべきものと決定されました。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。

審査対象は、84、85、87、90､94から97、100
から104、106になっております。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

【宮島委員】 陳情書の85番、佐々町から出て

おります要望書の9番目、国道204号の歩道整備

についてお伺いをしたいと思います。

この件につきましては、陳情の内容にも書い

てありますとおりに、これまで一定の改修改良

等が行われておりますことにつきましては、評

価をいたしたいと思いますけれども、依然とし

て、なおまだこうした通学路としての安全性を

確保するための対策というものが望まれている

ところであります。

殊に、2番目にもありますような佐々小学校

区の区間につきましては、ここに清峰高校もあ

りますので、私も現地を見ておりますと、清峰

高校の通学生が、時間帯によってはやっぱり多

く通行をしておるという状況もあって、そうい

う意味でも整備が必要だということを常々感じ

ておったところでありますけども、この部分の

これからの対策等についてお聞かせをいただけ

ればなと思います。

【馬場道路維持課長】 204号の道路整備につい

てのご質問でございます。

ここにつきましては、口石小学校の歩道と、

佐々小学校区の歩道と口石小学校区の歩道とい

うことで3地区によって事業を実施していると

ころでございます。

まず、口石小学校の区間の歩道でございます

けれども、235メートルございまして、昨年度、

測量設計が完了しまして、今年度は用地買収を

今行っているところでございます。それ次第、

工事に着手予定でございます。
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次に、佐々小学校の入口付近の150メートル

区間でございますが、それと③口石小学校の歩

道につきましては、先ほど申しました口石小学

校の歩道整備の進捗状況を見ながら、歩道の優

先度について、今後、市町とともに検討してま

いりたいと思っているところでございます。

【宮島委員】 改めて申すまでもなく、住居、あ

るいは店舗、そうしたものと道路の間が非常に

切迫をして、歩道が狭隘であるというような状

況でありますので、今、用地の話もありました

けれども、状況がいろいろ変化をしている部分

もありますので、しっかりと地元と協議をして

いただきながら、事業を進めていただきたいと

要望して終わりたいと思います。

【山本(由)委員長】 ほかに陳情に関する質問は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、陳情につきましては、承って

おくことといたします。

次に、議案外の所管事務一般について河川課

長より補足説明の申し出があっておりますので、

これを受けることといたします。

【浦瀬河川課長】本明川ダムの水源地域対策特

別措置法に基づく水源地域整備計画の決定の手

続について補足説明させていただきます。

課長補足説明10ページをご覧ください。

水源地域対策特別措置法、水特法（通称）は、

ダム建設によって、その周辺地域の産業基盤及

び生活環境に著しい影響を受ける地域において、

その環境を緩和するための各種対策を講ずるこ

とによって、関係住民の生活の安定と福祉の向

上を図り、もってダム建設を推進することを目

的に、昭和49年に施行された法律でございます。

この水特法の対象ダムとなることにより、影

響緩和のための各種対策事業の実施に当たり、

国庫補助事業の優先採択や下流受益者による整

備事業費の一部負担など、制限地域を抱える自

治体について整備事業実施に係る負担を軽減す

るメリットがございます。

11ページをご覧ください。

水特法に基づきます手続の流れの図をお示し

しておりますが、本明川ダムにおきましては、

平成28年3月にダム指定、平成31年3月に水源地

域の指定を受けており、今後は、水源地域整備

計画の決定を受け、ダム完成時期をめどに水源

地域整備事業も進めていく必要がございます。

そのため、10ページの下段にお示ししていま

す経緯のとおり、平成26年度から、国、県、諫

早市及び地元住民で結成されました本明川ダム

建設対策協議会で、協議・調整を進めた結果、

水源地域整備計画の原案の提出の準備が整いま

したので、県議会への報告を経て国土交通大臣

宛て提出したいと考えているところでございま

す。

12ページをご覧ください。

この水源地域整備計画の実施については、全

国では、これまでに神奈川県の宮ヶ瀬ダム等94
ダムが水源地整備計画の決定を受け、現在、大

分県の大分川ダム等16ダムにおいて事業を実

施しております。

13ページをご覧ください。

今回、国に提出を予定しております水源地域

整備計画の原案をお示ししておりますが、本明

川ダムで実施する事業の概要につきましては、

1つ目が県道富川渓線と諫早市道９路線等の整

備、2つ目が公園整備6か所、3つ目が防火水槽2
か所など19事業を計画しており、その計画図を

14ページにお示ししております。

先日、この委員会において現場を見学してい
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ただきましたけど、地元は、特に生活の道路を

やっぱり欲しいという要望がありまして、今回、

その中でも道路整備が主体になっております。

整備計画の決定後につきましては、事業を実

施していくことになりますが、詳細については、

地元の協議会と協議・調整を行いながら取り組

んでまいります。

以上で説明を終わらせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより議

案外の所管事務一般について、事前通告に基づ

き質問を行います。

事前通告をされた方が8名いらっしゃいます。

事前通告をされた各委員の方で挙手により順次

質問をいただきたいと思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ２時２６分 休憩 ―

― 午後 ２時３８分 再開 ―

【山本(由)委員長】 会議を再開します。

これより議案外の所管事務一般について、事

前通告に基づき質問を行います。

事前通告をされた委員の方からご質問をお願い

します。

【山田(朋)委員】 子育て応援住宅支援事業につ

いて伺いたいと思います。

もう何年間かやっているかと思うんですけれ

ども、この間の実績をまずお聞かせいただきた

いと思います。

【髙屋住宅課長】子育て応援住宅支援事業につ

きましては、令和元年度から制度をスタートし

ております。令和元年度の補助実績は64件とな

っております。今年度は、途中でございますが、

10月末現在で77件の申請を受け付けておりま

す。

【山田(朋)委員】 補助スキームの内容と、予算

がどれぐらいだったか、併せて教えてください。

【髙屋住宅課長】子育て応援住宅支援事業につ

きましては、多子世帯、これは同居する18歳未

満の子どもさんが3人以上いらっしゃる世帯、

それと子育て世帯、これは小学生以下の子ども

さんがいる子育て中の世帯、こういった世帯に

ついて支援をするメニューになっております。

多子世帯の場合につきましては、中古住宅を

取得する費用、あるいは取得した住宅のリフォ

ーム費用が補助対象になっております。

3世代同居・近居につきましては、中古住宅

を取得する費用、あるいは今住んでいるお宅の

リフォーム費用が補助対象になっております。

いずれも上限額を県市合わせて40万円とし

て補助をしております。

【山田(朋)委員】県市合わせて40万円というこ

とでありますが、こちらの事務事業の評価結果

の6ページに「事業進捗が悪い市町がある」と

書いてありますが、21市町での取組状況を合わ

せてお願いします。

【髙屋住宅課長】 まず、3世代の部分と多子世

帯に分かれますけれども、3世代につきまして

は、21市町中20市町が取組を行っていただいて

おります。多子世帯につきましては、21市町中

14市町が今のところ取り組んでいただいてい

るという状況でございます。

【山田(朋)委員】 3世代の方がちょっと少ない

かなということで、こちらに対してのアプロー

チをしていきたいということですか。

あと、以前質疑をした時に近居のレベルが市

町によってちょっと違っていたかなと思いまし

たが、そのあたりは今どういうふうになってい

るのかも併せて教えてください。
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【髙屋住宅課長】 3世代同居につきましては、

既に20市町が対応していただいておりますが、

多子世帯の方がまだ取り組んでいただけてない

市町があるというところで、それぞれに今お願

いをしているところでございます。

同居、近居の対象エリアは、市町ごとに違い

があるというところは、引き続きそこは変わっ

ていない状態でございます。

【山田(朋)委員】 わかりました。同居を促すた

めに、あと、子育て世代に対して応援をすると

いうことで、この事業をしていただいているよ

うでありますが、感覚として予算がどれくらい

か、ちょっとわからないんですが、予算規模に

対して申込件数は今どういう状況にありますか、

教えてください。

【髙屋住宅課長】今年度予算で申しますと、予

算枠としては150件分の予算を確保しておりま

す。それに対しまして、10月末現在で77件の申

込みがあっており、ほぼ半数ぐらいの申込みが

あっているという状況でございます。

【山田(朋)委員】 この調子であれば、順調にい

けば予算ぐらい、もしかしたらいけるかなとい

う感じで、去年との違いというのは、多子世帯

を新たに追加したということですかね。

【髙屋住宅課長】制度上は、昨年度と今年度は

変わりはございませんけれども、多子世帯に取

り組んでいただいている市町の数が増えていく。

特に長崎市、佐世保市が、昨年度は多子世帯の

取組がなくて今年度から取り組んでいただいけ

るというところがありまして、そのあたりが件

数の伸びにつながっているんじゃないかと考え

ております。

【山本(由)委員長】 ほかに議案外について質疑

をお願いします。

【宮本委員】それでは、議案外について質問を

いたします。

まずは、いただいた資料の中からですけれど

も、「令和3年度長崎県重点戦略（素案）」の

中から質問をさせていただきます。

まず、1点目が55ページの土木部の分の来年

度の重点戦略の中で新規事業で、健康で賑わい

のある都市・地域づくりの推進と、ウォーカブ

ルなまちづくり推進事業費とありますが、これ

について概略を教えてください。

【植村都市政策課長】ウォーカブルなまちづく

り推進事業についてお尋ねいただきました。

この事業は、まちなかなどに楽しく歩ける空

間や環境を創出いたしまして、徒歩や自転車に

よる人々の回遊を促進することによりまして、

まちのにぎわいの向上ですとか、身体活動量の

増加による健康寿命の増進につなげていこうと

いう取組でございます。

具体的には、道路や公園、広場等の公共空間

の有効活用を図りますとともに、民間の方々と

連携しまして、物販や飲食、文化等のサービス

の環境を、その施設の周辺で向上させることに

よりまして、居心地がよく、歩きたくなるまち

なかという空間を、県下であちらこちらに生み

出していきたいと考えております。

来年度、新規事業として1,000万円の予算を要

求させていただいておりますけれども、その内

容としましては、まずは県で社会実験的に取組

をやってみたいと考えておりまして、2～3カ所

程度、モデルとなり得るところをピックアップ

して、そこで社会実験を行うことで、基礎的な

データの収集ですとか、取組による効果の把握、

あるいは問題点の抽出等を行って、その次のス

テップにつないでいきたいということでござい

ます。

【宮本委員】ありがとうございました。すばら
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しい新規事業だと思っています。健康寿命につ

ながる、まさしく大事な視点だと考えました。

すみません。ここは先ほどあったとおりまち

なかにある、楽しく歩けるような空間、歩いた

り自転車を使ったり、もしくは道路、あと公園

を有効活用するというご説明をいただきまして、

今現在で想定されている地域、2～3カ所と言わ

れましたが、わかれば教えていただければと思

います。

【植村都市政策課長】県の内部で、関係部署で

プロジェクトチームを組織しまして、来年度の

取組をいろいろ議論してまして、社会実験の実

施の対象となる箇所を議論はしておるんですけ

ども、現段階では、あくまで県の内部でのアイ

デアレベルにすぎませんで、まだ地元の市町や

民間の方々との調整もできておりませんので、

この場で特定の場所を述べるのは差し控えさせ

ていただければと存じます。

【宮本委員】わかりました。今から取組という

ことです。少しでも多くのところで実証実験を

していただきたいと思います。

確認です。もう一回、1,000万円の要求、これ

は実証実験ということなので、ハード整備とか

ではなくて、どうなりますか。人件費、協議会

費という事務費みたいな意味合いでよろしかっ

たでしょうか、確認させてください。

【植村都市政策課長】基本的には、データの収

集ですとか、効果の把握ですとか、そういうこ

とにかかる外部委託の費用が多くの部分を占め

るのではないかと思っております。

一部、ハードの部分で、皆さんが歩きやすい

環境にするための環境の改善とかというところ

も必要となってくる可能性がありますので、そ

ういったところにも充当していきたいと考えて

おります。

【宮本委員】福祉保健部と連携は取られてます

か、確認させてください。

【植村都市政策課長】今回のウォーカブルなま

ちづくりにつきましては、先ほど言いましたま

ちづくりと健康寿命の増進のほかに、例えば商

業や観光、文化の振興といったような効果も考

えられますので、県庁内の関係する部局、具体

的には土木部のほかに福祉保健部、地域振興部、

文化観光国際部、産業労働部、こういったとこ

ろと一緒にプロジェクトチームをつくって検討

を進めているところでございます。

【宮本委員】ありがとうございました。すばら

しい取組ですよ。健康寿命につながって、こう

いったところから長崎のまちを散策しながら、

公園の有効活用というのは非常に大事な視点だ

と思いますから、要求がしっかりと実現できる

ように後押しをさせていただければと思います。

もう1点、令和3年度の重点戦略の中からです

が、戻りまして54ページになりますけど、長崎

港の松が枝地区旅客船ターミナル整備費につい

て13億円、これを、もう少し具体的に教えてい

ただければと思いますが、よろしいでしょうか。

【平岡港湾課長】 松が枝岸壁2バース化は、交

流人口の拡大によります地域活性化が期待され

ることから、県市一体となって国に要望を行い、

今年度新規事業化となったところでございます。

今年6月には、現地を視察された赤羽国土交

通大臣からは、町なかに直接接岸できる長崎港

のポテンシャルの高さを認識され、「2バース

化をしっかり進める」との発言もいただいてお

りまして、来年度も引き続き事業を推進するた

めに、この重点戦略において、国と一体となっ

て実施する県の補助事業等の概算要求額を計上

させていただいているところでございます。

内容につきましては、今はまだ調整を行って
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いる段階でございますので、申しわけございま

せん。詳細は控えさせていただきたいと思いま

す。

【宮本委員】 ありがとうございました。2バー

ス化、これは非常に大事ですので、引き続き、

全力を挙げて取り組んでいただければという思

いで質問をさせていただきました。

あと、空港についてお聞きさせていただきま

す。県管理の空港です。小値賀空港と上五島空

港があります。空港利用の、分科会でもありま

したけれども、小値賀空港と上五島空港も県管

理であると把握しておりますが、現状について

教えていただければと思います。

【平岡港湾課長】小値賀空港、上五島空港につ

いては、両空港とも平成18年3月をもって定期

航空路が廃止されておりますが、平成27年度か

ら昨年度までの5年間の年平均利用実績では、

小値賀空港が117回、上五島空港が89回の利用

となっております。このうち約80％が、医師や

患者の搬送や、その訓練に利用されておりまし

て、両空港とも島民の命をつなぐ役割を担って

いると考えております。

【宮本委員】ありがとうございました。いずれ

も、医師、あと患者搬送で使用されているとい

う現状を確認できました。

1つ提案と申しますか、今から長崎県はＩＲ

を推進して誘致を目指しています。上五島、そ

して小値賀にも世界遺産があります。よって富

裕層の方々がプライベートジェットで訪れるこ

とも想定しなければならないと考えております。

このような離島の空港というのは、富裕層の

方々にとっては、いい基点の場所ではなかろう

かと思います。もちろん整備についてはまだま

だ整ってない部分はあるかもしれませんけど、

離島と離島を渡って、周遊観光にもつながると

いう観点からすれば、もっともっと利用価値は

あるんじゃないかなと考えますが、そういった

ＩＲの誘致を踏まえた利用、そしてまた、観光

の面からもっと利用してもいいのではないかと

思いますけれども、これについて県の考えがあ

れば教えていただければと思います。

【平岡港湾課長】委員ご提案がございましたプ

ライベートジェットの着陸等利用につきまして

は、現在、小値賀空港と上五島空港の滑走路延

長が800メートルと短いことから、利用できる

飛行機に制限があるんではなかろうかと考えて

おります。

特に、上五島空港につきましては、世界遺産

の構成資産であります頭ヶ島教会が空港のすぐ

横にございまして、現在の空港の駐車場等を活

用して、物品の、土産物の販売とか、空港内で

乗換等、民間の車両からバスへの乗り換えとか、

そういうのに活用をしていただいているところ

でございます。

県としましても、空港の利活用を今後考えて

いかなければならないと思っておりまして、地

元の町とも活用について協議を行っているとこ

ろでございます。

【宮本委員】 そうですね、800メートルという

距離の問題は大きいんですね。周辺の整備につ

いても、設備についてもそうでしょうけれども、

何かこういったのは長崎県独自の取組、資源、

観光、実際の自然環境を生かした取り組みで離

島としては非常に優位なところかなとやっぱり

思います。

よって、今後、プライベートジェットとは限

らずとも、例えば、もうちょっと小型のものと

いうのはあるかどうかわかりませんけど、そう

いった観光周遊でも使えるような形で地元とも

協議をして、そしてまた、県の方もそういった
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提案というか、取組について部局横断的になっ

ていいかと思います。何か提案できればと思い

ますし、私も、また何かできないか模索をしな

がら、また、提案をさせていただければと思い

ますので、併せてよろしくお願いいたします。

それと、南島原における自転車道の整備につ

いてお尋ねをいたします。

我が会派の川崎県議も、様々、一般質問で質

疑をしておりまして、私も2年前は自転車活用

推進計画について県としても策定するべきだと

いう質問もさせていただきました。

現状の南島原市における自転車道の整備状況、

そして今後の予定、わかるところまでになろう

かと思いますけれども、教えていただければと

思います。

【馬場道路維持課長】南島原市の自転車歩行者

専用道路整備につきましては、南島原市が事業

主体となりまして、今年度より社会資本整備総

合交付金において新規事業化を至っておるとこ

ろでございます。

全体計画につきましては、島原鉄道跡地を活

用した加津佐町から深江町までの32キロでご

ざいまして、そのうちの、現在11キロメートル

区間について、今年度は測量及び詳細設計を実

施しているところでございます。

【宮本委員】ありがとうございました。すみま

せん、この総事業費というんですかね、大体ど

れくらいかというのはわかりますか、わかれば

教えてください。

【馬場道路維持課長】 全体計画は32億円とい

うふうに聞いております。

【宮本委員】ありがとうございました。やはり

結構かかるんだなというのを改めて思いました。

また引き続き、地元とも協議をしながら、国

に対しても要求をしていただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。

最後に1点だけ、西九州自動車道の整備につ

いてお尋ねをしたいんですけれども、今、大塔

から佐々ですかね、二車線で、トンネルが2つ
事業化になっていると思いますが、完成年度が

わかれば教えていただければと思います。

【馬場道路建設課長】西九州自動車道の佐々イ

ンターから佐世保大塔インター間、西九州自動

車道4車線化のお尋ねでございます。

これにつきましては、ネクスコ西日本の方で

施工を実施していただいているところであり、

昨年度から事業化がなされまして、1年余りで

着工式を執り行うなど、順調に進められており

ます。

現在、天神山トンネル、弓張トンネル、2本
のトンネルの工事に着手をされておるほか、橋

梁下部工などの大型構造物を中心に実施されて

おるところでございます。令和6年度から供用

を開始して令和9年度の完成予定と聞いておる

ところでございます。

【宮本委員】 令和9年度供用開始ですね。やっ

ぱりかかりますね。事業については順調である

と。

令和6年度から供用開始ですか、令和9年度か

らですか、もう一回教えていただければと思い

ます。

【馬場道路建設課長】 令和6年度から順次供用

を行い、令和9年度までに全体を完成するとい

うことでございます。

【宮本委員】 わかりました。計画、そして事業

費については順調であると捉えてよろしかった

でしょうか、それも確認をさせていただければ

と思います。

【馬場道路建設課長】ネクスコ西日本で施工さ

れておりますので、予算も含め、工事について



令和２年１１月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（１２月８日）

- 43 -

も技術的にも高うございますので、しっかりや

っていただけるものと思っております。

【宮本委員】ありがとうございました。いずれ

にしても、交通量も多いところであります。ま

た、工事もどんどん進んでおりますので、ずれ

込むことがないように、引き続き要望させてい

ただければと思います。

【徳永委員】それでは、質問させていただきた

いと思います。

県の事業の執行状況の中で、いわゆる入札の

状況ですけれども、辞退や超過による不調・不

落が発生している事例があるということで、今、

行政側も大変苦慮されていると聞いております

けれども、その状況について、まず説明をお願

いしたいと思います。

【中村建設企画課企画監】今年度の不調・不落

の状況というお尋ねですけれども、10月末時点

でのデータとなりますが、773件の発注を行っ

ておりますが、そのうちの51件が不調・不落と

いう状況になっております。一般競争におきま

しては13件、指名競争入札では38件の不調・不

落というふうな状況になっております。

指名競争入札におきましては、約340者を指

名しておりますが、そのうちの辞退が約160者、

超過が約180者というふうな状況になっており

ます。

なお、この数字につきましては、250万円未

満は随意契約でやっておりますので、250万円

以上の工事のデータということになっておりま

す。

【徳永委員】結構多いんですね。ちょうど今か

ら指名の入札も多くなるだろうと思う状況の中

で、大変な数字を今お聞きしました。

今の数字について、不調・不落の状況、これ

を県としてどういうふうに受け止められている

のか、お願いいたします。

【中村建設企画課企画監】長崎県の社会資本整

備につきましては、まだまだ道半ばだというふ

うに考えておりまして、今年度も、年度当初か

ら事業の早期発注を実施しております。

ただ、今回の不調・不落の発生によりまして、

事業進捗が遅延したりとか、繰越しが増加する

ということが懸念されます。また、再入札の手

続を行うことで、我々職員とか入札参加者の手

間も増えるということになりますので、土木部

といたしましては、この不調・不落は何とか件

数を減らしてまいりたいと考えております。

【徳永委員】事業執行というのは、まず設計を

して、入札にかけて、業者が受注をして、完成

して初めて事業が終わり、執行というのが成り

立つというふうに私は考えております。

その中で、県は発注者側ですけれども、当然、

建設業者が受注をしていただかなければ事業と

いうものは完成をしないわけであります。

そういう中で、業界とのこういった話し合い、

意見交換をやっておられますか。どういう話が

そこで出ているのか、その辺をちょっと教えて

いただけませんか。

【中村建設企画課企画監】業界との意見交換会

につきましては、通年でありますと年度当初に、

協会、支部も含めまして意見交換会を行うとこ

ろでございますけれども、今年度につきまして

は、コロナ禍の影響におきまして、年度当初か

らの意見交換会が実施できておりませんでした。

そういう中であったんですけれども、11月11
日に、当時はコロナも一定落ち着きがあったと

いうようなところもございましたので、今年度

最初の意見交換会を実施いたしました。

その中についても我々の方から、不調・不落

に対して今後どうしていったらいいかというよ
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うなところで業界にお話をしたんですけれども、

業界の方からは、技術者の不足とか下請業者の

不足があるということで、工事の平準化が今後

も必要だと。要は、繁忙期と閑散期がないよう

な形で発注を行っていただきたいというふうな

意見が出ておりました。

あともう一つ、農林部の事業を受注した時に、

受注した業者が次の土木部の発注の工事を請け

ようとする時に、今年度の受注比率の関係で、

土木部の工事が受注しにくくなるというふうな

意見も出たところでございます。

【徳永委員】確かに人手不足、そして技術者不

足というのは、これはもう今に始まった問題で

はなく、前からも非常にこれは大きな問題にな

っておりますし、このことが非常に大きな原因

というのも我々は理解しております。

しかしながら、そうは言いつつ、やはり事業

はしっかりと執行しなければならない。特に建

設業、この事業については、県民から一番多い

要望でありますので、予算も1,000億円を超える、

県の予算の中では事業費としては一番大きいの

が土木部の予算であります。

そういう中で、建設業界との意見交換会をし

たということで、いろんな意見があったと。先

ほど言われた意見もあるし、そのほかにもあっ

たと思いますけれども、このような意見に対し

て、県としてどのように考えているのか、お尋

ねいたします。

【中村建設企画課企画監】 まず、国は現在、建

設業の担い手対策として工事の平準化というの

を強く打ち出しておりまして、県もこの流れを

受けて前回の9月定例会で繰越しの設定の承認

をいただいたところでございます。

それに加えまして、一般競争入札におきまし

ても、前回の9月定例会の際に本委員会でご説

明をさせていただきまして、11月1日より一般

競争における1者入札も有効というような対応

をとるようにしております。

そのほかにも、一旦、不調・不落となった工

事につきましては、発注ロットを拡大したり、

標準歩掛かり等条件が合わないような現場につ

きましては、事前に見積りを取って工事を発注

するなど、そのような対策を行っております。

【徳永委員】土木部でも受注環境を改善して受

注していただくというふうなことを努力されて

いることは私も知っております。

ただ、受注側にとっても、限界といいますか、

やはりそこの中には先ほど申し上げました技術

者不足、人手不足等、そしてまた、工種によっ

ては、その仕事を受注したことによって、次の

仕事も受注したいけれども、なかなかいけない

というようなことも伺っております。

しかしながら、先ほど企画監が言われたこと

で全てが解消するわけではありませんので、今

後さらなる不調・不落というのが出てくるので

はないかと私は思っております。

今後、県として、さらなる改善策というもの

をお持ちであるのか、その辺はどうなんでしょ

うか。

【中村建設企画課企画監】先ほど申しましたよ

うに、国が進める平準化に合わせまして、県も

今後平準化を積極的に推し進めたいということ

で、9月定例会での繰越し設定とか、1者入札を

有効というふうなところの手続を進めさせてい

ただいておりますけれども、まずは、これの状

況を見極めていきたいと考えております。

ただ、我々も現在のままで全てが解決すると

いうようなことは考えておりませんので、今後、

先ほども申しましたように、不調・不落が特定

の工種に集中している状況もあるというような
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状況がございますので、その工事の特性を考慮

いたしまして、今後、工事量の対策として検討

を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

【徳永委員】現状が一過性であれば、私もそう

心配しないんですけれども、今後、これもしっ

かりとした対策をしなければ、さらに数が増え

る。そうした場合に、何回も言いますように、

事業執行が成り立たないという非常に大きな。

これ、国予算ですから、ちゃんと消化をしなけ

ればならないわけですよね。そういう中で、い

わゆる平準化に努力はされていると聞きます。

ただ、私が聞くところでは、長崎県の平準化

率は他県に比べて低いんですよね。これが一つ、

目標が、県としてはなるべく繰越しはやらない

ようにということでやられておりますし、先ほ

どの分科会の説明でもあったように、例えばゼ

ロ県債ですか、そういうのも一生懸命やるんで

すけれども、結果的に現状では平準化率が低い、

この辺はどういうふうに我々は受け取っていい

んですか。

【中村建設企画課企画監】現在の長崎県の平準

化率は0.65というふうな状況になっております。

国は、これは全国展開として平準化率を上げて

いこうというふうな状況になっておりまして、

先日も九州地方整備局で、その会議があってい

るんですけれども、平準化も含めての会議なん

ですけれども、その中で、まずは0.8という数字

を九州各県、統一してやっていこうというよう

な形で一定の数値目標を出されておりますので、

今後、我々もそれに近づいて、なおかつそれよ

りも上回るような平準化を進めていきたいとい

うふうに考えております。

【徳永委員】そこは我々も平準化率、いわゆる

繰越しを少なくすると。これは当然そうなんで

すけれども、しかし、結果的に事業執行ができ

ない場合には、やはりそういったこともしっか

り対処する。他県も、そういうところがあって

平準化率を上げているところがあるのではない

かと思いますので、業界自体もそこはそういっ

た意見が出ていると私も聞いておりますので、

ここをしっかりですね。まずは、これだけ予算

を一生懸命とって事業化をして、しかし、これ

が入札をかけても受注されないとなれば、これ

は大変な問題になりますので。特に、インフラ

というのは県民にとって非常に大きな影響があ

りますので、ここはしっかりと今後やっていた

だきたいと思いますので、その辺の対策を最後

にお聞かせいただきたい。

【建設企画課長】今、まさに徳永委員からご指

摘があったように、長崎県は、私が冒頭説明し

ましたように平準化率が全国で見てもあまりよ

くない。

さらには、今年になって不調・不落率も長崎

県は高い状況が、高いというのはよくないとい

うことですけれども、よくない状況に今、なり

つつあるというような中で、業者からのヒアリ

ングをすると、担い手、技術者不足、あるいは

下請がつかまらないという意見が多いんですが、

そこに加えて、やっぱり入札制度でいろいろな

問題があるとか、あるいは工期が厳しいという

ような話があります。

対策としては幾つか打ちようがあるんですが、

先ほど企画監が言ったように、入札の不調・不

落の状況を見て、入札等の手続でできるものは、

当然、我々の方で随時、業界と意見交換をしな

がら改革をしていきたいと思いますし、もっと

構造的な問題である担い手不足に関しては、業

界とそういった協議会をつくって、いろんな意

味で若手とか女性を入れるような仕組みをやる
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と。

さらに、今回、繰越しとゼロ県債を提案して

いますが、工期が、今、どうしても働き方改革

を受けて、土日とか余裕工期とか、そういうの

で工事期間が長くなる傾向が強うございます。

そうすると、やっぱり適正な時期に繰越しもと

らないといけないし、ゼロ県債の設定額も、よ

り多くするような取組も必要だと思います。

そうした入札制度、あるいは担い手、それと

予算みたいな、そういうのを複合的に組み合わ

せながら、何とか平準化、あるいは不調・不落

率を少しでも改善するような取組を、第1弾、

第2弾、第3弾と、随時惜しみなく、そういった

努力を続けていかなければならないというふう

に思っております。

【徳永委員】 もう1点、通告をしていました。

幹線道路の整備状況についてお尋ねします。

私の地元の島原道路ですけれども、県の事業、

諫早の鷲崎かな、あそこは令和3年度中には供

用ができるということを聞いておりますけれど

も、問題は、これは国の事業ですけれども、島

原道路の中に入りますので。なかなかここが、

この前も視察には行きましたけれども、国土交

通省、河川事務所の副所長もはっきり言われま

せんでしたけれども、我々地元からは、やはり

この区間が早く完成しないと、ここは特に真ん

中ですので、両端、吾妻のインターから供用

していますけれども、いわゆる中間がぶち切れ

ているものだから、このことについて地元から

の要望と、それと、いつ完成するのかというこ

とで再三我々も言われます。これは国の事業で

すので、はっきりとわからないところもあると

思いますけど、大体のところがわからないんで

すかね。

【馬場道路建設課長】 島原道路の一般国道57

号の森山拡幅を国の方で整備をいただいている

ところでございます。島原道路の一部としまし

ては5キロ区間がございまして、大分整備が進

んできております。用地についてはほぼ終了し

ておりますし、工事についても見える形で進ん

できている状況であります。

県としましても、一刻も早く早期完成をして

いただきたいと常々お願いをしておりますし、

予算の確保についても国の方に強く求めている

ところでございます。

昨年、再評価が行われておりまして、全体事

業費が少し増額になっております。残事業費が

75億円ぐらいというようなことでございます。

その残事業を一刻も早く終わらせていただくと

いうことが我々としても大きな願いでございま

すので、皆様とともに、しっかりお願いをする

というようなところでございます。

【徳永委員】部長は国土交通省から来られてい

ますけれども、大体の目安をつけていただかな

いと、森山は特に国土交通省の区間ですから、

なぜ、あそこが。確かに地盤が悪いとか、要因

はいろいろあるんですけれども、ただ、大体の

ところも言えないというのは、我々にとっては

ちょっとあれなんですよね。

ただ、この前に少しヒントはいただいている

んです、個人的には、所長から。大体あと100
億円ぐらいかかるということで、予算がつけば、

それで割ればということで言われましたけれど

も。

そういうことを考えた場合に、あと4～5年ぐ

らいでできるんじゃないかなという感じはする

んですけど、どうなんですか。

【奥田土木部長】 道路関係予算でいきますと、

高規格幹線道路と言われているものについては、

限られた予算の中で国も重点配分をされてきて
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おります。

一方で、その他の道路につきましては、どち

らかというと少し、予算のつきが、地元から見

ると必ずしも十分ではないというふうな見え方

になります。

どれぐらいで供用するのかということになり

ますと、用地が概ね取得できましたら、あとは

工事をどれだけ進めていくかというところで、

まさに今、徳永委員が言われました残事業費と

年間につく当初予算がどれくらいなのかという

ふうなところの割り算でもって、概ねそこは想

像がつくところではありますが。

大事なのは、今、防災、減災、国土強靭化の

予算でも、ミッシングリンクを解消していくこ

とが国土の強靭化につながるというふうなとこ

ろでして、まさに今、別枠として5か年しっか

りとというふうなところで、道路のネットワー

クの強化というふうなものも含まれますので、

大いに期待していますし、引き続き、我々とし

てはしっかり要望していきたいと思っておりま

す。

【徳永委員】 よろしくお願いします。

【田中委員】通告をしていました国道について

ということで、6月定例会だったかな、国道の

実態について調べてほしいというようなお願い

をした記憶があるんだけれどもね。国道といっ

ても、長崎県内いっぱいあるから、私が言って

いるのは、1つは国道35号線、佐賀県境から陣

の内交差点、早岐の警察署前までぐらいのあの

路線が、もう本当に貧弱な二けた国道だなと私

は思っていつも見ているんだけれどもね。佐賀

県に比べても見劣りする。

それと、もう一つは、針尾バイパス。針尾バ

イパスのもう終点までぐらいですから、あと、

そう長くはないんですけれども、あの距離につ

いてはね。その辺の問題及び国道205号、これ

も区域を言うと針尾橋というかな、ハウステン

ボス入り口、針尾バイパスの終点から川棚との

県境まで。一番貧弱なのは国道なのに歩道が整

備されていない。

今、国道、県道の歩道の基準というのは大体

どんな感じですか、ちょっと聞かせてください。

【馬場道路維持課長】国県道の、県の管理道路

の歩道の整備率でございますけれども、約52％
というところでございます。幅は2.5メートルを

標準としているところでございます。

【田中委員】 6月定例会でもお願いしたけれど

も、現場を見ているのかな。前の部長にも、4
～5年前、現場を見てもらったことがあるけれ

ども、何もなかった。ただ、遊びに来たのかど

うかね。

私も初めてあの国道を案内して、危ないとこ

ろで。もう車が頻繁に来るから国道を案内する

だけでも大変なのよ。「こんなに危ないですよ」

という話をした記憶があるけれども、何の進展

もないし、一歩も動かない。今回も見に行って

くれたとしたら、実態を聞かせてください。

【馬場道路建設課長】 最初にお尋ねの国道35
号線でございます。国で管理をしていただいて

いるところでございます。歩道の整備状況を少

し調べております。

大塔のイオンから県境までの状況でございま

すけれども、道路延長としましては9.3キロござ

います。佐賀県の方に、武雄の方に向かって左

側につきましては、歩道が9.3キロのうち8.3キ
ロ、88％ほどついております。

一方、佐世保方面になりますが、下り方向に

つきましては、9.3キロのうち2.8キロ程度しか

ついていないというようなことで、片歩道みた

いな状況の箇所が多いということになります。
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また、幅員につきましてですけれども、最低

2メートル、整備を行う場合は2.5メートル以上

を設置するようにしておりますけれども、現況

としまして2メートル以上と2メートル未満と

いう形で見ますと、上り線で8.2キロの歩道があ

るところでございますが、2メートル以上でい

くと3.9キロ、2メートル未満で4.3キロと、そう

いうふうな状況でございます。

十分な整備というふうなことではないとは思

っておりますので、今後、地元からそういった

要望があれば国の方にしっかり伝えていきたい

と思っております。

【田中委員】 問題提起だけじゃだめなんだね、

ちゃんとした要望をやっぱりしないとね。国道

だからということで遠慮しながら、私も26年ば

かり県議会議員をしているけれどもね。

今言ったように、2メートル未満、もっと言

うと1メートルもないような側溝蓋の上を歩か

せるとか、歩道と言えるのかな。危ない歩道と

言ってほしい。通ったら危ないよという歩道に。

桑木場、昔は検問所があったんだけど、中学

校、小学校の生徒は全部あそこを通っているの

よ、三川内はね。しかし、本当に何も動かない。

そんな感じがするんだけれども、ほかの地域は

知らない。徳永委員の今の話を聞いていると、

なんか島原だけは相当進んでいる感じだけれど

もな、国道。もちろん佐世保市からの要望も上

がってこないようなのがいっぱいあるから、上

げようと思うけれどもね、今回、そういうこと

ならば。

針尾バイパスについてはどうかな、205号。

【馬場道路建設課長】 国道205号針尾バイパス

についての整備を国の方で現在実施していただ

いているところでございます。整備につきまし

ては、残りの区間が2.2キロほどございまして、

鋭意整備を進めていただいているところでござ

います。

【田中委員】先ほども意見が出ていたけれども、

見通しはどうですか、進めてもらっているとい

う話だけれどもあそこの場合は、針尾バイパス

は4車線ということで若干余裕があるかもわか

らんけれどもね。205号の川棚の県境のところ

なんて、両側、歩道はずっとないよ、川棚の境

の辺はね、そんな感じがするんだけどね。県道

は、あなたたちも管理をしている意味があって、

よく見ているだろうけれども、やっぱり国道に

も少しは関心を示して国に対して何らかの形の

アプローチはしないといかんと思うよ。

川棚の国立病院の前、あそこも「やるやる」

と言って、もう何年たつかな、10年ぐらいたつ

んじゃないの、進まないね。あそこは川棚町の

ことだから、私は追及しないけれども。

だから、本当に国道にもう少し関心を持って

ほしい、国道に、そんな感じがします。針尾バ

イパスは、そういうことだろうけれども、205
号はどうですか。

【馬場道路建設課長】 国道205号の現道につい

ての、これも35号と同様、歩道の整備状況等を

確認をしているところであります。

これも申しわけないですけれども、大塔から

東彼杵までの距離になりますけれども、道路延

長としましては22.8キロございます。歩道とし

ましては、川棚方向を見て左側になりますが、

22.8キロのうち19.9キロということで約87％
が歩道がついている。

一方、佐世保側の方を見て上り線につきまし

ては、22.8キロのうち10.6キロということで約

半分、46％に歩道が設置となっております。

それから、先ほど2メートル以上と未満とい

う話もいたしましたけれども、2.2メートル未満
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の箇所というのも多くあります。十分な整備状

況ではないと思っておるところでございます。

【田中委員】 距離が幾らで、幾ら整備したと、

それだけ聞いて終わったって、あまり意味がな

いので、あとをどうするのか。年次計画ぐらい

立てて、やっぱりやっていかなきゃいかんと思

うんだけどね。県道の場合は道路維持課だ、道

路建設課だと、こうやるけど、国道の場合は歩

道にしたって、全部、道路建設課長がやるのか

な。それはいい。

要は、佐賀県に比べて長崎県の道路はみっと

もないよと、整備が進んでないよと、川棚町に

比べて佐世保市の方が整備が進んでないよとい

う話です。1回、じっくり見てほしい。忙しい

だろうけれどもね。あなたたちはあまり動かな

いから、見れば何らかの形で動いてくれる。国

から来た部長さんは、もういなくなると何もな

い。前の部長だったか、その前の部長だったか

忘れたけれども、何回も私は現地を見せたこと

があるけれど、全然進まない。202号の針尾の

歩道にしたって、あれも部長が出てきて、いろ

いろ話をしたけれども。

次に、河川急傾斜地の地すべり事業について

質問いたします。

河川の整備、これは今はもう一番重要な話だ

と思っているけれども、事業が長過ぎる。石木

ダムは別格かもわからん。石木ダムは50年やっ

ている、やれるかどうかという瀬戸際なんだね。

50年かかってやれるかどうか、石木ダム関係は

ね。これは置きますけれども、早岐川にしたっ

て、どうだろう、30年でやれるかな。1期、2期
の工事全部にしたってね。今から工事に入るの

で、少し予算をつけてもらおうと思って私は質

問しているんだけれども、やっぱり10年ぐらい

で、ある程度めどが立つような事業計画を立て

てもらわないとだめね、一つの事業で。早岐は

もう7年、8年ぐらいかな。しかし、県の事業に

入るまでに15年、20年たっているんだからね、

事業採択までに。その歴史からすると、やっぱ

り50年だよ。私も42年議員しているから知って

いる。50年だよ。あまりにも事業が長過ぎる、

長崎県は。あちこちやらなきゃいかんというの

はわかるけれども、集中してほしい。

それから、急傾斜地について質問いたします。

これも整備率が低いんだろうと思う、長崎県

の急傾斜地の整備率が。ここ2～3年かな、よく

なったような感じが、佐世保、県北ではするけ

ども、事業箇所が多いから、10カ所ぐらいをや

っている。

だけども、先ほど徳永委員が言っていたよう

に、急傾斜の場合、特に不落が多い。なぜか。

あの工事は大変ですよ。業者に聞いてみると、

「いや、損してまでもされません」と、どう考

えても採算が取れない、県の今の基準ではね。

建設企画課長は、前向きみたいな話をしていた

けれども、急傾斜に関しては本当に真剣に取り

組まないと、事業をやる人がいないと、県北の

場合は、そんな話をしていました。だから実態

に合わせた入札をやっぱりやらなきゃいかんと

いう感じがする。不落なのは、業者が悪いんじ

ゃないんですよ、発注者が悪い、発注者が反省

しないと。不落になると事業が進まないんだか

ら。そこら辺について答弁を求めておこうかな。

【鈴田砂防課長】砂防課、特に急傾斜に関しま

して不落が多い、そこについての見解はという

ことでございます。

まず、数字的なもので申し上げますと、今年

度、令和2年度の4月から10月末まで砂防関係の

事業、これは事業費の大きな工事から小さな工

事まで含んでおりますけれども、98件発注した
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中で14件で不落が発生しております。

不落が発生した事業につきまして、業者さん

から、その後聞き取りする中では、技術者の配

置とか、下請の確保が困難、手持ちの工事が多

いとか、そういう声が聞こえます。それに対し

ては、先ほど建設企画課長からの答弁の中にも

ありましたけれども、工事の平準化とか、適正

な工期とか、そういうことを考えていくんです

けれども、それに加えまして急傾斜の場合は工

事に手間がかかる。手間がかかる割には金額が

合わないとか、そういうところも聞こえており

ますので、工事に入る前の仮設工事とか、準備

工事とか、そういうのも含めて標準の積算では

合わない部分は、業者さんから見積もりを取っ

て、それを積算に生かすとか、そういったこと

で積算面でも適正な執行に努めることで、不

調・不落の削減、縮減に努めていきたいと考え

ております。

【田中委員】もう最後にしますけれども、不落

とかいろいろ言っているけれども、最終的には、

事業に採択されているところはまだいい。危な

くて危なくてというところをずっと見ているけ

れども、なぜできないかというと、地主さんが

オーケーしてくれない。これが結構、土地の所

有者が現地にいない、よその人ばかりという感

じでね。

だから、例えば10人地主さんがいて、9人が

オーケーしても1人がオーケーしなければ事業

はできないんですね。この辺は用地課というと

ちょっと語弊があるのでね、どこがやるか。ど

ちらかというと地元市町に用地まで確保して、

そして上げてくださいよという話をしている。

市町がそこまでいかないと進まない。誰が見て

も危ないなというところも全然進まない。行政

の長の皆さんは、毎年、市の区域を、同じ場所

を何回も見に行って、「危険ですよ、危険です

よ」と、そんなに危険なら早く改善すればいい

のに、という感じもするけれどもね。

この地権者対策は、どこが、どうやればいい

のか、ある程度指針を示してほしいと思うね、

県の事業であっても。何か答弁があれば。

【鈴田砂防課長】砂防課の、特に急傾斜事業に

関しましては、受益を受ける方が限られる事業

ですので、砂防の急傾斜法の中では、急傾斜、

崖地対策は、所有者の方にやってもらう。それ

ができない場合、ある一定規模以上につきまし

ては、県とかが対策を取りましょうというよう

な形になっております。そのため最低限として

所有者の方からは土地は無償で提供していただ

いております。そのため金銭が絡んだ用地交渉

とか、用地買収はありませんので、無償提供の

いろんな登記とかの手続は、もちろん用地課に

もお手伝いいただきながら、事業課の砂防の担

当がやっております。

その中で事業に着手するに当たっては、先ほ

ど委員のご発言の中にもありましたけれども、

市町の方で、まずは地権者の方から同意とか要

望書とか、そういうのを集めていただいて上げ

ていただいてはいるんですけれども、いざ事業

に入りますと、それぞれの土地につきまして、

先にお話がありましたように、その土地を離れ

て遠くに住んでいらっしゃる方との調整とかで、

なかなかうまくいかないところがあります。そ

こはいろいろ苦慮しているところではあります

けれども、県民の安全・安心につながる事業で

すので、苦労しながらも何とか前に進めていか

ないといけないということで取り組んでいこう

と考えております。

【田中委員】そこで個人情報云々という話が出

てくるのよ。「何で進まないんだ」、「いや、
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地主さんがですね」と、「地主は誰なんだ」、

「いや、個人情報だから言えません」と。やっ

ぱり自治会の会長さんとかいろいろおられるか

ら、そこら辺には、ある程度オープンに話をし

て協力を要請するとか、やっぱり方法を考える

べきだと思うね。

要望書を取るならば、用地はちゃんと地元で

という話になっているけれども、取れなければ

ずっとやらないのか。危なくて危なくて同じと

ころばかり見に行くような実態になっていると

ころを何らかの形で検討してほしいと。要望し

て終わります。

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時４２分 休憩 ―

― 午後 ３時５０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。

議案外質疑を続行します。

【ごう委員】 通告していた2点について質問さ

せていただきます。

まず、元船のＰＦＩ事業について質問させて

いただきます。

長崎市の中心市街地に位置して、離島への人

流や物流の拠点として重要な役割を担っている

元船地区の長期的な発展に向けて、コンセッシ

ョン事業等、ＰＰＰ、ＰＦＩ導入による施設の

整備、改修、維持・管理運営事業の可能性を検

討されておりました。令和2年にサウンディン

グも行われたということでございますが、その

後の、この事業の結果と方向性について教えて

ください。

【平岡港湾課長】元船地区におけますＰＦＩ事

業についてのご質問でございます。

元船地区におきますＰＦＩ事業は、中長期的

な地区全体の再開発を見据えまして、その中の

短期的な取組として、賑わいの場を創出するた

めに課題となっているドラゴンプロムナードの

老朽化と駐車場不足によります慢性的な交通混

雑に対処することとし、昨年度、想定される事

業について民間の意見を伺いながら、ＰＦＩの

導入可能性について調査を行いました。

意見を伺った事業内容としましては、駐車場

の収入を活用しながら、ドラゴンプロムナード

の改修や駐車場の増床などを行うもので、事業

期間は10年から15年としたものでございます。

サウンディング調査の結果、ドラゴンプロム

ナードの屋根などの撤去費用に約5億円が必要

になることや、15年間では事業期間が短いこと。

また、事業範囲も、規模が小さく、民間が参入

することは困難であるというものでございまし

た。

このようなことから、中長期的な元船地区全

体の見直しを前倒ししまして、民間事業者が参

入できるよう、事業規模や期間を確保する事業

スキーム等について、現在、検討を進めている

ところでございます。

【ごう委員】サウンディングを行った結果、範

囲が狭すぎるとか、屋根に5億円かかるとか、

いろんな課題が見られたということで事業の見

直しをということでございました。

全体の再開発事業を含めた検討を行うという

ことですが、すみません、勉強不足ですけど、

全体というのがどれくらいの範囲になるのかと

いうのを教えてください。

【平岡港湾課長】元船地区の上屋倉庫が北側に

あるかと思いますけども、その部分と沖側、西

側のターミナル、そして駐車場、それと南側に

位置しますおくんち広場、大波止ビル等を含め

たところの検討を進めたいと考えております。

【ごう委員】わかりました。エリアを広げて検



令和２年１１月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（１２月８日）

- 52 -

討されていくということでございます。

当初のこの事業の計画というのが、今回の見

送りによって少し遅れていきますよね。それが

どれくらいの期間遅れて、どれくらいで完成と

いう見込みになっているのか教えてください。

【平岡港湾課長】現在、元船地区や小ヶ倉柳地

区の上屋利用者や物流事業者へのヒアリングを

進めております。その中で物流機能の再編がど

のようにできるかを検討していこうというふう

にしております。来年度にかけまして、地区全

体の将来計画を立案し、その後、ＰＦＩ事業の

詳細な検討を行いたいと考えております。

必要な機能の移転等に時間がかかることが想

定されますので、現在のところ、いつできるか

というスケジュールを出すところまでは至って

いないところでございます。

【ごう委員】わかりました。この元船エリアの

再開発ということは、もっと広いことで考えた

時に、駅の再開発から松が枝の2バース化まで

含めて、このエリアというのが非常に重要なポ

ジションだなというふうに感じております。

そんな中、今、前に見えておりますＭＩＣＥ

は来年11月のオープン、そして新幹線は、その

次の年ということで、周辺がどんどん整備され

ていく中で、こういう一番拠点になるような本

土と離島をつなぐ大事なターミナル等もある中

で、ここが遅れていくということが長崎県にと

ってすごくマイナスだなというふうに私は思っ

ているんですけれども、だからといって、いつ

までにできるか今わからないというようなお答

えだったんですが、そのあたり、もう少しきち

んと計画を立てて、ここまでにとかというよう

なお考えは現在はないんですか。

【平岡港湾課長】 今、元船地区というのが、離

島のターミナルがある基地の機能と、あと、物

を置く倉庫がございまして、物を動かすための

物流の基地という役割を担っております。その

中で物流が元船になくてはいけないのかという

ところを前提に、今調査等を進めておるところ

でございまして、その物流の移動にどのくらい

時間がかかるかが、今のところ想定できないも

のでございまして、スケジュール的なものを現

在お示しすることができないところでございま

す。

【ごう委員】 わかりました。しかしながら、こ

の事業をやると決めて、7グループですか、い

ろいろご提案をいただいていますよね。その

方々にしてみれば、7グループからせっかくご

提案をいただいている絶好のチャンスだと思う

んですね。民間は大きな投資をしてでも参入し

たいと思ってくださっているわけですから、こ

れがいつできるかわからないというふうなあや

ふやな状況では、長崎にとっては不利益だなと

私は思っておりますので、できるだけ物流の拠

点をどうするのかということの検討については、

スケジュールを少し早めていただいて、このあ

たりをしっかりと整備していただきたいと思っ

ております。

続きまして、このエリアに関連することで、

もう1点ですが、今、ドラゴンプロムナードや

プラタナス広場なども指定管理になりました。

この指定管理制度導入の評価結果等にもありま

すけれども、駐車場の目標がわずかに届かなか

ったけれども、効率的に活用、業務の遂行がな

されたので評価はＢとなっているということで

ございますが、この事業は令和3年度までの事

業ですよね。今、2年目だと思うんですが、現

在の指定管理制度の実績、具体的な内容はどう

いったことになっているかということについて

お尋ねいたします。
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【松永港湾課企画監】元船地区の指定管理に対

するお尋ねでございます。

ここにつきましては、令和元年度から3年間、

これはＰＰＰ、ＰＦＩの関係がありますので、

通常5年のところを3年で今やっております。

この指定管理につきましては、元船ターミナ

ルビル、ターミナル駐車場、元船広場に加え、

新たにドラゴンプロムナードとプラタナス広場

ということで、5つのところを対象としており

ます。

活用の実績でございます。

ドラゴンプロムナードにつきましては、上屋

の2階の方、ちょっとした広場のところでござ

います。ここにつきましては、主に龍踊りとか

ダンスとかの練習場、高校生なんかがよく使っ

ておられます。また、昨年度はちょっとした昼

食会場という形、それから昨年7月には日大高

校のデザイン部による壁画の掲示ということで、

これは教育文化の振興の観点から指定管理の方

も協力してやったということでございます。

大きな集約ということで、1つ、屋台村の計

画という民間の方からのご提案があり、これは

観光とか物産とかも話をした経緯があります。

ただ、あそこでやると水道とかガスの施設の整

備とか、特に火を使うということで防火体制に

数千万円かかるということで断念された経緯が

ございます。

それから、プラタナス広場、これは県庁から

道路と岸壁の間の広場で人通りが多いというこ

となんですけど、そこについても、何らかそこ

に人が少しとどまっていくような、例えば移動

販売とか、いろいろなことで計画をされており

ました。

1つ大きなものとしてビアパークという、バ

ーベキューをしながら県産品の販売とかという

構想も、実は今年の4月からやろうと、ある程

度企画、計画まで絵もできていたんですが、こ

こについてもコロナの影響で断念をした経緯も

ございます。

実績としては、プラタナスについてはござい

ませんけど、今そういった状況でございます。

【ごう委員】 ご説明ありがとうございました。

ドラゴンプロムナードは、龍踊りの練習とか、

社会科見学の昼食会場とか、いろいろと使われ

たということで、年間3,000人ぐらいの方が利用

されているというふうなデータは見させていた

だいております。

ドラゴンプロムナードは、指定管理制度にな

る前までは物販とかができないという取り決め

でしたよね。それが指定管理になって物販がで

きるということで、県民の皆様方は非常に期待

をしておられました。なので、もうちょっと利

用の方法を検討していただいて、一般の方々が、

例えばあそこでマルシェを行うだったり、いろ

んなことができると思うので、そのあたり検討

をしていただきたいというのが1点。

プラタナス広場は、計画はあったものの、コ

ロナの影響等で今年は実現ができなかったとい

うことでございますが、コロナだからこそ利用

ができるのではないかと私は思って、少し楽し

みに待っていたところもあるんですね。しかし

ながら、このプラタナス広場、一向に何も行わ

れていなかったのが非常に残念で、他都市にお

かれましては、歩道の占用基準を緩和して、外

で食べることとかがすごく充実していたと思う

んですが、このすばらしいロケーションの中で、

そういうことというのはもっともっと積極的に

進める必要が、この時期だからこそあるのでは

ないかと思っておりますので、そのあたりを少

し前向きにお話をしていただいて、事業者の方
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と前向きに進めていただければと思います。

通常5年のところをＰＦＩがあるから3年に

したということでありましたが、先ほどのお答

えではＰＦＩが少し後ろに延びているというこ

とですけれども、ということは令和3年で一旦

切れて、また指定管理をということで、ずっと

つないでいくというお考えですか。

【松永港湾課企画監】現実問題としては、もう

来年度までということでございますので、来年

度になりましたら、そのあたりも判断をすると。

要は令和4年度以降、現状であれば継続する方

向で手続を進めるという形になるのではないか

なと考えております。

いずれにしても、まだ残り1年ございます。

先ほど委員の方からございました、特にプラタ

ナスは外なので、ある程度ソーシャルディスタ

ンスというか、少し席を離すとか、何かそのあ

たりでできないかというところもございます。

規模を一定縮小するとか、期間を限定するとか

という形で何かできないかということについて

は、引き続き検討してまいりたいと考えており

ます。

【ごう委員】ありがとうございます。非常に重

要なポイントになるエリアだと思っております

ので、有効活用できるように進めていただきた

いと思います。

【山本(由)委員長】 ほかに議案外質疑で通告さ

れている方、質問をお願いします。

【溝口委員】通告していたのでちょっと質問さ

せていただきます。

幹線道路の整備について、11月20日に、本県、

福岡県、佐賀県の3県で、東京の方で西九州自

動車道の整備促進ということで大会をしている

ようでございます。その中で、松浦佐々道路の

事業区間の早期完成ですか、そういうことでし

ているんですけれども、この進捗状況と今後の

見通しについてお尋ねしたいと思います。

【馬場道路建設課長】西九州自動車道松浦佐々

道路についてのお尋ねでございます。

松浦佐々道路の19.1キロについて、平成26年
度から国において進めていただいているところ

でございます。

現在、松浦側からトンネル橋梁工事等整備が

進んでおりまして、今年度は、予算的にも、昨

年度の60億円をさらに上回る80億円が配分さ

れるということで、今後、一層に事業の進捗を

図れるものと期待をしているところでございま

す。

また、江迎工区につきましては、工事用道路

に着手されているところであり、佐々工区につ

きましても用地買収が開始されたところでござ

います。

県としても、事業が円滑に進むよう、地元調

整等、引き続き積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

【溝口委員】 完成の見通しは、今、工事をして

いるところの見通しはわからないんですか。

【馬場道路建設課長】完成の見通しといったと

ころは、現在、国の方では明示はしていただい

ていないところでございます。今年度、先ほど

申しましたように80億円というふうな予算を

いただいております。こういった予算をしっか

り確保していただきまして、いち早く完成をさ

せていただきたいと思っているところでござい

ます。

【溝口委員】 わかりました。松浦佐々道路は、

土地の買収については全体的にしているんです

よね。その辺の進捗状況についてお尋ねしたい

と思います。

【馬場道路建設課長】用地の進捗につきまして
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は、全体工区で約63％となっております。少し

細かく申し上げますと、松浦インターから、仮

称でございますけど、平戸江迎御厨インター間

では99％、平戸江迎御厨インターから江迎鹿町

インターにつきましては、用地の進捗としては

84％、それから江迎鹿町インターから佐々イン

ター間につきましては、用地進捗は6％といっ

たところでございます。

【溝口委員】 わかりました。全体的には63％
ということで、今のところ順調に進んでいると

思っていいわけですかね。

【馬場道路建設課長】県も、その用地につきま

しては、西九州道推進室を県北振興局に設けて

一緒に取り組んでいるところでございまして、

問題は多々あるかと思いますけれども、しっか

り一緒に頑張っていきたいと思っております。

【溝口委員】わかりました。土地関係が買収で

きると、もう80％ぐらいできたというような、

そういう感じで思っているんですけれども、今

の話ではちょっと引っかかるところがあるよう

な感じで聞こえたんですけれども、何か土地の

買収について難しい問題が出ているんですか。

【馬場道路建設課長】江迎から佐々インター間

につきましては、まだこれからというようなと

ころでございますので、すぐに、簡単にできる

ということではなくて、いろいろ協力しながら

やっていきたいと考えているところであります。

【溝口委員】区間ごとにやっていると思ってい

るんですけれども、区間が完成したら、一応開

通をそれぞれしていくということで理解してい

いわけですか。

【馬場道路建設課長】これまでも西九州自動車

道につきましては、伊万里側から進んできてお

りまして、松浦インターまで現在できている。

工事につきましても、松浦インターから平戸江

迎御厨インターの方が工事の発注も進んでいる

といったようなところで、全体を一気に供用す

るというふうなことではなくて、部分供用とい

うのは十分あり得ると考えております。

【溝口委員長】 わかりました。

それから、佐世保大塔インターから武雄イン

ター間の暫定2車線区間の4車線化への着手と

いうことで陳情しているわけですけれども、こ

のことの見通しについてお尋ねしたいと思いま

す。

【馬場道路建設課長】西九州自動車道の佐々イ

ンターから佐世保大塔インター間の4車線化事

業ということで、先ほども申し上げましたけれ

ども、ネクスコ西日本で事業を進めていただい

ているというようなことで、順調に工事は、全

体にわたって発注されております。令和6年度

からの順次供用ということで、全体完成につい

ては令和9年度を見込まれているといったとこ

ろであります。

【溝口委員】それはさっき聞いたんですけれど

も、佐世保大塔インターから武雄インターです

よね。すみません、よく聞こえにくかったので。

そこの見通しについてですね。

【馬場道路建設課長】失礼しました。佐世保大

塔から武雄南インター間の4車線化についてで

ございますけれども、これは、昨年度、国の4
車線化優先整備区間、全国で880キロございま

したけども、そのうちの一つの区間といったこ

とで選定をされております。

西九州自動車道の高速の定時性、安全確保の

観点からも早期整備が必要と考えているところ

でございますが、いつごろ着工するというよう

なところは、まだはっきりしておりませんけど

も、早期事業化に向けて国に働きかけてまいり

たいと考えております。
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【溝口委員】 わかりました。ただ、この道路の

整備を早くしていかないと、結局、ＩＲの誘致

についてもいろいろな問題が出てくるのではな

いかと思うんですよね。宮島委員が本会議でも

言いましたけれども、東彼杵道路と、この西九

州自動車道の4車線化というのがやはり大事に

なってくるんじゃないかと思うんですけれども、

このことについてぜひしっかりと進めていただ

きたいなと思っております。

特に、東彼杵道路については計画段階という

ことで、今、事業化になるような取組について

どのようなことをやっているのか、お尋ねした

いと思います。

【馬場道路建設課長】東彼杵道路につきまして

も、本県の高速交通ネットワークを形成する上

で大変重要な路線であると考えております。

また、長崎空港からハウステンボスまでのア

クセス強化を図る上で、今後、重要性がますま

す高まると考えております。

今年度より事業化の前段階になる計画段階、

事業化に着手されているというふうなことでご

ざいますが、計画段階評価につきましては、地

域の課題や達成すべき目標、地域の意見等を踏

まえ、複数案の比較及び評価等を行って、その

必要性や利用性の妥当性を検証し、対応方針を

決定していくという手続になります。

現在は、地域の課題であるとか、そういった

ところを、検討会議を今後行って、県も一緒に

入って検討をしていくというふうな段階で、具

体的には、まだこれからというところでござい

ます。

【溝口委員】評価を出していく上で、コースに

ついては要らないんですか。ちゃんとしたある

程度の計画というか、どのように通していくか

というコースの設定は。

【馬場道路建設課長】先ほど申しましたように

複数案の比較というふうなところが、概略ルー

トの検討ということで何本か、そのルートを検

討して、必要性に応じて、これにというところ

まで絞り込んでいくという手続として計画段階

評価があるということでございます。

【溝口委員】わかりました。ルートを設定して、

そして事業化になっていくように努力していた

だきたいなと思っております。

東彼杵道路と、この西九州自動車道の4車線

化というのは本当に大事なポイントに、ＩＲを

誘致するためには要るのではないかと私は思っ

ていますので、部長として、どのように国との

確約としてやっていこうとしているのか、お尋

ねしたいと思います。

【奥田土木部長】 西九州自動車道の整備促進、

そして東彼杵道路の早期事業化につきまして、

いずれも本県にとって非常に重要な事業だと思

っております。

私は、せっかく国から来たという立場でもあ

りますので、地元の長崎河川国道事務所長と密

に連携を取りながら、早期にそれらの整備が進

むように全力を尽くしてまいりたいと思ってお

ります。

【溝口委員】 どうもありがとうございました。

【中村(泰)委員】 私からは、小榊地区の皇后埠

頭における問題について話をさせていただきま

す。

まず、長崎市の小榊地区の皇后埠頭でござい

ますけれども、こちらの整備につきまして、未

整備となっているところがあればお知らせくだ

さい。

【平岡港湾課長】小榊地区の利用計画の部分に

ついて、未整備の部分をというご質問でござい

ます。
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緑地が、今、未整備の状態となってございま

す。

【中村(泰)委員】 緑地というふうに、今ご指摘

をいただきました。私も地元の皆さんと話をし

て、この緑地の整備が進まないということを確

認をいたしております。

では、なぜその緑地の整備が進まないのか、

ご回答いただけますか。

【平岡港湾課長】 港湾の計画は、10年から15
年先を見据えまして、将来あるべき姿を描いた

もので、現在の長崎港の港湾計画は、平成30年
代後半を目標として、平成26年に改定を行った

ものでございます。

長崎港におけます砂砂利や金属くずの取扱い

は、小江地区や皇后地区、小ヶ倉柳地区、深堀

地区で行われておりますが、取扱量の減少や生

コン工場の集約等によりまして、貨物の取扱い

が変化したことから、計画改定において埠頭の

集約を行うこととしました。

具体的には、金属くずは、小江地区や深堀地

区の埠頭に集約、砂砂利は皇后地区の埠頭に集

約し、皇后埠頭においては、集約した用地を活

用して、砂の飛散防止のための緩衝帯と港湾関

係者や周辺住民の憩いの場となる緑地を計画し

たところでございます。

平成26年の計画改定後、緑地の整備に向けま

して、金属くず処理業者への移転交渉に取り組

んでまいりました。一部事業者には、ご協力を

いただき、移転していただいたところでござい

ますが、いまだ全ての事業者との合意には至っ

ていない状況でございます。

一方、砂の飛散防止対策としましては、緑地

による緩衝帯と併せて、平成25年度から防砂フ

ェンスによる対策を進めてまいり、昨年度完成

したところでございます。

防砂フェンスの効果の検証を行うとともに、

今後の緑地整備の在り方についても、必要な部

分について先行して整備できないかなど、また、

事業効果の検討等も含めまして、地域の皆様の

意見を聞きながら取り組んでまいりたいと考え

ております。

【中村(泰)委員】 質問は、緑地計画が進まない

理由を伺ったんですけれども、それ以外につい

てもご答弁をいただきました。

この緑地計画ですけれども、これはいつから

県の、また、国の計画に含まれたんでしょうか。

【平岡港湾課長】ご質問の緑地につきましては、

港湾計画に計画が位置づけられたのが平成11
年度の港湾計画の改定において位置づけられた

と記憶しております。

【中村(泰)委員】 記憶ということは、どういう

ことでしょうか。

【平岡港湾課長】すみません。手元に今資料を

持たないので、先日調べた結果の部分を今お話

しさせていただいたところでございます。

【中村(泰)委員】 すみません。しっかり確認を

いただきたいと思います。事前に地元の皆さん

と私が確認をしたところの経緯をお知らせしま

す。

この緑地整備につきましては、昭和46年に県

知事と地元の連合自治会が、文書による協定に

おいて、工業団地と住宅地域の間にはグリーン

ベルトを設けるという取決めをし、それ以降、

地元としては、緑地を設けてほしいということ

を以降訴えてまいりました。

昭和57年は、まさに、そこの住民の皆さんで

ある小瀬戸町の自治会の皆さんが反対をして、

当時の県臨海開発局長、今の港湾漁港事務所長

から、「飛砂等の公害防止については可能な施

設を設置することを確約する」ということを、
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昭和57年時点で言っておられます。そういった

経緯の中、平成2年に緑地整備を条件に地元合

意に当時至ったと。それ以降、直近も、住民の

皆さんは、「約束が違う」ということを言い続

けておられるようですけれども、いまだに緑地

整備が至っていないと。

地元としては反対をしてきたと。砂をそばに

置かれるということで、実際に心理的、肉体的

負担を今受けておられるんですけれども、いま

だにできていない。この状況につきまして県と

して、住民の皆さんの心情についてどのように

考えておられるのかお知らせください。

【平岡港湾課長】長崎港におきましては、重要

港湾であることから、港湾計画に土地の利用計

画等を位置づけるようになっております。

私が先ほど申しましたけれども、過去の港湾

計画を調べる中で皇后地区に緑地が出てきてい

るのが、平成11年の港湾計画の改定から図面上

に緑地が記録されるようになっております。

これは、現在の皇后埠頭を沖合に拡張する計

画を位置づける際に、緩衝帯と憩いの場となる

緑地を併せて計画したというふうな計画になっ

ております。しかし、計画後、埠頭の拡張整備

について取扱量の伸び悩みから実施の目処が立

たず、当分の間、緑地予定地においても埠頭用

地としての利用がされてまいりました。

そのような中、平成26年の港湾計画改定にお

いて、将来にわたり取扱量の増加は見込めない

ということで、今の皇后島の沖合に埋立地を造

る計画にしておりましたけども、その計画を削

除するとともに、緑地形状を一部見直して整備

するような図面として計画をされたものでござ

います。

砂業者さんと港湾漁港事務所とは、埠頭保安

協議会の中で意見交換をする場を毎年つくって

おるかと思います。その中で地元の地区の方と

意見交換をさせていただいているというふうに

記憶しております。

【中村(泰)委員】 お伺いをしたことは、住民と

しては、「約束を守っていただいていない。砂

を置く条件は緑地を整備することだ」と、昭和

46年から言い続けたけれども、実施に至ってお

らず、現時点でも生活において負担を強いられ

ている、このことについて県はどのように住民

の皆様の心情を感じておられるのかについて伺

ったんですけれども、回答が得られませんでし

たので、部長、よろしければそのあたりご回答

いただけないでしょうか。

【奥田土木部長】少し経緯等、私の方もこれか

ら精査をさせていただきまして、対応、検討し

てまいりたいと思っております。申しわけござ

いません。

【中村(泰)委員】 地元としては、ずっと連合自

治会が県に訴えて、過去の土木部長にも、この

経緯を話したというように伺っています。そう

いった中で、経緯がわからないというのは、私

としては理解がし難いです。そこはわからない

ということですので、経緯をしっかりご確認い

ただいて、先ほど私が申し上げましたけれども、

地元としては、先ほど私が申し上げた経緯でご

ざいます。そこもご確認をいただきたいところ

であります。

鉄くず、砂は、こういった産業をしっかり支

えるようなものを、やはりそこに置かないとい

けないということは、もちろん理解はいたして

おりますが、住民の皆様に対する負担を考える

と、やはり何かの解決策を実施すべきというよ

うに思います。

地元としては、「早急に鉄くずを移動させて、

平成11年から計画をされている緑地をすぐに
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整備をしてほしい」ということを言っています。

そして、先ほども言っていただきましたけれ

ども、既に空いている土地もございますので、

そこから順次緑地を整備していただくのがいい

んじゃないかなと思うんですけれども、そのあ

たりはいかがでしょうか。

【平岡港湾課長】先ほどもちょっとお話しさせ

ていただきましたけれども、必要な部分につい

て先行して整備できないか、それと計画の緑地

につきまして、事業効果等の検討も含めまして、

地域の皆様の意見を聞きながら取り組んでまい

りたいと考えております。

【中村(泰)委員】 そうですね、早急に地元の皆

さんと話をぜひともしていただきたいと思いま

す。

産業側の事情というのもありますし、直接、

港湾の方と話をしたら、この鉄くずを動かすに

は、新たに港湾を整備して、そこを埋め立てな

いと鉄を置く場所がないと、そういったご意見

まで伺っています。そういうふうになってしま

ったら莫大な税金が発生しますし、さすがにそ

れは現実的じゃないと思いますので、早急に地

元の皆さんの心情を理解いただいて、そこで、

じゃ現実的にどういうことができるのか考えて

いただきたいと思います。

私が話をしたところ、今、環境保全協定とい

うのが結ばれておりまして、これが、要は砂を

小榊皇后埠頭に置くという協定のスタートにな

るんですけれども、実際、トラックで砂を市内、

県内各地に運んでいただいているんですが、こ

れがこぼれてしまうんですね、やっぱり積んで

すぐ動いた時に砂が落ちていくと。その砂が民

家に風で飛んでくるということが生活において

問題になっています。県の方では、それを年間

3回、スイーパーで回収しているということを

聞いてますけれども、今年は1回もそれをして

いないということも聞きました。

そういったことをしっかり約束を守っていた

だく、また、回収する頻度を増やして、実際、

住民の皆様にとって価値のあるものを県の方か

ら提案をしていただければ、現実的な回答とい

うのも見えてくると思いますので、そこはぜひ

ともよろしくお願いいたします。

次の質問です。こちらも皇后埠頭にある廃船

の「銀杏丸」についてであります。全国ニュー

スでも取り上げられたり、新聞でも取り上げて

いただいています。

こちらが、廃船がもう本当、潮が引いたら渡

れるところに、そのさびついた船を置いている

んですけれども、まず、こちらの安全性につい

て県はどのようにお考えになっているでしょう

か。

【松永港湾課企画監】「銀杏丸」、廃船として

放置されている部分の安全性につきまして、現

状では油の流出や船舶の航行の支障になるよう

なおそれがなく、この船を撤去するとすると

1,500万円から2,000万円を投じることになり

ます。

この船の持ち主は法人なんですが、平成27年
に代表者が亡くなって法人としては解散をして

おります。しかしながら、清算手続きがされて

ないということで、実際は所有者は存在すると。

しかしながら、そこをやるだけの資力が現実的

にないというふうな状況の中で、県としては撤

去自体は難しいと考えております。

現在、この放置廃船、先ほどありましたよう

に、一応護岸があって、潮が引けば砂浜になっ

ております。船に近づくことも可能になってお

りますので、一応、船自体には立ち入らないよ

うにというステッカーと、今年2月には柵とか、
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周知の看板を設置をしたところでございます。

【中村(泰)委員】すみません。今伺ったことは、

安全性について伺ったところなんですけれども、

これ、すみません。県に責任があるというスタ

ンスでは全くありません。まず、冒頭ですね。

持ち主の方に何とか処分をしていただきたいも

のなんですけれども、潮が引いた時に入るなと

いうことでロープをしていただいているんです

けれども、入っているんですね。運転席に入っ

て、例えばＳＮＳに上げたりとか、そういった

ことが起きています。下では潮干狩りみたいな

ことをやっている方もいらっしゃって、船のア

ームがあるんですけれども、そこを2本のワイ

ヤーで引っ張っています。それが時間がたつに

つれて切れるんじゃないかなということを言わ

れています。もし誰かがそこで、もちろんそこ

は自己責任なんですけれども、ワイヤーが切れ

たら、じゃどうするんだといったような話もご

ざいます。全国的にもすごく取り上げてしまわ

れているものなので、何かしないといけないと

いう思いでおります。

私といたしましては、まず処分をして、その

後、持ち主の方に請求をするということが、安

全を担保できるし、また、お金の請求もできる

ということで最善じゃないかと考えますが、い

かがでしょうか。

【松永港湾課企画監】先ほど申し上げましたよ

うに、船全体を撤去するということについては、

2つの問題点がございまして、一つは、まだ所

有権がある状態。それとやはり緊急性、危険性

の観点から1,500万円から2,000万円の手出し

を県がして、それでやるということができるの

かどうかということについては、現状は非常に

難しいという判断をしております。

しかしながら、先ほど委員からアームの部分、

そこについて倒れた時に下にいる人を傷つける

んじゃないかということについては、その安全

性とか、同様にやはりこれも県でやった場合に

は費用をどうするかという話もありますので、

これは民法等に絡む問題でございます。そのあ

たりは顧問弁護士とかと協議をしながら、相談

しながら判断をしてまいりたいと考えています。

そういうふうに地元の方からもご要望があっ

ているということを踏まえて判断をしてまいり

たいと思っております。

【中村(泰)委員】 ご答弁ありがとうございます。

もう1点あったんですけれども、時間も限ら

れていますので、これで終わらせていただきま

す。よろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ほかに質疑がないようです

ので、土木部関係の審査結果について整理した

いと思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ４時３１分 休憩 ―

― 午後 ４時３１分 再開 ―

【山本(由)委員長】 再開します。

これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、文化観光国際部関係の

審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れ様でした。

― 午後 ４時３２分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年１２月９日

自   午前１０時 ０分

至   午後 ３時５１分

於   委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 山本 由夫 君

副委員長(副会長) 久保田将誠 君

委 員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、県側出席者の氏名

文化観光国際部長 中﨑 謙司 君

文化観光国際部政策監
（国際戦略担当）

前川 謙介 君

文 化 振 興 課 長 村田 利博 君

世 界 遺 産 課 長 馬場 秀喜 君

観 光 振 興 課 長 佐古 竜二 君

国際観光振興室長
（ 参 事 監 ）

佐々野一義 君

物産ブランド推進課長 長野 敦志 君

国 際 課 長 永橋 勝巳 君

国 際 課 企 画 監
（アジア・国際戦略担当）

坂口 育裕 君

スポーツ振興課長 野口 純弘 君

スポーツ振興課企画監
（スポーツ合宿・大会誘致担当）

江口  信 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【山本(由)委員長】 おはようございます。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより文化観光国際部関係の審査を行いま

す。

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

予算議案を議題といたします。

文化観光国際部長より、予算議案の説明を求

めます。

【中﨑文化観光国際部長】おはようございます。

それでは、お手元に予算決算委員会の議案説

明資料をお願いいたします。

文化観光国際部関係の議案についてご説明い

たします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第122号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第9号）」のうち関係部分及び第156号議案

「令和2年度長崎県一般会計補正予算（第10
号）」のうち関係部分であります。

はじめに、第122号議案「令和2年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」の関係部分につい

てご説明いたします。

予算額は、歳出予算で合計3,560万3,000円の

減であります。

それでは、（追加1）の方でございます。

次に、第156号議案「令和2年度長崎県一般会

計補正予算（第10号）」のうち関係部分につい
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てご説明いたします。

歳出予算は、合計265万1,000円の減でありま

す。これは、職員の給与改定に要する経費であ

ります。

この結果、令和2年度の文化観光国際部所管

の歳出予算額は、第122号議案のうち関係部分

と合算いたしまして、85億9,168万6,000円とな

ります。

また、本文の方に戻っていただきまして、下

の方でございます。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

商業費のうち、アンテナショップ「日本橋 長

崎館」において、来館者等への新型コロナウイ

ルス感染防止のため、店舗内の施設整備に要す

る経費として、情報発信拠点運営事業費664万
4,000円を計上いたしております。

（職員給与費について）

文化観光国際部所管の給与費について、関係

既定予算の過不足の調整に要する経費として、

4,224万7,000円の減を計上いたしております。

（債務負担行為について）

次に、令和3年度の債務負担行為を行うもの

についてご説明いたします。

亜熱帯植物園防災対策工事に係る令和3年度

の債務負担行為として、9,500万円を計上いたし

ております。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。

次に、物産ブランド推進課長より、補足説明

を求めます。

【長野物産ブランド推進課長】それでは、物産

ブランド推進課関係の今回の予算議案に関しま

して補足して説明をさせていただきたいと思い

ます。

予算決算委員会の補足説明資料の2ページを

お開きください。

今回、ご審議を賜ります県産品販路拡大対策

費についてでございます。

今回計上しております補正予算につきまして

は、「日本橋 長崎館」におきまして、新型コロ

ナウイルス感染拡大予防対策として、設備の改

修、設置を実施しようというものでございます。

予算額でございますけれども、664万4,000円
を計上しておりまして、その財源につきまして

は臨時交付金を活用することとしております。

「日本橋 長崎館」でございますけれども、先

の9月の本委員会におきまして、令和3年4月以

降の建物賃貸借契約に関しまして債務負担行為

の議案をご審議いただき、承認をいただいたと

ころであります。現在、運営事業者の選定手続

を実施しているところでございます。

ご審議の結果、継続をしていくという中で、

店舗における感染予防対策としまして3点、今

回、設備の改修、設置ということでお願いをさ

せていただきたいと考えております。

店舗における感染予防対策に関しましては、

業種ごとのガイドラインといったものに沿いま

して、身体的な距離の確保、いわゆるソーシャ

ルディスタンスの確保、清掃や消毒の実施、接

触感染・飛沫感染防止、こういったものに取り

組んできたところでございますけれども、設備

を改修することによりまして、より効果的な感

染予防対策を実施するということで、まずは手

動ドアの自動ドアへの改修と、縦型のドア開閉

式の冷凍庫から上部開放式の冷凍庫に替えると

いったものでございます。この2点につきまし

ては、お客様の接触が多いドアノブがございま
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して、接触感染防止をしようという中で、これ

まで従業員による定期的な消毒作業を実施して

いたところでございます。今回の改修や設置に

伴いまして、接触感染といったところの防止に

つながるものと考え、改修・設置を行いたいと

考えているところでございます。

もう一つ、食器用洗浄機の設置でございます

けれども、こちらはイートインコーナーで利用

します食器の洗浄に食洗器を使うことによりま

して、高温洗浄が可能となってウイルスを死滅

させることができるということです。基本的に

80度以上の熱水洗浄を行うことによってウイ

ルスを死滅させることができるといったことも

ございまして、衛生面におきましても、この食

洗器を設置することによりまして感染予防効果

の向上を図ることが可能であると考えていると

ころでございます。

今回、この3点の改修や設置に加えて、引き

続きこれまでの取組も実施させていただきなが

ら、新型コロナウイルス感染防止を図りながら、

この中での安全・安心な店舗運営を図っていき

たいと考えております。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山本(由)分科会長】次に、観光振興課長より、

補足説明を求めます。

【佐古観光振興課長】それでは、分科会補足説

明資料の下の方に（亜熱帯植物園防災対策工事

費）と記載しております資料に基づいてご説明

をいたします。

表紙をめくっていただきまして、本件の内容

につきましては、平成28年度末で供用を廃止い

たしました亜熱帯植物園の跡地の防災対策工事

ということになります。

内容として9,500万円の債務負担を設定させ

ていただきたいと考えております。財源としま

しては、起債で自然災害防止事業債の活用を予

定しております。

事業概要のところですけれども、現地が斜面

地になっておりまして、もともと閉園を判断す

るに至った現地の地滑りの状況がございます。

その末端部分、こちらがいわゆる自然の海岸線

になっております。そこが波浪浸食等を受けて、

底が削られますと、その斜面の上の方の地滑り

を誘発する懸念があるということで、海岸線に

消波ブロックを設置するという工事内容でござ

います。

当初は、今年度中に消波ブロックの製作を行

いまして、来年度、令和3年度にその据付工事

を行うという予定で予算を考えておりました。

私どもは予算を計上いたしまして、実際に施工

するのは土木部の港湾課で施工ということにな

りますけれども、港湾課といろいろと調整した

結果、公共工事の発注の平準化という考え方が

あるということで、今、もともと2か年度に分

けて別々の契約を予定していたものを、一本化

を図りまして、今年度債務負担行為を設定した

うえで契約をして、一連の製作と据付けという

工事を施工しようというものでございます。

工事の概要は、当初、消波ブロックを約75メ
ートル設置するという予定でございましたけれ

ども、その下の方の事業費に記載しております

が、全体の事業費が9,500万円ということで、当

初は2年度の製作で2,800万円、3年度の据付け

で5,500万円、合わせまして8,300万円を予定し

ておりましたけれども、設計の結果、当初75メ
ートルの延長が10メートル程度延びる見込み

ということになりまして、工事費につきまして

も1,200万円の増額をお願いしたいと考えてお
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ります。

工事期間は記載のとおりでございますけれど

も、来年度になりまして、据付工事については

地元漁協のイセエビ漁に影響の出ない期間に据

付を、海上からの据付という形になりますけれ

ども、予定をしております。

今後のスケジュール、一番下の方ですけれど

も、令和2年度内に入札契約、その後、工事に

入っていくと。私どもとしては、記載よりもで

きる限り記載よりもスケジュールは前倒しをし

てできる限り早め早めの施工を心がけ、調整し

てまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

よろしくお願い申し上げます。

【山本(由)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

予算議案に対する質疑はありませんか。

【宮本委員】 おはようございます。

それでは、1点だけ確認をさせてください。

ただいまご説明いただきました補正予算の部分

で物産ブランド推進課の分になります。

1、2、3とあり、どれも大事な改修であると

思いますが、2番の上部開放式の冷凍庫の設置

ということで、これは今までは縦型の開閉式の

冷凍庫を使用していたと。これを平型に替える

ことによって、今まで使っていた従来の開閉式

の冷凍庫はどうするのか、そのまま置いておく

のか、もう安くでどこかに引き取ってもらうの

か、どうされるのかを確認させてください。

【長野物産ブランド推進課長】今回の設備設置

後の縦型の開閉式の冷凍庫の利用についてでご

ざいますけれども、基本的にそこの中に入って

いるものについては、平型の方に移していくと

いう形になります。そういった中で、じゃ、そ

の開閉式の冷凍庫を使わないのかというと、商

品に応じて利用できるようであれば、そのまま

利用していきたいと考えております。

当然、今から商品の仕入れであったり、そう

いったもので左右されてくる部分があるかと思

いますけれども、せっかくの設備でございます

ので、利用はしていきたいと考えているところ

でございます。

【宮本委員】すみません、どちらかに売買する

ことによって、少しでも予算が減ればという思

いで確認させていただきました。

そうするならば、場所は大丈夫なんですか。

この平型を置くことによって狭くなったり、逆

にソーシャルディスタンスがとりにくくなった

りするような懸念というのはないと考えてよろ

しいんでしょうか。

【長野物産ブランド推進課長】現在のスペース

でございますけれども、入口から入った部分で、

比較的まだスペースには余裕があろうかと考え

ております。

今回、ソーシャルディスタンスの関係でござ

いますけれども、そういったものも配慮しなが

ら、配置については改めてしっかり考えていき

たいと考えております。

【宮本委員】 わかりました。今後、新型コロナ

ウイルス感染症が収束した際には、動線等も大

事になってくるでしょうから、そういったもの

も考えられて配置をしていただきたいと思いま

す。

もう一点だけ、ちょっと細かいことかもしれ

ませんが、施設の改修、備品の整備とあります。

この3点以外に、空調や空気清浄機の設置につ

いての改修は大丈夫なんですか。行った時には

あまり窓がなかったようなイメージがあるんで

すが、換気については問題ないのかを確認させ
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てください。

【長野物産ブランド推進課長】今、「日本橋 長

崎館」が入居しております施設でございますけ

れども、換気に関しましては強制換気を行うよ

うな仕組み、システムがございます。今回、厚

生労働省等からも示されておりますけれども、

そういった設備がない場合には、少し窓を開け

ながら、常時換気をするのが望ましいといった

考え方もございますけれども、今回、「日本橋 長

崎館」の設備の換気という部分につきましては、

そういった一定の機能を利用しながら換気が可

能だと考えております。そういった状況である

ということは、今後、冬場になるとお客様も気

にされる状況があろうかと思いますので、そう

いったことを入口にも少し掲示をしながら、安

全であるということはしっかり伝えていきたい

と考えているところでございます。

【宮本委員】 わかりました。従業員の方々、そ

してまた、来られるお客様方の安全を第一に考

えられて、また、現地をしっかりと確認してい

ただければと思います。

以上です。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【中村(泰)委員】おはようございます。今の「日

本橋 長崎館」の件でございます。

他県でも補助金の使われ方に厳しい目が向け

られて、本当にこれが正しいのかといったよう

な事例がマスコミで取り上げられたりしており

ます。

今回の件につきましても、感染症対策として

明らかにベターな方向であるというのは理解を

しておりますけれども、何かのガイドラインに

沿って、これは当てはまるとか、そういったも

のに基づいて購入を決められたのかお知らせく

ださい。

【長野物産ブランド推進課長】例えば、食洗器

の導入につきましては、厚生労働省等の感染症

に関する診療の手引きといった様々な考え方の

中で、食器洗浄機によるウイルス対策といった

ところが一定考え方として記載されているもの

がございます。先ほどちょっとご説明させてい

ただきましたけれども、80度以上の熱水で一定

時間洗うことによって、食器等の殺菌とか、そ

ういったものが効果的であると示されておりま

すので、今回、手作業でやるよりもそちらの方

が確実ではないかということで決めさせていた

だいたといった経緯でございます。

【中村(泰)委員】 平置きの冷凍庫ですか、こう

いったものもガイドラインによって決められた

のか、もうちょっとお知らせいただけますか。

【長野物産ブランド推進課長】冷凍庫でござい

ますけれども、こちらはガイドラインに具体的

に平置きが一番いいんだというような書き方と

いうのはございません。ただ、今、縦型の冷凍

庫に入っているものというのは密閉、ドアを開

閉しないといけない方式で、開けるたびに実は

曇ってしまうといった状況があります。商品の

情報を記載していても、お客様は中に何が入っ

ているのかというので結構開けられるといった

状況もあって、そこを常に消毒作業をやらない

といけないという状況がございました。そうい

った状況を見まして、やはり平置きの形をとり

まして、そこに飛沫防止もしながら、買い物を

する時の時短であったりとか、そういったもの

も含めまして、平置きの方がいいんじゃないか

という判断の中で、冷凍庫については平置き型

の設置というのを考えたということでございま

す。

【中村(泰)委員】 時短というところが引っかか



令和２年１１月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（１２月９日）

- 66 -

ったんですけれども、それはちょっと違うのか

なとは思ったんですが、いずれにいたしまして

も、これまで運営をしながら、従来の形であれ

ば、やはり気になるところが多かったというこ

とが一番の理由でこれを設置したというふうに

理解いたしましたので、承知いたしました。あ

りがとうございます。

以上です。

【山本(由)分科会長】 ほかに委員の皆さんから

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 分科会長を交代します。

【久保田副会長】 分科会長、どうぞ。

【山本(由)分科会長】 1点だけ、そもそも論で

申しわけないんですけれども、今回、自動ドア

に替えるのはイベントコーナーの方ですよね。

物販の方はもともと自動ドアで、こっちのイベ

ントや飲食コーナーの方は、そもそも最初から

自動ドアではなかった理由というのは、建物の

制限か何かがあったのか、そこの理由について

お聞かせいただけますか。

【長野物産ブランド推進課長】具体的に、なぜ

こちらの方だけを改修しなかったのかというの

は、当初の部分では、やはり全体的な経費であ

ったり、そういった部分を総合的判断の中で開

きタイプのドアで、最終的には片方だけを自動

ドアにして、片方だけは改修しなかったといっ

たような経緯ではなかろうかと考えるところで

ございます。

今回、イベントコーナー側に設置するドアで

ございますけれども、場所的に言いますと駅側

から一番近い方のドアでございます。お客様が

最初に入ってくるところでございますので、ド

アノブを触ってしまうということで、今は常時

開放している状況でございます。今回、そうい

った状況も踏まえまして、総合的に判断しまし

て自動ドアの設置の方がいいのではないかとい

うことで、今回、予算の計上をさせていただい

たところでございます。

【久保田副会長】 分科会長を交代します。

【山本(由)分科会長】 ほかに委員の方からご質

問ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 それでは、ほかに質疑が

ないようですので、これをもって質疑を終了い

たします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第122号議案のうち関係部分及び第156号議

案のうち関係部分については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。

議案を議題といたしますが、所管事項等につ

いても併せて説明を求めます。

まず、文化観光国際部長より、総括説明を求

めます。

【中﨑文化観光国際部長】それでは、議案の説

明資料をお手元によろしくお願いいたします。

文化観光国際部関係の議案についてご説明い

たします。
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今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第153号議案「長崎県総合計画チェンジ＆チャ

レンジ2025について」のうち関係部分でありま

す。

計画議案についてご説明いたします。

第153号議案「長崎県総合計画チェンジ＆チ

ャレンジ2025について」は、長崎県行政に係る

基本的な計画について議会の議決事件と定める

条例第2条の規定により、議会の議決を得よう

とするものであります。

なお、基本戦略のうち文化観光国際部関係部

分では、基本戦略2－2「交流人口を拡大し、海

外の活力を取り込む」において、地域住民が主

体となって取り組む魅力ある観光まちづくりの

推進や県産品のブランド化の推進などに取り組

むこととしております。また、基本戦略3－2「地

域の特徴や資源を活かし、夢や希望の持てるま

ちを創る」においては、歴史や文化・芸術、ス

ポーツによる活性化、国際交流の推進などに取

り組むこととしております。

こうした施策を積極的に推進し、県民の皆様

と一体となって力強い長崎県を進めてまいりた

いと考えております。

次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響と対

策について）

（1）観光振興対策について。

これにつきましては（追加2）をよろしくお

願いいたします。

「宿泊施設受入環境整備事業」については、

去る10月5日から10月23日までの期間で事業計

画の募集を行ったところ多くの事業者から提出

があり、感染症対策を目的とした施設改修を行

う「宿泊施設安全安心対策事業」については143

件、宿泊施設の魅力向上による客室単価増につ

ながる施設改修を行う「宿泊施設グレードアッ

プ事業」については47件を採択いたしました。

本事業により、安全安心で快適な「新しい旅行

スタイル」を求める観光需要への対応や、観光

客から選ばれるような宿泊施設の魅力向上につ

なげてまいります。

なお、本県観光の動向について、本年7月～9
月期の主要宿泊施設における延べ宿泊者数は、

対前年度比58.8％となりました。

月別では、7月については県独自の宿泊割引

キャンペーン及びＧｏＴｏトラベル事業の効果

により持ち直しの動きが見られ、対前年比

63.1％となっております。8月については、新型

コロナウイルス感染症の第2波の影響もあり、

対前年比44.1％と落ち込みましたが、9月は対前

年度比75.3％と大きく持ち直してきている状況

であります。

依然、予断を許さない状況ではありますが、

今後も感染予防・拡大防止対策に万全を期し、

ウイズコロナ・アフターコロナにおける観光形

態の変化にも柔軟に対応するなど、本県観光、

そして地域経済の回復につなげてまいりたいと

考えております。

本文の2ページの下からでございます。

（2）インバウンド対策について。

現状は、現地を訪問してのプロモーション等

の活動ができないことから、Ｗｅｂ、ＳＮＳを

通じた観光情報の発信を中心に、コロナ収束後

に本県を旅行先として選んでいただけるよう取

り組んでおり、8月には、中国向けＳＮＳ（ウ

ェイボー）と連携して県内観光地からライブ配

信を行ったほか、10月末には、台湾で開催され

た国際観光展に熊本県や大分県と連携して出展

し、会場と県内観光地を結んだライブ中継を行
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ったところであります。

昨年1月、国際定期航空路線が就航したこと

で、外国人延べ宿泊者数が大幅に増加している

香港については、取組を強化するため、市場調

査や本県観光情報の発信などの業務を現地に拠

点を置く事業者に委託したほか、一般消費者を

対象としたオンラインによる観光説明会も開催

することとしております。

（3）県産品の振興について。

県産品の消費回復・拡大を図るため、6月1日
から実施している「がんばらんば長崎 うまか

けん！長崎プロジェクト」については、10月16
日から、県産品の購入代金の割引等を行う「長

崎よかもんキャンペーン」の第2弾を実施して

おります。第2弾では、県産品の購入代金の2割
引き及び送料無料を行うほか、県産酒や陶磁器、

土産品等を組み合わせたセット商品販売などに

取り組んでいるところであります。また、Ｗｅ

ｂサイト上で前売り食事券を購入した方々に県

産品をプレゼントする「長崎よかみせキャンペ

ーン」については、10月末現在の販売額は約

3,000万円となっており、今後も登録店舗の増加

を図りながら、さらなる利用促進に取り組んで

まいります。

（4）文化の振興について。

イベントの開催中止等で文化芸術活動におけ

る発表の場が減少している子ども達に幅広く文

化芸術を鑑賞・体験する機会を提供するため、

「ながさきオンライン文化祭」を開催しており

ます。音楽、アート、ダンスの3部門の創作作

品を募集したところ、約600件の応募があり、

専用ホームページで作品を公開しております。

また、1月下旬には、県庁舎1階エントランスロ

ビーにおきまして、知事賞の授与式を予定して

おります。

引き続き、オンライン配信等の新たな手法の

活用や若者の参画を通じた文化芸術活動の活性

化を図るとともに、子どもから大人まで、県内

のどこにいても音楽や美術などの良質な芸術に

触れられる機会を提供してまいります。

（国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭につ

いて）

これまで市町や文化団体等と意見交換を行い、

誘致について賛同するとの意見をいただいたこ

とから、去る10月12日、被爆80年、長崎県美術

館・長崎歴史文化博物館開館20周年など本県に

とって大きな節目を迎える令和7年度に「国民

文化祭、全国障害者芸術・文化祭」を誘致する

ため、文化庁に要望書を提出いたしました。

県内各地において、新幹線開業など各種大型

事業が進む中、本県の魅力を全国に向けて発信

する絶好の機会と考えており、引き続き、県議

会のご理解とご協力をいただきながら、市町や

文化団体等とも連携のうえ、「国民文化祭」の

開催に向け力を注いでまいります。

（世界遺産の保存活用について）

去る10月9日、県の橋渡しのもと五島市とキ

ヤノン株式会社がタイアップして制作した構成

資産「久賀島の集落」と「奈留島の江上集落」

を紹介する超高精細8Ｋ映像が完成し、知事・

五島市長・キヤノン常務執行役員の三者による

共同記者会見を県庁内にて実施いたしました。

今回の映像制作が多くのマスコミに取り上げ

られ、引き続き、県のホームページなどで公開

することで構成資産への関心が高まっていると

ころであります。今後とも、官民一体となった

世界遺産の保存活用の取組を推進してまいりま

す。

（観光の振興について）

これは7ページからでございます。
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ユニバーサルツーリズムの推進に関しまして

は、県や各市町が連携して県内の観光施設のバ

リアフリー情報を調査し、その結果を長崎県観

光ポータルサイト『ながさき旅ネット』に掲載

いたしました。

今後は、関係団体と協議を重ね、長崎空港内

へのユニバーサルツーリズムセンターの開設を

進めるとともに、車椅子貸し出しや入浴介助の

ネットワーク構築など、高齢者や障害者等から

選ばれる観光地となるよう、引き続き市町とも

連携しながら、持続可能な受入体制の整備に取

り組んでまいります。

本年度で計画期間が終了する観光振興基本計

画については、新たに令和3年度から始まる5年
間の計画を策定することとしており、去る11月
12日に開催した長崎県観光審議会において、次

期計画の素案についてご審議をいただいたとこ

ろであります。今後、県議会においてご審議い

ただくとともに、パブリックコメントにより県

民の皆様のご意見も伺ったうえで、2月議会に

おいて議決をいただきたいと考えております。

令和4年秋に開催する「佐賀・長崎デスティ

ネーションキャンペーン」については、去る11
月24日には県内の関係団体が一堂に会し、本県

の推進組織「デスティネーションキャンペーン

長崎実行委員会」の設立総会を開催いたしまし

た。今後は、新幹線開業効果を県内全域に波及・

拡大させるため、同実行委員会を中心に官民一

体となって誘客対策や受入環境の整備に取り組

んでまいります。

（県産品のブランド化と販路拡大について）

首都圏における情報発信拠点「日本橋 長崎

館」については、6月の営業再開後の来館者は6
月の約3万人から10月には約5万6,000人と回復

傾向にあり、来館者の安全確保に留意しながら、

本県の魅力を総合的に発信し、県産品のブラン

ド化・販路拡大等に結び付くよう取り組んでま

いります。

また、「日本橋 長崎館」の運営事業者につい

ては、今年度末で契約期間が満了になるため、

10月28日に運営事業者の公募を開始しており、

年内には運営事業者を決定することとしており

ます。

（国際交流について）

毎年、夏休み期間中の8月に中韓両国の大学

生を長崎県に招き、県内大学生と相互理解を深

めることを目的とした日中「孫文・梅屋庄吉」

塾及び「日韓未来塾」を開催しておりますが、

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、海外からの受入が困難であったことから、

県内在住の中韓の留学生と県内大学生を対象と

して、11月7日から8日に日中「孫文・梅屋庄吉」

塾を、11月22日から23日に「日韓未来塾」を開

催し、若者同士の交流を行ったところでありま

す。

海外との往来を通じた交流が難しい状況にご

ざいますが、こうした取組を通じて、これまで

先人の皆様が築いてきた絆を今後もしっかりと

引き継いでまいります。

（次期「ながさきスポーツビジョン」素案に

ついて）

平成28年3月に策定した「ながさきスポーツ

ビジョン（2016－2020）」の計画期間が今年度

で終了することから、「スポーツ基本法」に基

づき、本県におけるスポーツの振興を総合的・

体系的に推進するため、次期「ながさきスポー

ツビジョン（2021－2025）」の素案を策定いた

しました。

今後、県議会のご意見をお伺いするとともに、

県民の皆様のご意見もいただきながら、今年度
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中のビジョン策定を目指してまいります。

（プロバスケットボールクラブの名称決定に

ついて）

去る10月30日、株式会社ジャパネットホール

ディングスのグループ会社である株式会社リー

ジョナルクリエーション長崎から、新たに設立

するプロバスケットボールクラブの名称を「長

崎ヴェルカ」に決定したことが発表されました。

地域に密着したプロスポーツクラブの活躍は、

県民に夢や感動を与えるとともに、本県の知名

度向上やイメージアップ、地域の活性化に大き

く寄与するものであり、県といたしましては、

Ｖ・ファーレン長崎と同様、県民の皆様ととも

に力強く応援してまいりたいと考えております。

追加の1でございます。

（令和3年度の重点施策について）

主な施策としましては、各地域における新た

なプロジェクトの進展に合わせて、本県を訪れ

る多くの方々に“感動”を持ち帰っていただきリ

ピーター確保につなげるため、これまで以上に

食の充実、訪れてみたくなる観光メニューの開

発やスポーツツーリズムの促進等に取り組み、

本県ならではの「魅力ある観光づくり」を推進

してまいります。

また、令和7年の国民文化祭の開催を見据え

て、文化観光推進法の積極的な活用や、若者・

関係人口と地域が一緒になって企画・運営する

地域芸術祭の開催促進などにより、文化活動の

活性化や文化資源の磨き上げを図るとともに、

本県の特色ある歴史・文化をテーマに県内を巡

る新たな観光スタイルを構築し、コロナ後の国

内旅行需要やインバウンド事業に対応してまい

ります。

さらに、インバウンドでは、デジタル化やコ

ロナ収束後の個人旅行化の進展を見据え、個人

の興味関心に直接訴求するデジタルプロモーシ

ョン等の情報発信を強化するとともに、観光素

材や受入環境の外国人対応等に取り組みます。

また、国際定期航空路線やクルーズ客船の運

航再開後の利用促進に取り組むことで、インバ

ウンドの受入拡大を推進してまいります。

なお、令和3年度当初予算に係る予算要求状

況についても、併せて公表を行ったところであ

ります。

これらの事業については、県議会からのご意

見などを十分踏まえながら、予算編成の中で更

に検討を加えてまいりたいと考えております。

また、本文の10ページでございます。

（事務事業評価の実施について）

事務事業評価については、19件の事業群評価

調書により、63件の事業を評価いたしましたが、

そのうち35の事業について、令和3年度に向け

て「改善」の見直しを検討いたしております。

なお、事務事業評価等の結果については、ホ

ームページ等を通じ、県民の皆様にも広く公表

いたしております。

今後、県議会における議論を踏まえながら、

さらなる事業等の見直しなどを実施してまいり

ます。

（長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略の

達成状況について）

11ページでございます。

この5年間におきまして、「地域ならではの

産品に磨きをかけブランド化する」につきまし

ては、首都圏のアンテナショップ「日本橋 長崎

館」を平成27年度末に開設し、県産品の販売や

観光情報の発信、各種イベントの開催などを通

して本県の魅力を発信してまいりました。

平成30年度の店舗のリニューアルや取扱商

品数を拡大した結果、令和元年度の来館者数は、



令和２年１１月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（１２月９日）

- 71 -

58.7万人を超えているところであり、今後も、

運営事業者や県内市町・関係団体等と連携し、

より効果的な情報の受発信に努め、県産品のブ

ランド化・販路拡大につなげてまいります。

（新たな行財政改革に関する計画素案の策定

について）

文化観光国際部においては、全庁的な取組で

ある事業の選択と集中や内部管理経費の縮減等

に取り組むとともに、行政手続や庁内業務にお

けるデジタル化の促進、環境変化に対応した働

き方の推進や活力ある職場づくり、ＮＰОや企

業等の地域社会を支える多様な主体との連携・

協働の推進などに取り組んでまいります。

今後、県議会のご意見を十分にお伺いすると

ともに、県民の皆様のご意見もいただきながら、

今年度中の計画策定を目指してまいります。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより議

案に対する質疑を行います。

第153号議案「長崎県総合計画チェンジ＆チ

ャレンジ2025について」です。

議案に対する質疑はありませんか。

【宮本委員】 1点だけ確認をさせてください。

ただいま説明がありました第153号議案につ

いてです。

前回からの変更分があったという資料をいた

だきました。その参考資料の素案からの変更分

のみというところの4ページに、スポーツ振興

課、成人の週1回以上のスポーツ実施率につい

て、これが大幅に目標値が下がっているという

現状がありました。

先ほども部長から説明がありましたとおり、

来年度からスポーツビジョンも新しくなる中、

目標年度、令和7年度は54％に修正されていま

す。9月の分では65％が目標値だったと思いま

す。設定根拠についてもこういった形で下方修

正したんですよと書いてあるんですけれど、こ

れについて再度、この理由についてお聞かせく

ださい。

【野口スポーツ振興課長】委員ご指摘のとおり、

当初は65％を国の目標と合わせて設定してい

たところでございますが、スポーツ推進審議会

をスポーツビジョンの策定に合わせて開催する

中で、委員の中から、実際に本県の実態に応じ

た実現可能な目標を設定すべきじゃないかとい

うご指摘がございました。私どもが検証したと

ころ、目標値を、令和元年度の全国実績53.6％、

これを少し超える54％を目標として、実際に目

指すところはマインド的に一緒なんですけれど

も、実現可能で、実際にそれを確実に達成して

いくという数字をコミットメントできるという

ところで54％と新たに設定をさせていただい

たところでございます。

【宮本委員】わかりました。令和元年度の全国

の実績が53.6％、これにちょっと上乗せをして、

令和7年度に54％までもっていこうということ

をお聞きいたしました。

様々見ておりましたら、年間に1.7％ずつ上昇

していく目標設定なんですけれども、これはす

みません、1.7％という上昇は、人数で換算する

のは可能なんですか。週に一回スポーツを実施

する率というのは、時間等の制約とかはないん

でしょうけど、どれくらいの人数になるのか。

そこら辺が審議会でどういう議論があったのか、

わかればでいいんですが、教えていただけませ

んか。
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【野口スポーツ振興課長】人数としての把握は

ちょっとできておりません。実際にこれはアン

ケート調査をした中で、県民アンケートの中か

ら抽出した中で、回答を見てスポーツ実施率を

算定しておるものでございます。

ただ、今回、そのスポーツ実施率を向上させ

るための取組としまして、総合型地域スポーツ

クラブの推進・拡大ということにも少し注力を

しようということになっておりまして、今回新

たに総合型地域スポーツクラブの会員数を目標

として掲げました。これにつきましては、現行

の5,316人を6,400人に約1.2倍に伸ばすという

ことを目標としております。数的にはこれが私

どもの目標とする数値としてご理解いただけれ

ばと思います。

【宮本委員】わかりました。来年度から新しい

スポーツビジョンも始まります。スポーツビジ

ョンを見させていただきましたけれども、結構

新しい取組も県として5年間にわたってされま

すので、感覚的にはもうちょっと高い目標でも

いいんじゃないかな、その方がより一層拍車も

かかるんじゃないかなという考えもあったもの

ですから質問をさせていただいたところです。

6,400名というのは総合型地域スポーツクラ

ブの会員数を増やすという目標も設定されてい

る中ではありますけれども、54％、令和7年度

に向けてということですので、これに向かって

いくというスポーツ推進審議会でのご議論もあ

ったというのも感じているところであります。

部長、これについてどんなでしょうか、長崎

はスポーツの面でもプロサッカー、また、バス

ケットも出てくるといった中において、新しい

展望もありながら、新しいスタジアムもできて

くるという中で、ちょっと下方修正するのはど

うかなという思いもあるんですが、今後の5年

間を見据えた時に、この目標の妥当性について、

再度ご意見をお聞かせいただければと思います。

【中﨑文化観光国際部長】本スポーツ推進審議

会の意見を踏まえて達成率を見直したというの

はございますけれども、我々それで目標を下げ

たから施策の推進を緩めるということは全く考

えておりません。審議会でも議論があったのは、

目標値が高すぎるというよりも、実効性ある施

策を組み立てて目標を目指して推進していくべ

きだと、単に目標を掲げるべきではないという

ご意見でございました。

先ほどスポーツ振興課長も答弁しましたけれ

ども、スポーツビジョンの柱の中で生涯スポー

ツの推進というのがございまして、それをどう

やって推進していくかという中で、やはり総合

型地域スポーツクラブの存在というのは非常に

大きいと思っております。

私も幾つか先駆的な取組をしている総合型地

域スポーツクラブを拝見させてもらいましたけ

れども、やはり老若男女、多くの方がスポーツ

に親しんでおります。特にコロナの状況を考え

ますと、こういった分野で県民の皆さんが親し

んでいくというのは、健康づくり、生きがいづ

くりにすごく大事だと思っております。

そうしますと、私も今回、スポーツを所管し

て、大変申し訳ないんですが、総合型地域スポ

ーツクラブの存在を知ったということがござい

ますので、なかなかこれは県民の皆さんにも知

られてないなと思っております。ぜひ広報誌等

も通じた認知度向上も図りたいと思っています

ので、会員数の目標を、今、何をしようかとい

うところが先ほど申しました、ちょうど1.2倍で

ございますので、今回の1.2倍と全体のスポーツ

実施率も合わせております。具体的な施策を実

行することによって、ぜひ目標に反映したいと
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いう思いで設定しておりますので、逆にそれを

早期に達成して、5年後にはそれ以上の実施率

となるような施策に取り組んでまいりたいと思

っております。

【宮本委員】ありがとうございました。部長と

スポーツ振興課長のご意見をお聞きして、実効

性のある取組をやっていくと、決して目標をぐ

っと下げたわけではなくて、実効性のある取組

をやっていくんだという意気込みが感じられま

したので、理解いたしました。ありがとうござ

いました。

以上です。

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【中村(泰)委員】 総合計画で世界遺産について

なんですけれども、あまり記載がないのかなと

いうふうに思っているんですが、総合計画にお

いて世界遺産の取組がどのようになっているの

か、まず、概要だけでもお知らせいただけない

でしょうか。

【馬場世界遺産課長】委員ご指摘のところでご

ざいますけれども、まず、潜伏キリシタン関連

遺産については、平成30年7月に登録となって、

来年3周年を迎えるところでございます。この

間、１年目は来訪者が非常に増えたところでご

ざいますけれども、2年目に入って、新型コロ

ナウイルスの影響もあって、若干来訪者が減少

したところでございます。

一方で、登録の効果というか、県民の方を含

めて世界遺産への関心が少し薄らいできたとこ

ろがございますので、そこは引き続き県内外の

方に関心を持ち続けていただけるような取組を、

これまでどおり進めていく予定でございますの

で、そのあたりはご理解いただければと思って

おります。

【中村(泰)委員】 今、おっしゃっていただいた

状況はよくわかります。何とか世界遺産に対し

て関心を持っていただくことが大事だろうなと

は思うんですけれども、すみません、私が探せ

なかったのかもしれませんが、この概要にはな

くて、ほかのところはまだ十分見てないんです

けれども、記載しないということ、そのあたり

はどうでしょうか。

【馬場世界遺産課長】 具体的には第153号議案

の96ページ、「地域に新たな価値を付加する魅

力ある観光のまちづくりの推進」に記載がござ

います。

その他にも、重点戦略の中に3周年事業の取

組を入れさせていただいているところでござい

まして、先ほど申し上げたとおり、世界遺産に

関する関心が少し薄らいできたところがござい

ますので、平成30年7月に登録になって、来年

がちょうど3周年でございますので、3年、5年
の周期あたりで記念事業をやらせていただいて、

県内外の方に関心を持ち続けていただけるよう

な取組を続けてまいろうかと、考えているとこ

ろでございます。

【中村(泰)委員】 確かにこちらに書いているの

は存じ上げているんですけれども、この概要に

なくてですね。もちろん世界遺産に認められる、

登録をされるんだという時にはすごく力を入れ

ていたと。ただ、少しずつ終息していっている

感じがわかってしまって、それがすごく残念だ

なというところがあって、充てられている予算

もほかと比べればというところもあって、そこ

の活用というのがすごく大事なんだろうなと思

います。先ほどのキヤノンの取組とか、こうい

うことが本当にすばらしいんだろうなと感じた

ところですけれども、せっかく登録いただいた

ものですので、もっと活かしていくということ

の方が本来大事だろうと思いますので、引き続
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き力を入れていただければと思います。

以上です。

【山本(由)委員長】 ほかに第153号議案に関す

る質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質疑がな

いようですので、これをもって質疑を終了しま

す。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 議案に対する質疑・討論が

終了しましたので、採決を行います。

第153号議案のうち関係部分については、原

案のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおり可決すべきもの

と決定されました。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり、陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。

審査対象の陳情番号は、87番、89番、97番に

なります。

陳情書につきまして、何か質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、質問がないよう

ですので、陳情については承っておくこととい

たします。

次に、議案外の所管事務一般について、観光

振興課長、スポーツ振興課長より補足説明の申

し出があっておりますので、これを受けること

といたします。

【佐古観光振興課長】それでは、委員会の補足

説明資料「長崎県観光振興基本計画に掲げる事

項の実施状況について」という資料に基づきま

してご報告を申し上げます。

後ほど、次期観光振興基本計画についても概

要をご説明申し上げますけれども、こちらの実

施状況につきましては、今年度で最終年度を迎

えます現在の計画の令和元年度の進捗状況のご

報告ということになります。

それでは、表紙をめくっていただきまして、

1ページ目には現計画、平成28年度から令和2年
度までの施策体系を掲げております。ちょうど

真ん中の上の方に長崎県観光の将来像、その下

に観光振興の方向性ということで5本の柱を掲

げて、これまで取り組んでおります。

1枚めくっていただきまして、2ページ目にそ

れぞれ5本の柱に沿って、令和元年度の概況を

記載しております。主なものを申し上げますと、

1点目の産業の活性化・高度化につきましては、

これは本県独自の特徴的な取組ですけれども、

ホテルスタッフを「長崎コンシェルジュ」とし

て育成をいたしまして、プラスアルファのサー

ビスを提供できる人材の育成に努めております。

その下、こちらは令和元年度の新規事業とい

うことになりますけれども、県内の宿泊施設に

おきまして、品質認証制度（サクラクオリティ）

を導入していただきまして、それぞれの施設の

品質を自己評価、あるいは他者評価という形で

行って、さらなる品質の向上に努めるという取

組を進めております。

それから、2点目、観光まちづくりと人材の

育成でございますけれども、これは従来から21
世紀まちづくり推進総合補助金という制度を活

用いたしまして、市町観光協会が実施する取組
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をソフト・ハード両面から支援を行っておりま

す。

3点目の交通基盤広域連携でございますけれ

ども、広域連携としまして、新幹線の開業を見

据えまして、関西を中心に本県の魅力を発信す

るという取組を進めておりまして、特に、この

事業につきましては佐賀県と連携をいたしまし

て、共同で魅力を発信しているということでご

ざいます。その下につきましては、今度、九州

横軸という形で、本県、熊本、大分3県で連携

をいたしまして、様々な誘客の取組を進めてお

ります。

4点目の世界遺産関係でございますけれども、

観光振興課としまして実施をしておりますのは、

単に構成資産を見ていただくだけではなくて、

しっかりしたガイドの方から全体のストーリー

も含めて聞いていただくというのが真の価値を

お伝えすることにつながりますので、巡礼セン

ターのガイドの育成というのにこれまでも取り

組んでいるところでございます。

それから、5点目、外国人観光客の誘客拡大

でございますけれども、国際定期路線、これは

前年度の実績にはなりますけれども、香港エク

スプレス国際定期航空路が就航いたしました。

それから、多言語コールセンターも九州各県と

連携しながら、できるだけ受入環境の整備に努

めているところでございます。

その結果といたしまして、3ページ、4ページ、

見開いていただきますと、上の方に観光振興基

本計画で掲げております数値目標の令和元年の

実績を中ほどに、それから、それに対しまして

最終年度の令和2年の目標値に対する達成率を

右端の方に記載をしております。

それぞれ数値目標の動きにつきましては4ペ
ージの方に個別で記載をしておりますけれども、

まず、観光消費総額につきましては、昨年後半

の韓国人観光客の激減、それからクルーズ客船

の乗客・乗員数の減少というようなことで、ト

ータルとしましては前年比で3.3％減という状

況でございます。

延べ数につきましても、ほぼ同様の要因によ

りまして、最終的には前年比でマイナス2.3％と

いう形になっております。

それから、③の延べ宿泊者数と外国人延べ宿

泊者数ですけれども、国内の宿泊者について申

し上げると、地域別にはいろんな効果がござい

まして、伸びたところもございますけれども、

トータルで申し上げると、やはり韓国人宿泊客

の減少が大きいということで、前年比でマイナ

ス1.9％という形になっております。

それから、④の国内クルーズ客船につきまし

ても、こちらは市場が急拡大をして、その後、

調整局面に入ったという状況が継続しておりま

すので、特に中国発着クルーズの減少に伴って、

乗員・乗客数についてはマイナス21％という形

でございます。

最後の再来訪意欲度、国内客の再来訪意欲度

でございますけれども、こちらは世界遺産登録

等の効果もございまして、意欲度としては前年

度から2.2ポイント増の77.1％という形になっ

ております。

3ページの表の右端をご覧いただきますと、

最終目標に対して、令和元年時点で達成をして

いるのがクルーズ客船の入港数だけということ

でございます。さらに申し上げると、令和2年、

最終年度はコロナの影響というのが大変大きく

出てくるというふうに考えておりますので、こ

の数値目標の達成というのは非常に厳しい状況

になろうかと考えております。

5ページ、6ページにつきましては、次にご説
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明いたします次期計画とも関連をしますので、

少し説明については割愛をさせていただければ

と思っております。

それから、7ページの次のページにコロナウ

イルスの関係で、本県で講じてまいりました対

策の概要をお示しをしております。4月補正以

降、数度の補正予算をいただきまして、様々な

緊急対策から将来への布石、それから誘客対策

というような形で、記載しておりますとおり①

から⑨までの事業をそれぞれ講じているところ

でございます。

それぞれの事業の概要と、それから現在の進

捗の状況につきましては、2ページ以降にそれ

ぞれの事業ごとに記載をしておりますので、後

ほどご参照いただければと思っております。概

略で申し上げますと、私どもの方で措置をして

おります対策の予算については、非常に事業者

の皆様からも活用いただいて、高い評価もいた

だいているという状況でございます。

その結果ということで、資料が飛びますけれ

ども、10ページと11ページに現在の宿泊客の状

況をお示ししております。

まず、10ページが、県で毎月調査をしており

ます観光動向調査の動きでございます。部長か

らも申し上げましたように、5月が底でござい

ました。6月、7月と県のキャンペーンの効果、

それから8月は感染者の拡大で若干落ちました

けれども、9月については持ち直しをして、そ

れから10月、速報値でマイナス32％と記載して

おりますけれども、直近で申し上げますと、こ

ちらがマイナス23％になっておりますので、10
月につきましては、前年比で申し上げて8割近

くまでは確保ができているという状況でござい

ます。

それから、11ページにつきましては、これは

九州経済調査協会が毎月発表しているデータで

ございますけれども、10月のところをご覧いた

だきますと、59.5というのが本県の宿泊稼働指

数でございます。これが一昨日、また11月分が

公表されておりまして、11月分は74.0という数

字で、これは九州で1位、全国でも2位という稼

働指数でございます。初めて、前年から比較し

て14.5ポイント増加をしたという、プラスに転

じたというのが11月でございます。

まだ、再度の感染拡大という状況も全国的に

はございますので、なかなか先は見通しづらい

ですけれども、できるだけ今のこの持ち直しの

傾向を維持して、早期の回復に結び付けたいと

考えているところでございます。

以上が令和元年度の実施状況でございます。

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。

― 午前１１時 ３分 休憩 ―

― 午前１１時１４分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

引き続き、観光振興課長から補足説明をお願

いします。

【佐古観光振興課長】それでは、引き続き補足

説明資料の「長崎県観光振興基本計画（素案）」

について、資料に基づきご説明を申し上げます。

まず、表紙をめくっていただきますとA3判の

資料が表紙の後についているかと思うんですけ

れども、現計画と次期計画の基本施策の比較で

ございます。左側に掲げておりますのが現計画、

こちらは先ほどご説明しました5本の柱に沿っ

て取組を進めてまいりました。また、その成果、

それから現状・課題、方向性につきましては、

中ほどに記載のとおりでございまして、特に、

現状・課題としましては、今般のコロナウイル

スの状況を受けまして、やはり観光産業が各種
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のリスクに非常に弱い部分があるというところ

は改めて認識をしたところでございます。

それから、コロナ後におきましては、あえて

旅行に行くということで、旅行先を選択する際

の意味ですとか、理由というものがさらに問わ

れるのではないかと。それから、今後、新幹線、

ＩＲを含めて、県内大きく町のたたずまいが変

わっていくということになりますので、これに

合わせた対応も必要になろうかと。

そういうことを踏まえて、その下に方向性と

して、国内の旅行者につきましてはリピーター

率を上げていく、それから滞在日数を延ばして

いくということが必要、そして、外国人観光客

をさらに誘客していくということでございます。

それから、産業のリスクに耐えられるような体

質強化の促進も必要。そして、大型プロジェク

ト、こちらを契機にして、より楽しんでいただけ

る観光まちづくりというものを進めていく必要が

あろうかと思っております。

右側の方に次期基本計画の骨子を掲げておりま

す。まず、将来像でございます。

「感動あふれる長崎県」、副題といたしまして

「みんなで磨く、文化と食と真心と」。やはりリ

ピーターを増やしていくということで申し上げま

すと、本県に来ていただいて感動して、それを持

ち帰っていただくということが必要だろうと思っ

ています。そういった意味で感動にあふれる長崎

県をつくってまいりたいと。

そのためにということで、本県の特色でもある

「文化」「食」「真心」と掲げておりますけれど

も、これは歴史というものが共通のモチーフにな

ろうかと思っています。歴史の中で育まれてきた

文化、それから自然ですとか、海外との交流の中

で培われた食、それから外から人を呼んで歴史的

に栄えてきた長崎県ということでのおもてなしの

心、そういったものをみんなで、私ども行政だけ

ではなくて、県民の方も含めて、みんなで磨いて

いって、感動にあふれる長崎県をつくりたいとい

うことをお示ししております。

その具体的な施策の柱で考えておりますのが、

こちらは記載のとおり1から5まで、5本柱で感動

を考えております。

特に、1と2につきましては、先ほど申し上げま

した感動を呼び起こすための施策、リピーターを

増やす、それを誘客につなげると。もちろん、リ

ピーターの方というのは、また来ていただくこと

はもちろんですけれども、いわゆる本県の伝道師

となっていただいて、お近くの皆様に長崎県の魅

力を伝えていたただけるという効果もございます

ので、そういう意味で感動・体験をどんどんつく

っていきたいと考えております。

3つ目以降は、後ほど素案そのものの中でご説

明をいたしますので割愛をいたします。

次に、A3判で数値目標の比較を掲げております。

左側が現計画の目標、観光消費総額から国内外の

クルーズ客船入港数というものを掲げて取り組ん

でまいりました。

次期計画におきましては、大きな見直しとしま

して、我々のミッションを明確化するという意味

で、基本目標というものを一つ定めようと考えて

おります。こちらが観光消費の総額でございます。

その下に重点評価指標として、延べ宿泊者数

から国際定期航空路線利用者数までを掲げよう

と考えております。

基本目標が目的で、その下の重点評価指標が

その目的を達成するための手段という考え方も

できようかと思っております。

個別の指標でちょっと補足をいたしますと、

宿泊者の観光消費額ですけれども、これまで総

額を掲げておりましたが、数を追っていくとい
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うのがなかなか厳しい時代に入ってまいります

ので、今後につきましては、その消費の単価、

そこに着目してフォローしてまいりたいと考え

ております。

それから、再来訪意欲度ですけれども、こち

らは意欲はあっても行動が伴わないということ

では、実際の消費にはつながりませんので、次

の計画では実際にリピーターとして訪れていた

だいたかどうか、そこの部分をフォローしてま

いりたいと考えております。

目標値につきましては、それぞれ数字を掲げ

ておりますけれども、概略で申し上げますと、

国においても観光ビジョンを掲げて、目標をお

示しされています。それを参考にして、本県の

特殊要因、例えば出島メッセの開業ですとか、

新幹線の開業、そういった特殊要因を加味して、

最終的な目標値を設定したいと考えております。

それでは、素案そのものについてご説明を申

し上げます。

まず、1ページ、策定の趣旨でございますけ

れども、こちらは平成18年に本県においては観

光振興条例を制定いたしまして、その後、5年
間ずつの基本計画を策定してきているというこ

とでございます。

それから、2ページには計画期間、来年度か

らの5年間を計画期間として定めるものでござ

います。

数値目標につきましては、先ほどご説明した

とおりでございます。

3ページ目に推進体制を記載しておりますが、

こちらは条例にもはっきり規定をされておりま

して、県、市町はもちろんなんですけれども、

県民の皆様、それから関係事業者・団体と一丸

となって観光立県を目指していくという体制で

ございます。

4ページでございますけれども、ＳＤＧｓへ

の対応についても記載をいたしております。こ

の観光分野でそれぞれの17のＳＤＧｓの目標

に関連する部分につきましては、後ほど後ろの

方のページでそれぞれの施策のところに関連す

る目標を掲げておりますので、ご覧いただけれ

ばと思います。

5ページから7ページまではご説明を割愛い

たしますけれども、我が国全体の観光を取り巻

く現状を7ページまで記載をしております。数

値的なものも含めて記載をしております。

8ページから、少し長くなりまして16ページ

までにつきましては、今度は本県の観光の現状

と課題、こちらも数字、あるいは他県との比較

をお示ししながら、現状と課題を整理をしてお

ります。

少しご説明させていただきたいのは、17ペー

ジです。16ページまでの課題等の整理を踏まえ

まして、まとめた部分がこの17ページと18ペー

ジでございます。

1つ目に掲げておりますのは観光の「質」の

強化が必要ですと。それから、まちづくりに向

けた人材の確保・育成、まちのたたずまいの変

化を最大限に活かすような観光まちづくり、リ

ピーターの割合を高めていくことが必要、それ

からコロナを踏まえた「新たな旅のスタイル」、

こちらへの対応が必要ということを一つ考えて

おります。

次にまいりまして、いわゆる観光関連事業者

の人材確保・育成ですね。産業を支える人材を

引き続き育成してまいりたいと。

それから、3つ目につきましては、観光関連

事業者における安全・安心対策、高付加価値化、

そして、リスクへの対応。

それから、大型プロジェクトの進展に伴いま



令和２年１１月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（１２月９日）

- 79 -

して、ハイグレードなホテルの立地が予定をさ

れておりますので、富裕層の来県が増えるとい

うことを見越した富裕層対応のサービスの提供

が必要ということを考えております。

18ページにまいりまして、本県は他県と比べ

た場合に、近場からの旅行者、これは県民も含

めてですけれども、もともと割合が低いという

状況がございます。そこは逆に言うと伸びしろ

というふうにも捉えられますので、そこにも対

応していくと。それから、コロナを踏まえたワ

ーケーション、そういった「新しい旅のスタイ

ル」への対応、それからデジタル技術の活用等

も検討してまいりたいと考えております。

インバウンド関係でございますけれども、こ

れは県内にも様々な観光コンテンツが既にござ

いますが、そういうものの中でインバウンドの

方にも訴求できるようなものをカスタマイズし

ていくという取組を進めてまいりたい。

それから、多言語対応ですとか、二次交通の

利便性向上で受入れ環境整備、それから情報発

信の強化、国際定期航空路線の維持・拡大。

クルーズ船につきましては、できるだけ経済

効果を高めるような取組を、単に誘致だけでは

なくて、そういう取組を進めるということで、

今5点説明いたしましたけれども、その矢印の

下にそれぞれ記載をしておりますのが次期計画

での5本柱ということで考えております。

資料19ページ、20ページは、先ほどの5本柱

の概要をお示ししておりますけれども、個別の

施策につきましては21ページ以降でご説明を

いたします。

21ページをご覧いただきまして、一点目、「１．

観光まちづくりの推進」でございます。

①は文化観光推進法をしっかり活用しながら、

文化観光コンテンツの充実を図ってまいりたい

と。それから、本県を舞台とする漫画、小説等

の創作支援、これを「聖地巡礼」といった形で

交流人口拡大に結び付けてまいりたい。

②食を活かした観光の推進、我々県民は長崎

県の食というのを非常に評価をしているんです

けれども、遠距離に行けば行くほど、なかなか

それが伝わってないという部分がございますの

で、これをしっかり魅力をお伝えしていきたい

と考えています。

③スポーツツーリズムでございますけれども、

これはサイクルツーリズムとか、諫早市の本明

川のボート、これをカヌーやＳＵＰなどの水上

スポーツの拠点になるよう目指してまいりたい

と。それから、長崎スタジアムシティプロジェ

クト、こちらも現在動いておりますので、この

プロジェクトとしっかり連携をしながら、交流

人口の拡大につなげてまいりたいと。

④は教育旅行、修学旅行は本県の強みでござ

いますので、引き続きしっかり取り組んでまい

ります。

⑤はそれ以外の多様な体験型観光の推進とい

うことで、夜型、朝型の観光コンテンツを今以

上につくっていくということが滞在日数の増加

につながりますので、光ですとか、港、あるい

は魚市場といったものを切り口にコンテンツの

開発に取り組んでまいりたいと思います。

それから、雲仙温泉街におきましては、今、

非常に宿泊施設も大きく変わろうとしておりま

す。県民生活環境部の方では、地域の上質化の

事業も進めているところですので、私ども観光

サイドとしては、そこで楽しんでいただけるよ

うな体験コンテンツ、こういったものを市町と

一緒につくり込んでまいりたいと考えておりま

す。

23ページにまいりまして、観光まちづくりを
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牽引する人材というのが、どうしても県内全体

を見回しますと不足している状況にございます

ので、こちらの人材確保・育成も進めてまいり

たいと考えております。

一つ飛びまして、（2）大型プロジェクトを

しっかり活用して、来ていただいた方には感動

を持ち帰っていただけるような観光まちづくり

を進めたいと考えております。

（3）で2つの世界遺産の保全と活用でござい

ます。この登録効果が薄れていくというのは、

他県の事例を見ても否めない部分は当然あるわ

けですけれども、それであきらめるということ

ではなくて、効果的に長崎県の世界遺産を県外、

あるいは国外に発信できるような施策について

も引き続き検討してまいりたいと考えておりま

す。

それから、二点目、24ページの「２．訪れる

人に期待以上の満足を感じさせる「おもてなし」

力の向上」でございます。

（1）で長崎コンシェルジュの育成に現在努

めておりますけれども、今、個々の人材の育成

という形なんですけれども、これをできるだけ

ネットワーク化を図りまして、例えば長崎にお

いでいただいた方に、次の機会には佐世保に行

っていただくとか、そういうコンシェルジュ同

士の送客もできるようなネットワーク、あるい

はレベルアップのためのネットワークづくりを

進めてまいりたいと考えております。

（2）につきましては、観光ガイド、あるい

は高校生を対象にした講座等の開催で人材の確

保・育成に引き続き努めてまいります。

25ページ、（3）ユニバーサルツーリズムで

ございますけれども、今年度にワンストップ窓

口を構築いたします。次年度以降ですけれども、

当然県全体のワンストップ窓口は今年度できま

すが、それをしっかり県全体で面としてユニバ

ーサルツーリズムを推進していくうえでは、や

はり市町、観光協会等と連携をいたしまして、

地域の拠点というのも必要になろうかと思って

いますので、そういったものを引き続き進めて

まいりたいと思います。

26ページ、「３．安全・安心対策や観光産業

の高付加価値化」でございますけれども、安全・

安心につきましては、例えばコロナの治療薬、

ワクチン等が開発された後も、やはり旅行者の

中ではスタンダードになると考えておりますの

で、引き続き取り組んでまいりたいと考えます。

それから、高付加価値化、消費額を上げてい

くうえで最重要になりますので、宿泊施設にお

ける取組の支援ですとか、異業種の方と連携を

して、地域に満足してお金を落としていただく

ような取組についても支援してまいりたいとい

うのが（1）の部分でございます。

27ページの（2）観光関連産業の企業体質の

強化ですけれども、こちらは産業労働部ともし

っかり連携をしながら、できるだけリスクを最

小化するような企業体質の推進、そういったと

ころに取り組んでまいりたいと考えております。

（3）につきましては、先ほども申し上げま

したけれども、富裕層の来県が予想されますの

で、それらの方々向けのコンテンツ、それから

サービスの向上に取り組んでまいります。

次がＩＲです。ハウステンボスにつきまして

は、現在も重要な観光拠点でございますけれど

も、こちらにＩＲが立地するということになれ

ば、やはり本県の観光を次のステージに上げて

いくようなことになると思っておりますので、

今後、観光の立場からもしっかりこの動きに参

画をしながら、実現に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。
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28ページ、29ページにつきましては、「４．

誘客の促進と周遊観光の促進」でございます。

（1）が、これは従来から取り組んでおりま

すけれども、ニーズとかターゲットに応じた訴

求力のできるだけ高い形でのプロモーション、

特に、①の例というところに書いておりますけ

れども、近場からの旅行者が少ないというのが

本県の課題だと考えておりますので、九州、あ

るいは中国地方へのプロモーションを強化して

まいりたいと考えております。

（2）はコロナを踏まえた新たな需要をしっ

かり捉えていくと、マイクロツーリズムですと

か、県内旅行の促進でございます。

（3）で申し上げますと、29ページの②に記

載をしております佐賀県との連携でのデスティ

ネーションキャンペーン、それから九州横軸で

の連携、これは引き続き進めてまいりたいとい

うふうに考えています。

（5）につきましては、現在の先端技術を活

用したマース（ＭaaＳ）をはじめとして、そう

いったものを観光の中で何とか活用して効果に

結び付けていけないか。あるいはマーケティン

グの強化に結び付けていけないかということを

検討してまいりたいと考えております。

30ページにつきましては、ＭＩＣＥ誘致の強

化とＭＩＣＥをきっかけにした県内周遊の促進

でございます。

31ページから33ページまでは、インバウンド

観光でございますけれども、31ページに①とし

て東アジア、東南アジア、欧米を主なターゲッ

トにして観光コンテンツを磨き上げていくと。

併せて、リスク分散という意味で誘客の多角化

を図る予定にしております。

それから、少し飛びまして（2）の二次交通、

それから多言語対応、こういった受入環境も引

き続き、今後につきましては個人旅行がさらに

インバウンドにおいても進展するという傾向に

ありますので、こういった受入環境をしっかり

整備をしてまいりたい。

32ページにまいりまして、同じく受入環境で

ございますけれども、海外ОＴＡを利用した訪

日というのが増加してまいりますので、県内の

事業者の皆様にはそういったものをしっかり活

用していただきたいと考えているところでござ

います。

（3）は、これは戦略的な情報発信、「長崎」

という単語は、海外では知名度はございますけ

れども、それが観光地という認識までは少し弱

い部分がございますので、そこを強化してまい

りたい。

（4）国際定期航空路線につきましては、②

に記載しておりますけれども、台湾からの新規

の誘致、それからソウル線の再開、あるいは東

南アジア、成長市場の東南アジアからの積極的

な誘致に取り組んでまいります。

（5）クルーズ船につきましては、33ページ

の②に記載をしておりますけれども、寄港地ツ

アーの周遊性の向上ですとか、県産品の販売促

進、こういったことで本県の経済的な効果を上

げていく取組を推進してまいります。

少し長くなりましたけれども、以上が素案で

ございまして、今後のスケジュールでございま

すけれども、本委員会でもご意見をしっかりい

ただいたうえで、年内に県内の各市町、観光協

会等と地域別で意見交換会を実施いたします。

そのうえで1月に県の観光審議会にもお諮りを

して、2月定例会で議決をいただくという予定

で今後進めたいと思っておりますので、よろし

くお願い申し上げます。

以上でございます。
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【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

なお、昨日、最後に申し上げましたとおり、

議案外で現時点で通告をされてない方について

も、この観光振興計画についてのみ、議案外の

20分の中に含めていいということで申し上げ

ましたので、そこはされて結構でございます。

後ほど議案外の方でよろしくお願いします。

次に、ながさきスポーツビジョン素案につい

て補足説明をお願いします。

【野口スポーツ振興課長】 それでは、「ながさ

きスポーツビジョン（2021－2025）素案」につ

いてご説明をさせていただきます。お手元の資

料をご参照ください。

今回のスポーツビジョンの策定につきまして

は、県民の皆様から見ても、できるだけ見やす

い、読みやすいレイアウト、さらに少しでも目

を通そうと思っていただけるような内容、わか

りやすい内容を心がけて素案を作成いたしまし

たことを、まず最初に申し上げさせていただき

ます。

それでは、1ページ目のビジョンの概要につ

いてでございます。

1、ビジョン策定の背景及び趣旨におきまし

ては、本県の流れ、国の流れを説明するととも

に、新型コロナウイルス感染症、ＳＤＧｓにも

触れた記載をしております。

2つ目、ビジョンの位置付けでございますが、

本ビジョンがスポーツ基本法に基づく「地方ス

ポーツ推進計画」であること、また、本県の「長

崎県総合計画」及び「長崎県教育振興基本計画」

の下部計画であることを記載しております。

3、ビジョンの期間は、令和3年度から令和7
年度までの5年間でございます。

次、2ページ目でございます。ここでスポー

ツとはということで、スポーツ基本法における

理念、それからスポーツは過大な負荷をかけず

とも、うまくはなくとも、楽しみながら体を動

かすことがスポーツであることを記載するとと

もに、スポーツの参画の仕方として、「する」

「みる」「ささえる」の要素があること、それ

からスポーツの例として、散歩やサイクリング

のほか、本県の特色と言えるものとしまして、

ハタ揚げやペーロン、これもスポーツではない

かというようなことを取り上げております。

また、下段にスポーツの力としまして、スポ

ーツには健康長寿社会、平和で持続可能な社会

を実現させる力、地域・経済を活性化させる力

などがあることを記載しております。

次に、3ページ目に新しい生活様式における

スポーツの在り方としまして、適度な運動・ス

ポーツを行うことによって得られる効果、安全

に運動・スポーツをするポイントを記載してお

ります。

次に、4ページ目、ビジョンの基本理念とい

たしまして、「長崎の未来をスポーツで創る」

といたしまして、スポーツにより県民が健康な

体で生きがいをつくり、将来を担う子どもたち

の健全な心と体を育み、県民に感動や活力を与

え、地域に賑わいや豊かさを生み出していく、

そのような長崎の未来をスポーツで創るという

ふうに定めております。

次に、2、基本方針につきましては、県民ス

ポーツの振興を目的とした生涯スポーツの推進、

子どものスポーツ機会の充実、競技スポーツの

振興、スポーツを通じた地域の活性化と、トー

タル4つの基本方針で整理いたしまして、それ

ぞれの基本方針ごとに5年後にどのような状況

になっているか、これを目指すかについて記載

をしております。

次に、5ページの3、施策体系でございますが、
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各基本方針に従う具体的施策を記載しておりま

す。県の施策としましては、当然にこれまでの

継続性を持たせる必要があることをベースとい

たしまして、現施策項目に加えて幾つか新たな

指標並びに施策項目を設けております。

基本方針1の指標についてですが、成人の週1
回以上のスポーツ実施率について、これはスポ

ーツ振興課が5年に1回調査しております県民

アンケート調査では、令和元年度の実績値

47.9％となっておりましたけれども、毎年度把

握できる数値を指標とすることが望ましいとい

うこともございまして、県総合計画の指標でと

りました県民意識アンケート調査の結果をもち

まして45.5％を現況としております。

目標の設定の仕方、それから総合型地域スポ

ーツクラブの会員数につきましては、先ほど宮

本委員からの質問にお答えしましたとおりの設

定でございます。

以下、基本方針ごとに指標を設定いたしてお

ります。基本方針2につきましては、全国体力・

運動習慣等調査における全国平均以上の種目数、

体育の授業で運動のやり方やコツがわかった児

童生徒の割合、基本方針3につきましては、国

民体育大会の順位、本県ゆかりの日本代表選手

数、基本方針4につきましては、スポーツ合宿

参加者数とスポーツコンベンション参加者数を

それぞれ数値目標として定めております。

次に、6ページ目以降、個別の説明に入りま

すけれども、全体的な構成としましては、基本

方針ごとに最初の2ページで現状と課題、それ

から、次の2ページで具体的な施策を記載する

という構成になっております。

まず、基本方針です。基本方針1と基本方針4
につきましては、実は当スポーツ振興課の直接

の所管事務でございます。それから、もちろん

連携はしておりますけれども、基本方針2と基

本方針3は、教育庁の体育保健課の所管でござ

いますので、ここでは時間の都合上、特に基本

方針1と4を中心に説明をさせていただきたい

と存じます。

それでは、まず6ページと7ページ目、基本方

針1の現状と課題として、県民のスポーツ実施

状況、それから総合型地域スポーツクラブの状

況、県民の健康の状況、県民の高齢化の状況に

ついて記載をしております。スポーツの実施状

況につきましては、県民意識アンケート調査の

結果と全国調査の結果を比較しまして、20代以

外は全国平均を下回っていること、それから、

スポーツを週1回以上できなかった理由などを

記載しております。

総合型地域スポーツクラブの状況では、認知

度が低いこと、それからクラブ数、会員数とも

に減少傾向にあること、会員数だけでなく、指

導者、後継者の確保といった課題についても記

載をしております。

健康の状況では、健康寿命が男女とも全国平

均に至っていないことなどを記載しております。

高齢化の状況では、本県が全国平均を上回る

速さで高齢化が進んでいることを記載いたして

おります。

次に、8ページ目と9ページ目の具体的施策で

ございますが、まず、1のスポーツ活動への参

加の促進におきましては、（1）スポーツ活動

の機会の充実として「ながさき県民総スポーツ

祭」や「県民スポーツ月間」について取り組む

ようにしております。（2）スポーツ活動への

参加促進に向けた普及啓発では、地域スポーツ

情報の発信やがんばらんば体操の普及啓発に努

めることとしております。

2のスポーツ環境の基盤となる「人材」と「場」
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の充実では、総合型地域スポーツクラブの拡大

充実のための施策、それから、（2）としまし

てスポーツを支える活動の推進として、スポー

ツ推進委員等の指導力と資質の向上などを記載

しております。（3）としまして、既存施設の

有効活用によるスポーツ環境の整備では、学校

の体育施設とか、余裕教室の有効活用の推進等

について記載をしております。

3、スポーツを通じた健康増進・生きがいづ

くりとしましては、（1）健康・体力づくりの

推進として、健康・体力づくりに関する情報発

信や職場における健康づくりの取組、それから

「ながさき 3MYチャレンジ」運動の普及啓発、

「ウォーカブルなまちづくり」の推進について

記載をしております。（2）としまして、高齢

者がスポーツを楽しむ機会の充実では、スポー

ツやレクリエーションの普及推進やねんりんピ

ックの開催について記載をしております。

4の障害者スポーツの推進としましては、（1）
障害者スポーツの裾野を広げる取組として、指

導者派遣、障害者スポーツ大会やスポーツレク

リエーション教室の開催、アスリートや指導者

との交流について記載をしております。

次の11ページには、もっと知ってもらいたい

というコラムの趣旨で、「総合型地域スポーツ

クラブ」、それから「ながさき3MYチャレンジ」、

「ウォーカブルなまちづくり」の説明を記載し

ております。

次の12ページ以降の基本方針2と3につきま

しては、当課の事業とも関係する部分としまし

て、15ページの4の（2）持続可能な運動部活動

の在り方研究・推進におきまして、学校部活動

の受け皿としての総合型地域スポーツクラブと

の連携について記載をしております。

飛びまして20ページからの基本方針4、スポ

ーツを通じた地域活性化についてご説明いたし

ます。

まず、現状と課題についてでございますが、

スポーツ合宿・大会誘致について、スポーツ合

宿とスポーツコンベンション参加者数の実績を

記載しておりますが、基本的には増加傾向にご

ざいます。今後も受入環境の整備や情報発信に

努めることで、新規の合宿・大会の誘致に向け

ての取組が必要であることを課題として記載し

ております。

海外チームキャンプの誘致につきましては、

海外ナショナルチームキャンプ受入実績を記載

しております。

こうした実績を一過性のもので終わらせるこ

となく、キャンプ実施を定着化させるなど、ス

ポーツによる地域のブランド化をさらに推進し

ていく必要があることについて、課題として挙

げております。

それから、長崎県スポーツコミッションにつ

きましては、本年度で5年目になりますけれど

も、これまでの実績を踏まえたうえで、将来に

わたって求められる役割を担っていくためには、

持続可能な組織体制の構築や戦略の構築、ノウ

ハウの継承といった運営面の強化などの改善が

必要ではないかというふうに記載しております。

それから、プロスポーツクラブについてでご

ざいますが、Ｖ・ファーレン長崎におきまして

は、さらなる交流人口の拡大のため、県外から

訪れるアウェイ客の誘致が必要ではないかと。

また、新たに誕生した「長崎ヴェルカ」につき

ましても、県民に親しまれるクラブとなるよう

情報発信とか、クラブと自治体との連携体制を

構築していく必要があることについて記載して

おります。

最後に新型コロナウイルス感染症につきまし
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て、スポーツ合宿や大会の誘致に取り組むに当

たって、新しい生活様式に対応した受入体制を

整備する必要があることを記載しております。

22ページ、23ページで具体的取組を述べてお

ります。スポーツツーリズムによる地域の活性

化では、（1）地域が主体となったスポーツ合

宿・大会の誘致促進として、体制整備、リピー

ターの確保、スポーツコミッションの体制強化

について記載をしております。

（2）の海外チームキャンプ誘致の推進では、

国際大会の事前キャンプの誘致、リピーターの

確保、それから武道ツーリズムの推進について

記載をしております。

（3）のスポーツを通した国際交流の推進や

本県の情報発信では、海外チーム選手と県内競

技者が一緒にトレーニングを行うなどのスポー

ツ交流、それからキャンプ実施国のメディア等

の招聘による情報発信について記載をしており

ます。

（4）のサイクルツーリズム等のスポーツツ

ーリズムによる観光振興と地域活性化では、先

ほどの観光振興の計画でもございましたけれど

も、サイクルツーリズムの推進、特に、島原半

島においてナショナルサイクルルートの指定を

目指していくこと、それからボート公認コース

の認定取得では、諫早市の本明川ボート練習場

について日本ボート協会公認コースの認定取得

を目指すことのほか、アーバンスポーツの可能

性検討についても記載をしております。

それから、2つ目、プロスポーツクラブを活

用した地域の活性化につきましては、クラブを

活用した地域の賑わいづくり創出として、県民

がスポーツに触れ合う機会の充実、自治体の連

携体制の構築、県外から訪れるアウェイ客の誘

致について取り組むことを記載しております。

それから、（2）長崎スタジアムシティプロ

ジェクトの連携としましては、スポーツイベン

トの誘致に対する協力、スタジアム建設とか、

九州新幹線西九州ルート開業を機に、民間及び

関係自治体が一緒になって賑わいづくりの創出

に向けて取り組んでいくことを記載しておりま

す。

次に、24ページのビジョンの実現に向けてで

は、推進体制として部局横断的な取組を推進し

ていくことと、各市町におけるスポーツの推進、

県スポーツ協会をはじめとする関係団体との連

携について記載をしております。

また、進捗状況の評価として指標の年度ごと

の目標値を記載いたしております。

25ページ目には、今後5年間に予定されてい

る主な競技大会を記載しております。

それから、26ページ目のスポーツとＳＤＧｓ

でございますが、ＳＤＧｓについてはできるだ

け具体的に、どのようなスポーツの取組がＳＤ

Ｇｓの達成につながるのかを記載したいと思い、

このような形として掲載しております。

27ページ目には、コラムとしてｅスポーツを

記載しておりますが、ｅスポーツにつきまして

は、現段階ではスポーツ庁がｅスポーツを所管

事務としていないこともございまして、スポー

ツビジョンの基本方針に中に入れることは厳し

いと判断いたしました。しかしながら、リアル

なスポーツの振興につながる可能性や障害者の

スポーツ機会という観点もございますので、こ

のようにコラムとして取り上げることで問題提

起をしたいと思っております。

それから、今後の策定のスケジュールでござ

いますけれども、今回の議会を経まして、12月
にパブリックコメントを実施いたします。これ

を年を越えて12月21日から1月20日までいたし
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ます。それから、長崎県スポーツ推進審議会を

2月上旬に開催いたしまして、2月議会に皆様に

お諮りをさせていただき、3月中の完成、4月以

降の配付というふうに考えております。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、議案外の質

疑の方からやりたいと思いますが、午前中の審

査はこれにてとどめ、しばらく休憩いたします。

午後は1時30分より再開いたします。

― 午前１１時５４分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 それでは、会議を再開いた

します。

これより、議案外の所管事務一般について、

事前通告に基づき質問を行います。

委員の方で、順次お願いします。

【中村(泰)委員】 お疲れさまです。2つ質問を

させていただきます。

まずは、デスティネーションキャンペーンに

対する取組であります。私も以前、東京で働い

ていた時とか、山手線に乗った時、東海道線に

乗った時とか、よく駅でたたずんでいたらデス

ティネーションキャンペーンの広告をぱっと見

るわけですね。中づりとかもそうなんですけれ

ども、ものすごく、特に都市圏の方に見ていた

だく機会というのは、多分我々が感じている以

上にはかり知れないものがあるということを肌

身で感じた経験があるんです。2年後に開業と

ともにデスティネーションキャンペーンが始ま

るということで、現在の取組状況とスケジュー

ル感を、わかる範囲でお知らせいただければと

思います。よろしくお願いします。

【佐古観光振興課長】デスティネーションキャ

ンペーンにつきましては、全国のＪＲグループ

と一緒に展開いたしますので、国内でも最大規

模の誘客キャンペーンでございます。

令和4年の秋の開催に向けまして、今回は佐

賀県と共同で実施をいたしますので、10月30日
に佐賀と長崎の共同の実行委員会を発足させま

して、その後、11月24日の日に長崎県内の実行

委員会、こちらは県内の関係の民間の皆様、官

民合わせて115団体の皆様に参画をいただいて、

県の実行委員会を発足させたところです。

大きな流れとしましては、来年の令和3年の

秋に、佐賀市内で販売促進会議というのを開催

いたします。これは通常、本番の1年前に開催

いたしまして、主に全国の旅行会社の方におい

でいただいて、佐賀県、それから長崎県のそれ

ぞれの魅力をお伝えして、本番に向けた商品造

成を働きかける、それから実際にエクスカーシ

ョンという形で県内も回っていただく、そうい

うイベントを来年の秋に予定をしております。

本番に向けましては、令和4年の秋になりま

すので、こちらは様々なオープニングのイベン

トをはじめ、これは長崎市内、長崎駅が中心に

なると思いますけれども、長崎市内で展開をし

ていくという計画でございます。

そこに向けまして、我々、受け地側の取組と

しては、やはり本番でおいでいただいた方に、

もちろん県内をできるだけ周遊をしていただい

て、新幹線沿線だけではなくて、離島も含めた

ところで県内を回っていただきたいと、そのた

めの着地型の商品づくりですとか、受入態勢の

強化、そういうところをしっかり取り組んで、

令和4年秋のＤＣ期間中だけではなくて、その

後にも残るような観光まちづくりというのを進



令和２年１１月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（１２月９日）

- 87 -

めてまいりたいと考えているところでございま

す。

【中村(泰)委員】 よくわかりました。

ただ、それぞれがというところと、そこはも

ちろん当然でありますし、また離島も含めた売

り込みということも本県にとっては極めて重要

な話だろうと思います。詳しくはここが所管外

なのでコメントは控えるんですけれども、佐賀

県といかにしてうまく関係を構築するのかとい

うところが極めて大事な視点であろうと思いま

す。「ＳとＮ」という雑誌が長崎県、佐賀県を

結ぶ極めて有効な雑誌であるということを観光

振興課からお伺いをいたしました。

観光の面では、長崎と佐賀というのは本当に

いい関係で一つになっているお話も伺っており

ます。やはり新幹線の開業です。そして、その

後を見越した時に、首都圏の方から見て、本当

に長崎と佐賀は一体感があるなと思っていただ

けることが極めて重要であろうと思います。

今からスタートであるということで、これか

らだとは思うんですけれども、例えば佐賀であ

れば維新博ですごく好評を博して多くの方が来

られたと。当然長崎は幕末からの歴史というこ

とで、佐賀は鍋島藩、長崎は出島であるとか、

また、そこが新幹線でつながるというところで、

首都圏の皆さんに与える歴史という視点からの

イメージというのはものすごく大きいんじゃな

いかなと私自身は思っているんですけれども、

歴史という視点も含めて、今後、これまでに培

った観光振興における融和というところも含め

て、もうちょっと踏み込んで、今後、佐賀県と

の連携というところについて、デスティネーシ

ョンキャンペーンにおける連携ということでご

答弁いただけないかと思います。

【佐古観光振興課長】佐賀と長崎につきまして

は、例えば江戸時代にしても佐賀藩の領地が長

崎県内にあったり、あるいは対馬藩の領地が佐

賀県の田代領とかにあったということで、歴史

的にもつながりが、もともとは肥前の国、壱岐、

対馬も別にございますけれども、肥前の国で一

つですし、そういう歴史的なつながりというの

は非常に強いということは間違いのないところ

でございます。

今後、ＤＣに向けましては、県内周遊をでき

るだけ広くさせていきたいというところは佐賀

県も長崎県も同じ考えでございまして、旅行の

行程を考えた時に、先ほど離島と申し上げまし

たけれども、今回、ＪＲ6社との協働ですので、

例えばＪＲ西日本ですと関西圏から博多に来て、

そこから船で壱岐、対馬に行っていただくとか、

あるいは福岡を中心に玄界灘沿いに唐津、松浦、

平戸、あるいはそこから佐世保まで足を延ばし

ていただく、それから有明海沿岸で島原半島へ

と。「ＳとＮ」でも取り上げたように、そうい

う共通のルートというのは私どもとしても今想

定をしておりますので、そういったものを佐賀

県としっかり連携しながらつくり込んでいきた

いと考えております。

【中村(泰)委員】 わかりました。

やはり佐賀県とどれだけ一つになっていくの

かというところで、観光においてはウィンウィ

ンの関係でなければならないというのはお互い

の認識にあると思いますので、一つの今後の佐

賀県との友好関係を培ううえでも観光振興に大

きな期待をしておりますので、よろしくお願い

いたします。

続きまして、総合型地域スポーツクラブにつ

いてでございます。先ほどスポーツビジョンで

かなり詳しくご説明をいただきましたが、今、

人口減少社会で、また過疎化が進んでいるとこ
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ろで、昔ならば各学校でどんなスポーツもでき

たというか、自分がしたいスポーツがすぐ近く

にあって本当に困らなかったんですけれども、

そういった人口減少や過疎化といった時代の背

景の中で、やっぱり国としても総合型地域スポ

ーツクラブを今積極的に推進をしているところ

だと思います。

地域に入っていく時に、前だったら本当に野

球をしているような声とかが響いていたんです

けれども、少なくとも私の地元では誰も野球を

してないというか、子どもじゃなくて大人もそ

ういうことをしているのを見なくなっています。

やはりスポーツが、地域を活性化する大きな役

割を担っているんだと私自身は思っております。

そういった地域活性化、そしてスポーツ振興

というところで、政治は何ができるのかという

ことで、ただ、この総合型地域スポーツクラブ

というのは国が応援をして、それを活性化する

ことで、例えばｔｏｔｏの助成金であるとか、

そういったことを積極的に支援できる、唯一と

は言わないですけれども、本当にダイレクトに

スポーツ振興に関わることができる大きな手段

だと私自身は思っております。

しかしながら、現在、総合型地域スポーツク

ラブ数であるとか、会員数を今回の資料から拝

見すると、直近では数字が落ちてきているとい

う状況でございます。今後、総合型地域スポー

ツクラブを推進していくという県の大きな目標

は立っているんですけれども、現状、落ち込ん

でいる原因と、またそれを活性化するための対

策についてお知らせいただければと思います。

【野口スポーツ振興課長】総合型地域スポーツ

クラブは、住民による自主的な運営が必然とい

うか、成り立ちとなっております。委員ご指摘

のとおり、今、会員数についてもクラブ数につ

いても若干減少の傾向があるんですけれども、

私どもが分析したところでは、自主的な運営に

おいて、運営する側の高齢化とか、後継者が不

足している、そういう問題がございます。した

がいまして、クラブ運営自体が厳しいクラブも

ございます。それと、なかなかそういう状況な

ので会員数拡大に対するＰＲとかにも取り組み

にくいという状況がございます。

私どもとしまして、さらなる拡大を図ってい

くために、今、認知度が非常に低い、この認知

度のアップも当然取り組む目的としておりまし

て、クラブの会員数を今回ビジョンでも目標と

して掲げたところでございます。

併せて、質的な充実を行うことで、そのこと

もクラブを活性化させていく、会員を増やして

いくことにつながっていくであろうということ

で、質的、量的、両方の側面から積極的に取り

組んでまいりたいと考えているところでござい

ます。

【中村(泰)委員】 原因の一つに高齢化があるん

だということ、あと後継者がいないということ

で、なるほどというふうに思いました。

ただ、スポーツをやっている方というのは若

い方もすごく多くて、スポーツであったらボラ

ンティアで何でもするよという若者も多いと思

うんですね。若者に対して伝えていくことがい

かに大事かというのを今改めて感じたところで

す。恐らく総合型地域スポーツクラブという存

在自体を知らない若者もすごく多いんじゃない

かと思いますので、私自身も若い世代と接する

中で、こういう仕組みがあるんだよというのは

当然伝えていきますし、そういったところの取

組も重要であろうと思います。

続きまして、総合型地域スポーツクラブとい

うことで、今、Ｖ・ファーレン長崎が長崎にお
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いて地域貢献をしようと積極的に取り組んでい

ただいていますけれども、Ｖ・ファーレン長崎

と総合型地域スポーツクラブの連携というか、

ともに活性化していくための何か施策をお持ち

であればお知らせください。

【野口スポーツ振興課長】ビジョンの方にも記

載をしておりましたけれども、クラブの認知度

向上と会員数増加を基本的な目的といたしまし

て、Ｖ・ファーレン長崎のホームタウン活動と

の連携に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

Ｊリーグは、ホームタウンを持つことがクラ

ブの基本になっておりまして、Ｖ・ファーレン

長崎につきましては県内21市町がホームタウ

ンという位置づけをされております。ですから、

このＶ・ファーレン長崎の地域貢献活動と、そ

れからクラブが共同でイベントを実施すること

で、チームの知名度を活用してクラブのＰＲを

行うこととか、Ｖ・ファーレン長崎サイドから

しましても、観戦客、ファンの拡大や地域貢献

活動によるＪリーグからのクラブ評価向上にも

つながるような相乗効果、ウィンウィンの効果

が認められますので、特にこれはまたバスケッ

トにも広げていけないかというふうに考えてお

ります。そういう取組を実施したいと思ってお

ります。

【中村(泰)委員】 ホームタウン活動ということ

で、恐らくスタジアムができてからとか、Ｖ・

ファーレン長崎のスタジアムを使いながらとか、

またいろいろそういったことが出てくると思い

ます。

私も学校で育友会などをしておりますけれど

も、やはり保護者に聞いたら、イベントとして

何をしてほしいのかとなった時にＶ・ファーレ

ン長崎の選手と交流したいという声をすごく聞

くことがあって、実際交流するイベントを今度

することになるんですけれども、この間、髙田

春奈社長がいらっしゃった時に、すごく覚えて

いるのが、自分たちが地域貢献をする理由とい

うのは、ファンになっていただいて、そのファ

ンの方がスタジアムに来てお金を落としてくれ

るんだと、結局そこでお互いにとってウィンウ

ィンになるんだということを言われて、当然の

ことなんですけれども、はっとして、それでや

はりＶ・ファーレン長崎としても自分たちの収

益になるという正のサイクルがそこで回るんだ

ということを改めて知ったところであります。

地元においても、Ｖ・ファーレン長崎に対す

る期待もあるんですけれども、また、一方で反

Ｖ・ファーレンというか、Ｖ・ファーレン長崎

が頑張りすぎることでほかの方がちょっとやり

にくさを感じるという声も伺うこともあるので、

そこはバランスをとっていただきながらという

ところもあろうかと思います。しかしながら、

期待の方が大きいのかなというところもありま

すので、最後に、改めて今後、県がＶ・ファー

レン長崎との連携をより一層強化しながら、県

のスポーツ振興にどのように結び付けていくの

か、お知らせください。

【野口スポーツ振興課長】確かに地域スポーツ

とＶ・ファーレン長崎とか、プロスポーツクラ

ブをどのように結び付けていくかでございます

けれども、今、直接的にＶ・ファーレン長崎と

総合型地域スポーツクラブを結び付けるという

取組もしておりますけれども、それ以外の部分

でも何か地域課題とか、県の施策のあらゆる部

門で連携ができないかなということを今取り組

もうとしております。そのことによって、いろ

んな波及効果が出てくるのではなかろうかと考

えております。
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先ほど、ビジョンの中で申し上げましたけれ

ども、今後、例えばアーバンスポーツというこ

とにも取り組む、我々検討していくというお話

をしておりますけれども、アーバンスポーツに

関しては若者に非常に受けがいいというか、若

者の定着にもつながるような施策になるので、

今後の定住人口対策にまでつながるような話も

あるかもしれません。そういったことに関して

もジャパネットというか、Ｖ・ファーレングル

ープ、Ｖ・ファーレン関係も非常に興味を持っ

ておられるところもございますので、何かそこ

も連携できることがないか、そういったことを

一緒に検討しながら、まちづくりの視点まで広

げた形で一緒に連携していけないかという取組

を進めてまいりたいと考えております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。やは

りＶ・ファーレン長崎を県民が全力で、多くの

方が応援していくということで、そのような雰

囲気を醸成するということにおいては、県の関

わるところもかなりあると思います。

残りの3試合、今、ものすごくいいところに

つけておりますので、何とかＪ1に昇格してい

ただいて、それを機に、もっともっと県のスポ

ーツ振興が深まることを願わんばかりでありま

す。

以上です。

【山本(由)委員長】 ほかにいかがでしょうか。

【宮本委員】 それでは、私から、いただいた資

料をもとに、通告に従って質問をさせていただ

きます。

最初に、令和3年度の「長崎県重点戦略（素

案）」の中から2つほどお聞きいたします。

41ページになりますけれども、新規事業とし

て挙げられているんですが、長崎県文化観光推

進事業5,700万円とあります。これは非常に興味

ある事業であります。まず、この概要について

お聞かせください。

【村田文化振興課長】この基本方針の中で、令

和7年の国民文化祭の開催を見据えてというよ

うな記載もしておりますけれども、この国民文

化祭には全国から歴史、文化に関心をお持ちの

方々が多くご来県になられるということも見込

まれておりますことから、今後、さらに本県固

有の歴史文化を活かした文化観光推進に力を入

れていく必要があるものと考えております。

このため、本年5月に施行されました文化観

光推進法、これは地域の文化施設とか、あるい

は文化資源を活かした活動によって交流人口の

拡大を目指すということを目的に、国の方で法

を整備されたものですけれども、それの支援制

度、国庫補助事業がございまして、こちらが補

助率3分の2ということで非常に有利な補助金

となっておりますので、これを活用することで

博物館、美術館等の拠点施設の機能整備、機能

強化、あるいは文化資源と観光施設を連携した

周遊の仕組みづくり、こういったものにつなげ

まして、より多くの方々に本県の魅力を感じて

いただくということにつなげていきたいと考え

ております。

具体的な事業内容といたしましては、博物館

等の多言語化、あるいは収集資料のデータベー

ス化を現在図っておりますけれども、こちらを

より精緻なものに高度化していくというような

ものとか、あるいはWi-Fi環境の整備、そして、

先ほど申しましたけれども、複数の文化施設と

観光施設、飲食店などが連携いたしました周遊

の仕掛けづくり、こういったものを考えている

ところでございます。

【宮本委員】ここに若干、博物館等の文化観光

拠点施設の機能強化と書いてあります。これは
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具体的にどういったところを今想定されている

のか。長崎県内で例えば歴史博物館とかありま

すが、具体的にどこの博物館とか美術館とかあ

れば教えていただければと思います。

【村田文化振興課長】まずは、本県の歴史文化

の発信拠点でございます県の歴史文化博物館や

長崎県美術館を考えているところでございます

けれども、市町に対しましてはこうした動きと

いうのは随時情報を共有しているところでござ

います。各地域の文化観光拠点となり得るよう

な機能、施設もあると考えておりますので、そ

ういった部分については、現在、市町とも協議

を進めておりまして、そういった機能強化等に

主体的に取り組むような自治体に対しては、県

も積極的に後押しをしていきたいと考えており

ます。

【宮本委員】わかりました。これは民間にも適

用になるんですか。これは県立や市立、町立の

文化観光拠点だけではなくて、民間も可能なの

でしょうか、そこを教えてください。

【村田文化振興課長】施設自体は民間の施設で

も対象となりますけれども、事業主体となり得

るのは自治体や自治体と民間が一緒になった協

議会といったところが事業主体になるというこ

とでございます。

【宮本委員】ありがとうございました。非常に

国の文化観光推進法に基づいた補助金なので、

先ほどもご説明ありましたとおり、いろんな形

で使うことができる、多言語化であったりデー

タベースの高度化であったり、Wi-Fi設備とか、

ついているのかもしれませんけれども、非常に

有効な補助金であろうと思います。

これはもう一度確認ですけれども、個数、県

から何個までですよとか、市から何個までです

よというものは関係ないのでしょうか、確認さ

せてください。

【村田文化振興課長】いわゆる整備を検討する

文化施設の個数というものに上限があるという

ことではありませんけれども、ただ、1年間の

補助額が5,000万円と決まっておりますので、そ

の範囲の中で整備等を進めていくということに

なろうかと考えております。

【宮本委員】わかりました。各市町にもこうい

ったものがありますというのを、先ほどおっし

ゃったとおりアウトプッシュしていただいて、

県全体でこういった補助金を使うことによって

周遊を促進とあります。先ほどからいろいろ説

明があっていましたけれども、こういった計画

にもつながるものだと思いますので、また鋭意

取り組んでいただければと思います。よろしく

お願いいたします。

もう一点、重点戦略の中から42ページになり

ますけれども、プロスポーツクラブを活用した

地域活性化推進事業というのがあります。2,400
万円計上ですが、これを検討されていますが、

これについても教えてください。

【野口スポーツ振興課長】当事業にかかる新規

の取組といたしまして、大きく3つございます。

1つ目は、Ｖ・ファーレン長崎のホームゲー

ムに県外からのアウェイのお客様をお迎えする

ためのＰＲ事業と、そのお客様を観光リピータ

ーとなっていただくようなおもてなしを事業と

して掲げております。

2つ目が、先ほど中村(泰)委員の答弁でも申し

上げましたが、総合型地域スポーツクラブと

Ｖ・ファーレン長崎の連携につきまして、それ

を情報発信することで相互のＰＲを図るという

取組をやりたいなと考えております。

もう一つが、新しく設立されました「長崎ヴ

ェルカ」というプロバスケットチームがござい
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ますけれども、これもＶ・ファーレン長崎と同

じように県民応援フェアみたいなイベントとか、

県民招待事業をやることでチームのＰＲを、盛

り上げをやっていきたいということで事業を考

えております。

【宮本委員】アウェイの客を呼び込むというの

は、交流人口を増やすという点でも大事だと思

いますが、今現在はあまりそこまで協力的でな

かったというような認識でよろしかったでしょ

うか。

【野口スポーツ振興課長】これまでも東京事務

所とか、大阪事務所等において、県人会とか、

関係県内企業の在京、在阪のお客様に、名古屋

の県人会もでございますけれども、できるだけ

アウェイの長崎戦について観戦いただくような

取組をお願いしたいということはやってまいり

ました。

それと、経済界として、商工会議所を中心と

して後援会が県外のＰＲということをやってお

りましたので、そういった取組に対して応援す

る、支援するということを併せて取り組んでい

ましたし、今後もやっていきたいと考えており

ます。

【宮本委員】 先ほど、中村(泰)委員からもあっ

たとおり、Ｖ・ファーレン長崎は非常に大事な

本県のプロサッカーチームですので、いろんな

形でご支援いただいて、ウィンウィンの立場と

いうのは申しわけないかもしれませんけれども、

お互いを支援していければと思います。

また、書かれていますが、「長崎ヴェルカ」

についても、今後は支援を強化していくような

イメージで捉えているんですけれども、長崎ヴ

ェルカについても、今後、いろんなゲームにお

ける県の補助というか、支援というのは考えら

れていますか、併せて教えてください。

【野口スポーツ振興課長】現段階で、長崎ヴェ

ルカはまだ、来年の9月からスタートという形

になりますけれども、実際、その運営状況とか

もまだ見えてない段階でございます。ただ、せ

っかく県民の財産とも言えるような新しいプロ

チームが登場したということで、まずは県民に

理解していただく、親しんでもらうと。特に、

当初のゲームに関しては、県内各地を会場とし

てプレーをしていただくということを今計画し

ていただいているようでございますので、幅広

く県内各地域で長崎ヴェルカを盛り上げるよう

な、ファンを育成すると、そのことがチームの

盛り上げ、かつ県民にとっても新たな夢と感動

を抱くような存在になるという価値づけをつく

り上げていきたいと考えております。

【宮本委員】わかりました。スポーツビジョン

も新しく来年度から変わります。新しくなるの

で、こういった形で同時進行されるのは非常に

いい取組だと思いますから、これから予算確定

になるように、また私も尽力してまいります。

よろしくお願いいたします。

続きまして、「長崎スポーツビジョン（素案）」

から質問させていただきます。

スポーツ振興課長からも具体的に説明があり

ました。私の方から2点だけ、提案の意味も込

めて質問いたしますが、まず、23ページです。

ここに、アーバンスポーツの可能性検討とい

う項目があります。先ほどもちょっと出ていま

したけれども、アーバンスポーツは東京オリン

ピック、パラリンピックの競技種目にもなりま

して、今、非常に熱を帯びている現状です。佐

世保にもそうですけれども、長崎、諫早にはス

ケボーパークもできました。まず、スケートボ

ードの振興に対する県の認識を確認させてくだ

さい。
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【野口スポーツ振興課長】スケートボードに限

らず、アーバンスポーツ全般でございますけれ

ども、特にスケートボードに関しましては、宮

本委員からもご紹介を受けた佐世保と長崎の関

係者のところを私も訪問させていただきまして、

実際、皆さん方が純粋にスポーツを楽しんでお

られるということと、おっしゃられたのがスポ

ーツを通じて仲間意識が強まったり、地道に技

を極めることで忍耐力とか精神力の育成につな

がると。また、見慣れた光景の街中でスポーツ

に親しむことで街への愛着が生まれて、それが

郷土愛にもつながりますと、そういうお話を伺

う中で、非常に可能性を感じたところでござい

ます。

今現在、スケートボードとしましては、委員

がおっしゃるとおり小江と佐世保と諫早に施設

がございますけれども、こういった施設をどう

活用していくかということを今後の競技人口と

か、それから一緒に取り組んでいただけるよう

な民間の団体組織がないかとか、それから地元

の自治体を含めてどういうふうな推進をしてい

くかということを、今、意見交換とかを進めな

がら検討しているという段階でございます。

【宮本委員】様々意見交換していただいて非常

に感謝申し上げます。

そこで、ここに可能性の検討とあるんですが、

これをもう一段格上げできないかなと思ってい

ます。可能性を検討する5年間の計画ですので、

その中にはいろんな形で他県の取組もあり、競

争が激しくなってくるかと考えているんですね。

そうであれば、いち早く長崎県はアーバンスポ

ーツに、可能性の検討ではなくて、もう一歩強

いものに、推進みたいな感じにいけないかなと

思っています。可能性について検討する、5年
間検討するのか、それとも、検討した段階でス

ポーツビジョンにある程度載せていくのか、大

きな違いが出てくると思いますが、これについ

ては検討状況がどうかなと思っていますが、い

かがでしょうか。

【野口スポーツ振興課長】先ほどちょっと申し

上げましたけれども、どのように関わっていく

かにつきまして、各競技ごとの将来的な競技人

口の見込みとか、スポーツ種目としての発展可

能性、それから大会の誘致可能性、協賛企業の

存在、それから地元自治体や関連競技団体の意

向、これを実はもうずっと3年ぐらい前からス

ポーツコミッションを中心として情報収集はず

っとやっております。

特に、最近注目すべきイベントとして、広島

でＦｉｓｅという大きなイベントが、今年度実

施されれば3回目で最後ということだったんで

すけれども、1回のイベントで10万人以上、昨

年度は集客したと。そのイベントの中にはｅス

ポーツなんかも一緒に入れて、新しい取組をや

るというので、非常に熱狂的なイベントが日本

でも開催されて、それ自身がオリンピックの予

選にもなったというお話を聞いているんですけ

れども、このイベントを調べたところ、県と市

で年間1億円ぐらいの予算を計上して、収益は

ほとんどないという厳しい状況でございます。

ただ、それをやることでスポーツ人口を増やし

たり、一緒に投資をしていただけるような民間

企業を募っていくというためのシンボライズな

イベントとして実施したと聞いております。こ

こまで我々の方でできるかどうかを含めて、そ

の可能性も、実際予算の関係もございますし、

他のスポーツ振興との兼ね合いもございますの

で、そこは見極めながら、もし可能性があれば

どんどん取り組んでいきたいと考えております。

【宮本委員】結構かかりますね。予算としての
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規模はかかるんでしょうけれども、検討してい

ただいて、施設の充実も踏まえて検討していた

だければと、ちょっと提案だけさせていただき

ます。

併せて、27ページですけれども、先ほど課長

もちょっと触れていただきましたｅスポーツで

す。これも市場規模は非常に大きいところがあ

るんです。午前中の課長説明の中でも触れられ

ていましたけれども、これはコラムというより

も、これこそ可能性の検討で挙げてもいいんじ

ゃないかなと私自身は思うんですけれども、い

みじくも今日の地方紙には広告でも出ていたと

ころもあります。私もこれはいろんな考え方は

あるんでしょうけれども、このｅスポーツにつ

いて5年間、県として取り組んでいく必要があ

るんじゃないかと思いますが、これの計画への

位置づけ、いかがでしょうか。

【野口スポーツ振興課長】委員ご指摘のとおり、

非常に世界的な市場規模も大きくて、日本にお

いても非常に発展可能性があるということで、

いろんな県や自治体、市を含めて取組を開始し

ているということは我々も当然承知しておりま

す。スポーツの面から見ましても、ｅスポーツ

は身体に障害を持つ方でも楽しめるということ

と、スポーツ競技に対する興味関心を抱かせる

ようなきっかけづくりにもなるということで非

常に意義があるということを認識しております。

実際、今、長崎県におきましても、ご存じの

とおり2018年から県ｅスポーツ連合が、県サッ

カー協会協力のもとで設置されておりまして、

昨年12月から日本ｅスポーツ連合の支部組織

となっておりますこと、それから、専門学校に

おいても新たにｅスポーツコースが設立された

りしていることも認識しております。

もう一つ、県内にある誘致企業なんですけれ

ども、その企業が実際障害者をｅスポーツのプ

ロプレーヤーとして育成する取組を実施してい

たり、今、県内企業のビジネスマッチングを目

的としてｅスポーツによる県内企業間の交流リ

ーグを立ち上げるというような検討をされてお

ります。ちょうど私が、その会社がｅスポーツ

に取り組んでいるということで、情報交換をい

たしまして、何か県として協力できることがな

いかなということで、そういった取組とかイベ

ントのＰＲだとか、先ほどのリーグに参加可能

な企業への呼びかけ、それから、例えば県庁の

ロビー、まだ調整してもおりませんけれども、

パブリックビューイングをやっているロビーを

会場確保として協力できないかというようなこ

とを一緒に進めてまいろうということで、既に

お話を進めているところでございます。

こういった動きも上手に活用させていただき

ながら、県としてｅスポーツ振興を進めてまい

りたいと思っているんですけれども、片やゲー

ム依存症対策等の問題もございますので、ここ

もしっかり認識したうえで、また国の方針とか、

他の自治体の状況も参考にさせていただいたう

えで関わり方を検討していきたいと考えており

ます。

【宮本委員】ありがとうございました。いろい

ろ調査、また、意見交換をしていただいて、こ

れについても感謝申し上げます。

今後、おっしゃったとおりゲーム依存症の問

題とこれの兼ね合いというのは難しいところで

すね。そこもどうか調査していただいて、長崎

県にふさわしいかなと、私自身もアーバンスポ

ーツと同様に思っていますので、可能性につい

て、計画に載せる、載せないと同時に、この普

及推進についても、県としてしっかりとご尽力

いただければという要望をさせていただきます
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ので、よろしくお願いします。

最後にもう一点だけ、「長崎県の観光振興基

本計画（素案）」からお尋ねします。

これについても観光振興課長から具体的にご

説明いただきました。ありがとうございます。

これの21ページになります。非常に詳しい分析

をされていらっしゃるなと思って読ませていた

だきました。

第4章の観光振興の基本施策、これは今から

やろうとしているところになろうかと思います

が、この中に①文化観光の推進、観光コンテン

ツの充実、これは非常に私も興味があるところ

ですが、この中に私が一般質問しましたアニメ

ツーリズムの推進については、長崎県はものす

ごい高いポテンシャルがあります。それを計画

として推進していくことが必要じゃないかと思

いますが、これについていかがでしょうか、認

識を教えてください。

【村田文化振興課長】委員ご指摘のとおり、日

本のアニメ、漫画はクールジャパンコンテンツ

としても世界的に注目をされておりますし、も

ちろん地域活性化を促進するような観光資源と

して大きな期待が寄せられていると考えており

ます。

県といたしましても、これまでも発信力のあ

る漫画家とか、小説家に取材に来ていただくよ

うな、いわゆる「描いてみんね！長崎」事業に

取り組んで一定の成果も上がってきているとい

うところもございます。こうした中でこれまで

に14件の作品がもう出来ております。

一方で、県の観光ポータルサイト「ながさき

旅ネット」の方では、漫画の舞台をめぐるよう

な観光モデルコースを紹介するなど、幅広いフ

ァン層に本県を訪れていただけるような、いわ

ゆるアニメツーリズムの発展につなげることを

目指した取組は今も進めているところでござい

ますので、ご指摘を踏まえまして、この観光振

興計画の中に記載することを観光振興課とも協

議をしたいと考えております。

【宮本委員】ありがとうございます。どうか検

討いただければと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。

【山本(由)委員長】 ほかにありませんか。

【山田(朋)委員】 何点かお尋ねをさせていただ

きたいと思います。

まず、外国人受入環境パワーアップ事業につ

いて伺いたいと思います。

この件数が891件ということを先ほどの説明

で確認をさせていただきましたが、ニーズが高

かった言語が何だったのかということと、こち

らの方でこの事業が終了するということであり

ます。九州各県と連携した取組だけれども、今

後、重要性は理解しているが、今後、あり方に

ついて検討するとありますが、今後のあり方を

含めて教えてください。

【佐々野国際観光振興室長】まず、件数ですけ

れども、昨年度の実績が891件ということで、

言語でいきますと英語が388件、それから中国

語が297件、韓国語が151件ということで、この

3つの言語が多くなっております。言語として

は全部で17言語対応ということで取組を行っ

ております。

それから、この事業につきましては、事務事

業評価の方で3年間ということでこの事業は終

了しますけれども、そもそも多言語コールセン

ターというのは九州各県と山口県と共同で運営

をしております。各県とも協議をしまして、引

き続き今後も継続をしていくということで、来

年度の予算要求の中でも要求させていただいて

いるところでございます。
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【山田(朋)委員】 わかりました。

次に、観光の「ミライ☆ニナイ」手育成事業

について伺いたいと思います。

県内の高校2年生を対象に長崎と佐世保地区

で行っていただいたようでありますが、継続、

2年目ということであれば、まず、ここに昨年

度参加をした学生の中で、実際に宿泊業の方に

就職をした事例がどれくらいあるのかというこ

とと、本年、人気があってかなり多くの学生に

参加していただいているようではありますが、

コロナ禍の中で一番厳しい業種だと思います。

来年度の採用の関係とかはどんな状況なのかも

併せて教えていただきたいと思います。

【佐古観光振興課長】「ミライ☆ニナイ」塾に

つきましては、昨年度から実施しておりまして、

昨年度が高校2年生を対象にして実施いたしま

したので、現在の3年生ということになります。

就職は来年の春ということでございます。

昨年度は、長崎会場、佐世保会場を合わせて

138名の方に参加をいただきまして、その後、

就職活動も進んでまいりましたので、学校経由

で確認をしたところ、90名の方、65％が進学で

ございます。48名、35％の方が就職を希望され

ているようです。

この48名の就職希望者のうち、宿泊施設の採

用選考を受験した方が4名、これは就職希望者

の中での8.3％という数字になります。この4名
全てが今のところ内定を取られているというこ

とを学校経由でお伺いしております。

ただ、進学が90名ですけれども、その中でも、

佐世保にも観光学科のある大学もございますし、

大学に進学するんだけれども、観光関係で今後

も進んでいきたいという生徒さんもいらっしゃ

るというようなお話は聞いています。

ただ、就職希望者の8.3％が宿泊施設の採用選

考を受けたという数字につきましては、私自身

の期待からすると、少し小さい数字かなという

ふうには思っております。どういうことが原因

でそうなったのか、また引き続き学校の進路指

導の先生のご意見等も伺いながら、今後の事業

のブラッシュアップ等に結び付けてまいりたい

と考えております。

【山田(朋)委員】 そもそも論として、長崎県の

基幹産業である観光に対しての人手不足という

か、人員が充足しているかどうか、私が勉強不

足でよくわかっておりませんでしたが、そうい

った担い手を確保すること、長崎県に将来的に

戻って来て仕事をしてもらうための、いろんな

長崎の観光の魅力を伝えたりということも学生

にしているんだと思うんですが、目的はそうい

ったことで始まったという理解でよろしいです

か。

それと、今、課長が自ら言っていただきまし

たが、やはりちょっと少ないなと、コロナの影

響が大きくあるのかなと。やっぱり採用控えを

されていたりもするでしょうし、そういったこ

とがあると思うので、コロナがなかったら、も

うちょっと期待する数字になってきたのかなと

思いますが、その辺をどういうふうに見ていら

っしゃるかを併せてお願いします。

【佐古観光振興課長】説明が不足しておりまし

たけれども、宿泊業、飲食サービス業の求人そ

のものが、前年比で申し上げますと46.9％の減、

これは全産業の中で最も大きな減少というふう

に聞いておりますので、今回のコロナの影響で

入口が非常に狭まったというのは確かにあるの

かなとは考えているところでございます。

【山田(朋)委員】次に、観光振興対策として「リ

アル宝探し」というのを県内12エリアで行って

いただいているようであります。11月1日から2
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月28日までということでありますが、ほかのイ

ベントよりも広告宣伝を見ないような、媒体に

あまり出ていないような気がしていたので、正

直私は存じ上げてなかったんですが、これがど

のような形で今ご利用いただいているのか、そ

の辺を教えてください。

【佐古観光振興課長】 11月1日からＧｏＴｏト

ラベルキャンペーンでの需要を獲得し、かつ県

内をできるだけ周遊していただくという目的で

この「リアル宝探し」というイベントを開催し

ております。来年の2月末までの予定で続けて

まいりますけれども、ＰＲにつきましては、私

どもとしましても、例えば新聞で申し上げると

延べ9回、かつ県外も佐賀新聞、大阪日日新聞、

あるいはテレビで県内のテレビ局はもちろんで

すけれども、ＮＨＫの九州各局を結ぶ「はっけ

んＴＶ」でも紹介をしたり、それから県内の全

小・中学校にチラシを配布させていただいて、

そういったことでラジオ、雑誌等含めてプロモ

ーションは行っているところです。

県内の12か所に宝箱というものを設置いた

しまして、ヒントをもとにその宝箱を発見した

方が報告をされるんですけれども、11月1日か

ら11月25日までの実績として、これは延べにな

りますけれども、同じ方が2か所報告する場合

もありますが、5,391件の報告をいただいている

状況でございます。

【山田(朋)委員】 県内の小学校とか、いろんな

媒体を使っていただいていると、私のチャンネ

ルがなかったようで申しわけなかったです、私

が知らなかっただけみたいです。これは、私は

観光客の方を対象と思ったんですけれども、小

学生とかにも周知してくださっているというこ

とは、県民も利用するという形ですね。この数

字は県民と県外との内訳とかもわかりますか。

【佐古観光振興課長】対象は県民の方ももちろ

ん対象でございますし、今回のコロナ対策での

県民キャンペーンの経験を踏まえましても、非

常に県内の方に県内をご旅行いただいたと、そ

れがふるさとの再発見につながったということ

もございますので、そこのところを私どもとし

ても県内にもしっかり周知を図ってまいりたい

と考えておりますけれども、先ほど申し上げま

した5,391件につきましては、申しわけございま

せん、報告された方の内訳までは把握ができて

いない状況です。

【山田(朋)委員】 いろいろ見せてもらったら、

結構おもしろそうな取組でありますので、まず

は私も体験をさせていただきながら、家にいる

ことが多くなっている県内の子どもたちにとっ

ても、近場でいろんな経験ができると思います

ので、ぜひ引き続きこの取組件数が上がるよう

に、またさらなる周知をいただきたいと思って

おります。

観光動向の中で、9月は対前年比75.9％、大き

く持ち直したというふうに部長説明に書いてあ

りますが、以後の10月ぐらいからコロナの第3
波の影響が全国的に出てきていると思いますが、

10月の速報値とかはありますか。

【佐古観光振興課長】 10月の速報値につきま

しては、本日の委員会でお配りしている資料の

中で、前年比マイナス32％、プラスの表現を使

いますと前年の68％を確保しているという数

字をお示ししておりますけれども、さらに直近

の速報で申し上げると、これが前年の76.8％、

少しマイナス幅が改善しております。76.8％を

確保しているというのが速報でございます。

【山田(朋)委員】 わかりました。10月ぐらいか

ら、現状においてはそこまで第3波の影響がま

だ出てきていないという感じなのかなと思いま
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すが、今後、全国的に、福岡、大分とかもかな

り出ているようでありますので、これが急にが

くんと下がらないように、様々な支援等をいた

だきたいと思います。

もう一点、先日、委員会の視察で伺いました

島原半島観光連盟、島原観光ビューローの2か
所、あと島原半島で言うと雲仙温泉観光協会に

も視察に伺いました。1か所行かなかったのが

南島原ひまわり観光協会になるかと思いますが、

それぞれの役割分担、この連盟はどのような役

割を果たしているのか、そのあたりとそれぞれ

の予算の内訳を教えてください。

【佐古観光振興課長】まず、島原半島観光連盟

でございますけれども、役割としましては、島

原半島内には地域の観光協会がそれぞれござい

ますので、一義的には例えば観光まちづくりと

か、そういう受け入れのブラッシュアップ、そ

ういったところは地域の観光協会でやっていた

だく。それをベースにしながら、半島観光連盟

においては、主にはプロモーション、直接まち

づくり的な役割を果たす場合もありますけれど

も、マーケティングをしたり、それに基づいて

半島の統一のイメージでのプロモーションを県

外向けに出したり、あるいは熊本県内での情報

発信を行ったりというのが半島観光連盟の主な

役割かと認識をしております。

予算につきましては、今年度で半島観光連盟

が約6,900万円程度になりますけれども、その半

分程度は人件費等の管理費でございまして、先

ほど申し上げたようなプロモーションかれこれ

の事業に使っている予算が約3,700万円使って

いるようでございます。すみません、直接私ど

もが所管してしっかり把握してない、経営の部

分を把握していないものですから、大ざっぱな

ご報告になりますけれども。

【山田(朋)委員】 今、予算が6,900万円という

ことでありましたが、この出どころというか、

県が全部出しているわけじゃないんですよね。

そのあたりの内訳を教えてください。県も幾ら

かはもちろん出していますよね、そのあたりを。

【佐古観光振興課長】県が地域の観光協会等に

支援する場合は、21世紀まちづくり補助金の中

で事業に着目をして、これは支援すべき事業と

いうふうに判断をしたら支援をしているという

状況で、先ほど申し上げた数字の内訳でいきま

すと、半島観光連盟に対しては今年度で416万
1,000円の県の補助金というのが入っておりま

す。

その他、もうほとんどの部分は半島観光連盟

で申し上げますと、島原半島の3市からの負担

金でございます。

【山田(朋)委員】 416万円ということでありま

した。それぞれの観光連盟では半島全体のプロ

モーションというのを一律で、一緒にトータル

でやっていただいているようであります。あと

マーケティングということでありました。

各市の観光協会との連携、普段からの密な連

携がどのようにとれているのか。一緒に連携し

た事業をやったりとか、その関係性は良好であ

るのか。例えば、イメージで言うと県北観光連

盟みたいなものがあって、その中に佐世保や松

浦や平戸というイメージなのかなと思いますけ

れども、多分実際はないと思うんですよね。島

原半島だけこういうのをつくっている理由と、

これができた歴史じゃないですが、そういうも

のがあればお聞かせいただきたいと思います。

【佐古観光振興課長】半島観光連盟とそれぞれ

の各地域の観光協会の日常的な関係というのは、

申しわけございません、私も詳細までは把握を

しておりませんけれども、当然ながらそのプロ
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モーションをかけたり、素材を作成するに当た

っては、地域の観光協会と情報共有しながら進

めているものというふうには考えております。

それぞれ3市に観光協会がある中で、半島観

光連盟が成り立った、これも申しわけございま

せん、詳細な経過までは私も承知はしておりま

せんけれども、やはり島原半島を一体的に、県

内ももちろんですけれども、県外に対して売り

込んでいくというところは、それぞれの地域が

ばらばらにするということではなくて、ある意

味では一体感のある地域でもございますので、

そういう県外からのお客様をしっかり半島全体

で受け止めて地域の活性につなげていくと、そ

ういう趣旨で活動はしていただいているという

ふうに考えております。

【山田(朋)委員】 わかりました。同じように島

原観光ビューロー、雲仙温泉観光協会にも視察

に行かせていただいて感じたのは、それぞれに

様々な取組をして頑張っていらっしゃる姿はよ

くわかりました。観光連盟ですけれども、数字

的なことはなかなか、抽象的なお話ばかりにな

ってしまっていて具体的に何をしていただいて

いるのかがわからなかったので、今回このよう

な質問になった次第です。せっかく島原半島は

もちろん一体であるということで観光連盟があ

るんでしょうから、しっかりと3市の観光協会

ともさらなる連携を図っていただきますように

お願いをして質問を終わらせていただきたいと

思います。

もう一点、部長説明の4ページに長崎県物産

展ということで百貨店のＷｅｂ等を活用した販

売を支援するというのがありますが、このあた

りの状況についてお尋ねをしたいと思います。

【長野物産ブランド推進課長】Ｗｅｂを活用し

た百貨店での物産展についてのお尋ねでござい

ます。

現在、長崎県物産振興協会を通じまして、9
月から11月にかけてＷｅｂによる物産展を実

施しているところでございます。それぞれの売

上につきましては企業情報ということで申し上

げられませんが、全体としては部長説明にも記

載しておりますとおり、4か所で1,200万円とい

う状況でございます。

具体的な地域につきましては、九州地区が3
か所になります。あと東京地区、首都圏での開

催といった状況でございます。

売上の状況でございますけれども、Ｗｅｂを

使って実際物産展と同時に開催をするというこ

とで、仮に実店舗での開催が困難だった場合に

でもＷｅｂで補完できるといったことでやった

ところでごさいますけれども、同時に開催した

ところの実績につきましては実店舗での売上に

ついては結構好調であった一方で、その反動で

Ｗｅｂの方になかなか傾かなかったといった状

況がございます。

年度後半に向けまして、まだ残り数か所実施

しようと思っております。そういった百貨店と

の共同でのＷｅｂの物産展につきましては、今

後どういった形でやっていくか、実績を検証し

ながら、次年度以降、物産展のありようについ

ても考えていきたいと考えております。

【山本(由)委員長】 ほかにありませんか。

【ごう委員】 では、通告しておりました2点、

スポーツビジョンについて1点だけお聞かせい

ただきます。

まず、長崎コンシェルジュ推進事業の実績と

今後についてお尋ねしたいと思います。

3か年の事業として取り組んでこられて、今

年で終了したコンシェルジュの事業でございま

すが、これまで3か年でコンシェルジュが17名
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誕生したとのことでした。このコンシェルジュ

がどのような仕事をして、その効果がどのよう

にあらわれているのか、そのコンシェルジュの

存在を県がどのように評価をしているのかとい

うことについてお聞かせください。

【佐古観光振興課長】長崎コンシェルジュにつ

きましては、これまでの取組により県内で延べ

31名の方をコンシェルジュとして認定をいた

しました。その後、退職された方がいらっしゃ

いますので、現在、ご活躍をいただいているの

は26名という状況でございます。

私ども、長崎コンシェルジュの方にどういっ

た役割を期待したかと申しますと、もちろん全

国にもコンシェルジュという方はいらっしゃい

まして、お客様に対して期待以上のサービスを

提供する、その人がいるからまたこのホテルに

来たいと思っていただきたい。あるいは、この

人がお勧めするから、また同じ県内の別のホテ

ルに泊まってみたいとか、そういう役割は当然

期待をしております。それプラス、長崎という

名前を冠しておりますので、やはり長崎県内の

魅力をしっかりお伝えいただけるような人材を

育成したいということでこの事業をやっており

まして、基本的には私どもの期待に沿ってご活

躍をいただいているとは思いますけれども、少

しランクもございまして、ゴールド、シルバー、

ブロンズということもございますので、今現在、

ゴールドの方は5名いらっしゃいます。このゴ

ールドの方のレベルであれば、今申し上げたよ

うな役割をしっかり果たしていただいていると

いうふうに考えております。

今後につきましては、できるだけ数を増やし

て、例えば長崎コンシェルジュ自体の認知度が

県外のお客様に対してあるかと言われれば、ま

だそこまではいっておりませんので、長崎コン

シェルジュがいるから長崎県に旅行に行ってみ

ようかと思っていただけるような方を一人でも

多くしていく、コンシェルジュのすそ野を拡大

するということと、しっかり外向けにも発信を

していきたいと考えているところです。

【ごう委員】 わかりました。基本的にこの26
名の方々というのは宿泊施設に勤務をされてい

るという理解でよろしいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり）

その方々ですけれども、多少深く内容を、ど

の程度のことをなさっているのかというのが理

解できていないんですけれども、外国人対応で

すとか、例えばユニバーサルマナー検定とかを

受けられて、少し障害者の方の対応もできるよ

うな知識とか、そういうものまでお持ちの方な

のですか。

【佐古観光振興課長】ユニバーサル検定は、申

しわけございません、把握していませんけれど

も、ゴールドの5名の方につきましては、もち

ろん外国人対応ができるということを要件に認

定をしております。

【ごう委員】今年でこの事業自体は終了してお

りますが、今後の展開については、またさらに

すそ野を広げていかれるというふうにはなって

いると思うんですけれども、もう少しビジョン

がどれくらいのビジョンをお持ちなのかという

のを聞かせてください。

【佐古観光振興課長】トータルの数をどこまで

伸ばすかというところは、まだ明確なものは打

ち出してはおりませんけれども、今、26名いら

っしゃいますが、内訳で申し上げますと、長崎

地区が12名、県北地区が13名ということで、こ

れは両地域とも観光の拠点の2つなんですけれ

ども、ただ、私どもとしてはできるだけそこを

地域的にも広げて、ネットワークをつくってお
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互いに送客し合うというようなことも実現した

いと思っていますので、地域を広げるというの

が課題だと思っています。

今年度につきましては、今週から第1回の勉

強会を開催いたしますけれども、これまで受験

をしていただいていない平戸、それから壱岐か

らもご参加いただいていますので、今後もそう

いう地域性の広がりといいうのは目指してまい

りたいと考えております。

【ごう委員】わかりました。今後の課題が地域

を広げていくということが長崎県全体の観光に

は必要かと思いますので、しっかりと取り組ん

でいただければと思います。

また、これは次のステップになると思います

が、観光に関わるほかの業種の方でもこういっ

たコンシェルジュの認定の制度とかがあると、

またより一層いいのではないかと思っておりま

すので、検討していただければと思います。

続きまして、ＬＧＢＴツーリズムについて確

認をさせてください。

このたび、来年の1月に空港内にユニバーサ

ルツーリズムセンターを設置して、高齢者、障

害者の方々のための相談を受け付けて交流人口

の拡大につなげていこうというふうに今県は取

り組まれております。

このユニバーサルツーリズムは、誰もが楽し

める旅行ということなんですけれども、どうし

ても現段階では、日本の国内では高齢者と車い

すを利用するような障害者、そこに絞られてい

るような感じがしております。しかしながら、

今後、やっぱり長崎県が観光立県としてもっと

交流人口を拡大していこうとした時に、私は今、

国の一部ではありますけれども、取り組んでい

るＬＧＢＴツーリズムということも視野に入れ

ていろんな取組を、もう今から始めていくべき

ではないか考えているんですが、県の見解をお

聞かせください。

【佐古観光振興課長】私ども、数年来ユニバー

サルツーリズムに取り組んでまいっております

けれども、これまでのところ、ご意見をいただ

きましたＬＧＢＴツーリズムというのは視野に

はなかったと、検討もしていないというのが現

状でございます。

まずは、社会全体でこの問題をどう捉えて、

同じ人間として考え方等共有していくかという

ところが大事かなと思いますし、そういう意味

で言うと、全庁的な取組が必要なのではないか

というのが、まずは思うところでございます。

観光の分野で考えてみますと、委員からも情

報をいただきましたけれども、全世界で言うと

23兆円の市場があると。国内でもいろなデータ

があるようですけれども、一定数の方がいらっ

しゃるという情報もあるようでございます。

これは私どもの今までの取組、高齢者、障害

者を対象にしたユニバーサルの経験で申し上げ

ると、やはり行政が意識の醸成を図るだけでは、

なかなか観光というのも産業でございますので、

やはり利益を追求するという民間事業者によっ

て構成をされています。高齢者、障害者につき

ましても、やはりそれぞれの事業者の方がビジ

ネスチャンスというような捉え方をしていただ

いた時に、初めて具体的な動きが進むというの

はこれまでの経験で私も痛感をしております。

ただ、一方で沖縄の方のホテルではＬＧＢＴフ

レンドリーという考え方を打ち出して、誘客も

図っていらっしゃるようなところもございます

ので、そういう意味で私もこれまでＬＧＢＴの

分野で県内の事業者の方のお考えを聞いたこと

もございませんでしたので、まずは事業者の皆

様がどのようなお考えをお持ちなのか。あるい



令和２年１１月定例会・環境生活建設委員会・予算決算委員会（環境生活建設分科会）（１２月９日）

- 102 -

は、ＬＧＢＴの方が具体的にどのようなお困り

ごとがあるのか、そういうことを私もちょっと

不勉強でございましたので、そのあたり勉強さ

せていただきながら、ＬＧＢＴツーリズムの可

能性について見極めてまいりたいというふうに

思います。

【ごう委員】 ありがとうございます。

このＬＧＢＴツーリズムの先進国で言うと、

スペインなどは観光収入60兆円のうちの10％
をもうＬＧＢＴ観光客が占めているといったデ

ータもあります。今、日本も遅ればせながらそ

ういった取組をやっていこうというふうに少し

機運も高まってきておりますので、ぜひユニバ

ーサルツーリズムとして全面的に打ち出すのは

まだ先のことかもしれないんですが、ただ一定

言えることは、今、長崎の観光の中で、おもて

なしの一つとしてはそのＬＧＢＴの方々への理

解を深めていただいて、その対応をしっかりと

できるような宿泊施設等が増えていく、ＬＧＢ

Ｔフレンドリーなホテルが増えていくというこ

とが非常に重要かなと思っておりますので、今

課長が申されたように、少し意見交換などを進

めてみていただければありがたいと思います。

続きまして、スポーツビジョンについてなん

ですが、これはちょっと通告ができてないんで

すけれども、一般質問の流れということで聞い

ていただければと思います。

スポーツビジョンの中の基本方針4で、スポ

ーツを通じた地域の活性化ということで23ペ
ージのところにスポーツツーリズムによる地域

の活性化、幾つか項目が挙げられております。

これを読ませていただく中で、やはり私の中で

は、少しパラに対する記載が少ないかなと思っ

ているんですね。これは2021年から2025年まで

の計画でありますので、ぜひ少しでもパラスポ

ーツの合宿の誘致等々をこれから進めていただ

けるようであるならば、何かそのパラリンピッ

クに関する、パラスポーツに関する記載という

のも一つあってもいいのではないかと思ってお

りますが、いかがでしょうか。

【江口スポーツ振興課企画監】このスポーツツ

ーリズムによる地域活性化の部分で、特に一般

質問でもごう委員からご指摘がありました合宿

の誘致ですね、我々としてはパラスポーツと通

常のスポーツを、ごう委員からもご指摘があり

ましたように分けてあまり考えてはおりません

で、来ていただけるんだったら、もうパラの方

でも非常にウェルカムな姿勢で臨みたいと考え

ております。

そのことについて、気持ちとしてはそうなん

ですけれども、この計画上にどう盛り込んでい

くかということについては、スポーツビジョン

の推進審議会の方でも検討させていただきたい

と思っております。

【ごう委員】ぜひひとつ検討していただきたい

と思います。

例えば、26ページにスポーツとＳＤＧsとい

うところで表記がありますが、この基本方針4
の中には7と16しかＳＤＧｓを当てはめておら

れません。ここに、例えば3番、全ての人に健

康と福祉をとか、10番、人や国の不平等をなく

そうなどが入っていると、少しパラスポーツも

ウェルカムなイメージになるのではないかと思

っておりますので、そのあたりも併せてご検討

いただければと思います。

それと、もう一点ですが、23ページ、プロス

ポーツクラブを活用した地域の活性化というこ

とでＶ・ファーレン長崎や長崎ヴェルカを活用

する方法がいろいろ載っています。

先日、Ｖ・ファーレン長崎の方と少しお話を
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させていただいた際に、Ｖ・ファーレン長崎と

しても社会連携活動、それから社会貢献活動は

積極的に取り組んでいきたいというような思い

を持っていらっしゃいまして、私が障害者施設

の方々と少しおつなぎをさせていただきました。

そうした中で、実は11月1日にはデフサッカー、

聴覚障害者の方々のサッカーの体験会などをス

タジアムで行われたり、講演会を行ったりとい

った活動もされています。

一方では、数年前に知的障害者のサッカーチ

ームの試合をスタジアムで、先にエキシビジョ

ンみたいな感じで行った経験もあるというふう

に伺いました。

今後、地域の活性化の中に、そういった障害

者スポーツとプロスポーツの連携というのも必

要じゃないかと思っております。

例えば、長崎ヴェルカの試合の前に車いすバ

スケットの皆様が何かをするとか、そういった

ことはお考えの中にあるかどうか確認させてく

ださい。

【野口スポーツ振興課長】委員がおっしゃった

ＪＩＦＦにつきましては、私個人的にもお付き

合いをさせていただいていて、元日本代表の北

澤豪さんが多分会長をされておられる団体でご

ざいまして、近々東京に来いと言われていて、

インクルーシブサッカーをということを今提案

されております。

それと、具体的に先ほどのパラリンピックを

今受け入れている中で、島原市が受け入れてお

りますけれども、そのレガシー事業として島原

市が障害者サッカー、ちょっとまだ決まってな

いので計画段階ですけれども、そのイベントを

実施したいというようなお話がございまして、

ＪＩＦＦにご紹介して、何か一緒にできないか

と、協力できないかと。ＪＩＦＦからはインク

ルーシブサッカーの方を言われたんですけど、

ほかにもおっしゃられたとおり、いろんな分野

が幅広くございますので、今後、若者にすごく

いいイメージを与えるというか、勇気を与える

という意味では、島原市と一緒にやっていこう

ということで話をしていますし、当然おっしゃ

られたＶ・ファーレン長崎とか、長崎ヴェルカ

につきましても賛同いただけることが当然ある

と思いますので、彼らの集客力とか、ＰＲ力を

活かして、一緒に取り組めるようなことを今後

検討してまいりたいと考えております。

【ごう委員】課長の前向きなご答弁ありがとう

ございます。ぜひスポーツの活性化、どちらに

とってもいいことだと思います。プロスポーツ

にとってもいいことですし、長崎の県民にとっ

てもいいことなので、ぜひ進めてください。お

願いいたします。ありがとうございます。

【山本(由)委員長】 ここで一旦休憩をとりたい

と思います。

2時55分から再開いたします。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時４５分 休憩 ―

― 午後 ２時５５分 再開 ―

【山本(由)委員長】 会議を再開します。

引き続き、議案外の質問を行います。

【宮島委員】幾つか質問をさせていただきます。

まず、県産品の振興についてご説明をいただ

きましたが、まず、それぞれ県産品の振興につ

いて事業を推進していただいておりますことを

多としたいと思います。

その中で、2つのキャンペーンについてのご

説明がありました。一つはよかもんキャンペー

ン、一つはよかみせキャンペーンであります。

よかもんキャンペーンにつきましては、ご説明
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のとおりに既に第2弾の実施が行われていると

ころでありますが、まずはこのキャンペーンに

ついてのこれまでの実績、そしてまた、今後の

目標についてお聞かせをいただきたいと思いま

す。

また、併せてよかみせキャンペーンの実績に

ついては記載がされておりますけれども、目標

値につきましても確認をさせていただきます。

【長野物産ブランド推進課長】県産品の消費拡

大、回復につなげるためのキャンペーンについ

てのお尋ねでございますけれども、まず、一つ

は、よかもんキャンペーンということで県産品

の割引によるネット販売でございます。12月6
日現在、2つのサイトで今実施しているところ

でございます。一つは物産協会が運営いたしま

すｅ－ながさき旬鮮市場でございます。こちら

の方の売上につきましては、現在、8,500万円と

いう状況でございます。もう一つが、これはお

魚を取り扱っている漁連のサイトでございます

が、これにつきましては1,100万円ということで、

12月6日現在で9,600万円といった状況にござ

います。

この目標につきましては、両サイト合わせて

2億3,500万円を掲げているところでございま

して、半分まではいきませんが、大体そういっ

た状況でございます。

もう一方のよかみせキャンペーンということ

で、こちらにつきましては県内の飲食店に参加

登録をしていただき、その店の食券を買ってい

ただいたら3割相当の県産品を贈るというもの

でございますが、こちらの実績につきましては、

同じく6月1日からの開始で、12月6日現在で

3,100万円といったような状況でございます。

今後の目標としましては、まず、よかみせキ

ャンペーンについては当初から3億円と目標を

設定させていただいているところでございます

が、現状、今ご報告させていただいたとおり非

常に厳しい状況でございます。

ただ、今、様々な飲食に関するキャンペーン

を実施されておりますけれども、引き続き利用

促進、あるいは登録拡大に現在取り組んでいる

ような状況でございます。

【宮島委員】まず、よかもんキャンペーンにつ

きましては、これまでの実績をお答えいただき

ましたけれども、これまでサイトをいろいろ工

夫していただいたりして、その販売促進にご努

力をいただいております。まだ、半分までは至

らないような実績でありますけれども、引き続

き創意工夫をこらしていただきながら推進して

いただきたいと思います。

一方で、よかみせキャンペーンの方につきま

しては、目標額に比べてまだまだ10分の1程度

ということで、大変苦戦をされているような感

じもいたしております。苦戦をしている理由と

いうものを分析されたら、どこにあると思いま

すか。

【長野物産ブランド推進課長】今回のよかみせ

キャンペーンにつきましては、制度設計したの

は4月でございまして、この4月の状況を考えた

場合に外出自粛といった状況の中で、まず紙の

クーポンを配付するといった考え方ではなかな

か事業が進まないといったところから開始して、

今回電子にしたといったような状況でございま

す。

しかしながら、その状況の変化というのは当

然ございまして、ご承知のとおり、今もＧｏＴ

ｏイートのキャンペーンでございますとか、各

市町によるプレミアムの商品券、こういったも

のの発行、そういった中で、やはり参加いただ

いた事業者の皆様にも少しお話をお伺いしたと
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ころでいきますと、やはり金銭的なプレミアで

はなくて県産品をプレゼントしようといったと

ころが、金銭的なプレミアの券の方が直接的で

わかりやすいといったお声はございます。

あと、どうしてもサイトを使うというところ

がございますので、登録作業というのは当然ご

ざいます。そこの部分については私どもの方で

登録作業員といいますか、会計年度任用職員を

雇用いたしまして、登録したいといった店舗に

はそれぞれ回らせていただきながら、課題解決

しながらやっているところでございますけれど

も、そういったお声もございます。

今、様々な飲食に関するキャンペーンをやっ

ている中で、飲食店側としましても、どれに参

加したらいいのかといったものもお感じになら

れているといったところでございまして、一つ

は、電子であればこういった将来に向かって仕

組みとして残っていくんだといった部分や、資

金的な流れといたしまして、先にご購入いただ

くということで、そこにいいメリットがあるん

だといったところをお話させていただきながら、

現在、活動させていただいているところでござ

いますが、やはり紙のクーポンといったところ

は直接的にもわかりやすいといったことで、現

状なかなか進んでいっていないのではないかと

感じているところでございます。

【宮島委員】今、詳しく分析をお聞かせいただ

きましたので、よく理解いたしますが、やはり

苦戦している理由は、一つにはそうした金銭的

なプレミアがないというところが大きいんじゃ

ないかとも感じます。と申しますのも、今行わ

れているいろいろなキャンペーン、ＧｏＴｏイ

ートしかり、あるいはＧｏＴｏトラベルしかり、

また、各地域でやっておられるものもそうでし

ょうし、県でも宿泊のキャンペーンなどもやり

ましたし、そういうものは全て金銭的なプレミ

アがあったがゆえにインセンティブが働いたと

いうところが大きかったのではないかなと。

そういう意味では、当初は、よかみせキャン

ペーンでお店を応援しながら、また一方で県産

品の支援も行いたいという、ある意味一石二鳥

のプロジェクト、計画がうまくいけば、それは

本当によかったなと思うんですけれども、なか

なかそういうふうには現状なっておらずに、二

兎を追うものはというふうになっている部分も

あるんじゃないかという感じもいたします。

しかし、そこでちょっと心配をいたしますの

は、やはり飲食店についての今後、特に、年末

年始、繁忙期であるにも関わらず、この第3波
の到来の影響で、どうしても感染者が余り確認

をされないような長崎でも、その影響というも

のは避けられないような感じがいたします。

特に、今日、県の方から発表されました新型

コロナの対応につきましては、今後、国の分科

会が提言をされている感染リスクが高まるよう

な5つの場面を避けてくださいと。そこには当

然飲酒を伴う懇親会や、あるいは大人数や長時

間に及ぶ飲食というものが入っておりまして、

そうすると、今後、どうしても飲食店への年末

年始の影響というものは避けられないのではな

いかと。そういう意味では県としても、ここは

やっぱり厳しく見て、この飲食店の支援という

ものをどうやって行っていくのかということを

考えていただかなければならないと思います。

したがって、言うように飲食店を応援すると

いうことを、まずは特化して何か対策をとって

いくべきではないかと。これは物産ブランド振

興課長にお答えをいただくのは筋が違いますの

で、部長にお聞かせいただきたいんですが、庁

内で産業労働部などとも協力をしながら、こう
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した飲食店に少し特化をした支援というものを

今後していくべきだと考えますけれども、いか

がでしょうか。

【中﨑文化観光国際部長】コロナ禍を踏まえた

県の政策として、感染症の防止対策と経済対策

をどう両立させていくかというのは非常に難し

いかじ取りだと思っております。

委員ご指摘のとおり、今から忘年会等の繁忙

期を迎える中で、非常に自粛ムードが広がって

いるというのが現状でございますし、私もホテ

ル関係者の皆さんとお話をしますと、先ほど言

いましたように宿泊は少し回復の兆しが出てい

るので、宿泊はいいんだけど宴会が全然伸びて

ないんだよなという声はお聞きしているところ

でございます。

我々としましても、今、我々が忘年会等に出

る時もやっぱり感染対策はとられているかとい

うことを確認のうえでお店を選ぶという傾向も

ございますので、まずはしっかり感染症対策を

とっていただくと。それから、今日、県の方で

少し飲食のマナーみたいなものを県民の皆さん

に呼びかけておりますので、そういうマナーを

守られたうえで、そういう機会があれば、ぜひ

ご活用いただきたいと思っております。

飲食店自体の支援は産業労働部でございます

けれども、その飲食店が使う県産品というのは

当然我々の物産ブランド課が後押ししておりま

すので、産業労働部と連携しながら、現在のよ

うな状況の中でどう皆さんの後押しをしていく

かということについては、また検討してまいり

たいと思っております。

【宮島委員】 ありがとうございます。ぜひ、今

部長がおっしゃったとおり、飲食店については

少し危機感を持って見ていただいて、庁内挙げ

て取組を行っていただきたいと要望しておきた

いと思います。

次に、観光振興基本計画についてお尋ねいた

します。

先ほど観光振興課長から詳しくご説明をいた

だきましたけれども、次期基本計画につきまし

ては、現状を踏まえて、内容の濃いものをよく

取りまとめていただいたということを評価申し

上げたいと思います。

その中で、1つ、2つお聞かせいただきたいの

ですが、まず、3番の（3）に富裕層を満足させ

るサービス、先ほど課長からもご説明がありま

したけれども、この点につきましては、これま

での本県の観光でどのような課題があって、そ

こを克服しようと思っての取組になってきてい

るのか、そこをもう少しお聞かせいただきたい

と思います。

【佐古観光振興課長】申し上げましたようにハ

イグレードなホテルが、今後、順次、開業予定

というのもございますので、富裕層の方に来県

いただくというのが可能性として増えてくると。

もともと本県の課題として、かなり高いレベル

の富裕層の方をご案内できる宿がないというの

は事業者の皆様からもお聞きしているところで

したので、そういったホテルが立地をするとい

うことになれば、可能性はより高まると。

その時に、単にホテルで滞在するということ

だけではなくて、街中に出ていただいて、街中

でもしっかり満足できるサービスを提供して消

費をしていただくということが非常に求められ

ると思っています。

そういう意味では、現状を見渡した時になか

なか、これは少し私どものマーケティングが足

りないとは思いますけれども、富裕層の方がど

ういう体験に満足をされるのか。食みたいな分

野で申し上げれば、ある程度の推測等は働くわ
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けですけれども、それ以外の時間の過ごし方、

どういったものが好まれるのか、このあたりは

現状ではっきり方針が見えているわけではない

んですけれども、ここはしっかりいろんなマー

ケティング等進めながら、本県の強みでありま

す自然ですとか、歴史的なもの、あるいは、も

しかしたら地域の普通の生業をされている住民

の方との交流、そういったものも好まれるかも

しれませんし、いろんな可能性を探りながら、

短い期間の中でそういうサービスのつくり込み

というのを進めてまいりたいと思っております。

【宮島委員】今お話のとおりに分析を進めてい

ただいて、特に、それぞれの県内の地域、地域

の特性を活かした形での底上げが何かできない

ものかなと思いますので、ぜひそのこともお願

いを申し上げたいと思います。

それと5番の（5）にありますクルーズ船の関

係でありますけれども、前の基本計画の中では

クルーズ船の誘致と受入体制の強化だけが書い

てありましたけれども、今回新たに経済的な効

果を高める取組だと記載をいただいております。

これは非常に私はよかったなと思いますし、こ

れまでどちらかと言えば、クルーズ船について

は寄港した船の数に注目をされておりましたが、

それだとやはり事業の達成度としては半分。や

はり入ってきてもらって、それがいかにこの地

域に経済効果を生むか、ここまで十分に取り込

みをやってこそ、この事業というものが十分に

効果を発揮するものだというふうにこれまでも

考えておりましたので、そういう意味からは非

常によかったなと考えております。

そこで、これまで経済効果というものをある

程度数字として把握をしておられたのか、その

点についてお聞かせをいただきたいと思います。

【佐々野国際観光振興室長】経済効果につきま

しては、消費単価と入港してきました乗客の数、

これを計算しまして消費額ということで把握は

しております。令和元年でいきますと、乗客が

74万5,000人程度、それに一人あたりの消費額

を2万円ということで、これは国が使っている

金額ですけれども、これを乗じて約149億円と

いうことになります。これに加えまして、県と

して独自で経済効果を高める取組ということで

広域周遊対策、それから県産品の消費につなが

るような取組、これは船に食材として県産品を

納入する、それから県産品を乗客の方に買って

いただくということで、昨年、試行的に県内に

中国のチャーター旅行社が参画して事業所を設

置した会社がありまして、そこがテスト的に船

に乗る前にネットで商品を注文して、寄港後に、

商品を受け取って帰るという仕組みの中に県産

品を扱っていただくような取組を行っておりま

す。

本来であれば、今年度、本格的にスタートす

る予定だったんですけれども、新型コロナとい

うことで国際クルーズが今止まっておりますの

で、再開後に向けて、またこういった取組は続

けていきたいと考えております。

もう一つは、県内に宿泊を伴う発着クルーズ

の誘致ということで取り組んでおります。国際

クルーズにつきましては、先ほど言いましたよ

うに新型コロナウイルスの関係で再開ができま

せんけれども、10月末から全国で初めて佐世保

に、にっぽん丸が入って国内クルーズがスター

トしておりますので、国内クルーズの国内の船

社に対して、長崎県内の港への寄港と併せて、

発着クルーズの商品造成についても働きかけて

いきたいと考えております。

【宮島委員】 単価が2万円というのは少しざっ

くりした感じもしますので、今回、次期基本計
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画の中でも重点評価指標としてクルーズの入港

数が掲げられておりますけれども、できればこ

こに経済効果というものも目標値に掲げていた

だいたらどうか。そういう意味でも、今後、ク

ルーズのお客様がどのような経済活動をこの寄

港地でやるかというのを少し追っていただいて、

その辺をしっかりしていただいて、経済効果と

いうものを少し正確に出していただきたいとい

うことを要望しておきたいと思います。

いずれにいたしましても、今、おっしゃった

ようにクルーズ船につきましてはしばらく猶予

が出てきたということもあるので、この間にし

っかりと取組を充実していただいて、申しまし

たとおりに、地元をただ単に素通りするだけで

はなくて、クルーズ船が来て皆さん方がよかっ

たなと、潤ったなということを感じていただく

ような施策を充実していただきたいと要望して、

今後のこの基本計画の推進に期待をいたしたい

と思います。ありがとうございます。

【山本(由)委員長】 ほかにいかがでしょうか。

【溝口委員】 一つだけ通告していましたので、

令和3年度の重点施策についてお尋ねします。

部長説明の中で、主な施策としては「各地域

における新たなプロジェクトの進展に合わせて、

本県を訪れる多くの方々に感動を持ち帰ってい

ただく」という文面があるんですけれども、そ

の感動を持ち帰っていただく具体的な施策につ

いてお尋ねしたいと思います。

【佐古観光振興課長】重点戦略の案としてお示

ししている中で、庁内の関係課との調整が完全

に終わらずに、この資料の中に入れ込めてない

んですけれども、今、観光振興課の方で来年度

に向けて検討しておりますのは、観光まちづく

りをこれまで以上に強く支援をしていきたいと

いうことで、具体的には21世紀まちづくり補助

金というのが従来からございますけれども、そ

れの活用を少し規模を大きくする。あるいは、

各地域でしっかり感動を持ち帰っていただける

ようなまちづくりを進めていただくための人的

な支援、そういったことも含めて今検討をして

おります。まだ調整が未了で本日の案には盛り

込めておりませんけれども、そういった方向性

の事業を考えておりますので、引き続き委員会

にもご相談してまいりたいと考えております。

【溝口委員】 わかりました。今、調整中という

ことですね。

ただ、今回、食の充実や訪れる方々に訪れて

みたくなる体験ということでメニューの開発と

いうことになっているんですけれども、このこ

とについてはどのように考えているんですか。

【佐古観光振興課長】 今考えておりますのは、

やはり本県の特色だと考えております食の部分

です。食の部分を地域の皆様、単に観光事業者

だけではなくて、飲食店の皆様と連携して、し

っかり地域全体で付加価値を上げていくという

ような取組、異業種の方が連携して取り組んで

いただく際に、そこの支援を少し厚くするとか、

これは一つの例でございますけれども、そうい

ったことを考えているところでございます。

【溝口委員】食というと、長崎県はおいしいも

のがたくさんあるんですけれども、特に、長崎

ちゃんぽんとか言われていても、よそから、中

国から商標を取られるとか、そういう形の中に

あると聞いております。ラーメン大会とか全国

大会がありますよね。長崎県の食を何かの形で

ＰＲするための大会とか、そういうのは全然考

えていないんですか。

【長野物産ブランド推進課長】食というところ

に関連して、我々食材を扱っている物産ブラン

ド推進課としてお答えさせていただきたいと思
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うんですが、食材について我々はブランド化を

進めてきたところでございますけれども、そう

いった食に関しての大会を誘致するとか、そう

いうものの開催ということについては、来年度

具体的な事業として考えてはいないという状況

でございます。

ただ、食に関しましては、今後、非常に重要

なコンテンツの一つだというふうに考えており

まして、我々も食材だけの提供だけではなくて、

少し食を意識して、地元の調理師会の方々、グ

レードアップネットワークを代表するホテルの

方々、そういった方々と連携しながら、我々が

扱っている食材を食としてデザインしていただ

きながら、情報発信やＰＲといったものに取り

組んではいきたいと考えているところでござい

ます。

【溝口委員】 わかりました。ただ、食材という

のが食べてみないとわからないからですね。だ

から、その宣伝をするのにどのような形でやっ

ていくかということで、百貨店やスーパー、ホ

テルでの長崎フェアというのをやりながらとい

うことですけれども、やはり地元でそれを宣伝

していかないと、長崎を魅力的に感じて来ると

いうことはないんじゃないかと思うんですけれ

ども、その辺についての今後の取組ですね。先

ほど言われたのでいいですけれども、ぜひこの

食について、魅力を感じるようなものを何か形

をつくっていただきたいと思っているんですけ

れども、今回の3年度の計画というか、施策の

中では魅力あるまちづくりを推進していくとい

うのが一つの課題になっていると思うんですね。

この魅力ある観光まちづくりということですが、

文化観光国際部の方でどのように全体的に取り

組んでいくかというと、やはり私は観光が中心

になっていくんじゃないかと思うんですね。だ

から、その辺について部長の考え方を聞かせて

いただきたいと思います。

【中﨑文化観光国際部長】この重点戦略を構築

するに当たっては、やっぱりコロナの影響も考

えました。アフターコロナ、ウイズコロナを考

えますと、今後、国内客もインバウンドも団体

から個人への動きが一層加速されてくると思い

ます。そうすると、求められるのは、本当にそ

の地域でしか得られないようなリアルな感動体

験だと思っております。それには歴史や文化、

今委員ご指摘の食もあると思います。体験もあ

ると思います。そういった地域ならではの魅力

をしっかりと磨き上げていく観光まちづくり、

これについてはこれまで以上に取り組んでまい

りたいと思っているところでございます。

取組に当たっては、今いろいろ施策を挙げて

いるんですけれども、我々は文化観光国際部で

ございます。一つの部に文化、観光、国際、さ

らに物産、スポーツもございます。こういった

長崎の本当に強みであるコンテンツが一つの部

にあるというのは、多分ほかの県にはあまりな

いと思います。ちょうど発足して今年度が10年
目でございますので、ぜひこういったコンテン

ツの魅力を結集して、いかに情報発信していく

か。今、各課の施策で挙げていますけれども、

私がよく各課の皆さんと話をするのも、できる

だけ各課の施策がばらばらにならないように、

そして、それが相乗効果を上げるようにという

ような話をしております。

ですから、先ほどずっと課長が答弁しており

ますけれども、文化観光推進法による施設の磨

き上げであるとか、あるいは食の魅力の発信で

あるとか、あるいはスポーツツーリズムとか、

それぞれのコンテンツは各課が窓口になってい

ますけれども、それを、いわゆる他の課が持っ
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ているところとしっかり合わせもって、魅力を

しっかりと最大限発揮して、そして観光客の皆

さんに提供していくというのがすごく大事だと

思っています。それを「観光まちづくり」とい

う言葉で今回表現させてもらっていますけれど

も、そういった思いで、ぜひ部の総合力を活か

しながら、非常にコロナで大変な状況ではござ

いますけれども、部一丸となって乗り切ってま

いりたいと思っております。

【溝口委員】わかりました。やはり中心となる

部が文化観光国際部じゃないかと思っているん

ですよ、この魅力ある観光まちづくりというの

はですね。それをいろいろな方々と話し合いを

しながら、だから、ぜひ部が一体となってその

考え方を、各課それぞれあるかと思いますけれ

ども、他の部とも一緒になって、ぜひ魅力ある

観光まちづくりをしていただきたいと思ってお

ります。

それから、観光といったらクルーズ船関係が

今年からぱったりと止まっているということで、

大変大きな問題と思うんですけれども、その再

開について、どのような形を考えているのか、

お尋ねしたいと思います。

【佐々野国際観光振興室長】先ほど国内クルー

ズにつきましては10月末から再開していると

申し上げましたけれども、国際クルーズにつき

ましては、今、国の方でガイドラインを策定し

ているということもありまして、全国的にまだ

国際クルーズを受け入れるという状況にはなっ

ておりません。

そういった中で、土木部の方で港湾管理条例

も改正をされて、受入環境の整備に向けた協議

会も立ち上げて、今後、受け入れに向けて準備

をしていくということになっておりますので、

国際的な人の動きができた段階で、ほかに遅れ

をとらないような形で取組を進めていきたいと

考えております。

【溝口委員】国の方でガイドラインについての

話し合いがまだ済んでいないということは、国

としてはそこを早く進めていこうという気はな

いんですかね。

【佐々野国際観光振興室長】国としても受け入

れに向けて検討は進められているんですけれど

も、新型コロナウイルスの感染というところが

ありますので、今、ワクチンの開発という動き

もありますけれども、そういった国際ルールを

踏まえて再開というふうになっていくのかなと

考えております。

【溝口委員】先ほどの「ながさきスポーツビジ

ョン」なんですけれども、生涯スポーツの推進

ということで基本方針の1番になっているんで

すけれども、やはり県民の皆様方にこのスポー

ツのよさというのをわかっていただかないとい

けないと思うんです。スポーツ活動への参加の

促進という形の中で、（2）にスポーツ活動へ

の参加促進に向けた普及・啓発ということで載

っているんですけれども、どのように県民の

方々に伝えていこうとしているのかお尋ねした

いと思います。

【野口スポーツ振興課長】これにつきましては、

私ども体育保健課とか、地域のスポーツを担う

ところ、県のスポーツ協会とも連携したり、そ

れから競技団体の方々とも常日頃から情報交換

をしております。

スポーツツーリズムの話も先ほどからしてい

ますけれども、スポーツツーリズムを受け入れ

るにおいては、県内の競技団体の皆様のご協力

がないと受け入れが難しいということがござい

ます。ですから、スポーツツーリズム、それか

ら県民のスポーツ振興をしっかりやっていかな
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いと、ボランティアを集めたり、競技を受け入

れるにおいても非常に厳しいということで、各

競技団体と対話をしっかり進めていくというこ

とで、まずは一つ取組として実施しております。

それから、先ほどからちょっと申し上げてい

ます総合型地域スポーツクラブ、これの認知度

を上げることで、県民のできるだけ多くの方が

スポーツに親しむ、スポーツを身近に感じるよ

うな機会を提供していく。それと先ほど言った

プロスポーツクラブを応援することでスポーツ

を生活の一部として感じていただく。そういう

スポーツに親しむことで自分も体を動かしてみ

たいと、そういう相乗効果ももたらすようなこ

とはできないかということで、地域スポーツの

発信を総合的にそういう観点から推進していき

たいと考えているところでございます。

【溝口委員】ただ、やはり県民の皆様方にスポ

ーツのすばらしさというのを普及・啓発してい

くためには、県だけではどうにもならないと思

うんですよね。市町との関係はどのようにつく

っていこうとしているのか、お尋ねしたいと思

います。

【野口スポーツ振興課長】現在、市町との連携

に関して具体的に進めていることは、スポーツ

コミッションで地域連絡会議というようなもの

を実施しておりまして、地域の基本的にはツー

リズム中心なんですけれども、その地域地域の

スポーツをどういうふうに進めていくかという

ことを、各市や町を訪問いたしまして、そこで

関係する市町の職員と、それから競技団体の方、

観光関係者等を一緒に集めた形でどういうふう

に市町のスポーツを振興していくかという会議

をするという取組を今実施しております。

【溝口委員】 わかりました。

ただ、私は、せっかくスポーツビジョンが県

の方でできているわけですから、そのことにつ

いて、市町にしてもこれを基本として市町のそ

ういうスポーツビジョンをつくる必要があるん

じゃないかと思うんですけれども、県の方とし

て指導的なことはやらないのかどうか、お尋ね

したいと思います。

【野口スポーツ振興課長】 おっしゃるとおり、

現在、地域計画を同じスポーツビジョンを持っ

ておられる自治体が非常に少ない状況でござい

ます。長崎市と西海市と島原市ですか、現在あ

ると思いますけれども。佐世保市が新たに来年

度計画をつくりたいということをおっしゃられ

て、実は宮島委員から本会議でもそういうお話

がありましたので、委員の質問があった翌日に、

早速佐世保市を訪問いたしまして、佐世保市の

職員と話して、そういう計画をつくるのであれ

ば、一緒に我々も参画してつくっていきたいと

いうお話はさせていただいています。

自治体ごとに少し温度差がまだあります。ス

ポーツだけの計画をつくって推進していくに当

たってどういう取組をしたらいいかということ

を、多分私どもができるだけこのスポーツビジ

ョンとかで範を示すことで、これに基づいて皆

さんも一緒にやっていきましょうというような

声かけをしっかり進めていきたいというところ

から始めていきたいと思っております。

【溝口委員】ただ、やはり県の方が最初につく

って下におりていくというのが今は普通になっ

ているんですけれども、本当はこういうすばら

しいビジョンができたなら、やっぱり各市町に

おいてもつくって、県民全体としてそういう機

運が高まるように、そうすることが県民に対す

る普及啓発になっていくんじゃないかと思うん

ですけれども、そのことについてもう一度お尋

ねしたいと思います。
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【野口スポーツ振興課長】委員ご指摘のとおり

の取組というのがあれば非常にすばらしいこと

だと思います。

今、非常に悩ましいことで現実的な話を申し

上げますと、市町においても観光というか、ツ

ーリズムの視点でのスポーツと、合宿や大会を

誘致されるところ、多分そこが私どものカウン

ターパートナーとなるんですけれども、そこと

生涯スポーツ部門として地域住民のスポーツを

考える部門と両方ございまして、そちらを上手

に連携させていくことがなかなか、正直言って

ハードルがある部分も少しございます。

例えば、我々がいつも実際に悩んでいるのが、

スポーツツーリズムで県外からの合宿・大会を

誘致するにおいて、その施設を通常は市民、町

民が利用されておられる。そこに外から競技者

を連れてくるということに関して非常に抵抗が

あるという兼ね合いもございます。こういうバ

ランスをどうとっていくかということ、その中

で地域振興の面でどちらがメリットがあるかと

いうことと、それから、例えば離島とかであれ

ば、自然環境の中での基礎トレーニング、浜辺

でのトレーニングとか、交通量が少ない中で道

路を使ってランニングをしたりということに関

しても意義を感じていただけるようなチームも

ございますので、そういったところはそういう

強みを活かして進めていくということもござい

ますし、それから今、サイクルツーリズムとい

う話をこのビジョンの中でもしておりますけれ

ども、これに関しては県内の至るところで、ス

ポーツと観光の両方の視点からいろんな可能性

があるんじゃなかろうかということで、これに

ついて特に全体のスポーツ振興計画という形に

はなりませんけれども、推進計画とか、推進し

ていく方向性というのを各自治体にできるだけ

意識を持っていただくような取組というのを現

在進めているところでございます。

【溝口委員】わかりました。ぜひ県民がそろっ

て参加できるような取組をしていただきたいと、

このように思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。

先ほどの観光基本計画のところで、17ページ

です。長崎県観光課題の整理ということで、次

の施策を推進していきますということですけれ

ども、「多様な関係者を巻き込みつつ『観光ま

ちづくり』の現場を効率的に動かしていくため

の人材の確保・育成」ということですけれども、

これをどのように具体的にやっていこうとして

いるのかお尋ねしたいと思います。

【佐古観光振興課長】まだ、現時点では検討中

の案ということでございますけれども、私ども

県の職員の場合、地域の観光まちづくりを支援

するということに取り組んでいるんですが、ど

うしても数年で異動していくと。一方で地域の

カウンターパートの方、観光協会の方というの

は大体常に同じ方、市町の職員についても観光

の経験が長い方というのがいらっしゃいます。

そういう意味で言うと、県職員の場合がしっか

り腰を据えて地域と一緒に観光まちづくりを考

えていくというところが少し弱いのかなという

課題認識を持っておりますので、県職員以外の、

例えば外部の人材を活用して、地域が抱える課

題の解決にアドバイスをいただくという形、そ

のアドバイスをしていくことで、いわゆるОＪ

Ｔと申しますか、従来いらっしゃる地域の人材

の方のスキルアップにもつなげていきたいと、

そういうことを今検討しているところでござい

ます。

【溝口委員】一応、観光のまちづくりという形

の中では、人材の確保・育成というのが大事に
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なってくると思うんです。特に、世界遺産関係

においては、そこできれいに説明できるような

人たちをある程度育成していかないといけない

んじゃないかと思いますので、この人材育成に

ついてはしっかりとした施策を講じてやってい

ただきたいと、このように思っております。よ

ろしくお願いいたします。

【山本(由)委員長】 委員長を交代します。

【久保田副委員長】 委員長、どうぞ。

【山本(由)委員長】 私から2項目お願いします。

一般質問の続きになるんですけれども、観光の

付加価値の向上についてということで、先ほど

来、重点戦略にもかなり出てきているんですけ

れども、現下、コロナ禍がなかなか収束のめど

が立たない中で、売上とか利益を確保していく

には客単価のアップと、それも単なる値上げで

はなくて、価格合理性のある単価のアップによ

って付加価値を高める必要があると思うんです

けれども、県における付加価値の向上について

の考え方、これまでどういう取組をしてきたか、

そして、今後、どういう支援をしていこうとさ

れているのかというのを改めてお尋ねします。

【佐古観光振興課長】これはコロナ対策ではご

ざいますけれども、現在取り組んでおりますの

が9月補正で措置をいたしました宿泊施設のグ

レードアップ事業、これはどうしても観光客の

方が県内でサービスに対してお金を支払われる

というところは宿泊施設が一つの拠点になりま

すので、この宿泊施設の魅力というものをいか

に高めて、満足していただいて、しっかりした

対価をお支払いいただくと、そういう意味でこ

の事業を今後を見据えて取り組んでいるところ

です。

現在、採択は終わっておりますけれども、い

ろんな事業者の方から事業計画の提出を受けま

して、例えばですけれども、露天風呂付きの客

室の改修とか、あるいは2部屋あったものを1部
屋に改修してグレードの高い部屋にするといっ

た様々な取組を出していただいて、この事業の

要件としましては、平均客室単価を従来よりも

5％引き上げていただくということを要件にし

ております。そういうところで、まずは観光の

拠点になる宿泊施設での付加価値向上というの

は図ってまいりたいと考えております。

それから、やはり宿以外の部分で、先ほどの

答弁の少し繰り返しにもなりますけれども、宿

以外の部分でいかにサービスを提供して、滞在

する時間を提供して、その対価をお支払いいた

だくかというところが付加価値向上につながっ

てまいりますので、宿泊施設以外の地域の様々

な事業者の方と連携して、体験型のコンテンツ

を新たにつくっていただくとか、そういったと

ころをまちづくり補助金の中でも来年度以降は

少し手厚く支援をしてまいりたいと考えている

ところでございます。

【山本(由)委員長】 先ほど山田(朋)委員からも

ご紹介がありましたけれども、先日、この委員

会で島原観光ビューローの視察をしました。同

社はご承知のとおり、もともとは島原の観光協

会4団体が統合している観光協会ではあるんで

すけれども、株式会社でもあると。そして、長

崎県で3つ目の正式なＤМОでもあるわけです

ね。いわゆるまちづくりもやっていくという会

社で、そこがまず観光施設のバリアフリー化を

すること、周遊バスを使って二次交通対策をす

ること、まちの中をフリーWi-Fi化すること、

案内板を多言語化すること、それから外国人案

内所の設置をするという形で、まずインフラを

次々と整備をしていったと。そこからこのイン

フラを使った案内板にＱＲコードを付けて、そ
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れにさらにこの間少し体験しましたけれども、

ＶＲを組み合わせて、お城に上らなくてもお城

の観光とかしない観光ができるような形で、い

わゆるソフトバリアフリーの取組も構築をして

いると。まず、インフラを整備して商品をつく

って、それにユニバーサルツーリズムであった

り、インバウンドであったりという形で、それ

に対応できるような形でずっと商品を転用した

り、拡張したりして、満足度や付加価値を向上

するというような取組をしています。

実はこの取組にも21世紀まちづくり推進補

助金が入っているんですけれども、こうした大

変有用な、まちづくりとしても一つの観光施設

としても非常に付加価値を上げる取組をしてい

ると思いますので、こうした取組について引き

続き、21世紀まちづくり補助金はどうしても予

算の関係があるので、金額的にも大きなものは

出せないということもありますけれども、着実

に支援をしていただいて、あと国等のそういっ

た補助金も組み合わせて、引き続きご支援をい

ただきたいと思います。これは要望にしておき

ます。よろしくお願いします。

もう一点、「日本橋 長崎館」についてですが、

「日本橋 長崎館」は長崎県の歴史や文化、自然、

食の魅力を総合的に発信すると。そして、県内

市町や団体と連携して県産品のブランド化とい

うのを図り、長崎県への誘客を図るということ

で2016年3月にオープンして、間もなく5年とい

うことになるんですけれども、この5年間につ

いて、こうした目的に対して「日本橋 長崎館」

は期待していた成果を上げているのか。まず県

の評価をお聞かせください。

【長野物産ブランド推進課長】 「日本橋 長崎

館」のこれまでの取組に対する評価でございま

す。

これまで平成28年に開設以降、来館者数は

年々増加しておりまして、前回の議会でもご報

告させていただいたとおり、令和元年度末で累

計約200万人に来場いただき、売上といったと

ころでも徐々に増加している状況でございまし

て、多くの県内事業者にとって首都圏における

販売ＰＲの拠点ということで、日本橋 長崎館に

おける情報発信機能といったところでは一定の

成果を上げてきているのではないかと考えてい

るところでございます。

また、先ほどの観光の面でも観光コーナーを

設けまして、相談数についても増加していると

いった状況で、県産品とか観光といった本県の

魅力というのをしっかり首都圏の方にもお伝え

し、来県いただいているといったお声もござい

ますし、来県いただいた後にお礼にまた来られ

るといった動きもあるといったところで、観光

のコーナーといった部分でも一定情報発信機能

としては役割を果たしているのではないかと思

っております。

もう一方、情報受信の機能でございますけれ

ども、「日本橋 長崎館」では、首都圏のそうい

った情報をしっかり収集して、バイヤーの方々

のご意見、そういったものを踏まえたり、ある

いは消費者の意見をくみ取りながら、県内事業

者の実際の商品の改良、開発といったものにつ

なげていく機能も当然ございますけれども、そ

ういった機能についても実績としては商品改良

の事例ですとか、拡大の事例は当然ございます。

ただ、一方で今回出店いただいている事業者

や市町の意見、そういった方々にご意見を伺っ

たところ、やはりまだまだ情報の受信、首都圏

での情報のフィードバックという意味では、も

っと商談機会につながるような機会の充実や消

費者の情報のくみ上げといったところをもっと
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やってほしいというお声がございます。そうい

った意味では、情報受信機能としてはまだまだ

見直す余地が当然あろうかと思っているところ

でございます。

こういったところを踏まえまして、来年度以

降も「日本橋 長崎館」は運営をしていきたいと

考えておりますけれども、そういった情報発信

機能に加えて、情報受信機能として様々な取組

を加えながらやっていきたいと考えているとこ

ろでございます。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

私は、前、一般質問でも言ったんですけれども、

「日本橋 長崎館」という場所の問題なんですけ

れども、日本橋は平日8万人以上が働いている

いわゆるオフィス街、ビジネス街であると。休

日については全国からそれ以上に人が集まる、

高島屋とか、そういったものが全部集積してい

ますので、日本最大級の商圏を持つ場所にある

んじゃないかと。

長崎県につきましては、これも以前に紹介し

ましたけれども、ブランド総合研究所の都道府

県魅力度ランキング、今年は11位ですけれども、

大体おおむね全国で10位以内ということで、非

常にブランド力を持っていると。この立地があ

る、それからブランド力というのを考えた時に、

正直言いまして、私はまだ現状に物足りないと

いうのを感じています。特に、近隣とか、周辺

のビジネスパーソンと言われている人たちをど

の程度取り込めているのかというところに疑問

がありまして、そこで働いている彼ら、彼女ら

は比較的時間もお金もあって、それから物販や

観光でも非常に期待できる層ではないかと。そ

して、ＳＮＳ等の情報発信力も高いんじゃない

かと考えているんですけれども、こうしたビジ

ネスパーソンへどういうふうにアプローチをし

ているのか、また、それについて効果を上げて

いるのか、その点についてご答弁をお願いしま

す。

【長野物産ブランド推進課長】物産を扱うキー

パーソンへのアプローチのお尋ねでございます

けれども、東京には東京観光物産センターとし

て本県の東京事務所の中に職員を設け、実際首

都圏において活動していただいているといった

状況でございます。

ただ、そういった首都圏において、バイヤー

であるとか、ビジネスパーソンといったところ

については、これまでも（発言する者あり）

【山本(由)委員長】 ビジネスパーソンという言

葉が適切じゃなかった、いわゆるそこで働くビ

ジネスマンやビジネスウーマン、オフィス街で

働く人たちに対してどういうアプローチをして

いるのかということです。

【長野物産ブランド推進課長】失礼いたしまし

た。

「日本橋 長崎館」の建物、ビルについては、

当然民間の企業も入居されておりますので、そ

ういった方々に対しては、当然日本橋 長崎館の

方から、例えばお弁当等を販売していることや、

今はコロナ禍の中でなかなかできないんですが、

福利厚生の一環としてそういった会社の方々の

ところに出向いていって実際に物産を売ったり

といった活動をしていただいている状況でござ

います。

その他、首都圏の中でも数か所、そういった

ご依頼というのがございますので、「日本橋 長

崎館」から会社に実際にお昼休みなどに出向い

て行って長崎県産品の販売といったようなこと

もやらせていただいているという状況でござい

ます。

【山本(由)委員長】 先ほど、来年4月以降の運
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営事業者の公募を行っているというお話があり

ました。募集要項を見ると、申込期間というの

は既に終了しているようですけれども、現在の

申し込み状況はどうなっていますか。

【長野物産ブランド推進課長】現在、運営事業

者の公募については締め切っておりまして、12
月中旬に選定作業を行うこととしております。

実際、今、応募者としましては2者の方から企

画提案書が提出されております。

【山本(由)委員長】 今回の募集要領というのを

見ると、委託期間というのは1年になっていて、

その後最大5年まで、いわゆる年度で更新がで

きるということになっているんですけれども、

これまで、当初2年間、A者というところがやっ

ていた。今、3年間はデイ・ナイトというとこ

ろがやっている。この2者についても契約とし

てはもともと1年契約で、最長5年までできるよ

うな契約だったのか。だとすると、最初が2年
間、今回が3年間ということであると、そこに

何か事情があったのか、そこについてお尋ねを

したいと思います。

【長野物産ブランド推進課長】今までの運営事

業者につきましても1年更新というような形で

一定の期間を設けて募集をしているといった状

況でございます。最初のノムラデベロップメン

トという会社でございますけれども、そこにつ

きましてはまずは3年間ということで、それも1
年間の更新という形での契約。次のデイ・ナイ

トにつきましては、今回の更新の時期も見据え

たところでの契約、両方とも3年間で1年更新と

いう形で募集をさせていただいたところでござ

います。

【山本(由)委員長】 要は、私が言いたいのは、

5年間契約できたんじゃないか。それを過去の2
者については途中で更新をしなかったんじゃな

いかというふうに理解していたものですから、

違っていればそのようにおっしゃっていただけ

ればいいんです。結局、最大5年間更新できる

んだけれども、2年で終わって次の事業者にな

ったと。今回についても、今、多分3年目だと

思うんですけれども、そこで募集をかけられる

ということは、4年目の更新はされてないとい

うふうに感じたんですけれども、何か理由があ

るんですかということをお聞きしています。

【長野物産ブランド推進課長】最初に請け負っ

ていただいた事業者については、今回、5年間

の間で2者、実際運営事業者として運営をいた

だいたといった状況でございます。最初の運営

事業者と運営をしていく中で、様々な協議して

いく中で、我々としても少し鮮魚を扱いたいと

いうことで、その事業者ともいろいろな協議を

重ねましたが、なかなか取り扱いが難しいとい

うようなお話もございまして募集に至ったとい

った経過がございます。

そういった意味では、我々が事業者と話し合

いをしながら、運営していく考え方の中で、な

かなかそういった方向にいかないという状況の

中で、前回は再度公募を行ったといった経緯が

ございます。

【山本(由)委員長】 私は、「日本橋 長崎館」、

もちろん成果を上げている部分はあると思うん

ですが、まだいろいろ問題があるんじゃないか

と思っていて、運営事業者との関係というとこ

ろに問題があるんじゃないかと感じています。

要は、「日本橋 長崎館」の目的に沿った、目

に見える具体的な成果を上げられるのか。それ

からターゲットを明らかにして、何よりも運営

方針を、県の運営方針と運営事業者が共有をし

て、それに向かってできるだけ長期間一緒にや

るような形で、今回、応募されているというこ
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とですから、今後、選考される、それから、そ

こで打ち合わせをして協定等を結ばれるという

ことかと思いますので、どうしても商品が長崎

県に関わるものを売ってくださいとか、そうい

うことになりますので、単純に利益だけを上げ

ることは難しいのかもしれないんですけれども、

結局、家賃とか共益費も一応県の方が全部出す

ということになりますから、事業者としては自

分のところの人件費であるとか、それでやれる

ような環境にあるわけですから、条件は決して

悪くないと思いますので、ぜひそういったとこ

ろを運営事業者と共有をしていただいて、当初

の目的が達成できるように取り組んでいただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いします。

以上です。

【久保田副委員長】 委員長を交代します。

【山本(由)委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、文化観光国際部関係の審査結

果について整理したいと思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ３時５０分 休憩 ―

― 午後 ３時５０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

以上で、文化観光国際部関係の審査を終了い

たします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、県民生活環境部関係の

審査を行います。

本日はこれをもって散会します。

お疲れ様でした。

― 午後 ３時５１分 散会 ―
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第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年１２月１０日

自   午前１０時５８分

至   午後 ２時４７分

於   委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 山本 由夫 君

副委員長（副会長） 久保田将誠 君

委 員 田中 愛国 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 徳永 達也 君

〃 山田 朋子 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 宮島 大典 君

〃 宮本 法広 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、県側出席者の氏名

県民生活環境部長 宮﨑 浩善 君

県民生活環境部次長 田中紀久美 君

次長兼地域環境課長 重野  哲 君

県民生活環境課長 本多 敏博 君

男女参画・女性
活 躍 推 進 室 長

有吉佳代子 君

人権・同和対策課長 丸田 哲久 君

交通・地域安全課長 永尾 俊之 君

統計課長（参事監） 笠山 浩昭 君

生 活 衛 生 課 長 嘉村 敏徳 君

食品安全・消費生活課長 峰松美津子 君

水環境対策課長 本田喜久雄 君

資源循環推進課長 吉原 直樹 君

自 然 環 境 課 長 石川 拓哉 君

交 通 局 長 太田 彰幸 君

管 理 部 長 安藝雄一朗 君

営 業 部 長 濵口  清 君

経営戦略室長（参事） 柿原 幸記 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時５８分 開議 ―

【山本(由)委員長】 おはようございます。委員

会及び分科会を再開いたします。

これより、県民生活環境部関係の審査を行い

ます。

分科会に入ります前に、委員の皆様にお諮り

します。

本日審査を行う第122号議案「令和2年度長崎

県一般会計補正予算（第9号）」と委員会付託

議案である第128号議案「自然公園内県営公園

施設条例の一部を改正する条例」及び146号議

案乃至148号議案「公の施設の指定管理者の指

定について」は関連があることから、まず、予

算議案、第128号議案及び第146号議案乃至第

148号議案についての説明を受け、一括して質

疑を行い、その後、予算議案についての討論・

採決を行うこととします。そして、委員会再開

後、第128号議案及び第146号議案乃至第148号
議案についての討論・採決を行うこととしたい

と存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、そのように進め
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させていただきます。

【山本(由)分科会長】 それでは、まず、分科会

による審査を行います。

県民生活環境部長より、予算議案、第128号
議案及び第146号議案乃至第148号議案につい

て説明を求めます。

【宮﨑県民生活環境部長】おはようございます。

県民生活環境部の「予算決算委員会環境生活建

設分科会関係議案説明資料」及び別冊でお配り

しております「追加1」をお開きください。

県民生活環境部関係の議案についてご説明い

たします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第122号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第9号）」のうち関係部分、第126号議案「令

和2年度長崎県流域下水道事業会計補正予算

（第1号）」、第156号議案「令和2年度長崎県

一般会計補正予算（第10号）」のうち関係部分、

第158号議案「令和2年度長崎県流域下水道事業

会計補正予算（第2号）」の4件であります。

第122号議案、第126号議案の歳入歳出予算に

つきましては、職員給与費関係既定予算の過不

足の調整に要する経費、第156号議案、第158
号議案の歳出予算につきましては、職員の給与

改定に要する経費であり、内容につきましては、

記載のとおりであります。

次に、「予算決算委員会環境生活建設分科会

関係議案説明資料」の2ページをご覧ください。

第122号議案のうち債務負担につきましては、

県有施設の指定管理者の指定に伴い、管理運営

負担金に係る経費を計上いたしております。な

お、本議案と関連する第128号議案「自然公園

内県営公園施設条例の一部を改正する条例」、

第146号議案、第147号議案並びに第148号議案

の「公の施設の指定管理者の指定について」は、

所管の各課長から補足説明をさせていただきた

いと存じます。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願いいたします。

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。

次に、県民生活環境課長より補足説明を求め

ます。

【本多県民生活環境課長】説明に入らせていた

だきます前に、大変申し訳ございませんが、資

料の訂正をさせていただきたいと存じます。

お手元にお配りしている資料の中で、「環境

生活建設委員会補足説明資料1～4」と表紙に書

いてある資料があると思いますので、それをご

用意いただければと思います。この資料に基づ

きまして、これから順次補足説明をさせていた

だくようにしておりますけれども、その資料の

表紙の裏のページをご覧いただきたいと思いま

す。そこに目次として書いておりまして、その

一番下の補足説明資料4の「公の施設の指定管

理者の指定について」の所管課が「生活衛生課」

と記載をしておりますけれども、これは誤りで

ございまして、正しくは「自然環境課」でござ

いますので、大変申し訳ございませんが、お詫

びして訂正をさせていただきます。

それでは、第146号議案「公の施設の指定管

理者の指定について」補足説明をさせていただ

きます。

資料に「補足2」とインデックスが貼ってあ

るかと思いますので、資料をご覧いただきたい

と思います。

本議案は、県民ボランティア活動支援センタ

ーの指定管理者の指定についてでございます。

本センターは、県民ボランティア活動の普及

及び促進並びに健全な発展を図るため、県民の
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ボランティア活動の拠点として、長崎市出島町

にございます出島交流会館内に設置している施

設でございます。

指定管理期間につきましては、令和3年4月1
日から令和6年3月31日までの3年間としており、

管理運営負担金について限度額を4,680万円と

する債務負担行為を計上いたしております。

今回の指定管理者の選定におきましては、去

る7月30日から9月10日までの期間に公募を行

った結果、現在の指定管理者であります特定非

営利活動法人Ｆｉｎｅネットワークながさきの

1団体から応募があり、外部有識者など5名の委

員で構成する選定委員会におきまして、10月2
日に審査を実施いたしました。

続いて2ページ目をご覧いただきたいと思い

ます。選定審査の結果、特定非営利活動法人Ｆ

ｉｎｅネットワークながさきを指定管理者の候

補者として選定をいたしました。

選定理由といたしましては、県民ボランティ

ア活動センターの運営や目的に対する理解が十

分にあり、また、指定管理者としての過去3年
間の実績から、県内のＮＰＯ・ボランティア活

動や当センター運営に係る課題等を十分に把握

しており、それらについての課題の改善を図る

意欲が見られる点で今後の展開に期待ができる

こと。さらには、限られた職員で県下全域のＮ

ＰＯ・ボランティア活動の振興を図るため、市

町の社会福祉協議会や県内各自治体と連携しな

がら取り組むこととしている、そういった姿勢

などが評価をされたということでございます。

指定管理者が行う業務及び施設の概要につき

ましては、資料の7及び8に記載のとおりでござ

います。説明は以上でございます。

【山本(由)分科会長】 次に、交通・地域安全課

長より補足説明を求めます。

【永尾交通・地域安全課長】 私のほうから第

147号議案「公の施設の指定管理者の指定につ

いて」の補足説明をさせていただきます。

お手元の資料の補足説明資料3になりますの

で、ご覧ください。

本議案は、長崎交通公園の指定管理者の指定

でございます。

交通公園につきましては、長崎市油木町にご

ざいまして、平成18年度から指定管理者制度に

よる管理運営を行っております。業務の内容と

いたしましては、交通公園の維持管理、そのほ

か視聴覚教材を活用した交通安全教育、さらに

は模擬的な横断歩道及び遊具等を利用した実践

的な交通安全教育を行っております。

指定管理期間につきましては、令和3年4月1
日から令和6年3月31日までの3年間としており、

限度額を4,740万円とする債務負担行為を計上

しております。

今回の指定管理者の選定におきましては、8
月7日から9月9日までの間に公募を行いました。

1団体からの応募がございました。

今回指定をしようとしておりますのは、長崎

市城栄町にあります一般社団法人長崎県安全運

転管理協議会でございます。こちらは、現在の

指定管理者であります一般財団法人の長崎県交

通安全協会とは別の団体になります。

選定の経過でございますけれども、外部有識

者など含めた6名の委員会を設置いたしまして、

10月1日にこの選定委員会を開催し、この申請

がありました団体から事業計画などの業務概要

の説明を受け、審査を実施いたしました。

選定結果につきましては、審査基準に基づき

採点を行った結果、この候補者である安全運転

管理協議会、これが1,200点満点中で847点とい

う結果でございました。
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次に、裏面の2ページになりますけれども、

選定理由といたしましては、この応募団体は、

交通安全指導や啓発活動を事業として行ってい

る団体ということで、交通公園の目的や運営に

対する理解が十分にあり、適切な施設の管理運

営ができることがまず1点。それと、あと交通

安全教育の指導能力を有する人材を確保する準

備ができていること。応募団体が持つ交通安全

指導のノウハウを活かして、今後、公園利用者

に応じた交通安全教育に取り組む事業計画であ

ったこと。さらには、施設や遊具の修繕及び清

掃についても可能な限り職員で行うということ

で、経費縮減に努めた事業計画であったことと

なっております。

指定管理者が行う業務や施設の概要につきま

しては、ここに記載のとおりでございます。説

明は以上でございます。

【山本(由)分科会長】 次に、自然環境課長より

補足説明を求めます。

【石川自然環境課長】 第128号議案及び第148
号議案についてご説明いたします。

まず、条例改正であります第128号議案につ

いてご説明いたします。お手元の補足資料1を
ご覧ください。

本議案は、西海国立公園に設置している3つ
の県有施設について、地元の市町に譲与するこ

とに伴い、条例改正をするものでございます。

具体的には、福江島にあります高浜園地休憩施

設及び頓泊園地休憩施設を五島市へ、中通島に

あります蛤浜園地休憩施設を新上五島町へ、そ

れぞれ令和3年4月1日に譲与を行うことに伴い、

当該条例の別表から、これら3施設を削除する

ものでございます。

続きまして、各施設の概要についてご説明い

たします。いずれも海の利用を促進するために

設置している施設であり、夏の時期が利用の中

心となっております。

まず、高浜園地休憩施設でございます。平成

12年に施設を整備いたしまして、平成18年度か

らは五島市が指定管理者となり、管理運営を行

っていただいております。なお、資料の4ペー

ジ目以降に各施設の配置図を添付しております

ので、適宜ご参照いただければと思います。

2ページ目をご覧ください。頓泊園地休憩施

設でございます。平成16年に施設を整備いたし

まして、平成18年度からは高浜園地と同様に五

島市が指定管理者となり、管理運営を行ってい

ただいております。

続きまして、3番、蛤浜園地休憩施設でござ

います。こちらは平成13年に施設を整備いたし

まして、平成18年度からは新上五島町が指定管

理者となり、指定管理を行っていただいており

ます。

3ページ目をご覧ください。譲与に至った経

緯でございます。県の行財政改革推進プランに

基づきまして、五島市及び新上五島町と譲与に

関する協議を進めていたところ、譲与の条件が

整ったところでございます。なお、譲与後にお

いても、引き続き自然公園のための施設として

管理運営をなされることとなっております。

今後のスケジュールにつきましては、来年2
月、3月に所要の手続を行いまして、4月1日付

で両市町に譲与となる予定でございます。

続きまして、指定管理者の指定であります第

148号議案についてご説明いたします。お手元

の補足説明資料4をご覧ください。

本議案は、自然公園内に設置している4つの

施設の指定管理者の指定に係るものであり、対

象施設は施設名一覧のとおりでございます。

選定の経過でございますが、7月から8月にか
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けて公募を行ったところ、それぞれ1団体から

応募がございました。9月4日に委員会を開催い

たしまして、各施設の候補者を選定しておりま

す。

2ページ目をご覧ください。各施設の概要及

び選定結果でございます。

まず1番の雲仙公園テニスコートでございま

すが、現在の指定管理者である株式会社青雲荘

から応募がございました。審査の結果、民間ノ

ウハウを活用した管理運営等が期待できるとい

った点が評価されまして、指定管理者の候補者

として選定されております。

3ページ目をご覧ください。田代原野営場で

ございます。こちらも国立公園雲仙の利用促進

を図るための施設でございまして、現在の指定

管理者である雲仙市から応募がございました。

審査の結果、市の観光施策と連携した運営が可

能になるといった点が評価されまして、候補者

として選定されております。

4ページ目をご覧ください。大浜園地休憩施

設でございます。こちらは、西海国立公園にお

ける海水浴利用のために佐世保市の宇久島に設

置している施設でございます。現在の指定管理

者である株式会社丸勝興産から応募がございま

した。審査の結果、民間ノウハウを活用した管

理運営が期待できるといった点が評価され、候

補者として選定されております。

最後になります。5ページ目をご覧ください。

海洋スポーツ基地カヤックセンターでございま

す。こちらも西海国立公園における海の利用拠

点として、佐世保市小佐々町に設置している施

設でございます。現在の指定管理者である公益

財団法人佐世保市体育協会から応募がございま

した。審査の結果、類似施設の運営実績があり、

有資格者も揃っているといった点が評価され、

候補者として選定されております。なお、指定

管理の期間につきましては、海洋スポーツ基地

カヤックセンターが令和3年度からの5年間、他

の3施設が令和3年度からの3年間となっており

ます。

これら4施設のうち、田代原野営場につきま

しては、3年間で限度額を414万円とする債務負

担を計上しております。

なお、同様に3年間で限度額を133万8,000円
とする債務負担を計上しております金泉寺山小

屋及び野営施設については、次回の定例会にお

いて指定管理者の指定をいただくこととしてお

ります。説明は以上でございます。

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案、それから第128号議案及び第146号議案

乃至第148号議案に対する質疑を行います。質

疑はありませんか。

【永尾交通・地域安全課長】 1点、資料の単位

の間違いがありましたので、修正を読まさせて

いただきます。

「補足説明資料3」の交通公園の関係で1の項

目の一番下の限度額、これが4,740万円なんです

けれども、単位が「万円」となっています。こ

れは「千円」で修正をお願いいたします。申し

訳ありません。

【山本(由)分科会長】 よろしいでしょうか。で

は、質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山田(朋)委員】 公の施設の指定管理者の指定

について伺いたいと思います。

県民ボランティア活動支援センターについて

です。

今回、同じ法人が選ばれたようでありますが、

この説明資料の2ページの施設概要の中で、利
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用者数、令和元年度1万9,710人とあります。こ

れを稼働日、ちょっと休みがいつか分かりませ

んけれども、単純に計算したら1日75人ぐらい

の利用かなというふうに確認をしましたが、会

議室の利用が主なのか。例えば、ボランティア

の方々がいろいろな相談をしているのか、どう

いった状況にあるのか、この利用者の内訳を教

えてください。

【本多県民生活環境課長】ここで記載しており

ます利用者につきましては、主に会議室など施

設を利用された方々の数ということになってお

ります。いろいろなＮＰＯの運営に係る相談と

か、活動に関わる相談などがありますけれども、

それにつきましては令和元年度ですと563件の

相談があっている状況でございます。

【山田(朋)委員】 会議室が使えるのが、ＮＰＯ

法人とかボランティア団体、企業、各種法人、

学校、行政機関、社会福祉協議会その他の団体

とありますが、これに登録をして行うようです

が、利用者数でいうと会議室がほとんどなのか

なと思ったとおりだったんですが、563件の相

談を月に割ると40件ちょっとぐらいかなと思

いますが、これは多いのか少ないのか、今まで

どういった推移できたのか。

スタッフの方がお休みとかもあるでしょうけ

れども、9人いらっしゃるようなんですが、主

な利用が会議室だけだったら、そんなに人は要

らないのかなと思うので、相談体制と、毎日大

体何人ぐらいが勤務をして、月40件ぐらいの相

談の対応をしているのか、その辺りを教えてく

ださい。

【本多県民生活環境課長】まず、相談件数につ

きましては、この推移を見ますと、平成18年に

この指定管理制度が始まっておりまして、その

直後の平成20年あたりでは1,561件ぐらいの相

談がありまして、それが近年では少し減ってき

ている状況にはございます。

例えばＮＰＯ法人ですと、法律が施行されて

からもうかなりの年数が経っておりますので、

運営の法的な細かいところの相談件数というの

が少し減ってきている状況にはあり、それだけ

ＮＰＯ・ボランティア団体が成長してきている

証拠かなというふうには思っているところでご

ざいます。

それで、体制につきましては、現在9名の職

員がおります。うち3名が常勤で6名が非常勤と

いうことで、センター長が運営面の総括とか、

人事、労務の責任者として、それから、窓口業

務や相談業務の責任者として常勤の職員が2名
おります。非常勤含め、ＮＰＯ法人の運営に関

しての知識や経験が豊富な職員でございますの

で、この9名がシフトを組みまして、夜間、休

日含め少なくとも2名は職員が常駐するという

形で対応をしているところでございます。

【山田(朋)委員】 かなりの人数で対応していた

だいているということでありました。指定管理

が始まったのが平成18年で、平成20年の相談件

数は1,561件で、今年が563件ということであり

ました。やはり相談件数が、課長が言われたよ

うに、ＮＰＯもできてもうかなり経っているか

ら、ちょっとブームというか、そういったのも

少し落ち着いてきた感じと、言われたように成

熟をされてこられた。それぞれが独立されてき

ているんだと思いますが、単純に相談件数が3
分の1ぐらいになっていると思うんですね。指

定管理の費用はどんな推移になっていますか。

【本多県民生活環境課長】指定管理の経費につ

きましては、全体といたしまして約2,100万円程

度になっていまして、そのうち指定管理者に関

する経費としまして1,564万6,000円程度でご
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ざいまして、ここ数年この水準で推移をしてい

るというところでございます。

【山田(朋)委員】 私の質問がちょっと悪かった

のかもしれないんですけれども、平成20年の今

より3倍の相談件数があった時の経費費用と今

と、当然3分の1に減っているから費用が安くな

っていると私は思うんですが、その辺りをお尋

ねしたんですが。

【本多県民生活環境課長】確かに相談件数とい

うのは年度で増減ありますし、当初に比べると

大分減っているというところはございますけれ

ども、指定管理者の業務といたしましては、ほ

かにも貸館業務や情報発信、セミナーの開催に

よる人材の育成、その他相談を受けるだけでは

なくて、現場に出向いていっていろいろなＮＰ

Ｏ団体、ボランティア団体の運営上の悩みを聞

き取るなど、そういった形で県内の広域的な部

分を担っていただいておりますので、経費自体

については過去から増減はしていないような状

況になっております。

【山田(朋)委員】 分かりました。いろいろな取

組をいただいているようではありますが、月に

40件、これは延べ相談件数なのかどうなのか分

かりませんけれども、あっても1日1件～1.5件ぐ

らいかなと。これだけ結構県内あちこち日々出

向いていらっしゃるのかどうかは分かりません

けれども、これが本当に適正な人数で、この相

談件数の状況を見た時にこれだけの人が相談対

応を取れる必要性があるのかなと。それを率直

にどう思われていますか。

【本多県民生活環境課長】指定管理の管理運営

負担金につきましては、毎年事業年度が終了す

る段階で清算を行っておりまして、実際業務の

内容に応じた経費の使い方になっているかを毎

年確認をしてきておりまして、現在のところ、

適正に運営されているものと認識をしておりま

す。

【山田(朋)委員】相談件数がここ10年ちょっと

で3分の1になっています。そういったことも踏

まえたところで、当然毎年の清算の中できちん

と費用と業務量が見合っているということで、

今回の指定管理を出されているとは思いますけ

れども、単純に考えても、やはりちょっと違っ

てきているのではないかと思います。

先ほど、課長が答弁されたように、ＮＰＯが

成熟されていて、結構もう法律もできて大分経

つから相談される方も少なくなっているという

のであれば、今回はもうこれでそろばんをはじ

いてたたかれた数字でしょうけれども、やっぱ

りその状況に合わせて、県の財政状況を考えた

時、いろいろ考えていただく上でぜひお願いを

したいと思っております。

次にもう一点、長崎交通公園について伺いた

いと思います。

残念ながら佐世保市の交通公園はなくなりま

した。それで、長崎市の交通公園は、大体平均

で13万人ぐらいの方がご利用されているよう

でありますが、私も、もちろん子どもの時に行

ったことがありますが、近年の利用者の状況は

どうなのかをまずお聞きしたいと思います。

【永尾交通・地域安全課長】交通公園の近年の

利用状況ということでございますけれども、今

年度はやはりコロナの関係がありまして、休園

していた経緯もありますので、例年の5分の1程
度にはなっております。ただ、前年度を含めて

基本的にはやはり13万人前後でずっと推移を

しておりました。昨年度は雨天が続いたという

部分もありますし、夏場はちょっと猛暑だった

ということも含めて若干の減少はありました。

しかし、10万人を超える利用者があったという
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状況であります。

【山田(朋)委員】 恐らく子どもの数も減ってい

ると思うんですけれども、昔はもっと20万人と

か、30万人とかあったのかなと。どれくらいか

分かりませんけれども。佐世保市が廃止になっ

たのは、利用者が少ないというわけでもなかっ

たのかもしれませんけれども、必要であると思

うんです。子どもたちに交通安全のことを体験

をして教えることは大事なんですが、今回、指

定管理をされるということなので、ここが廃止

になることはないんでしょうけれども、考え方

ですが、ここはそういった対象には一切なって

いない施設であると理解をしていいですか。

【永尾交通・地域安全課長】交通公園に関して

のみじゃなくて、いわゆるこういう公の施設の

指定管理に関しては、県民のニーズ等を見なが

ら見直しを図っていきなさいという県の方針も

ありはするんですが、今現状において廃止とい

う基準はございません。ただ、あくまでも、こ

れは昭和46年に設置したものですので、もう間

もなく50年経とうとしているわけです。だから、

いろいろな老朽化もありますので、その辺は当

然考えていく必要があるのかなと。

ただ、先ほども言いましたように利用者の人

数からすれば、平成18年の資料からなんですが、

その当時から13万人なんです。これが全然変わ

らない状況で今まで推移してきているというこ

とで、今回も休園している状況の中にも、「い

つになったら開園しますか」という電話が結構

入っていたと。件数は拾っておりませんが、今

後、また落ち着けば利用度は上がっていくと考

えた場合に、今の段階で閉園なりの基準という

ものは特段予定はしておりません。

【山田(朋)委員】 分かりました。佐世保市にな

くなったことは非常に残念ですけれども、長崎

県で子どもたちに交通安全をしっかり教えるた

めの施設として、ぜひ今後も存続いただくよう

に。

今言われました老朽化のいろいろ改修とか、

そういったものも必要でしょうから、そういっ

たこともいろいろ踏まえて、前向きにご検討い

ただいた上でいろいろやっていただきたいとい

うことをお願い申し上げ、終わります。

【田中委員】 今、交通公園の話が出たので、関

連してちょっとお聞きしたいと思うんですけれ

ども、これは、長崎県の行革という観点から20
年前からずっと問題になっていた施設なんです。

佐世保市は佐世保市が全部金を出すと、長崎市

は全部県が金を出すと、おかしいじゃないかと

いう議論の中で、もう相当前だけれども、県が

半分、長崎市が半分出して財源をやるというこ

とで、一時的にはそうするけれども、流れとし

ては長崎市に移管するというのが長崎県の大き

な方針だったはず。長崎市に移管する。20年進

んでないんだね。だから、長崎市に移管する、

もっとほかにもいっぱいあったけれども、県の

施設としてはおかしいよと。長崎市に移管しな

さいという、そういうところの関係はどうなっ

ているのかが1つと。

今も財源は、長崎市、県と折半でやっている

のかどうか確認しておきたいと思う。

【永尾交通・地域安全課長】 今、委員からご意

見がありましたように、移管に関しては設置当

初から話があっております。

現状におきまして、この移管協議に関しては、

現在も引き続き行っている状況であります。た

だ、当時からもお話はしているんですけれども、

お互いに出した条件の部分で合意に至らないと

いうところも実情であります。ただ、当然こう

いう移管協議は引き続き行っていくんですけれ
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ども、一方で、利用の方法として高齢者の講習

会や交通安全指導員などの子どもの交通安全教

育をする人たちの研修をこの場を使ってうまく

やっていこうということで、利用度を広めてい

るという状況であります。

もう一点、長崎市との負担の率ですけれども、

これも現在も引き続き2分の1を長崎市のほう

で負担していただいて、うちのほうで2分の1と
いうことで運用をしている状況でございます。

【田中委員】これで終わるけれども、流れ的に

はそういうことになっているから、解決できな

いとなると、私は佐世保市が廃止したのはちょ

っと知らなかったんですが、重要な目的がある

ということならば、それじゃ、県半分、佐世保

市半分で、佐世保市も設置すべきなんですよ、

従来の流れからいったらね。ぜひ要望しておき

たいと思う。

【宮本委員】 それでは、私も第147号議案「公

の施設の指定管理者の指定について」、長崎交

通公園について質問させていただきます。

先ほども山田(朋)委員、そして、田中委員か

らもいろいろありましたけれども、ちょっとこ

こで確認です。これは、今までは一般社団法人

長崎県交通安全協会が管理していたものを、今

回から一般社団法人長崎県安全運転管理協議会

に替わるという認識で聞いておりましたが、今

までの現管理者である一般社団法人長崎県交通

安全協会からは応募がなかった、その理由、分

かれば教えていただければと思いますが、分か

りますか。

【永尾交通・地域安全課長】 今回、現長崎県交

通安全協会が手を挙げなかった理由については

現指定管理者ですので、お話をしたところが、

県安協は、いわゆる免許窓口の講習事業、試験

場での講習事業など、様々な事業をされている

ということで、抱えている事業のスリム化を図

りたいということで、今回は手を挙げていない

と。

もう一つは、今回、安全運転管理協議会、こ

れは別団体ということでお話はしましたけれど

も、基本的に交通安全活動では、ともにお互い

連携してやっているという部分で、そちらが手

を挙げていただけるということで、今回は手を

挙げていないと伺っております。

【宮本委員】一般社団法人長崎県安全運転管理

協議会、今まさに審議をやっていますけれども、

これは人数は何名で対応されるのか分かります

でしょうか。

【永尾交通・地域安全課長】 今、委員の何名で

ということは、交通公園で働く職員のことでよ

ろしいですか。

交通安全協会のほうで雇用しています職員、

現実にこの公園のほうで働いている職員を安全

運転管理協議会がそのまま引き続き雇用したい

という考えでおられると。ですから、今現在は

事務を含めて5名の体制で運営を行っておりま

す。ですから、これがそのまま引き続きの形に

なるということになります。

【宮本委員】現指定管理者、一般社団法人長崎

県交通安全協会、職員数5名、その方々がその

ままこっちの一般社団法人長崎県安全運転管理

協議会に移るということですか。

先ほど、長崎県交通安全協会、現の指定管理

者のほうも人手が足りなくて忙しいという状況

の中で、そういったのが可能なんでしょうかと

いう疑問もちょっとありますが、長崎県交通安

全協会からすれば、今管理しているところが、

ほかの業務もあるので、ちょっと忙しくなって

きていると。手薄になるので、そのままの形で

引き継いでもらいたいという認識で、一般社団
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法人長崎県安全運転管理協議会にお願いをされ

たという認識でよろしいんでしょうか。ちょっ

と確認をさせてください。

【永尾交通・地域安全課長】県の交通安全協会

が忙しくなったから手放すという形ではござい

ません。あくまでも、現事業の管理がしっかり

できるようにしたいというのが県安協の考え方

ということでは伺っております。

形としては引き継ぎというふうに見えますの

で、県安協のほうからお願いしたようなスタン

スに見えられるとは思いますけれども、県安管

協の事務所が交通公園のそばにありまして、常

にこの職員さんたちやその運営を見てきて、そ

れに併せて安全運転管理協議会は特別な事業を

持っていないということなんです。ですから、

こういう交通安全活動に関した事業を増やした

いということで、そこで意見が一致したという

ことで伺っております。

【宮本委員】 そうするならば、補足3の6の選

定理由にあります「応募団体は交通安全指導や

啓発活動を事業として行っている団体」という

ことは、今回からなるとされています県安管協

というところは、今までもいろいろな業務をや

っていたということですか。今までの活動状況

について教えていただければと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

【永尾交通・地域安全課長】基本的にこの安全

運転管理協議会というのは、事業者を対象にい

ろいろな啓発活動、さらにはこういう安全運転

管理に関しての研修なり、こういうことを教え

たがいいよというふうな、いわゆる教示的なと

ころの指導をされている状況でございます。特

別、こういう委託とかいう事業をされてなかっ

たということでございます。

【宮本委員】 分かりました。事業所、団体に対

して、いろいろな啓発活動、交通安全指導を行

っていたということで理解をさせていただきま

した。

最後、債務負担行為ですけれども、年にする

と1,580万円ですか、これの経費の内訳について、

職員の人件費その他、もろもろの改修もあると

思うんですけれども、教えてください。

【永尾交通・地域安全課長】先ほどお話があり

ました債務負担行為で4,740万円、さらに単年で

換算したら1,580万円なんですけれども、先ほど

お話がありましたように、やはり人件費が大半

を占めております。7割が人件費ということで、

あと残り3割につきましては、いわゆる交通公

園の、例えば光熱費とか、消耗品代、さらには

遊具の修繕も含めて、そういったところの業務

費と、あと敷地が広いですので、草刈り清掃も

含めて、これは業者に委託する部分もあります。

そういったところを含めて3割がそちらのほう

に使われておるという状況でございます。

【山本(由)分科会長】 ほかに議案に対する質疑

はありませんか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 それでは、ほかに質疑が

ないようですので、これをもって予算議案、第

128号議案及び第146号議案乃至第148号議案

に対する質疑を終了します。

次に、予算議案に対する討論を行います。討

論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了します。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第122号議案のうち関係部分、第126号議案、

第156号議案のうち関係部分及び第158号議案
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については、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。

議案を議題としますが、所管事項等について

も併せて説明を求めます。

まず、県民生活環境部長より総括説明を求め

ます。

【宮﨑県民生活環境部長】「環境生活建設委員

会関係議案説明資料県民生活環境部」をお開き

ください。

今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、1ページ記載の5件でございますけれども、

このうち第128号議案、第146号議案、第147号
議案及び第148号議案につきましては、先ほど

予算決算委員会環境生活建設分科会におきまし

て、予算関連議案と併せてご説明いたしました

ので、第153号議案「長崎県総合計画チェンジ

＆チャレンジ2025について」のうち関係部分を

ご説明いたします。2ページをお開きください。

これまで県議会をはじめ、県民の皆様からご

意見をいただきながら検討を進めてまいりまし

た新たな総合計画について、名称を「長崎県総

合計画チェンジ＆チャレンジ2025」とし、「人・

産業・地域を結び、新たな時代を生き抜く力強

い長崎県づくり」を基本理念に10の基本戦略を

柱とする令和3年度からの5か年計画として策

定しようとするものであり、その関係部分の内

容は記載のとおりでございます。

次に、主な所管事項についてご説明いたしま

す。

今回ご報告いたしておりますのは3ページか

ら順に、女性の活躍推進について、人権尊重の

社会づくりの推進について、犯罪被害者等支援

について、長崎県統計功労者表彰伝達式等の実

施について、地球温暖化対策の推進について、

食品ロス削減の推進について、国立公園雲仙の

活性化に向けた取組について、各種計画の策定

について、長崎県まち・ひと・しごと創生総合

戦略の達成状況について、事務事業評価及び研

究事業評価の実施について、新たな行財政改革

に関する計画素案の策定についてであり、内容

は記載のとおりでございます。

なお、各種計画の策定につきましては、補足

説明資料をお配りしておりますので、ご覧いた

だきたいと思っております。

続きまして、「環境生活建設委員会関係議案

説明資料追加1」の1ページをお開きください。

追加でご報告いたしております令和3年度の

重点施策につきましては、来年度が初年度とな

る長崎県総合計画に掲げる目標の実現に向け、

令和3年度に重点的に取り組もうとする施策に

ついて、新規事業を中心にお示ししたものであ

ります。

県民生活環境部では、県民の皆様とともに新

たな時代を生き抜いていく力強い長崎県を目指

し、「地域の特徴や資源を活かし、夢や希望の

持てるまちを創る」ため、国立公園等の豊かな

自然資源を活かした地域づくりを推進し、雲仙

温泉地域の滞在環境の上質化につながる施設の

整備に取り組むことなど5つの施策に取り組む

ことといたしております。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願いいたします。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。
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以上で説明が終わりました。第128号議案及

び第146号議案乃至第148号議案に対する質疑

につきましては、分科会において終了しており

ますので、第153号議案のうち関係部分に対す

る質疑を行います。

質疑はありませんか。

【宮本委員】 第153号議案のうち関係部分につ

いてちょっと質問させていただきます。

頂いた資料の「チェンジ＆チャレンジ2025
（案）素案からの変更分のみ」というところで、

頂いた素案の中のページでいいますと153ペー

ジ、154ページになります。指標名でいいます

と、官民による海岸漂着物等の回収活動事業数、

これがちょっと変わっています。これについて

ご説明をいただければと思います。

【吉原資源循環推進課長】宮本委員ご質問の件

でございますけれども、前回、素案の中でお示

ししておりました指標は、ボランティア活動に

よる回収事業数とし、令和元年の92事業であっ

たものを100事業まで引き延ばすということで

ご説明をしておりましたが、前回の委員会にお

いて、行政は一緒に立ち合わないのか、協力し

ていかないのかというご指摘がございましたの

で、官民による海岸漂着物の回収活動事業数に

修正をしております。

【宮本委員】ありがとうございました。さきの

委員会の時に質疑をさせていただきましたので、

ボランティアだけに任せるのではなくて行政も

一緒になってという思いも含めて質問させてい

ただきました。

このような形で書くことによって、行政の役

割も非常に大きくなろうと思いますので、引き

続き、また取り組んでいただければと思います。

ありがとうございました。

それともう一点、先ほど分科会の審査でもあ

りましたけれども、ＮＰＯについてでございま

す。この素案の中からいいますと、79ページに

なります。指標でいいますと、「県とＮＰＯな

ど多様な主体との協働実施件数」についてであ

ります。

ＮＰＯについては、先ほど分科会の中でも質

疑がありました。相談件数もちょっと減ってい

っているという中で、一定の認識もあるという

お話もありました。5年先に向けて、ＮＰＯ・

ボランティア活動に関する情報発信、人材育成、

相談機能等の充実という目標も掲げられていま

す。79ページですね。5年先を見据えた時に、

ＮＰＯについては非常に比重が大きくなる。今

までと変わりないのかもしれませんけれども、

場合によっては比重も大きくなろうかと思いま

す。先5年に向けて、このような形で取り組み

たいという、ＮＰＯに対する指針等々あれば教

えていただければと思います。

【本多県民生活環境課長】委員ご指摘のとおり、

ＮＰＯ等の多様な主体と協働を進めていくとい

うことは、現在の人口減少、少子高齢化の急速

な進展、多様化複雑化する県民ニーズ、もしく

は地域課題にきめ細かに対応していくという上

で、非常に重要であると認識をしているところ

でございます。

具体的に今後の取組といたしましては、これ

までの取組を引き続き進めて発展させていくと

いう考え方ではございますけれども、まず、県

なり、ＮＰＯ団体といった主体がそういった協

働を進めるという認識をまず深めていただく趣

旨で、県庁内であれば職員を対象に協働の在り

方、必要性などを認識してもらう研修を実施し

たり、またＮＰＯにつきましては、意欲あるＮ

ＰＯ団体などを市町や市町の社会福祉協議会な

どからも紹介をしていただき、行政と一緒に共
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通の目的に従って取り組んでいただけるような

団体を掘り起こした上で、実際に地域の課題解

決に携わっていただくことなどを通じて、ＮＰ

Ｏ団体の育成というところも力を入れてまいり

たいと思っています。具体的には協働サポート

デスクを県の中に設置をしておりますので、そ

こでいろいろな情報を収集し、協働が可能な事

業などを紹介しながら、行政とＮＰＯ団体との

マッチングの支援も引き続きやっていきたいと

思っているところでございます。

【宮本委員】ありがとうございました。ここに

掲げてあるような形で5年間取り組んでいただ

ければと思います。

ＮＰＯの方々と接する機会があるんですけれ

ども、いろいろ不安な面も結構聞いているんで

すね。先ほどのセンターもありましたけれども、

なかなかそこのセンターすらもご存じない方も

いらっしゃる。

先ほど課長がおっしゃったとおり、行政とＮ

ＰＯの結びつきを深めていくというのは非常に

大事であり、意欲あるＮＰＯさんをぐーっと掘

り起こして、地域にしっかりと結びついていく

という流れは大事だと思います。5年間にわた

って、そういったものをされるということで評

価したいと思っていますが、今現在、長崎県に

ＮＰＯ団体がどれだけ登録されていて、実際に

実働しているＮＰＯ団体がどれくらいあるか、

数もある程度分かれば教えていただければと思

いますが、いかがでしょうか。

【本多県民生活環境課長】広くＮＰＯと言った

場合は、ＮＰＯ法人として認証を受けた者と、

それ以外でも任意団体、公益法人など、いろい

ろな団体がございますけれども、認証を受けた

ＮＰＯ法人で申し上げますと、現在、令和元年

度末で506法人がございます。その内訳、どう

いった分野に取り組んでいるかという部分なん

ですけれども、福祉施設でありますとか、そう

いった施設の運営に取り組んでいるいわゆる事

業系の団体というのが大体半数程度を占めてい

ます。それ以外の団体が、子どもの健全育成で

ありますとか、まちづくりの推進、文化芸術と

か、スポーツの振興といった様々な分野に取り

組んでいる団体でございまして、その中でも私

どもが情報として把握している範囲では、先ほ

どの事業系を除いた280ほどの法人の中の半数

ぐらいが活発に事業を実施していただいている

のではないかなと思っています。ただ、そのほ

かの団体につきましても、それぞれ事業目的に

応じて取り組んでいただいているところでござ

います。

【宮本委員】 ありがとうございました。506法
人・団体ある中で、なかなか活動できていない

ところのほうがやっぱり多いという実態はあろ

うかと思いますので、先5年間ですね、この取

組、そしてまた、新規事業もあろうかと思いま

すので、そういった中でＮＰＯ法人の方をどん

どん掘り起こしていただいて、積極的にやっぱ

り活動される団体、しかも、ボランティア精神

あられるところなので、県としても、行政との

結びつきを一層強くしていただきたいというこ

とを要望させていただきます。よろしくお願い

します。

以上です。

【山本(由)委員長】 ほかに議案に対する質疑は

ありませんか。

しばらく休憩します。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午前１１時５６分 再開 ―

【山本(由)委員長】 再開します。
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【中村(泰)委員】 プラスチックごみの対策の推

進ということで、チェンジ＆チャレンジの概要

に新しい取組でということで記載がございます。

従来もやっていた内容と継続というような趣旨

であろうとは思います。重点戦略の令和3年度

のところでも6億3,500万円ということで費用

も充てられておりまして、大きなプロジェクト

であろうと思います。これまでの継続というと

ころもあろうとは思うんですけれども、新とな

っておるので、新たな取組としてどのようなこ

とが挙げられるのか簡単にご説明願います。

【吉原資源循環推進課長】プラスチックごみ対

策の推進ということで書いておりますけれども、

資料の新で挙げている分に関しましては、海岸

環境保全対策推進事業費ということで6億
3,500万円あげております。この事業については、

平成21年度から国の基金や、地域環境保全対策

費補助金等を活用して、県・市町による海岸漂

着ごみの回収処理、発生抑制対策事業を実施し

ているものでございます。

本事業は、3年間の事業期間としておりまし

て、今年度終期を迎えることから、引き続き、

新たな対策を追加して予算計上しているもので

す。昨年度は海岸漂着ごみの回収処理に当たる

費用に約4億9,000万円、発生抑制対策費用に

5,000万円程度使用しております。また、新たな

対策として、次年度はプラスチックごみがやは

り陸域のほうから海域に約8割ぐらい流れ出し

ているということが言われており、その対策と

して、日頃から道路、河川等で個々に清掃活動

を行われているボランティアの方や、学校、企

業などと連携して、地域の実情に応じた効率的

な回収、発生抑制について話し合う場を設けて、

プラスチックを含むごみの海洋への流出を抑制

していくということで、事業を計上していると

ころでございます。

【中村(泰)委員】 分かりました。継続というこ

とで、ただ、なかなか当然解決もしないという

ことで、追加で新たな施策を打つということで

理解をいたしました。ありがとうございます。

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんで

しょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】それでは、ほかに質疑がな

いようですので、これをもって質疑を終了しま

す。

次に、第128号議案及び第146号議案乃至第

148号議案も含めて討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了します。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第128号議案、第146号議案乃至第148号議案

及び第153号議案のうち関係部分については、

原案のとおり可決することにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は、原案のとおり、それぞれ可

決すべきものと決定されました。

しばらく休憩します。

― 午後 零時 ０分 休憩 ―

― 午後 零時 ０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 再開します。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付しております陳情書一覧表のと

おり、陳情書の送付を受けておりますので、ご
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覧願います。

陳情書につきまして、ご質問はございません

でしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、質問がないよう

ですので、陳情につきましては承っておくこと

といたします。

それでは、県民生活環境部関係の審査結果に

ついて整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 １分 休憩 ―

― 午後 零時 １分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして県民生活環境部関係の審査

を終了いたします。

しばらく休憩します。

― 午後 零時 ２分 休憩 ―

― 午後 零時 ２分 再開 ―

【山本(由)委員長】 再開いたします。

それでは、午前中の審査はこれにてとどめ、

しばらく休憩いたします。

午後は13時30分より委員会を再開し、交通局

関係の審査を行います。お疲れさまでした。

― 午後 零時 ３分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【山本(由)委員長】 では、委員会及び分科会を

再開いたします。

これより交通局関係の審査を行います。

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

予算議案を議題といたします。

交通局長より予算議案の説明を求めます。

【太田交通局長】 よろしくお願いいたします。

今回提案いたしております予算議案の内容につ

きましては、経営状況と密接に関連しておりま

すので、まず、経営状況等をご説明させていた

だいた上で、予算の説明をさせていただきたい

と思います。

「環境生活建設委員会関係議案説明資料」を

ご覧いただきたいと思います。1ページをご覧

ください。

予算議案ではなくて、その他議案の説明資料

のほうをご覧いただきたいと思います。経営状

況をご説明させていただきます。

交通局の経営状況につきまして。交通局にお

きましては、新型コロナウイルス感染症の影響

により、収益の柱である空港リムジンバスや高

速バス、貸切バスにおいて、利用客や受注の大

幅な減となり、また、一般定期路線バスについ

ても、緩やかな回復傾向にありますが、これま

で経験したことのない減収となっております。

運輸収入については、今年度第1四半期に前

年度に比べ7億円の減収となり、第2四半期にお

いても若干の回復傾向にはあるものの5億円の

減収となりました。10月以降貸切バスの受注や

空港利用者の増など需要に明るい兆しは見えま

すが、年間を通じた運輸収入の落ち込みは当初

の想定より大きくなるものと考えております。

国や県等において、バス事業者への各種支援

策を講じていただいておりますが、交通局にお

きましても、全職員が一体となって、この危機

的な状況に対応しており、高速バス等の運休や

各種経費の削減、期末手当の減額支給等を行い、

総額で4億円を上回る費用の圧縮を進めるとと

もに、資金不足については、特別減収対策企業

債の借入れなどにより必要な資金の確保を図っ

てまいる所存であります。
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新型コロナウイルス感染症が収束した後の経

営につきましては、利用実態に合った路線の見

直しや資産の活用、事務の効率化を柱として中

期経営計画を見直し、借入金の返済や経営の健

全化を進めてまいります。

今後とも、県民の皆様に必要とされる県営バ

スを目指すとともに、公共交通利用の拡大回復

を促し、全職員が一体となって、この経営立て

直しのための中期経営計画を実行してまいりま

す。

続きまして、「予算決算委員会環境生活建設

分科会関係議案説明資料交通局」の1ページを

お開きください。

交通局関係の議案につきましてご説明いたし

ます。

今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、第125号議案「令和2年度長崎県交通事業会

計補正予算（第2号）」であります。

その内容につきましては、営業運転資金に充

てるための特別減収対策企業債について、新型

コロナウイルス感染症の影響による利用客の減

少等により運輸収入の大幅な減収が続いている

ことから、さらなる収入の落ち込みに備え、起

債の限度額10億円の増を計上いたしておりま

す。

以上をもちまして交通局関係の説明を終わり

ます。よろしくご審議を賜りますようお願いい

たします。

【久保田副会長】それでは、次に管理部長より

補足説明を求めます。

【安藝管理部長】私から予算議案について補足

説明をさせていただきます。

お手元の「令和2年11月定例県議会予算決算

委員会環境生活建設分科会補足説明資料①交通

局」の1ページをご覧ください。

1、令和2年度11月補正予算についてですが、

特別減収対策債の限度額を20億円に増額をお

願いしているものであります。

6月補正時は、コロナが経済に与える影響や

収束までの期間が分からない状況の中、4月の

運輸収入マイナス60％を基に、年度末の3月末

には収入も平常化しているものと見込み、通期

での減収率をマイナス30％弱程度、減収額を14
億円程度とし、4億円の経費削減を行うことで、

残り10億円の資金不足を特別減収対策債で対

応したいと考えておりました。

しかし、10月までの実績は累計で13億円の減

収となっており、当初の予想より回復の速度が

遅いため、3月末での減収をマイナス25％と下

方修正し、通期ではマイナス45％程度の減収と

見込んでおり、今回限度額を20億円に増額補正

しております。

1ページ目の中段下にそれぞれ左から10月単

月、4月から10月までの累計、令和2年度年間見

込みの3つの運輸収入減収についての表を掲載

しております。

一般定期路線などの乗合収入については、左

の表になりますが、10月単月で前年度比8割程

度の収入まで回復しておりますけれども、県外

高速バスや貸切バスは、依然として4割程度の

回復にとどまっております。このままの状況が

続けば、右の表の令和2年度年間見込みのとお

り、コロナ前に作成した令和2年度の当初予算

の数値と比較して22億円の減収となる見込み

となっております。

現在、交通局において各種経費の見直しやバ

ス購入等の先送り、バスの運休等による経費削

減、人件費削減の取組など4億円を超える収支

改善を実施しておりますけれども、それでも17
億円の資金不足が発生する見込みであります。
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なお、限度額の20億円と不足額17億円の3億円

の差につきましては、今後、コロナの影響が強

まり、今の見込みより収入が激減した場合に備

えてのバッファーとご承知おきください。

2ページをご覧ください。

2、令和3年度以降のコロナによる運輸収入の

減収についてですが、中段のグラフのとおり、

令和2年度における減収率については、4月のマ

イナス60％から始まり、10月のマイナス32％を

経て、緩やかながら3月末にはマイナス25％ま

で回復すると見込んでいるところです。

令和3年度におきましては、年度当初マイナ

ス25％から始まり、コロナの影響についてもワ

クチン等の普及により薄れていくものと考えて、

3月末においては減収もマイナス8％まで下が

ると考えております。ただし、企業によるリモ

ートワークの普及や公共交通機関を使わず自家

用車を使った移動の増加などにより、減った乗

客は完全に回復せず、このマイナス8％の減少

は令和4年度以降も続くものと考えております。

その結果、特別減収対策債の償還期間である

令和3年度から令和17年度までの15年間の減収

額は、下段の表のとおりトータル62億円に上る

と試算しております。

3ページをご覧ください。

3、中期経営計画の見直しによる収支改善策

ですが、今ご説明したコロナによる減収と企業

債の償還への対策として、中期経営計画を見直

し、思い切った形で経営改善を実施し、県営バ

ス職員一丸となって経営の立て直しを図ること

としております。

令和3年度以降の取組についてですが、①と

して、コロナの影響のみならず人口減少等によ

り乗客の減少が続いているため、効率的なダイ

ヤ編成や路線の効率化により事業規模を見直し

ます。その結果、バスの必要台数が減少します

ので、②としてバスの更新など投資計画の見直

しを実施します。③として諫早ターミナル跡地

や本原公舎など交通局保有資産の活用を図りま

す。④として乗務員だけでなく事務職員の業務

についても業務削減等を実施し、本局・営業所

の人員を見直します。

このような抜本的な経営の見直しにより令和

3年度から令和17年度までの15年間で合計83億
円の収支改善を実施し、経営の健全化を図るこ

とで、特別減収対策債について安定的に返済で

きる体制を構築します。

4ページをご覧ください。

3ページで説明した経営見直しについて詳細

な内容をご説明いたします。

まず、このページの表のつくりですけれども、

左から見直しの内容、年当たりの収支改善額、

収支改善期間、令和3年度から令和17年度まで

の改善総額を記載しています。年当たりの収支

改善額については、収支改善期間における改善

総額の1年当たりの平均値としております。例

えば、一番上の効率的なダイヤ編成、路線の効

率化の改善総額18億5,300万円を改善期間の15
年で割った数値が、年当たりの数値1億2,300万
円です。ただし、端数処理の関係上、計算が合

わない箇所があることをご承知おきください。

まず初めに、①人口減少等による乗客の減少

に対応するため、路線やダイヤ編成などの効率

化を実施ですが、効率的なダイヤ編成、路線の

効率化により乗務員も削減し、収支改善を図り

ます。また、運賃改定についても、乗客が減少

し採算がとれなくなっているため、実施を検討

します。この2つの改善策の効果額については、

実施することで乗客が減少することも見込んで

算出しております。また、今年6月から導入し
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たニモカについては、ポイント付与を見合わせ

ているところですが、経営改善の期間中は見合

せを継続したいと考えております。①の合計と

して15年間で39億4,000万円の効果を見込んで

おります。

次に、②バス更新等投資計画の見直しについ

ては、ダイヤ・路線の効率化の結果、バスの必

要台数が少なくなりますので、令和3年度から5
年間新車バスの購入を控えることにより、期間

中11億5,000万円の効果を見込んでおります。

営業所の建替についても、現中期計画では見込

んでいるところを一旦白紙とします。

次に、③資産の活用についてですが、諫早タ

ーミナル跡地と本原公舎について、売却を含め

た活用を考えており、計画上は現在の資産価値

相当額から簿価を引いた2億8,000万円を見込

んでいます。

次に、④人件費の改善についてですが、ダイ

ヤの効率化などにより乗務員の欠員を解消し、

業務の平準化を図ることで、時間外勤務を削減

してまいります。また、期末勤勉手当について、

今年度から実施しているトータルマイナス1.3
月分の減額のうち、令和3年6月支給分のマイナ

ス0.4月相当分を計上しております。さらに、事

業の先送りや廃止等に伴う事務職員数の削減を

見込んでいます。④の計として20億円の効果と

なっております。

⑤その他経費の削減については、減便等に伴

う軽油費や通行料等の経費減、長崎・諫早・大

村ターミナルの窓口営業時間の見直しによる委

託費の減、本局及び営業所の清掃業務を職員で

実施することによる委託費の減など、各事業経

費の削減を計上し、⑤の計として9億5,000万円

を見込んでおります。

①から⑤までの見直し策を合わせて、令和3

年度から令和17年度までの15年間で83億5,000
万円の効果を見込んでおります。

5ページをご覧ください。

3ページ、4ページでご説明した経営見直しの

結果、令和3年度から令和17年度までの収支黒

字総額20億9,000万円となり、この黒字により

生じた資金をもとに17億円の特別減収対策債

を償還していくこととしております。

最後に、6ページには上段に経営見直し前の

収益的収支、下段に経営見直し後の収益的収支

を掲載しております。

続きまして、お手元、「令和2年度11月定例

県議会環境生活建設委員会補足説明資料②」を

ご覧ください。

この補足資料につきましては、今回の中期経

営計画の見直し内容も含めた新型コロナウイル

ス感染症の経営に与える影響と対策を中期経営

計画本文への追加という形で掲載したいと考え

ております。

1ページについては、新型コロナウイルス感

染症への感染防止対策、2ページ、3ページにつ

いては今、補足説明資料①でご説明した内容を

記載しております。

補足説明資料の説明は以上でございます。

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより、予

算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【中村(泰)委員】 簡潔にお伺いをいたします。

補足説明資料の4ページで経営見直し策の具体

案が出されております。金額をかなり細かくは

じいておられるので、恐らく具体的にリストラ

というか、減便も含めたような、そういった体

制の変更を考えておられると思います。

お伺いをしたいことは、まず、減便をするの
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であれば、例えば、今の便数の何割減を考えて

いるのかとか、あと、ハブ＆スポークというこ

とで、あるところを常に通るようなイメージだ

と多分思うんですけれども、それが何割ぐらい

該当するのかとか、あと、運賃改定の実施とい

うことで値上げということだと思うんですが、

平均で何割ぐらい上がっていくのかとか、そう

いった今現時点で言える数字があればお知らせ

ください。

【柿原経営戦略室長（参事）】 先ほどの件でご

ざいます。

まず、効率的なダイヤ編成ということで今回

取り組んでまいりますが、現時点では具体的な

個々の路線についてどうこうしようという検討

はまだしておりません。今後、その辺のところ

は検討していくことになろうかと思います。

効率的なダイヤ編成及び路線の効率化という

のはどういうイメージをしているかということ

で申し上げますと、運行ダイヤの見直しであっ

たりとか、運行形態や運行経路などの見直しに

よるような路線再編といったものを概ね想定し

ております。

こうした取組と申しますのは、利用動向を踏

まえながら実施するものではございますけれど

も、こちら、従前からの少子高齢化や人口減少

等に伴う利用者の減少に加えて、今回新型コロ

ナの影響によって、やっぱり急速かつ大きな影

響を被っておりますので、その辺あたりを考慮

していくことになろうかなと考えてございます。

ただ、先ほど申し上げましたように、個別具体

の路線につきましては、今後検討していくとい

うことになります。

ハブ＆スポークについても、イメージは委員

おっしゃったとおりなんですけれども、その路

線の再編というのは、あくまでも路線の再編の

仕方のイメージということで、手法の一例とい

うことで示させていただいております。今後、

実際の見直しにおきましては、様々な手法が考

えられると思いますので、利用動向等を分析し

ながら検討してまいりたいと考えております。

運賃改定のほうでございますが、こちらのほ

うも同様でございまして、現時点で具体的にど

れぐらい上げようかというような形で想定して

いるわけではないです。ただ、今回、計画の中

に数字を盛り込んでおりますので、どういう数

字を盛り込んだかと申し上げますと、基本的に

今、他社のバス会社様と運賃調整をすることで、

私どもの運賃水準とはなっていない部分という

のがございます。そこを本来の運賃額に換算し

た場合の額という形で、今のところ、数字とし

ては置いているんですが、ただ、そうした理由

としましては、全体的な運賃改定としますと、

やっぱり数字が大きくなってございます。実施

内容等にやっぱり変化があった場合というのは、

ほかの取組でやっぱりカバーが必要になってき

たりするものですから、運賃改定の見込みとし

ては比較的堅めになるようにということで見込

んだところでございます。

運賃改定につきましても、実際に運賃を改定

するとなると、一般路線だけではなくて、例え

ば、都市間路線なんかも含めて、今後、運送収

入がどう変化していくのかといった推移を見定

めながら具体的に検討していかないといけない

と考えております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。数字

を設定したということで、むしろ、ここをゴー

ルとしながら多分やっていくと。今までやらな

ければならなかったことをこのタイミングでや

ろうとされているのかなということで、理解を

いたしました。
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ただ、いずれにいたしましても、詳細な行動

調査というか、過去のデータも含めた調査、県

民の皆様に対してなかなか理解を求めるのは難

しいとは思うんですけれども、そこをしっかり

とやっていただければと思います。以上です。

【宮本委員】 ご説明ありがとうございました。

様々詳しくご説明をいただきました。6月の補

正の時に特別減収対策債10億円、非常にびっく

りしまして、いろいろ質問させていただいたと

ころだったんですが、さらに20億円ということ

で、さらにさらに驚いておるところではありま

す。

様々中期計画等の見直し、そして、試算等も

されています。新型コロナウイルス感染症の影

響によりということで10月末、やっぱり議会ご

とに新しい数字がどんどん出てきているという

現状はよく分かってですね。もちろん、それは

把握しないといけませんので、これをきちんと

見ていくべきであると思っています。

乗合、そして、高速、貸切について。やっぱ

りどうしても高速バス、貸切バスというのがな

かなか厳しいという現状も伺ったところではあ

りますが、頂いた補足の説明資料①の2ページ

なんですけれども、これの運輸収入の減収につ

いて、令和3年度以降について、まずお聞きし

たいんですが、令和2年度の新型コロナによる

減収率、10月でマイナス32％、3月末では約25％
減、そして、その後は一定の減少、8％減。想

定ですけれども、ここの数字の根拠。25％減、

8％減と想定された根拠、どういった形でこれ

を想定されたのかを教えていただけますでしょ

うか。

【安藝管理部長】 令和2年の10月、32％の減か

ら、令和3年3月の25％の減については、コロナ

の影響を少し堅めに見積もりたいと。6月補正

の時点から今回の補正において、少し見込みの

違いがあったものですから、年度末にかけて、

4月から10月にかけての減少率を少し堅めに、

もう少し緩やかになったというふうな形で見込

んで、25％の減少というグラフの折れ方を緩や

かにして見込んでいるところであります。

令和3年度の見込みなんですけれども、基本

的にはこの傾向がずっと年度末までに続くとい

う形で見込んでおりまして、最終的にマイナス

8％というところにつきましては、先ほど補足

説明資料の説明で申し上げたとおり、テレワー

クとか、自家用車通勤等の普及などによって、

一定数この減少したものが返ってこないという

見込みの下に率を想定しているところでありま

す。

【宮本委員】分かりました。この新型コロナウ

イルス感染症の影響というのは、相当厳しいで

すよね。

今も第3波でやっぱり国も揺れていますし、

ＧｏＴｏトラベルさえも6月までという話もあ

りますが、いやいやという話もあったところで、

足並みももっと厳しくなるかもしれません。そ

う考えた時に、この見込みが8％どころではな

くてもっと高くなった場合、仮定するのは難し

いかもしれませんけれども、今回このような形

で10億円、さらに特別で20億円でしょう。これ

がこういかなった場合、さらにまたされるのか、

そういったところの想定はできていらっしゃる

のか。これがこういかなかった場合と考えれば

ですね。これは堅く見積もってという話ではあ

るけれども、どうでしょうか、なかなかここま

で、正直回復するものなのかと。マイナス8％
がマイナス10％とか、15％とかになっているん

じゃないかなと。すいません、私の臆測なんで

すけれども、そうなった場合また借入れをする
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というような想定でいらっしゃるのかどうか、

そこをちょっとお聞きさせてください。

【安藝管理部長】 来年度以降の回復について、

今の見込みより戻らなかった場合というところ

でございますけれども、基本的にはこの時点で

黒字が出せるようにと、収支が均衡するように

ということで、中期経営計画の見直しを行って

おりますので、ここで大幅にまた見込みが異な

ってくるということになれば、企業債というこ

とも検討しなければいけないかとは思っており

ますけれども、特別減収対策債が来年度も残る

というような情報もちょっとありますので、そ

こについては次年度の回復状況を踏まえて、ま

た状況によっては、今般見直しました中期経営

計画をさらに見直すというところも考えながら

経営を改善していきたいと思っております。

【宮本委員】 分かりました。すいません。仮の

話で大変申し訳なかったんですけれども、ちょ

っと厳しい目で見ればそういったことも想定さ

れるのかなと思ったものですから、お聞きさせ

ていただきました。

例えば、ほかのバス会社を比較した場合に、

ほかのバス会社さんたちもいろいろな形で影響

が出ていらっしゃると思います。比較されてい

るのかどうか分かりませんけれども、長崎市内

にも、そしてまた、県北にもあります。その他

社と比べて県営バス、交通局の状況がどうだっ

たのかという比較とかはされていれば教えてい

ただければと思います。できなければできない

で結構です。

【濵口営業部長】きちんとした数字というもの

は持ち合わせていないんですが、いろいろな意

見交換の中で、やっぱり長崎市内におきまして

も他事業者ございますが、一定影響は受けてい

るということを聞いていますし、県北のほうの

事業者につきましても一定影響を受けていると

いうことですが、ただ、どういう事業をやって

いるかにもよりますが、長崎市内の事業者にお

きましては、基本乗合事業を主にやっていると

いうことで、比較的観光路線的なものがない、

貸切事業がないということで、比較的影響は少

ない。それでも、やっぱり一定はあっていると。

県営バスの場合は、県外高速、リムジン、そ

れから、貸切バス事業。結構観光に特化した事

業が多いものですから、影響が大きいと。

それから、県北のほうの事業者につきまして

も、貸切事業もございますし、県外高速もあり

ますし、一般乗合もありますし、県営バスと同

じような状況ということは伺っております。

【宮本委員】 分かりました。それぞれで形態

等々、事業内容も違うので、比較は難しいかも

しれませんけれども、そういった形で意見交換

等もしていただければと考えておりました。

それと4ページになりますけれども、ちょっ

と先ほどの中村(泰)委員ともダブるかもしれま

せんが、「経営見直し策詳細」ということで書

いてあります。いろいろ書いてあるんですけれ

ども、今までバスの運転士が不足しておりまし

たと。どんどんやっぱり募集せんばいかんとい

う事業をされていたと思います。これについて

は、一定程度バスの新車購入も見直しながら、

そして、ダイヤ改正もするという状況であるな

らば、今後のバスの運転士さんの確保について、

ちょっとご見解があれば教えていただければと

思います。

【安藝管理部長】バスの運転士につきましては、

確かに委員おっしゃるように、これまで欠員等

数年続いていたところでございます。

しかしながら、今般、このダイヤの編成の見

直し、路線の効率化を行うことで、しばらくは
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新規の採用を見合わせないといけないと考えて

おります。それが何年続くかというところにつ

いては明確にはしておりませんけれども、しば

らくはそういうふうなことになるかと考えてお

るところです。

【宮本委員】分かりました。人件費の改善とい

う形でも様々事務職員の配置等見直しとありま

す。今は具体的に何人減とかというのがもしも

計画であるならばと思うんですけれども、ちょ

っと先ほどとかぶるかもしれませんが、もしも

何名減というのが計画であれば教えてください。

【安藝管理部長】基本的には、退職不補充とい

う形で人数を見込んでおります。その退職不補

充というのは、定年で退職する人数と、あと例

年、退職に至らなくても繰り上げて希望退職を

される方がいらっしゃいますので、ここ数年間

の希望退職した人数の平均値を足した形で削減

する人数というものを試算しております。大体

1年につき20人程度で減っていくような形で、

トータルで78人を減らすという形で、今、中期

計画では見込んでいるところです。

【宮本委員】分かりました。いろいろ詳細な試

算もありながら、今回の経営を乗り切るために

ということではあります。

最後に局長にお聞きしたいと思います。

特別減収対策債10億円、さらに20億円。通常

の一般企業であれば、銀行が貸すというのはな

かなかないかなと思いますね、この時期に。よ

ほどのことがないとできない。これは公営企業

だからだと思いますけれども、そういった面も

踏まえて、今後の中期計画にどのように反映し

ていくのかというのも具体的にありますが、マ

イクロツーリズムとかいろいろ、先日は観光の

基本計画を見直したところであります。リピー

ターを増やしながら、そこにマイクロツーリズ

ムでいろいろな形で、自家用車で行かれる場所

であったり、歩きの場所であったりという計画

もなされているところなんですけれども、今回

の経営改善等を踏まえて、今後の交通局として

の在り方、ウイズコロナ、アフターコロナとし

て捉えるならば、今回のこの対策を踏まえてど

う捉えていくのか考えをいただければと思いま

す。

【太田交通局長】宮本委員のご質問にお答えを

いたします。

まず、今回の経営の見直しにつきましては、

コロナによります乗客減というのが非常に大き

くございます。これまで人口減少とか、少子化

によりまして、わずかずつでも乗客の減という

のが続いておったわけですけれども、それが10
年分、20年分一気に来たということで、これを

まずは規模の見直しといいますか、適正な便数

にするとか、そういう体制を整えようというこ

とでの計画でございます。

それと、一定そういうのが落ち着きました暁

には、やはりこれまでも県営バスで行っており

ました乗客増の対策とか、一定需要があるとこ

ろにいろいろな形でのサービスを行っていくと

いうことを考えていかないといけないというこ

とを考えております。

まず、今現在考えられるのは、通勤バスで使

っている近郊のシャトルバスとかは、今コロナ

禍におきましてもお客様が減っていない状況で

ございますので、一定そういうものについては

手厚く対策を取りながら、やはり赤字を止めて

いくという対策を取っていきたいと思っており

ます。

【山田(朋)委員】 すみません。4ページの経営

見直しの中でお聞きをしたいと思います。

現在、コロナの影響により車両の利用状況、
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何割ぐらい今利用しているのか、利用していな

い車両があるのかどうかと、ダイヤなんですけ

れども、ＪＲさんとかは便数を少なくされたり

様々されているようなんですが、現状において

は路線バスでは便を少なくしたりとかはできな

いのかもしれませんが、どういった状況にある

かをまずお聞かせください。

【濵口営業部長】車両の状況でございますけれ

ども、車両も減便等をさせていただいています

ので、減便状況に応じて車両も使用が減ってい

るという状況でございます。

まず、減便の状況でございますが、県外高速

につきましては、長崎・宮崎線、こちらが今運

休をさせていただいております。それから、長

崎・北九州線、こちらが1日3往復に減便をさせ

ていただいております。もともとが平日で1日5
往復あったものが1日3往復に減便をさせてい

ただいております。それから、長崎・熊本線で

ございますけれども、こちらのほうがもともと

4往復させていただいていましたが、今2往復に

減便させていただいております。あと、長崎・

大分線でございますが、こちらは減便はしてお

りません。1日2往復運行させていただいており

ます。そういう減便等を高速バスはやっていま

す。

あと一般路線におきましても、12月1日から

特に昼間便、それから、夜の便を中心に減便を

させていただいております。こちらは昼間の出

控えだとか、夜が飲食等のやっぱり自粛という

のもあるんだろうと思っていますので、そうい

ったことで利用実態として非常に利用者の方が

少なくなっているということで、減便をさせて

いただいております。（発言する者あり）

12月1日のダイヤ改正につきましては、平日

で9路線33便の減便をさせていただいておりま

す。

【山田(朋)委員】 車両の、貸切バスとかは当然

置いてあるのが多くなっていると思っていたん

ですけれども、私が車両の利用状況をお聞きし

たのは、パーセンテージとかで返してほしかっ

たんですが、出てこないようですね。分かりま

した。

この経営見直し策の中で、資産の活用という

部分があると思います。収支改善期間が令和4
年以降とありますが、それぞれに売却見込みが

あるのかどうか、その辺りをまずお聞かせをい

ただきたいと思います。

【安藝管理部長】資産の活用ということで、諫

早ターミナル跡地と本原公舎を挙げております

けれども、今現在活用が見込めるというところ

で、この2つを計上しております。

諫早ターミナルにつきましては、令和4年度

春に新しいターミナルができますので、その跡

地についてというところで計上しているところ

でございます。

本原公舎につきましては、まだ公舎としての

活用をしておりますので、今後、職員組合と話

をしながら活用を考えていきたいと思っており

ます。

ということで、はっきり時期を明確にできな

いということで、令和4年度以降ということで

記載をさせていただいているところです。

【山田(朋)委員】 それぞれに改善額が書いてあ

ると思いますが、この額は大体今の相場と、そ

ういう専門の業者さんに見ていただいた資産価

値で、売却額がこれより少なくはならないとい

う形で確認をしているということでよろしいで

すか。

【安藝管理部長】この改善額については、固定

資産の評価額から簿記相当額を引いた額を記載
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しております。基本的に諫早ターミナル跡地の

活用については、すみません、経営戦略室のほ

うで検討を進めておりますけれども、これが最

低ラインと考えておりまして、これを超えるよ

うな形で貸付けなり、売却なりというところを

一番効果が高い形での活用を考えていきたいと

思っております。

【山田(朋)委員】 これが一番最低のラインとい

うことであります。

あと、公舎のほうは今10数人ですかね。何人

か入居されている方がいらっしゃるようであり

ます。当然、そういった方々に組合を通してご

理解をいただいた上できちんとした新たな住ま

いを確保いただいて、こちらのほうは丁寧に取

り扱っていただくようお願いをしたいと思って

おります。

以上です。

【田中委員】 何しろ交通局大変ですね。125号
議案は資金繰りだから、これはもう仕方ないと

しても、その後の問題だ。どうやって払ってい

くかという話ですね。

コロナ対策資金は、国がいろいろやってくれ

ている政策があるわけ、企業に対してね。それ

はしかし、県営バスは該当しないのかな、全然

もらえないのですか、民間と違って。そこら辺

はどうですか。

【安藝管理部長】 コロナの対策に対する国・

県・市町村の支援でございますけれども、交通

局も申請をできるもの、できないものというも

のがございます。交通局が申請できるものにつ

いては、全て活用を図るように申請を図ってい

るところでございます。

【田中委員】現実内容はどんなものなのですか、

数字である程度、総トータルだけでいいから、

出ますか。

【濵口営業部長】コロナの影響によって減収す

る支援メニューとして、まず県のほうから、交

通事業継続等支援事業奨励金ということで一般

乗合で上限1億円でございますので、1億円がご

ざいます。それから、貸切バスで約1,000万円、

それと国からの支援というのが約3,000万円、交

通局としては約1億4,000万円程度頂いており

ます。

それから、交通局とは別に、県央バスのほう

にも同じような内容で県から。県央バスは民間

でございますので、交通局では頂けなかった部

分もございますが、県から約740万円程度、国

から460万円程度、それと諫早市、大村市から

各30万円程度という補助を頂いております。

【田中委員】それをもらっても、ありがたい話

だけれども、あまり大局に影響ないという感じ

なんですね。10億円では足りんで、もう10億円、

20億円ということなんだけれども、民間は借入

れ申請して借入れできなければ、もうそれで企

業は終わりなんですよ。民間はね。あなたたち

は特別減収対策企業債、これは財政課が世話す

る形になるんだろうけれども、県営バスが直や

るのか、金利とかなんとかの関係はどうなって

いますか、15年で。

【安藝管理部長】金利については入札で行うこ

とにしておりまして、12月8日から借り入れる

分については0.13％となっております。

【田中委員】総額で幾らぐらいになるのですか。

15年で。

【安藝管理部長】 利子だけで2,200万円という

ことでございます。

【田中委員】 そのくらいの利子で、15年で払

っていけばということだから、小さいかも分か

らんけれども、民間のことを考えれば恵まれて

いますよね。特別減収対策企業債。これは県営
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バスだからできるんだろうけどね。

それともう一つ、この経営見直し策詳細とい

うことで出ているけれども、確実にやれるのか

な。私は、この内容を見て、こんなことやって

いると経営ができないんじゃないかという危惧

を持つんですけどね。

この1番の人口減少等による乗客の減少で2
億6,900万円か、改善策。バス更新等で1億1,500
万円、更新しなければ事業はスムーズにいくの

ですか、古いのだけこうやっていってね。

それから、資産活用が今、話に出ていたけど、

交通局はこんなもんしか資産はないのですか。

駅前の移転の関係は、この15年間にどういう位

置づけになるのかな。駅前の、あそこも持って

いるんだろう、交通局が。移転関係の収支みた

いなものは、計画はどうなっていますか。

【柿原経営戦略室長（参事）】 長崎ターミナル

のお尋ねだと思われますけれども、長崎ターミ

ナルにつきましては、本年7月に、長崎市中心

部の交通結節等検討会議という会議が開かれま

した。その中で、長崎市中心部の交通結節を考

えようじゃないかということで、最終的に大黒

町側にバスターミナルを再整備し、駅側とデッ

キで接続することなどを盛り込んだ長崎市中心

部における交通結節等機能の強化に向けた基本

計画が策定をされたところでございます。

今、その基本計画策定以降ということで、現

状、そのバスターミナルの再整備方法であると

か、その運営に際して、これは公民連携の手法

でありますコンセッション方式を導入すること

などにつきまして、現在、県の土木部のほうで

検討を行っているところでございます。これに

より、私ども従前から県営バスのほうで進めて

まいりましたバスターミナルの移転計画につき

ましては、現状としては中断することとなって

ございます。

【田中委員】計画云々じゃなくて、交通局の収

支でも見通しが大体どんな感じなのかというの

が知りたかったんだけれどもね。プラスにはな

ると思う。ただ、プラスになるためにも立替え

的な金が出てきたりする可能性もあるんで、そ

こら辺も入っているのかなと。

それから、4番の人件費の改善で1億5,000万
円ほど毎年やるのかな。1年間で1億5,000万円

ほど減らしているから、やっていける、事業を。

皆さん方がオーケーしているのかな、それで。

昔は組合は強かったけど、今はどうのというの

は言わんけれども、やっていけるのかな。トー

タルして5億5,600万円、1年間当たりの収支改

善。5億6,000万円ぐらい毎年やっていくよと。

そして、営業はちゃんと現状を維持するよと。

現状を維持しなければ、この売上のペースは確

保できないわけだからね。減らしていく形にな

る。減らせば減らすほど、また落ちてくるわけ

だから。これはその中間になるんだな。

そういうことで、令和17年までの15年、それ

で20億8,900万円を捻出して、20億円の特別減

収対策債の返還原資としますと。15年先のこと

まで我々もちょっと予測できないし、皆さん方

は数字で予測するんだろうけどね。だから、普

通四、五年までならば分かるけれども、15年先

の計画です。これは大変なことです。その前に

5億5,600万円、毎年、現状から収支改善してい

かなきゃいかんわけですよ。数字を実行できる

ような対策が整っているのかな、ちょっとそこ

を聞かしてもらおう。

【安藝管理部長】 額が大きいこと、また、15
年と長期間にわたることから、委員ご心配され

ているのは全くそのとおりだと思いますけれど

も、我々もきちんとした形で試算を積み上げて
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きて、この計画を立てているところでございま

す。

やはり収入が減る中で、固定経費を減らさな

ければなりませんので。ただ今回、今年は職員

組合と合意をして期末手当のカットというとこ

ろをいたしましたけれども、全てそこに頼ると

いうわけにはいきませんので、人の数そのもの

を減らすというところで、ダイヤの編成、路線

の効率化により人を減らし、その分、また要る

バスも減らすという形で、まずは固定経費を減

らしていこうと考えているところでございます。

古くなったバスについては、順次更新してい

かなければなりませんけれども、バスを減らす

ことによって、古くなった更新時期が来たバス

は廃棄ということで、更新の時期を後ろ倒しに

できますので、そういうふうな形で5億5,000万
円はかなり厳しい計画ではありますけれども、

基本的にはやっていくものとして計画を立てて

いるところでございます。

【田中委員】 資産、資産というのは、私は資産

形成の資産かと思ったら、試し算の試算だから

ね。だから、これが試算どおりにいくかという、

そこら辺が一番、私はちょっとはてな、クエス

チョンと思うね。経営やっていけるのかな、こ

んな感じで。今までやってきても、そんなには

プラスにならなかったよね。とんとんいけばい

いほうで。それが毎年5億5,600万円も経営見直

し策をやっていくんだと。通常の営業活動が正

常にいくのかなと。資産活用の分は、もうこれ

だけしかないの、交通局は。私は、あちこちも

う少し資産があるのかなと思っていたけれども、

もう売却してしまったのかな。雲仙とかなんと

か営業所がいっぱい昔あったのは、資産がもう

ないのですか。それと駅前だけですか、資産活

用の資産は。現状。私も決算の時の固定資産の

合計とか覚えていないので、何とも言えんけれ

ども、どうなんですか。

【安藝管理部長】基本的に交通局が保有してい

る土地に関しては、ほとんど局として財産とし

て使用をしているところでございまして、活用

できる土地の一番大きいものが諫早ターミナル

の跡地と本原公舎の敷地というところでござい

ます。ほかにもあと一、二か所活用未利用地は

ございますので、そこは活用を検討してまいり

たいと思っておりますけれども、あとは交通局

として使用していたり、貸付けを行っていたり

とかいう土地でございます。

【田中委員】 だから、20億円の債務を我々は

保証するわけじゃないけれども、委員会で認め

るという感じだから、保証したような感じにな

るんだけれども、20億円を。大変なお金よ。も

う少し資産活用ができるのかなと思ったけれど

も、3億円ぐらいしか担保的なものは考えられ

ないわけね、今のところ。1番は人件費の改善

で1億5,000万円で15年間、20億円ばっかりね、

ずっと毎年毎年減らしていくんだと。これは大

丈夫かなと。ダイヤ編成とかなんとか、これは

減らせば減らすほど営業収入も減っていくと思

うんだけどね。体質がずうっと縮小されていく、

先細りになっていくわけだからね、これだけ減

らしていけば。だから、ここで議論しても、あ

なたたちは試算をして、試算どおりやればこう

なりますよと。その保証はないんだけれども、

我々は保証して委員会を通さなきゃいかんわけ

だからね、20億円を。財政課がよく、うんと言

ったなと思うんだけれども、本庁の財政課とも

詰めた話はしているわけだろう、県営バス、交

通局だから。どうなんですか。

【安藝管理部長】交通局の現在の経営の状況及

び今後の見直しについても、財政課と協議をし
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た上で、今回の補正予算はあげさせていただい

ております。

【田中委員】ここで終わるけれども、ぜひ外部

の人を入れて経営の審議会みたいなものをつく

ることを勧めたい。外部の人を入れなきゃ、あ

なたたちだけではちょっと申し訳ないけれども、

信用できないところもある。こんなに簡単に、

15年かけて83億円を捻出していくなんて大変

ですよ。普通借りても、資産売却とかなんとか

で戻すというなら、それは可能だけれども、人

件費を減らしていって借金払いをずっとしてい

くんだという、そういう経営の仕方というのは

ちょっと私も納得し難いですね。だから、ぜひ

外部の専門家を入れて、そういう審議会みたい

なのをつくって、やっぱりやる努力をしてもら

いたい。我々の審議の許容範囲から外の問題で

す。15年かけて20億円払ってきますという計画

表はちゃんとできている。それが順調にいけば、

昔みたいなことはなかったわけだからね。

我々が議員になった頃には解決していたけれ

ども、その前は大変だったと。ようやく解決し

た頃、私は県議会議員になったんだけれども、

交通局問題は大変な問題だったんです。

そんなことで、質問は終わります。もう答弁

もらったって、それは内容について私は疑義を

感じているわけだから、それ以上のことは言わ

ないけれども、ぜひそういう審議会みたいなも

のをつくってやってほしいなという要望だけし

ておきたいと思います。

【安藝管理部長】 1点だけ。田中委員から外部

の委員会をということでお話がありましたけれ

ども、県営バスでは、交通局交通事業の在り方

に関する方針に基づいて、経営の外部評価を実

施する経営評価委員会というものを設置してお

ります。経営者の方とか、学識経験者の方を迎

えて5名の委員さんをお願いして、年に一、二

回程度委員会を開いて、意見を聞いているとこ

ろでございます。一応そういうものがあるとい

うところだけお話をさせていただきます。

【田中委員】 ぜひその資料を出してください。

どういう人がやってもらって、どういう質疑を

やっているのか。それは別に公にできない話じ

ゃないんです。県の交通局だからね。それは、

もしそういうのがあるとすればですね。私は、

誰がおやりになっているか知らない。監査委員

に聞いても、何となく、いや県営バスはですね

という話です。ぜひその資料出してください。

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 それでは、ほかに質疑が

ないようですので、これをもって質疑を終了し

ます。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第125号議案については、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定されました。

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。

交通局におきましては、委員会付託議案がな

いことから、所管事項についての説明を受ける
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ことといたします。

それでは、交通局長より所管事項の説明を求

めます。

【太田交通局長】「環境生活建設委員会関係議

案説明資料」をお開きください。

今回、交通局関係の議案はありませんので、

主な所管事項につきましてご説明いたします。

交通局の経営状況につきましては、先ほどご

説明をいたしました。2ページをお開きくださ

い。

路線バス等の状況について。新型コロナウイ

ルス感染症の影響により公共交通の利用が減少

しており、交通局におきましても、県外高速バ

スや空港リムジンバス等において、各路線の状

況に応じて運休や減便運行を実施しております。

県外高速バスや空港リムジンバスにつきまし

ては、利用客数が前年度比で半数に達していな

いものの10月以降は回復傾向にあり、利用客の

動向を見極めながら運行便数等の調整を図るこ

ととしております。

一般定期路線バスにつきましては、利用客数

が前年度比で8割程度に回復してきております

が、昼間帯や深夜の利用客の減少が大きいこと

から、利用が少ない時間帯での減便や最終便の

時間を少し早めるなどのダイヤ改正を12月1日
から実施しております。

今後も、新型コロナウイルス感染症の影響に

より利用客減の状況が続くことが想定されるこ

とから、効率的な運行便数の確保などの見直し

を行いながら、公共交通として路線バスの維持

を図ってまいります。

接客・接遇及び安全安心への取組について。

交通局では、安全、確実、快適、親切をモット

ーに、コロナ禍の下でもお客様がより快適に安

心してバスをご利用いただけるよう、全乗務員

を対象とした各種研修や、ドライブレコーダー

等を活用した個別の指導教育など、事故防止と

安全教育のみならず、接客・接遇の向上にも努

めております。

今年度においても、職員一人ひとりがお客様

に親切で丁寧な対応ができるように、外部講師

を招いた接客・接遇研修やマナー講座を実施し、

231名の職員が受講しました。

また、現在、バス車内への新型コロナウイル

ス感染症対策として、乗務員のマスク着用や乗

務席へのビニールカーテンの設置、車内消毒や

換気の実施などの対策を講じておりますが、今

回の接客・接遇研修に併せて、バス車内の消毒

についても外部専門家を招き、フェイスマスク

や除菌剤を使用しながらの講習を実施し、バス

の利用について県民や観光客の安全・安心のさ

らなる確保に努めております。

今後も、安全・安心なバス事業を目指し、お

客様へのサービス向上に継続して取り組んでま

いります。

貸切バスツアーについて。貸切バスツアーに

ついては、子会社である長崎県営バス観光株式

会社とタイアップし、毎年実施しているところ

です。

今年度は、従来県外への1泊2日のツアーであ

る県営バスよか余暇ツアーについて、県内の観

光事業を活性化させるため、佐世保市内の観光

と平戸温泉宿泊を組み合わせた内容で11月か

ら1月まで実施することとしております。

日帰りツアーについても、松浦アジフライを

堪能するツアーなどを実施しており、いずれの

ツアーともＧｏＴｏトラベル事業の活用による

割引と地域共通クーポンの配布で大変お得なツ

アーとなっており、利用促進を図ってまいりま

す。
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また、長崎県営バス観光におきましては、長

崎県観光連盟ともタイアップし、長崎県しま旅

滞在促進事業とＧｏＴｏトラベル事業を活用し、

ＯＲＣで行く！壱岐フリープランと、ＯＲＣで

行く！対馬フリープランを実施しており、県内

離島地域の観光の活性化にも取り組んでおりま

す。

今後もツアーの実施により、長崎県の観光振

興と交流人口の拡大を通じた地域の活性化に寄

与してまいりながら、貸切バスの稼働増にもつ

なげたいと考えております。

新たな行財政改革に関する計画素案の策定に

ついて。令和3年度から新たに取り組む行財政

改革に関する計画につきましては、これまでの

県議会や長崎県行財政改革懇話会におけるご意

見も踏まえて、このたび、計画素案として取り

まとめました。

素案においては、挑戦と持続を両立する行財

政運営、行政のデジタル化と働き方改革、多様

な主体との連携と人材育成を柱とし、具体的な

取組をお示ししており、推進期間につきまして

は、令和3年度から7年度までとしております。

交通局関係としましては、公営企業を取り巻

く環境変化を踏まえた地域公共交通サービスを

提供するとともに、中期経営計画を着実に推進

するなど経営健全化に取り組むこととしており

ます。

今後、県議会のご意見を十分にお伺いすると

ともに、県民の皆様のご意見もいただきながら、

今年度中の計画策定を目指してまいります。

次に、「環境生活建設委員会関係議案説明資

料追加1」をご覧いただきたいと思います。

職員の処分について。今年10月29日午前8時
頃、交通局の運転士が、貸切バスを回送中に業

務用の携帯電話を使用して通話を行ったことか

ら、11月16日付で停職10日の懲戒処分を行いま

した。

今回の事案は、交通局の内規で貸切バス運行

時に認めている業務用携帯電話の使用について、

イヤホンマイクを使用せず通話を行ったもので

あります。

交通局では、運行中の携帯電話・スマートフ

ォンの原則使用禁止や業務上の取扱いについて

周知及び指導を徹底してきたところであります

が、このような事案が起きたことは公共交通を

担うバス事業者として大変遺憾であり、県民の

皆様に深くお詫び申し上げます。

今回の事案発生を踏まえ、貸切バス出庫前の

点呼時に業務用携帯電話とイヤホンマイクの接

続を確認するとともに、これまで行ってきた取

組の徹底を図っていくこととしております。

このようなことが二度と起こることがないよ

う、全職員に改めて指導を行い、県民の皆様の

信頼回復に全力で努めてまいります。

以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。以上でございます。

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明を終わります。

それでは、交通局関係の審査結果について整

理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３６分 休憩 ―

― 午後 ２時３６分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退室のため、しばらく休憩いたします。
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交通局の理事者の皆様には大変お疲れさまで

した。ありがとうございました。

― 午後 ２時３７分 休憩 ―

― 午後 ２時３７分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。

環境生活建設分科会長報告及び環境生活建設

委員長報告については、正副委員長一任のもと

で報告させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３８分 休憩 ―

― 午後 ２時３８分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動についてご意見はありま

せんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願いたいと思います。

ほかにないようですので、閉会挨拶のため、

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３９分 休憩 ―

― 午後 ２時４３分 再開 ―

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本任期中における定例会の最後の

委員会になりますので、閉会のご挨拶を申し上

げます。

本任期中の定例会における委員会は、これが

最後になると思いますので、閉会に当たり、委

員長として一言ご挨拶を申し上げます。

委員長を仰せつかりまして本日まで、久保田

副委員長はじめ、委員の皆様、理事者の皆様の

ご協力をいただき、無事に委員会までは終了す

ることができました。大変お世話になりました。

さて、振り返ってみますと、本任期期間中は

文化観光国際部が新たに所管に入ったというこ

ともあったんですけれども、また、今度は新型

コロナウイルスということで、感染拡大に伴う

観光関連産業と各分野への深刻な影響であると

か、感染者の方への偏見差別の問題であったり、

それから、県営バスの大型減収の問題であった

り、さらには7月豪雨、台風9号及び10号に伴い

ます被害への対応ということで、コロナに振り

回されたような形になりますけれども、コロナ

禍における経済対策、感染拡大防止に向けた各

部局の各種施策の取組を主に審議させていただ

きました。

委員の皆様には、熱心なご議論を交わしてい

ただくとともに、コロナ禍での施策の取組につ

いて指導助言をいただくなど、議会と行政が県

民の皆様のために、県の発展のために、さらに

は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と

社会経済活動の両立に向けて全力で取り組むた

め、この委員会が進められたものと深く感謝を

申し上げます。

最後になりますけれども、委員並びに理事者

の皆様方には健康に十分ご留意をいただき、さ

らなる長崎県の発展のためにご活躍をされます

ことを心からお祈り申し上げまして、簡単です

が、ご挨拶とさせていただきます。ありがとう

ございました。（拍手）

次に、理事者を代表して県民生活環境部長か

らご挨拶をいただくことにいたします。

【宮﨑県民生活環境部長】環境生活建設委員会

の閉会に当たりまして、理事者を代表いたしま

して、一言ご挨拶を申し上げます。

山本(由)委員長、久保田副委員長をはじめ、
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委員の皆様には、新型コロナウイルス感染症の

影響により十分な時間が取れない中、委員会に

おきますご審議をはじめ、現地視察など、環境

生活建設全般にわたる重要課題について終始熱

心にご議論いただくとともに、様々な観点から

貴重なご意見等をいただきましたことに対しま

して、心よりお礼を申し上げます。どうもあり

がとうございました。

いただきましたご指導、ご提言につきまして

は、今後の施策の中に反映してまいりたいと考

えております。

私ども4部局におきましては、長崎県総合計

画や各部局の個別計画に基づき、県民の皆様の

安全・安心で快適な暮らしの実現、地域の特徴

や資源を活かしたまちづくりに向けて取組を進

めてまいります。

委員の皆様におかれましては、今後とも環境

生活建設分野におけます県政の推進に対しまし

て、より一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

最後になりますが、委員の皆様にはお体に十

分留意され、ますますのご活躍を祈念いたしま

してご挨拶とさせていただきます。どうもあり

がとうございました。（拍手）

【山本(由)委員長】 どうもありがとうございま

した。

これをもちまして、環境生活建設委員会及び

予算決算委員会環境生活建設分科会を閉会いた

します。大変お疲れさまでした。

― 午後 ２時４７分 閉会 ―
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環境生活建設委員会委員長　　山本　由夫

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

自然公園内県営公園施設条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県港湾管理条例の一部を改正する条例 原案可決

契約の締結の一部変更について 原案可決

公の施設の指定管理者の指定について 原案可決

公の施設の指定管理者の指定について 原案可決

公の施設の指定管理者の指定について 原案可決

公の施設の指定管理者の指定について 原案可決

諫早市テニス場の事務の受託に関する協議について 原案可決

長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ２０２５についての
うち関係部分

原案可決

計　９ 件（原案可決９ 件）

番　　号 

第 128 号 議 案

第 150 号 議 案

第 153 号 議 案

第 129 号 議 案

第 145 号 議 案

第 146 号 議 案

第 147 号 議 案

第 148 号 議 案

第 149 号 議 案

記

環 境 生 活 建 設 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和2年12月10日

　　　　議長　　瀬川　光之　　様

－151－
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委員長（分科会長）     山 本  由 夫

副委員長（副会長）     久保田  将 誠

署 名 委 員      徳 永  達 也

署 名 委 員      中 村  泰 輔

書  記   坂 井  文 孝

書  記   永 井  美佐子

速  記   (有)長崎速記センター


